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平成２７年第４回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第１号 

 

平成２７年１２月２日（水曜日）午前１０時開議 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 決算特別委員会の報告 

 質疑・討論・採決 

第４ 議案第１０３号 菊池市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につい

て 

   議案第１０４号 菊池市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定

について 

   議案第１０５号 菊池市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定

について 

   議案第１０６号 菊池市スクールサポートチーム設置条例の制定について 

   議案第１０７号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

   議案第１０８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１０９号 菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

   議案第１１０号 菊池市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の

制定について 

   議案第１１１号 菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

   議案第１１２号 菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の制定

について 

   議案第１１３号 菊池市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の

条例の制定について 

   議案第１１４号 菊池市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１１５号 菊池市教育委員会外部評価委員会条例を廃止する条例の制定に
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ついて 

   議案第１１６号 平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第８号） 

   議案第１１７号 平成２７年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第１１８号 平成２７年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第１１９号 平成２７年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第２ 

           号） 

   議案第１２０号 平成２７年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第２ 

           号） 

   議案第１２１号 平成２７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１２２号 平成２７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算 

           （第２号） 

   議案第１２３号 平成２７年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号） 

   議案第１２４号 平成２７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１２５号 財産の無償譲渡について 

   議案第１２６号 財産の無償譲渡について 

   議案第１２７号 財産の無償譲渡について 

   議案第１２８号 財産の無償譲渡について 

   議案第１２９号 財産の無償譲渡について 

   議案第１３０号 財産の無償譲渡について 

   議案第１３１号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市菊池老人福祉セ

ンター） 

   議案第１３２号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市ふれあい交流セ

ンター） 

   議案第１３３号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市四季の里旭志） 

   議案第１３４号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市北古閑集会所） 

   議案第１３５号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市中西寺集会所） 

   議案第１３６号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市大琳寺集会所） 

   議案第１３７号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市野間口集会所） 

   議案第１３８号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市旭志大迫集会所） 

   議案第１３９号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市泗水永南集会所） 



- 45 - 

   議案第１４０号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市龍門支館） 

   議案第１４１号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市花房支館） 

   議案第１４２号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市水源支館） 

   議案第１４３号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市迫間支館） 

   議案第１４４号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市戸崎支館） 

 まで一括上程・説明 

第５ 議案第１４５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

──────────────── ○ ──────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 決算特別委員会の報告 

 質疑・討論・採決 

日程第４ 議案第１０３号 菊池市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定に

ついて 

     議案第１０４号 菊池市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例の制定について 

     議案第１０５号 菊池市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の

制定について 

     議案第１０６号 菊池市スクールサポートチーム設置条例の制定について 

     議案第１０７号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて 

     議案第１０８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１０９号 菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

     議案第１１０号 菊池市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の制定について 

     議案第１１１号 菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

     議案第１１２号 菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の
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制定について 

     議案第１１３号 菊池市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する

等の条例の制定について 

     議案第１１４号 菊池市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１１５号 菊池市教育委員会外部評価委員会条例を廃止する条例の制

定について 

     議案第１１６号 平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第８号） 

     議案第１１７号 平成２７年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号） 

     議案第１１８号 平成２７年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第４

号） 

     議案第１１９号 平成２７年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第

２号） 

     議案第１２０号 平成２７年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

     議案第１２１号 平成２７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号） 

     議案第１２２号 平成２７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予

算（第２号） 

     議案第１２３号 平成２７年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号） 

     議案第１２４号 平成２７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算

（第２号） 

     議案第１２５号 財産の無償譲渡について 

     議案第１２６号 財産の無償譲渡について 

     議案第１２７号 財産の無償譲渡について 

     議案第１２８号 財産の無償譲渡について 

     議案第１２９号 財産の無償譲渡について 

     議案第１３０号 財産の無償譲渡について 

     議案第１３１号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市菊池老人福

祉センター） 

     議案第１３２号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市ふれあい交

流センター） 

     議案第１３３号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市四季の里旭
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志） 

     議案第１３４号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市北古閑集会

所） 

     議案第１３５号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市中西寺集会

所） 

     議案第１３６号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市大琳寺集会

所） 

     議案第１３７号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市野間口集会

所） 

     議案第１３８号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市旭志大迫集

会所） 

     議案第１３９号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市泗水永南集

会所） 

     議案第１４０号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市龍門支館） 

     議案第１４１号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市花房支館） 

     議案第１４２号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市水源支館） 

     議案第１４３号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市迫間支館） 

     議案第１４４号 公の施設の指定管理者の指定について（菊池市戸崎支館） 

 まで一括上程・説明 

日程第５ 議案第１４５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

──────────────── ○ ──────────────── 

出席議員（２０名） 

１番  平   直 樹 君      

２番  東   奈津子 さん     

３番  坂 本 道 博 君      

４番  水 上 隆 光 君      

５番  出 口 一 生 君      

６番  猿 渡 美智子 さん     

７番  松 岡   讓 君      

８番  荒 木 崇 之 君      

９番  柁 原 賢 一 君      

１０番  工 藤 圭一郎 君      
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１１番  城   典 臣 君      

１２番  大 賀 慶 一 君      

１３番  岡 﨑 俊 裕 君      

１４番  水 上 彰 澄 君      
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１７番   口 正 博 君      
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２０番  境   和 則 君      
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健 康 福 祉 部 長     木 原 雄 二 君      

経 済 部 長     松 野 浩 一 君      

建 設 部 長     櫨 川 博 久 君      

七城総合支所長     楳 田 邦 昭 君      

旭志総合支所長     水 上 満 弘 君      

泗水総合支所長     上 田 譲 二 君      

財 政 課 長     中 村 喜 範 君      

総務課長兼選挙                    
德 永 孝 博 君      

管理委員会事務局長                    

市 長 公 室 長     上 田 俊 介 君      

教 育 長     原 田 和 幸 君      

教 育 部 長     松 岡 千 利 君      

農業委員会事務局長     原   和 徳 君      

水 道 局 長     藤 本 辰 広 君      

監 査 事 務 局 長     松 永 隆 則 君      
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議 会 係 長     松 原 憲 一 君      

議 会 係     新 永 晶 子 さん     



- 50 - 

午前１０時００分 開会 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 全員ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

 ただいまの出席議員は２０名です。定足数に達していますので、ただいまから平

成２７年第４回菊池市議会定例会を開会します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） ここで日程に先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

 １０月８日、玉名市において第２５９回熊本県市議会議長会が開催され、副議長

と出席しました。九州市議会議長会への提出議案等について審議いたしました。 

 次に、１０月１３日には荒尾市において熊本県北市議会連絡協議会が開催され、

県市町村課から講演を受けるなど、県北６市の相互の連携強化、議会運営の円滑化

を図りました。 

 次に、１０月１９日には佐世保市において九州市議会議長会第３回理事会が開催

され、全国市議会議長会への提出議案等について審議いたしました。 

 次に、監査委員から平成２７年１０月分までの一般会計、特別会計並びに企業会

計に関する例月出納検査の報告があっておりますので、ご報告申し上げます。 

 なお、詳細については、事務局に備えつけの書類によりご承諾いただきたいと思

います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

──────────────── ○ ──────────────── 

午前１０時０１分 開議 

○議長（森 清孝君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（森 清孝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は、会議規則第８８条の規定により、岡﨑俊裕君及び水上彰澄君を指名します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第２ 会期の決定 

○議長（森 清孝君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期につきましては、議会運営委員会におきまして、
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本日から１２月１８日までの１７日間とすることに結論を見ておりますが、これに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月１８日ま

での１７日間と決定しました。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第３ 決算特別委員会の報告・質疑・討論・採決 

○議長（森 清孝君） 次に、日程第３、決算特別委員会委員長より議案第８３号から

議案第９３号までの１１議案について審査結果の報告があっておりますので、これ

を議題とします。 

 決算特別委員会の審査の経過及び結果について、委員長の報告を求めます。 

 決算特別委員会委員長、大賀慶一君。 

［登壇］ 

○決算特別委員会委員長（大賀慶一君） 皆さんおはようございます。それでは、決算

特別委員長の報告をいたしたいと思います。ちょっと声がお聞き苦しい点もあるか

と思いますが、ご容赦お願いします。 

 ９月定例会で当委員会に付託されました議案は、議案第８３号、平成２６年度菊

池市一般会計歳入歳出決算の認定についてから議案第９３号、平成２６年度菊池市

水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてまでの１１案件でございました。 

 ９月１８日には、委員の皆さんと決算の意義と考え方や審査において配慮すべき

点などを確認し合いました。あわせて、執行部の説明の要領についても統一したも

のになるよう協議を行ったところです。 

 審査は１０月５日から４日間の日程で、執行部の説明を求めながら慎重に進めて

まいりました。 

 それでは、各会計ごとに出されました主な質疑や意見などを報告いたします。 

 初めに、議案第８３号、平成２６年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て申し上げます。 

 歳入の点について報告しますと、市税の合計は収入済額５１億７，３００万３，

６２７円、収納率は８６．９３％であり、収入未済額７億４，３５８万２，４６５

円、不納欠損額は３，４４３万６，５７０円であり、収納率は前年度に比べて若干

上回っているとのことでした。 

 市税、分担金及び負担金、保険税、使用料及び手数料など、多くの費目で滞納が

発生しており、不納欠損処分、滞納処理状況について執行部より報告がありました。 

 今回提言として報告していますが、委員より、税負担の公正公平の観点から徴収
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についてはさらなる努力を求める意見が出されました。 

 次に、歳出の主なものを報告します。 

 都市間交流事業について、都市間交流の会で市民交流をされているが、成果が上

がっているのかとの質疑に、執行部より、市民の方によるお互いの交流はできてい

るが、今後は物産面にお互いの販売ができ、効果が出るような仕組みづくりが必要

であるとの答弁がありました。 

 地域づくり推進補助金について、地域での祭り開催の補助金は３年で打ち切りと

なっている。地域の活性化になるよう継続して補助してほしいとの意見がありまし

た。 

 執行部より、今後、検討委員会に提案してできる部分については行っていきたい。

現段階では行政に頼るということではなくて、自立してほしいという思いで補助金

制度が設けられているとの答弁がありました。 

 ＧＩＳを委託している業者の国際航業について、道路台帳の数値に誤りが多く、

交付税検査では職員は困っている。道路データがきちんと反映されていない事実を

担当課は把握しているのかとの質疑に、道路台帳の整備については、前回の交付税

検査のときに問題となっていることで認識している。委託業者には再三道路台帳の

整備について申し入れているとの答弁がありました。 

 庁舎等整備事業の９，４６３万１，０００円のうち、一般財源の２，０８９万６，

０００円とあるが、一般財源の内容を説明してほしいとの質疑に、執行部より、最

初、行政機能が２カ所にあったときの委託料が８，１５８万５，０００円であった。

予算額に対して７０％で契約している。今度、行政機能が１カ所にしたときは２，

４８７万４，４６２円の変更契約ができた。これについては、合併特例債が活用で

きないということで一般財源の割合が大きくなったとの答弁がありました。 

 庁用車の管理について、耐用年数が経過した車は順次切りかえていったほうが将

来的にはコスト的にやすくなると考える。以前、故障して動かなくなったこともあ

るので、管理を徹底してほしいとの意見がありました。 

 執行部より、ある程度今の車は性能がいいが、目安として１５年経過し調子がよ

かったらまだ使えると判断して、１２年でも調子が悪い場合は購入の予算計上をし

ている。また、リースが多かったが、車検を地元の業者にできるよう購入に切りか

えているとの答弁がありました。 

 男女苦情処理事業について、面接が理想的だと思うが、ＤＶ被害者は相談するそ

のものがハードルが高い。電話での相談ができないか、検討してほしいとの意見が

ありました。 

 英語の森きくち事業について、８３人の児童・生徒に対して４５０万円を使って



- 53 - 

いる。費用対効果がないように思う。他の町では少ない費用で同じような事業を

行っているところもある。一部の人に税金を使うことはやめてほしいとの意見があ

りました。 

 執行部より、グローバル化した時代に社会を生き抜くためには外国語の教育が必

要であるということから、教育基本計画の中でも英語力の推進を掲げている。経費

については、ほかで実施されている事業の運用を聞きながら、再度中身を精査した

いとの答弁がありました。 

 菊池市文化会館の土地賃借料について、昨年度から問題提起しているが、現在の

進捗状況はどうなっているのかとの質疑に、執行部より、不動産鑑定の結果が出た

ので、地権者の方と話を行ったところであり、契約の内容の変更などの見直しを考

えていただけないかと申し上げたが、現契約を守ってほしいということであった。

再度交渉を行いたいとの答弁がございました。 

 Ｂ＆Ｇ事業補助に係るランクが本市は最低のＤランクとなっていて、補助率が以

前より下がっている。もう一度Ｂ＆Ｇ事業を立て直さないといけないと危惧してい

る。しっかり取り組んでほしいとの意見がありました。 

 執行部より、指導者の資格を持っていた方に再研修に参加していただいて、今後、

復帰してもらうよう進めている。レガッタ大会時にカヌーを使って大会も行ってい

るとの答弁がありました。 

 塵芥処理施設費（エコビレッジ旭）の修繕料が毎年１億円以上も上がっているが、

改善することができないのかとの質疑に対して、新しい品物を購入すると高くなる

ので、リサイクル品を購入し経費を抑えている。専門機関にこの材料でよいか、精

査をお願いしているとの答弁がありました。 

 地籍調査補助事業について、地籍の立ち会いについて、高齢者が多く大変な状況

である。計画を見直して進捗率を上げてほしい。国の補助率も下がるように聞いて

いるとの質疑に、執行部より、高齢化の進展で市としても心配している。全力を挙

げて取り組んでいきたいとの答弁がありました。 

 生活困窮者自立促進支援モデル事業について、この事業は菊池圏域で行われてい

る事業であるが、相談者が９９名で、生活保護につながった方は１７名で、一般就

労につくことができた方は１２名となっているが、この数字を見てどのように考え

るかとの質疑に、９９名の相談者の数は妥当な数だと思っている。モデル事業を実

施し、地元の皆さんに広く相談する場を設置したということで、有意義な事業と考

えるとの答弁がありました。 

 児童育成クラブ経費について、隈府小学校児童育成クラブは隣に給食センターが

できたため遊ぶ場所が狭く、１人当たりの面積の基準が足りていないと思うが、何
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か要望が上がっているのかとの質疑に、前々から人数が多いということで２クラス

が望ましいとの話が出ている。話を聞いてみると途中でクラブ活動や習い事などで

抜けていき、基準程度の人数となっている。また、今年度、隈府小学校区に児童育

成クラブができたので、解消できると考えているとの答弁がありました。 

 病院群輪番制病院運営事業に関連して、小児科の救急医療体制や夜間医療体制に

ついて、ぜひ確立して子育てしやすい体制づくりをお願いしたいとの意見がありま

した。 

 執行部より、熊本市近郊ということで遠くもなく近くもないという現状である。

今、議論しているところであるとの答弁がありました。 

 ブランド推進事業のインターネット販売については莫大な予算をかけているが、

今のところ売り上げは上がっていない。儲かる農業ということで始まったが、その

結果が出るよう努力してほしいとの意見がありました。 

 鳥獣捕獲事業について、猟友会の人員が減ってきているが、対策を考えてほしい。

また、人的被害が出ないよう早急に対策をとってほしいとの意見がありました。 

 執行部より、菊池市有害鳥獣捕獲隊と協議しながら対策を進めていきたいとの答

弁がありました。 

 地域経済活力創出事業補助金のうち住宅リフォームについて、１件当たりどの程

度の補助で、どれくらいの経済効果があったのか。また、使いづらいということも

聞いている。予算が残っているが、そのあたりが申請の伸びていない理由ではない

のかとの質疑に、住宅関係については、リフォームで１４万９，０００円の補助、

新築で２０万円の補助額である。約５８倍の経済効果があったと考えている。補助

の要件として、地元の業者を使う、バリアフリー化、省エネ、子育て支援、木材促

進等の要件のうち、１つでも該当すれば補助要件に該当する。周知徹底を行い、今

後もっと広がっていってほしいとの答弁がありました。 

 道路維持整備事業については、市道の管理、維持であるが、市道が危険な箇所が

多い。ガードレールが設置できないならば、トラロープでも設置してほしい。市道

と名前がついている箇所は市で対応してほしいとの意見がありました。 

 執行部より、危険箇所の把握については、区長を通して協力をお願いして取りま

とめたい。予算措置がすぐできるかわからないが、今後、検討したいとの答弁があ

りました。 

 次に、公営住宅ストック総合改善事業について、長寿命化のマスタープランであ

るが、１億３，５００万円かけているが、進み方が少ない。根本的に計画を見直す

べきではないか。また、本市独自の人口減少に対して、公営住宅をどのように活用

できるか考えてほしいとの質疑に対し、平成２８年度で住宅マスタープランの修正
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を考えているので、それで検討したいとの答弁がありました。 

 次に、議案第８４号、平成２６年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定については、委員より、国民健康保険税が高いということで払えない方に

短期証を発行しているが、その発行は郵送なのか、窓口で渡しているのかとの質疑

に対し、執行部より、短期証については、窓口に来ていただき、今後の支払いにつ

いて相談している。なるべく負担がないような支払い計画を提案しているとの答弁

がありました。 

 反対討論では、菊池市の国保税は負担能力の限界に来ている。市にため込まれた

財政調整基金約６３億円のわずかを充てるだけで１世帯当たり１万円の引き下げが

できる。市民の暮らしの状況を踏まえ、今後、速やかな対応を求めるとの反対討論

があり、採決の結果、認定すべきものと決しました。 

 議案第８５号、平成２６年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定については、委員より、滞納者がふえている理由は何かとの質疑に対し、執行

部より、一番多いのは借金返済などによる生活困窮者と収入が少ない方がほとんど

であるとの答弁がありました。 

 反対討論では、７５歳以上の高齢者が少ない年金から保険料が天引きされ、給付

の増額が保険料アップにつながる。高齢者を年金で差別する問題のある制度と考え、

その制度に反対するとの反対討論があり、採決の結果、認定すべきものと決しまし

た。 

 次に、議案第８６号、平成２６年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定については、委員より、普通徴収保険料の収入未済額が約１，１００万円以上

あり、かなり大きい。２年で時効があって、ここまで膨れているとかなりの人数に

なると思うが、数を教えてほしいとの質疑に対し、執行部より、平成２６年度の滞

納者数は３３４人であるとの答弁がありました。 

 反対討論では、介護保険制度は見直しが行われるたびに保険料が上がり、サービ

スはどんどん制限されている。介護認定を受けても、介護サービスを必要としてい

るにもかかわらず、保険料の負担が大きく、サービスを利用できない人が本市にも

多く存在している。本市独自の市民の負担軽減を行い、支援の拡充を行うべきとの

反対討論があり、採決の結果、認定すべきものと決しました。 

 次に、議案第８７号、平成２６年度菊池市簡易水道事業等特別会計歳入歳出決算

の認定については、委員より、立門地区２５戸の配水管新設工事が平成２６年度に

終わったが、加入促進の状況はどうなっているのかとの質疑に対して、執行部より、

今のところ加入はあっていない。区長を通じてチラシを配布し、その後、説明会を

開催し、加入促進を図りたいとの答弁がありました。 
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 議案第８８号、平成２６年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

については、委員より、滞納状況について説明してほしいとの意見があり、執行部

より、下水道の滞納者の状況について報告がありました。 

 次に、議案第８９号、平成２６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定については、委員より、使用料について滞納があるが、水道と

違ってとめられないので、どういった強制措置があるのかとの質疑に、執行部より、

水道メーターがある地域では停水措置を行っているが、水道メーターがない地域は

あくまでもお願いという形で行っている。 

 また、委員より、１年間程度使用料を払わない場合は悪質という分類になるのか

との質疑に、執行部より、そういった定義はしていない。滞納については、いろい

ろ事情があると思うので、できるだけ早くの納付をお願いしているとの答弁があり

ました。 

 次に、議案第９０号、平成２６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入歳

出決算の認定については、委員より、浄化槽設置に関して個人負担が発生するのか

との質疑に対して、執行部より、個人負担として浄化槽を設置するときに分担金と

いう形でいただいている。５人槽８万８，０００円いただくと、市のほうで設置す

る。排水設備工事は個人負担になるとの答弁がありました。 

 次に、議案第９１号、平成２６年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定については、質疑はありませんでした。 

 議案第９２号、平成２６年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算の

認定については、委員より、予算の執行については、委託料と備品購入費について

適正な流用及び充用なのか、２回も３回も経由している。最終的に不用額が補正額

より大きい。また、補正することができたはずではないかとの質疑に対して、執行

部より、予備費から委託料への充用はシロアリが発生して急遽対策をしなければな

らなかった。また、紙おむつが不足したため、委託料より流用したためである。本

来、流用ではなく補正予算を組むべきであったと思っているとの答弁がありました。 

 また、委員より、時間外手当について、前年度と比べてかなりふえているが、理

由は何かとの質疑に対して、執行部より、制度の改正により夜勤者が１名増加と

なった。また、嘱託介護職員の人員不足を正職員で対応したため時間外がふえたと

の答弁がありました。 

 反対討論では、予備費より１９万９，０００円を委託料に充用し、さらに委託料

から需用費へ５６万６，０００円を流用している。迂回しての流用は議会の議決の

趣旨とは異なる流用であり、不適切と考える。また、予備費から１９万９，０００

円を委託料に充用したにもかかわらず、３８万８，１９７円の不用額があることは
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予備費充用の必要性がなかったことにほかならないとの反対討論があり、採決の結

果、認定すべきものと決しました。 

 次に、議案第９３号、平成２６年度菊池市水道事業会計利益の処分及び決算の認

定については、委員より、水道使用料の滞納の対応についてどのように行っている

のかとの質疑に対し、執行部より、徴収事務については業者に委託を行っている。

納入がない場合は督促状を出し、それでも入らない場合は催告書を出して、それで

も入らない場合は給水停止を行っている。収納対策は積極的に行っていきたいとの

答弁がありました。 

 付託されました議案の審議後に、中小企業振興基本条例に係る審査を行いました。 

 初めに、財政課より工事関係における近年の元請状況及び下請状況の説明を受け、

質疑を行いました。 

 委員より、職員が中小企業振興基本条例の趣旨を理解し、地元に還元するという

意識を持ってほしいとの質疑に対して、執行部より、担当課の意識向上と市外元請

業者に啓発を進めていきたいとの答弁がありました。 

 また、委員より、備品や物品の発注に当たっても市内の業者へ発注するよう指導

の徹底をお願いしたいとの意見がありました。 

 総括意見として、次の２点について指摘がありました。 

 主要施策の成果について、安易に修正の申し出が委員会の中であったが、議案に

準ずる資料であることから、来年度の資料作成については細心の注意を払うこと。

また、歳出予算について、目間の予算流用については、費目番号を備考欄に入れる

など、わかりやすい決算書作成を行うことが出されました。 

 討論のなかった議案第８７号、議案第８８号、議案第８９号、議案第９０号、議

案第９１号につきましては、全員異議なく認定すべきものと決定しました。 

 議案第９３号についても、討論もなく、原案のとおり可決、認定すべきものと決

定しました。 

 採決後に委員会として次の３項目について提言として意見を集約したので、申し

添えます。 

 １、職員の時間外については、平成２５年度に比べ約２，２００万円、平成２４

年度と比べると約３，４００万円の増加となっている。事務効率化の改善に努め、

最小限の時間外の支出を求める。 

 ２、市税を初め、国民健康保険税、公立保育園の保育料、市営住宅の使用料、ま

た、水道及び下水道使用料などで多額の滞納がある。税などの負担の公正公平の観

点から、徴収についてはさらなる努力を求める。 

 ３点目、企業誘致については、近隣の市町及び県との連携、情報の共有化を深め、



- 58 - 

市民の就業の場の確保に努めることが人口増加へとつながる。積極的な誘致活動を

望む。 

 以上、申し上げました提言事項のほか、委員会審査を通じて各委員からの指摘や

意見を踏まえ、今後の行政執行に十分反映することをお願いします。 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり速やかにご賛同を賜ります

ようお願いを申し上げまして、決算特別委員長の報告といたします。ありがとうご

ざいました。 

○議長（森 清孝君） 以上で決算特別委員長の報告を終わります。 

 ただいまの決算特別委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから議案第８３号から議案第９３号までの１１案件について、討論を行いま

す。討論はありませんか。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） おはようございます。議席番号２番、日本共産党、東奈津

子です。議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号、議案第８６号について、不

認定の討論を行います。 

 まず、議案第８３号、平成２６年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定について、

不認定の討論を行います。 

 不認定の理由の１つは、平成２６年度の予算が市民の暮らし、福祉を守るという

自治体本来の役割を果し得ていないという点です。平成２６年度は消費税の８％へ

の増税などの影響もあり、市民の生活は厳しい状況が続きました。しかし、子ども

の医療費の助成や高過ぎる国保税への対応など、市の財政運営は市民の厳しい暮ら

しの願いに応えるものになっていません。一方で、財政調整基金には７億円以上の

繰り入れを行って、市民の納めた税金が本来使われるべきところに使われていませ

ん。こういう財政運営は改めるべきです。 

 理由の２つ目は、部落解放同盟への直接的な補助金を含めた関連予算についてで

す。国の法律もなくなる中で、特定の団体に不適切な額の補助金の支出を続けると

いうことは、部落差別を逆に固定化するものであると考えます。他団体への補助金

と比べても平等ではありません。また、過去数年間の部落解放同盟の収支報告書で

も明らかになりましたが、団体の収入の大半が市の補助金であるということは異常

であり、不適切な額の支出であると考えます。 
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 理由の３つ目は、本決算にマイナンバー制度実施に伴う予算が計上されている点

であります。マイナンバー制度の問題点は、私の９月の一般質問で述べましたので、

繰り返しませんが、重大な問題を抱えているマイナンバー制度実施を前提とした予

算であり、認めることはできません。 

 以上をもって議案第８３号の不認定の討論としたいと思います。 

 議案第８４号、平成２６年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、不認定の討論を行います。 

 菊池市の国保税は市民の負担能力は限界に来ていると考えます。ここ数年間、据

え置きの努力はされてきましたが、今、市民の暮らしの実態を考えるならば、据え

置きではなく引き下げに踏み切るときです。大もとは国の国庫負担が引き下げられ

てきたことが原因ですが、実施主体は市町村です。今、自治体が最もすべきことは、

市民が払える国保税に引き下げを行うことです。市にため込まれた財政調整基金約

６３億円をわずかに充てるだけで、１世帯当たり１万円の引き下げはすぐにでもで

きます。特別会計であるからと言われますが、一般会計からの繰り入れを行ってい

る自治体はちゃんとあります。菊池市だけができない理由はありません。 

 市民の暮らしの状況を踏まえ、今後の速やかな対応を求め、不認定の討論としま

す。 

 議案第８５号、平成２６年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、不認定の討論を行います。 

 ７５歳以上の高齢者が少ない年金から保険料を天引きされ、給付の増額が保険料

のアップにつながる、高齢者を年齢で差別する問題のある制度と考えます。その制

度に反対する立場から、不認定の討論とします。 

 次に、議案第８６号、平成２６年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、不認定の討論を行います。 

 現在の介護保険制度は、見直しが行われるたびに保険料は上がり、サービスはど

んどん制限されています。委員会でも明らかになったように、年間の収入が１８万

円以下の低所得者の方の平成２６年度の滞納額が１，０００万円を超えている状況

は見過ごすことはできません。 

 介護認定を受けても、介護サービスを必要としているにもかかわらず、保険料の

負担が大きく、サービスを利用できない人が菊池市でも多く存在していることを示

しているのではないでしょうか。大もとには国の責任がありますが、これも実施主

体は市町村です。 

 菊池市が独自に市民の負担軽減を行い、支援の拡充を行うべきであると考え、不

認定の討論とします。 
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 以上です。 

○議長（森 清孝君） ただいま議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号、議案第

８６号に対する反対討論がありましたので、議案第８３号、議案第８４号、議案第

８５号、議案第８６号に対する賛成者の発言を許します。 

 水上隆光君。 

［登壇］ 

○４番（水上隆光君） おはようございます。議席番号４番、水上隆光です。議案第８

３号、平成２６年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定についてに賛成する立場か

ら討論します。 

 東議員からは議案第８３号に反対の理由として、部落解放同盟各支部活動事業補

助金に対する討論がありました。しかし、先日参加した部落解放研究集会での蒲島

知事からのメッセージにも、同和問題に関してはインターネットに差別的な書き込

みをしたり、同和地区の所在を市町村に問い合わせるなどの事案が近年も全国的に

発生していますと。昨年実施した人権に関する意識調査では、結婚問題における同

和地区への差別問題が１０年前の調査から余り改善していないという結果も出てお

ります。人権教育、啓発における大きな問題と受けとめていますという言葉が蒲島

知事からもありました。対策事業において、法律は切れていますが、人権教育及び

人権啓発の推進に関する法律には地方公共団体の責務がうたわれています。決算特

別委員会で提出された部落解放同盟各支部への決算書を見ても、ほとんどが大会参

加などの研修に関する支出であり、認定すべきものと考えます。 

 議員各位におかれましては、ご賛同を賜りますようお願いし、賛成の討論としま

す。 

○議長（森 清孝君） 議案第８３号から議案第８６号について、ほかに討論はありま

せんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） これで議案第８３号から議案第８６号に対する討論を終わりま

す。 

 ほかに討論はありませんか。 

 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） 議案第９２号、平成２６年度菊池市特別養護老人ホーム特別会

計歳入歳出決算の認定について、反対討論いたします。 

 一部大賀委員長の報告と重複するところがありますが、お許しいただければと思

います。 
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 決算書（特老）と書いてあります２１ページから２２ページです。決算書の中で、

予備費より１９万９，０００円を委託料に充用し、さらに、委託料から需用費へ５

６万６，０００円を流用されています。多くの自治体では、予算事務規則の中で流

用を受けた経費、または予備費の充用を受けた経費をほかの科目へ流用することは

できないと定めています。迂回しての流用は議会の議決の趣旨とは異なる流用であ

り、不適切な流用と考えます。また、予備費から１９万９，０００円を委託料に充

用したにもかかわらず、３８万８，１９７円と、倍以上の不用額があることは、予

備費充用の必要性がなかったことにほかなりません。さらに、充用の理由が、大賀

委員長もおっしゃいましたように、執行部からシロアリ駆除のため緊急を要したと

の説明でしたが、同様の案件が農政課物産館のシロアリ駆除が今回報告されました。

その案件に対して、同様の案件に対してはきちんと補正予算の手続を踏んでいるこ

とからも、緊急性は認められません。 

 以上を理由として、議案第９２号に反対討論といたします。 

 議員各位におかれましては、今後のつまごめ荘の適正な予算執行のためにも不認

定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（森 清孝君） ただいま議案第９２号に対する反対討論がありましたので、議

案第９２号に対する賛成者の発言を許します。 

 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子君） おはようございます。議案第９２号、平成２６年度菊池市特

別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算の認定についてに賛成する立場から討論い

たします。 

 荒木議員から指摘があった流用、充用の仕方についての問題性は確かにあると思

います。ですが、私、もう一回特別養護老人ホームの施設長と話をしてみました。

流用の起きた原因というのが、やっぱり経費節減という大きな目標が平成２６年度

にあり、そのために、それまで使っていた布製のおむつを単価の安い紙おむつに切

りかえたということ、それから、それまで排せつの後の利用者さんをきれいにする

措置を清拭タオルで行っていたが、それも単価の安い紙に切りかえた、そのことに

よって予算を減らしたということがあったのだけれども、実際に使ってみると、紙

おむつでは場合によっては横漏れが生じてしまったり、紙では美しくきれいに清潔

に拭き取れなかったというようなことがたび重なることによって、これはやっぱり

利用者さんの益にならないということで、再度もとに戻して、単価は高いけれども、

布製のおむつと清拭タオルを使うように切りかえたために、どうしても予算が足り

なくなってしまったという事情が大きなものであったというふうな説明を再度受け
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ました。 

 しかしながら、そのことを補正予算で組まなかったということについては、施設

長も誤りであったということは認めておられました。報告にあったとおりでござい

ます。そんなことの大もとがどこにあったのかということを検討すると、介護現場

の介護職の方々と事務所との相談やら連携が不十分であったということが大きな原

因であると認識し、今は定期的に介護長と話し合いを持って、今後そんなことが起

きないようにと努めているという説明を受けました。原因がはっきりしており、対

策もそのように講じられていることから、認定をしないというのには及ばないと、

認定はすべきではないかというふうに考えます。 

 議員の皆様の賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（森 清孝君） 議案第９２号について、ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） これで議案第９２号に対する討論を終わります。 

 ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 ただいま討論がありました議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号、議案第

８６号、議案第９２号及び議案第９３号を除き一括採決します。 

 お諮りします。議案第８７号、議案第８８号、議案第８９号、議案第９０号、議

案第９１号、以上の５案件については、決算特別委員長の報告は原案のとおり認定

であります。 

 決算特別委員長の報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 異議なしと認めます。よって、以上の５案件については、決算

特別委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

 次に、議案第９３号について、原案のとおり可決、認定することにご異議ござい

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 異議なしと認めます。よって、議案第９３号については、決算

特別委員長の報告のとおり可決、認定することに決定しました。 

 次に、討論がありました議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号、議案第８

６号、議案第９２号について起立により採決します。 

 お諮りします。議案第８３号について、原案のとおり認定することに賛成の方は
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起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第８３号は原案のとおり認定する

ことに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第８４号について、原案のとおり認定することに賛成

の方は起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第８４号は原案のとおり認定する

ことに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第８５号について、原案のとおり認定することに賛成

の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第８５号は原案のとおり認定する

ことに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第８６号について、原案のとおり認定することに賛成

の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第８６号は原案のとおり認定する

ことに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第９２号について、原案のとおり認定することに賛成

の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第９２号は原案のとおり認定する

ことに決定しました。 

 ここで１０分間休憩します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午前１０時４９分 

開議 午前１０時５６分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第４ 議案第１０３号から議案第１４４号まで一括上程・説明 

○議長（森 清孝君） 次に、日程第４、議案第１０３号から議案第１４４号までの４

２議案を一括議題とします。 
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 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 改めまして皆様おはようございます。本日、平成２７年第４回

菊池市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、本会議

にご出席をいただき、まことにありがとうございます。 

 本定例会の会期につきましては、先ほどご決定をいただきましたように、本日か

ら１２月１８日までの１７日間の日程でご審議をお願いするものでございます。 

 それでは、ただいま上程されました議案につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第１０３号、菊池市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につい

てにつきましては、地方分権の進展に伴い、さまざまな行政ニーズに対応するため、

多様な任用・勤務形態を活用できるよう条例を定めるものでございます。 

 ７ページの議案第１０４号、菊池市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について

につきましては、番号法の規定により、個人番号の利用に関し必要な事項を条例で

定めるものでございます。 

 次に、１３ページの議案第１０５号、菊池市教育長の職務に専念する義務の特例

に関する条例の制定についてにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の改正に伴い、教育長の職務専念義務の特例を条例で定めるものでございま

す。 

 次に、１５ページの議案第１０６号、菊池市スクールサポートチーム設置条例の

制定についてにつきましては、地方自治法の規定により、執行機関の附属機関を条

例で定めるものでございます。 

 次に、１９ページ、議案第１０７号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてに

つきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、関係条例

を改正し整理を行うものでございます。 

 次に、２３ページ、議案第１０８号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、執行機

関の附属機関の廃止及び新規設置に伴い改正するものでございます。 

 次に、２５ページ、議案第１０９号、菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてにつきましては、証明書のコンビニ交付の実施

に当たり、条例を改正するものでございます。 
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 次に、２７ページ、議案第１１０号、菊池市税条例等の一部を改正する条例の一

部を改正する条例の制定についてにつきましては、上位法関係省令の施行に伴い、

改正条例の施行前に、その一部を改正するものでございます。 

 次に、２９ページの議案第１１１号、菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、新たな指定ご

み袋を作成することに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、３１ページの議案第１１２号、菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を

改正する条例の制定についてにつきましては、料金体系の変更により格差緩和を図

るため、条例を改正するものでございます。 

 次に、３３ページの議案第１１３号、菊池市水道事業の設置等に関する条例等の

一部を改正する等の条例の制定についてにつきましては、本市の簡易水道事業等を

上水道事業へ統合することに伴い、関係条例の改正、または廃止を行うものでござ

います。 

 次に、３５ページの議案第１１４号、菊池市立幼稚園条例の一部を改正する条例

の制定についてにつきましては、子ども・子育て支援法の施行に伴い、条例を改正

するものでございます。 

 次に、３７ページの議案第１１５号、菊池市教育委員会外部評価委員会条例を廃

止する条例の制定についてにつきましては、本市の総合計画外部評価制度が確立し

たため、条例を廃止するものでございます。 

 次に、３９ページの議案第１１６号、平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第

８号）につきましては、歳出の主なものといたしまして、私立保育園、認定こども

園に係る保育士処遇改善等の加算率見直し及び入所児童数の増加に伴う運営費負担

金などが１億２，３９５万６，０００円、台風１５号被害対策に係る経営体育成支

援事業費補助が１，５０７万７，０００円、台風被害園芸・果樹復旧対策補助が２，

２６３万８，０００円、そのほか排水路整備事業３，６８２万円などの増額が主な

ものでございます。 

 総額４億６５９万２，０００円を追加するものでございます。 

 次に、７９ページの議案第１１７号から議案第１２４号につきましては、各特別

会計の補正予算でございます。 

 介護保険事業の前年度事業費確定に伴う国県支出金返納金、下水道事業の電気料

金に係る燃料費調整額、公共汚水ます設置工事費の増額などが主なものでございま

す。 

 次に、１４３ページの議案第１２５号から議案第１３０号の財産の無償譲渡につ

いてにつきましては、補助事業により設置した施設園芸用ハウスをこれまでハウス
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リース事業により運営、管理してきた地域の生産組合に無償譲渡するに当たり、地

方自治法の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 次に、１５５ページの議案第１３１号から議案第１４４号につきましては、公の

施設の指定管理者の指定について、地方自治法の規定により議会の議決をお願いす

るものでございます。 

 以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

議員各位におかれましては、慎重ご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、

提案理由の説明といたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） おはようございます。それでは、議案第１０３号から議案

第１４４号までを一括してご説明いたします。 

 議案書の１ページをお開きください。 

 議案第１０３号、菊池市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につい

てでございます。 

 あけて２ページから５ページが制定する条例案でございます。 

 職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、

必要な事項を定めるものでございます。 

 第２条、第３条に職員の任期を定めた採用、第４条で短時間勤務職員の任期を定

めた採用、第５条、第６条で任期の特例及び更新、４ページの第７条におきまして

給与に関する特例、その他必要な規定を定めることとしております。 

 この条例は、公布の日から施行することとしております。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 議案第１０４号、菊池市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についてでございま

す。 

 番号法の規定により条例を定めるもので、あけて８ページから１１ページが制定

する条例案でございます。 

 個人番号の利用範囲として、個人番号を利用することができる市の独自利用事務

を定めますとともに、番号法に定められました利用事務及び市の独自利用事務の処

理のため、市が保有します特定個人情報の利用に関し必要な事項を定めるものでご

ざいます。 

 この条例は、番号法附則に規定します平成２８年１月１日から施行することとし、

その他必要な準備行為について定めることとしております。 
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 次に、１３ページをお願いいたします。 

 議案第１０５号、菊池市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定

についてでございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして条例を定めるもの

で、あけて１４ページが制定する条例案でございます。 

 職務に専念する義務の免除につきまして定めることとしております。 

 これまで教育長は一般職に準じておりましたが、法改正によりまして教育長が特

別職に位置づけられましたために、新たに条例を定めるものでございます。 

 この条例は、公布の日から施行することとし、その他必要な経過措置を定めるこ

ととしております。 

 次に、１５ページでございます。 

 議案第１０６号、菊池市スクールサポートチーム設置条例の制定についてでござ

います。 

 地方自治法の規定により、執行機関の附属機関を条例で定めるもので、あけて１

６ページ、１７ページが制定する条例案でございます。 

 本市の小・中学校におけるいじめの防止及び解決に資するために、いじめ防止対

策推進法の規定によりスクールサポートチームを設置するものでございます。 

 組織、所掌事務、任期、以下設置に必要な規定を定めることとしております。 

 なお、この条例は、公布の日から施行することとしております。 

 次に、１９ページをお願いいたします。 

 議案第１０７号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして関係条例の改正を

行うもので、２０ページ、２１ページが改正する条例案でございます。 

 法改正によりまして教育委員長と教育長を一本化した新たな教育長が設置され、

特別職に位置づけられたことなどから、関係条例を改正するものでございます。 

 ここで別冊の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 左が現行で、右が改正案ということでございます。改正点は下線部分でございま

す。 

 １ページが第１条の菊池市公告式条例の改正で、法改正で条ずれが生じたことに

よるものでございます。 

 ２ページ上段が第２条の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の改正で、委員長の項を削り、表を改めるものでございます。 

 下段が第３条の菊池市特別職報酬等審議会条例の改正で、あけて３ページが第４
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条、菊池市長等の給与及び旅費に関する条例の改正で、いずれも教育長を追加する

ものでございます。 

 ４ページから５ページの上段が第５条の菊池市教育長の給与、勤務時間その他の

勤務条件に関する条例の改正で、題名を記載のとおり改め、給与関係規定及び別表

を削るなどするものでございます。 

 下段が第６条の菊池市教育委員会の委員の定数を定める条例改正でございます。 

 再び議案書の２１ページをお願いいたします。 

 附則に、この条例は、公布の日から施行することとし、その他必要な経過措置を

定めております。 

 次に、２３ページをお願いいたします。 

 議案第１０８号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 教育委員会外部評価委員会委員の廃止及びスクールサポートチームの設置に伴い、

条例の一部を改正するもので、２４ページが改正する条例案でございます。 

 この条例は、公布の日から施行することとしております。 

 次に、２５ページをお願いいたします。 

 議案第１０９号、菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてでございます。 

 個人番号カードで多機能端末機を利用して印鑑登録証明書の申請及び交付を行う

コンビニ交付の実施に伴い、条例の一部を改正するもので、２６ページが条例案で

ございます。 

 この条例は、平成２８年１月１日から施行することとしております。 

 次に、２７ページをお願いいたします。 

 議案第１１０号、菊池市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。 

 地方税法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、その一部を改正するも

ので、あけて２８ページが改正する条例案でございます。 

 この条例は、平成２８年１月１日から施行することとしております。 

 次に、２９ページをお願いいたします。 

 議案第１１１号、菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてでございます。 

 新たに指定ごみ袋（極小）を作成することに伴い、条例の一部を改正するもので、

あけて３０ページが改正する条例案でございます。 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行することとしております。 
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 次に、３１ページでございます。 

 議案第１１２号、菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の制定

についてでございます。 

 浄化槽市町村整備推進事業における使用料につきましては、人槽制による使用料

算定となっており、他事業と料金体系が異なるために受益者間での不均衡が生じて

いることから、人頭制への変更に伴う料金改定によりまして格差緩和を図るために

条例の一部を改正するもので、あけて３２ページが改正する条例案でございます。 

 なお、この条例は、平成２８年４月１日から施行することし、その他必要な経過

措置を定めることとしております。 

 次に、３３ページでございます。 

 議案第１１３号、菊池市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の

条例の制定についてでございます。 

 本市の簡易水道事業等を上水道事業へ統合することに伴い、関係条例の改正等を

行うもので、あけて３４ページが条例案でございます。 

 新旧対照表は１３ページから１５ページになります。 

 統合に伴う関係条例の改正といたしまして、１３ページが第１条の菊池市水道事

業の設置等に関する条例、１４ページが第２条の菊池市布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の改正内容でございま

す。 

 再び議案書３４ページをお願いいたします。 

 第３条は、記載のとおり、統合に伴い、簡易水道に係る３つの関係条例を廃止す

るものでございます。 

 なお、この条例は、平成２８年４月１日から施行することとしております。 

 次に、３５ページをお願いいたします。 

 議案第１１４号、菊池市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定についてでご

ざいます。 

 子ども・子育て支援法の施行に伴い、条例の一部を改正するもので、あけて３６

ページが改正する条例案でございます。 

 新旧対照表は１６ページになります。 

 記載のとおり、保育料等の納入金を菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特

定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の利用者負担額に改めるなどの改正

を行うものでございます。 

 なお、この条例は、平成２８年４月１日から施行することとしております。 

 再び議案書３７ページをお願いいたします。 
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 議案第１１５号、菊池市教育委員会外部評価委員会条例を廃止する条例の制定に

ついてでございます。 

 本市の総合計画外部評価制度が確立したため、条例を廃止するものでございます。 

 条例案は３８ページになります。 

 この条例は、公布の日から施行することとしております。 

 次に、３９ページをお願いいたします。 

 議案第１１６号、平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第８号）でございます。 

 あけて４０ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、予算の総額に４億６５９万２，０００円を追加しまして、予算の

総額を歳入歳出それぞれ３０４億６，４１７万２，０００円とするものでございま

す。 

 内容の主なものにつきましては、事項別明細書でご説明をいたします。 

 まず、５４ページ、５５ページの歳入でございます。 

 ３枠目の款１４国庫支出金、項１国庫負担金、目３民生費国庫負担金、節３児童

福祉費負担金７，７６７万６，０００円及び６枠目の款１５県支出金、項１県負担

金、目３民生費県負担金、節３児童福祉費負担金３，８８３万７，０００円の増額

は、私立保育園、認定こども園の保育士処遇改善等加算率の見直し、入所児童数の

増加等による運営費負担金でございます。 

 最下段の款１５県支出金、項２県補助金、目５農林水産業費県補助金、節１農業

費補助金５，３８３万５，０００円の増額は、台風１５号被害による施設等導入に

対する経営体育成支援事業費補助金１，５０７万７，０００円、あけて５７ページ、

１枠目でございます農地管理機構による集積協力金１，８３８万８，０００円、茶

施設の除灰・降灰対策の特殊自然災害対策施設緊急整備事業からの事業組みかえに

よる阿蘇火山等防災特産対策事業補助金９，５６４万７，０００円などが主なもの

でございます。 

 ３枠目の款１６、項２財産売払収入、目１不動産売払収入の１，１６０万円につ

きましては、県道植木インター菊池線道路整備に伴います七城町多目的研修セン

ターの用地費等でございます。 

 最下段の款２１市債、項１市債、目２総務債の１億５，６８０万円の増額は、臨

時財政対策債の額の確定によるものでございます。 

 続きまして、６０ページ、６１ページの歳出でございます。 

 ３枠目の款３民生費、項２高齢者福祉費、目１高齢者福祉費、節１９負担金補助

及び交付金１，３５６万８，０００円の増額は、後期高齢者医療広域連合の平成２

６年度療養給付費負担額の確定によるものでございます。 
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 ４枠目の款３民生費、項３児童福祉費、目５児童福祉施設費、節１９負担金補助

及び交付金１億２，３９５万６，０００円の増額は、私立保育園、認定こども園に

係る保育士処遇改善等の加算率及び入所児童数の増加による運営費負担金等の増額、

子ども・子育て新制度による延長保育事業の単価改正による事業補助金の増額でご

ざいます。 

 次に、６２ページ、６３ページをお願いいたします。 

 最下段の款５農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費、節１９負担金補助及

び交付金の８，９８５万４，０００円の増額は、台風１５号被害による施設等導入

に対する経営体育成支援事業費補助金、農地管理機構による集積協力金、農山漁村

地域整備事業補助金、台風被害園芸・果樹復旧対策事業補助金等が主な増額の理由

でございます。 

 最下段の目４農業振興施設費、あけて６５ページ上段をお願いいたします。 

 節１５工事請負費５４９万２，０００円の増額は、旭志ふれあいセンター食彩館

厨房及び泗水町特産物品センターの空調等工事並びに七城町特産品センターの給水

ポンプ取りかえ工事の増額でございます。 

 最下段の款７土木費、項２道路橋りょう費、目３道路橋りょう維持費、節１５工

事請負費３，６８２万円の増額は、県営花房中部２期地区畑地帯総合整備事業に伴

う雨水排水路整備工事の増額でございます。 

 ６６ページ、６７ページをお願いいたします。 

 ４枠目の款７土木費、項６住宅費、目１住宅管理費、節１１需用費のうち修繕料

５８３万９，０００円の増額は、台風１５号に係る市営住宅屋根の修繕料でござい

ます。 

 ７０ページ、７１ページをお願いいたします。 

 ２枠目の款１１公債費、項１公債費、目１元金、節２３償還金利子及び割引料８，

９３３万４，０００円の増額は、平成２６年度の合併特例債及び緊急防災・減災事

業債について、今後の地方債償還の平準化を図るため据え置き期間を設けずに借り

入れたことによります元金償還額の増でございます。 

 それでは、議案書の４３ページをお願いいたします。 

 ４３ページから４８ページまで、第２表 債務負担行為の補正でございます。 

 施設の指定管理にかかわるもの及び平成２８年４月より業務を行う必要があるも

ので、事前に事務を進めるために債務負担行為として設定するものでございます。 

 期間及び限度額は記載のとおりでございます。 

 次に、４９ページをお願いいたします。 

 第３表 地方債の補正でございます。 
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 合併特例債事業の見直し及び臨時財政対策債の額確定による地方債の補正でござ

います。 

 次に、７９ページをお願いいたします。 

 議案第１１７号、平成２７年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）でございます。 

 ８１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、債務負担行為でございます。 

 来年度４月より業務を行う必要があるもので、事前に事務を進めるために債務負

担行為として設定するものでございます。 

 次に、８３ページをお願いいたします。 

 議案第１１８号、平成２７年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

でございます。 

 ８４ページでございます。 

 今回の補正は、予算の総額に７，０１４万９，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ５３億６，０４６万１，０００円とするものでございます。 

 内容といたしましては、平成２６年度事業費確定に伴います国県支出金返納金、

介護給付費準備積立金などが増額の主なものでございます。 

 次に、９１ページをお願いいたします。 

 議案第１１９号、平成２７年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算（第２

号）でございます。 

 ９２ページでございます。 

 今回の補正は、予算の総額に７８万７，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳

出それぞれ２億４，６０２万５，０００円とするものでございます。 

 内容は、嘱託職員人件費、消費税額の確定によります増額でございます。 

 次に、９９ページをお願いいたします。 

 議案第１２０号、平成２７年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）でございます。 

 １００ページでございます。 

 今回の補正は、予算の総額に５６５万９，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ８億６，０２８万１，０００円とするものでございます。 

 内容といたしましては、電気料金に係る燃料費調整、再エネ賦課金の増による光

熱水費の増額、消費税確定に係る増額が主なものでございます。 

 次に、１０７ページをお願いいたします。 

 議案第１２１号、平成２７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正
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予算（第２号）でございます。 

 １０８ページでございます。 

 今回の補正は、予算の総額から８４万８，０００円を減額し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ６億５，５５１万３，０００円とするものでございます。 

 公共汚水ます設置工事費の増の一方で、消費税の確定による減額でございます。 

 次に、１１５ページをお願いいたします。 

 議案第１２２号、平成２７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正予算

（第２号）でございます。 

 １１６ページでございます。 

 今回の補正は、予算の総額に９９万４，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億４，３２１万４，０００円とするものでございます。 

 内容といたしましては、料金改定に伴うシステム変更負担金の増額でございます。 

 次に、１２３ページをお願いいたします。 

 議案第１２３号、平成２７年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）でございます。 

 １２４ページでございます。 

 今回の補正は、予算の総額に１２３万９，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ３億６，９３９万３，０００円とするものでございます。 

 内容は、公共汚水ます設置工事費、消費税の確定に伴う増額でございます。 

 次に、１３１ページをお願いいたします。 

 議案第１２４号、平成２７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第

２号）でございます。 

 １３２ページでございます。 

 今回の補正は、予算の総額に２０４万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ７億３，５３８万５，０００円とするものでございます。 

 サービス事業消耗品の増加による補正及び１３５ページの債務負担行為を設定す

るものでございます。 

 次に、１４３ページをお願いいたします。 

 １４３ページの議案第１２５号から１５３ページの議案第１３０号は、財産の無

償譲渡について、地方自治法の規定によりまして議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 これらの財産につきましては、旧七城町を事業主体として、平成１１年度地域農

業基盤確立農業構造改善事業により施設園芸用ハウスを設置し、ハウスリース事業

として七城地域の生産組合に貸し付け、これまで各生産組合の運営、維持管理によ
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り利用されてきた施設でございます。 

 本年度をもちまして各生産組合とのハウスリース事業に係る賃貸借契約が満了す

るとともに、補助事業により取得しました財産の処分の制限期間を経過しますこと

から、各生産組合に施設の有効活用を図るため無償譲渡したく、議会の議決をお願

いするものでございます。 

 譲渡します財産、譲渡の相手方及び譲渡の時期は、議案第１２５号から議案第１

３０号それぞれ記載のとおりでございます。 

 次に、１５５ページをお願いいたします。 

 １５５ページから１６３ページにつきましては、公の施設の指定管理者の指定に

ついて、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 まず、１５５ページでございますけれども、議案第１３１号は菊池老人福祉セン

ターの指定管理者の指定についてでございます。 

 指定管理者に指定しようとする団体、期間等は記載のとおりでございます。 

 次に、１５７ページ、議案第１３２号はふれあい交流センターの指定管理者の指

定についてでございます。 

 団体名、期間は記載のとおりでございます。 

 次に、１５９ページ、議案第１３３号は四季の里旭志の指定管理者の指定につい

てでございます。 

 団体名、期間は記載のとおりでございます。 

 次に、１６１ページ、議案第１３４号から議案第１３９号は本市集会所の指定管

理者の指定について６議案でございます。 

 施設の名称、団体名、期間は記載のとおりでございます。 

 次に、１６３ページでございます。 

 議案第１４０号から議案第１４４号は本市公民館支館の指定管理者の指定につい

て５議案でございます。 

 施設の名称、団体名、期間は記載のとおりでございます。 

 以上で議案第１０３号から議案第１４４号までの説明といたします。 

○議長（森 清孝君） 以上で議案の説明を終わります。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第５ 議案第１４５号上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（森 清孝君） 次に、日程第５、議案第１４５号を議題とします。 

 本案については、地方自治法第１１７条の規定にかかわる議員は除斥する必要が

ありますが、関係する議員はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（森 清孝君） 関係する議員なしと認めます。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま上程されました議案第１４５号、人権擁護委員候補者

の推薦につき意見を求めることについて、ご説明を申し上げます。 

 議案書の１６５ページをお願いいたします。 

 現在、本市の区域におきましては、１４人の委員の方々が法務大臣の委嘱を受け、

人権擁護活動に従事されております。その中で、七城地域の赤星和範委員が本年１

２月３１日をもって３年間の任期が満了いたします。 

 今回、その後任の候補者の推薦につきまして、熊本地方法務局長より依頼があり

ましたので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のでございます。 

 推薦に当たっては、人権擁護委員法の規定により、人格識見高く、広く社会の実

情に通じ、人権擁護について理解のある者とされております。 

 十分検討いたしました結果、これまでの委員としての経験と実績から、七城町砂

田の赤星和範さんを再度委員として推薦いたしたく、ご提案申し上げるものでござ

います。 

 経歴につきましては、裏面に記載のとおりでございます。 

 これまでの経歴を通じて人権問題に関しての理解と認識が豊富な方であります。

今後も積極的に人権擁護活動に取り組んでいただけるものと確信し、推薦するもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（森 清孝君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 議案第１４５号については、会議規則第３７条第３項の規定によって委員会付託

を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

 委員会の付託を省略し、引き続き審議します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（森 清孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 採決は起立により行います。 

 お諮りします。議案第１４５号について、原案のとおり適任とすることに賛成の

方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１４５号は適任とすることに決

定しました。 

 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 お知らせします。会議を来る８日午前１０時から開き、質疑、委員会付託及び一

般質問を行います。議案に対する質疑を行う方は、事務局備えつけの様式により、

その要旨を具体的に記載し、明日３日の正午までに事務局に提出をお願いします。 

 本日はこれにて散会します。 

 全員ご起立お願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

──────────────── ○ ──────────────── 

散会 午前１１時４３分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 号 
 

１２ 月 ８ 日 



- 79 - 

平成２７年第４回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第２号 

 

平成２７年１２月８日（火曜日）午前１０時開議 

 

第１ 質疑 

第２ 委員会付託 

第３ 一般質問 

──────────────── ○ ──────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 質疑 

日程第２ 委員会付託 

日程第３ 一般質問 

──────────────── ○ ──────────────── 

出席議員（２０名） 

１番  平   直 樹 君      

２番  東   奈津子 さん     

３番  坂 本 道 博 君      

４番  水 上 隆 光 君      

５番  出 口 一 生 君      

６番  猿 渡 美智子 さん     

７番  松 岡   讓 君      

８番  荒 木 崇 之 君      

９番  柁 原 賢 一 君      

１０番  工 藤 圭一郎 君      

１１番  城   典 臣 君      

１２番  大 賀 慶 一 君      

１３番  岡 﨑 俊 裕 君      

１４番  水 上 彰 澄 君      

１５番  泉 田 栄一朗 君      

１６番  森   清 孝 君      

１７番   口 正 博 君      

１８番  木 下 雄 二 君      



- 80 - 

１９番  山 瀬 義 也 君      

２０番  境   和 則 君      

──────────────── ○ ──────────────── 

欠席議員（なし） 

──────────────── ○ ──────────────── 

説明のため出席した者 

市 長     江 頭   実 君      

副 市 長     木 村 利 昭 君      

政 策 企 画 部 長     小 川 秀 臣 君      

総 務 部 長     馬 場 一 也 君      

市 民 環 境 部 長     倉 原 良 則 君      

健 康 福 祉 部 長     木 原 雄 二 君      

経 済 部 長     松 野 浩 一 君      

建 設 部 長     櫨 川 博 久 君      

七城総合支所長     楳 田 邦 昭 君      

旭志総合支所長     水 上 満 弘 君      

泗水総合支所長     上 田 譲 二 君      

財 政 課 長     中 村 喜 範 君      

総務課長兼選挙                    
德 永 孝 博 君      

管理委員会事務局長                    

市 長 公 室 長     上 田 俊 介 君      

教 育 長     原 田 和 幸 君      

教 育 部 長     松 岡 千 利 君      

農業委員会事務局長     原   和 徳 君      

水 道 局 長     藤 本 辰 広 君      

監 査 事 務 局 長     松 永 隆 則 君      

──────────────── ○ ──────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     城   主 一 君      

事 務 局 課 長     德 永 裕 治 君      

議 会 係 長     松 原 憲 一 君      

議 会 係     安 武 則 貴 君      



- 81 - 

○議長（森 清孝君） 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

──────────────── ○ ──────────────── 

午前１０時００分 開議 

○議長（森 清孝君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第１ 質疑 

○議長（森 清孝君） それでは、日程に従いまして、日程第１、質疑を行います。 

 ここで申し合わせ事項について申し上げます。 

 質疑は一括質疑として３回までとなっています。質疑は提出議案に対して疑義を

ただすものであり、一般質問と違って自己の意見を述べることはできません。 

 発言の通告があっておりますので、質疑を許します。 

 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） おはようございます。議案第１０３号、菊池市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例の制定について、お尋ねいたします。 

 自治体で条例を定めれば、こういう雇用の仕方が可能になるという地方公務員法

の改正があってから、もう１０年くらいになると思うのですが、その間、菊池市は

こういった雇用の仕方はとっておられませんでしたけれども、なぜ今このような雇

用形態が必要なのかということ、特定任期付職員と任期付職員と任期付短時間勤務

職員と３通りの職員の雇用があるようですけれども、それぞれどのようなケースを

想定しておられるのか、聞きたいと思います。 

 今、この条例を定められるということは、それなりの必要性があってのことなの

ではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） おはようございます。議案第１０３号についての質疑があ

りましたので、お答えしたいと思います。 

 区分ごとに説明をいたしますと、条例第２条第１項に規定します、今、議員おっ

しゃいました特定任期付職員とは、高度の専門的な知識経験、またはすぐれた識見

を有する者としております。例を申し上げますと、弁護士でありますとか公認会計
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士などが挙げられるかと思います。 

 条例第２条第２項に規定します任期付職員とは、同じく専門的な知識経験、また

はすぐれた識見を有する者としております。例えば、システムエンジニアなどが挙

げられるかと思います。 

 条例第３条に規定します任期付職員とは、一定の期間内にあらかじめ終了すると

いう業務に従事する者や、一定の期間、業務量が急激に増加すると認められるよう

な業務に従事する者と想定しております。 

 また、条例第４条に規定します任期付短時間勤務職員とは、一定期間内に終了す

る業務に従事する者や、一定期間、業務量が増加すると認められる業務に従事する

者、サービス提供体制の一時的な充実、あるいは休暇等を取得する職員の代替職員

として採用することが想定できます。 

 条例第３条に規定します任期付職員、第４条に規定します任期付短時間勤務職員

につきましては、さまざまな職種での採用が考えられるというところでございます。 

 現在のところ、全ての区分において採用を現実として想定しているわけではござ

いませんが、今後、必要に応じて柔軟に採用できるようにしておきたいと考えてお

ります。 

 ご質問の今ということですけれども、当面予定しておりますのは、本市が今後、

図書館の建設を予定しておりますので、専門的な知識経験、またはすぐれた識見を

有する者として、図書館長の採用を検討しているというところでございます。 

○議長（森 清孝君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） 今、具体的なこととして、図書館長にというお話があった

ので、ああそういうことで、というのは納得いたしました。 

 ですが、ほかの任期付職員とか任期付短時間勤務職員とかで、今、正規の職員が

していらっしゃる仕事を代替するというような、もちろん休暇等は別ですけれども、

そこにかえてそういう短期の職員を充てるというお考えはおありでしょうか。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 先ほども説明をさせていただきましたけれども、先ほど任

期付短時間勤務職員のところでご説明しましたけれども、一時的にサービス提供体

制の充実であるとか、いわゆる休暇等を取得する職員の代替、こういったところも

含めて柔軟に対応していきたいと考えております。 

○議長（森 清孝君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 
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○６番（猿渡美智子さん） このことで雇用が流動化すると、一般の企業とかで派遣だ

の何だのというような形になるのは懸念いたしますが、きょうはここで終わります。 

○議長（森 清孝君） 次に、東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） おはようございます。議席番号２番、日本共産党、東奈津

子です。議案第１０５号、菊池市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

の制定について、議案第１０７号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、そし

て、議案第１１４号、菊池市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について、

お伺いします。 

 まず１点目に、議案第１０５号、議案第１０７号についてです。 

 本条例制定は、教育委員長と教育長を一本化し、首長が直接、教育長を任命する

という国の制度改革によるものですが、本条例の制定によって教育委員会の意思決

定権がどのように変わるのか、お聞きします。 

 次に、議案第１１４号についてです。 

 条例が施行されることで、保育料など保護者への影響はどうなるのか、お聞きし

ます。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 教育部長、松岡千利君。 

［登壇］ 

○教育部長（松岡千利君） おはようございます。それでは、質疑にお答えさせていた

だきます。 

 まず、議案第１０５号並びに１０７号について、先に答弁させていただきます。 

 今回の条例制定によりまして、教育委員会の意思決定権が変わるものではござい

ません。 

 教育委員会を代表します教育委員長と事務局を代表する教育長を一本化しました

新教育長を置くことになりますけれども、この改正によって教育委員会における責

任体制の明確化が図られるということになるものでございます。 

 新教育長は合議体の意思決定に基づき事務を執行する立場にあることはこれまで

と何ら変わりはございませんで、合議体の意思決定に反する事務執行を行うという

ことはございません。 

 次に、議案第１１４号の質疑に対してお答えさせていただきます。 

 条例が施行される面で保護者への影響はどうなるかとのことでございますけれど

も、現在の菊池市立幼稚園の保育料は一律で月額３，５００円となっております。
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この改正条例が施行された場合は、世帯の所得の状況に応じて、５つの階層区分に

よりまして無料から 高で１万９，０００円までの月額保育料を決定することにな

りますので、所得が多い世帯では現在よりも保育料が高くなるという場合がござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 再質問はありませんので、以上で終わります。 

○議長（森 清孝君） これで質疑を終わります。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第２ 委員会付託 

○議長（森 清孝君） 次に、日程第２、委員会付託を行います。 

 議案第１０３号から議案第１４４号までについては、お手元に配付しております

議案付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託します。 

 各常任委員会は付託されました案件を十分審査いただきますようお願いします。 

平成２７年 第４回菊池市議会定例会議案・請願等付託表 
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番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に

関する条例の制定について 

菊池市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条

例の制定について 
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算（第３号） 

財産の無償譲渡について 

財産の無償譲渡について 

財産の無償譲渡について 

財産の無償譲渡について 

財産の無償譲渡について 

財産の無償譲渡について 

公の施設の指定管理者の指定について（菊池市ふれあ

い交流センター） 

公の施設の指定管理者の指定について（菊池市四季の

里旭志） 

──────────────── ○ ──────────────── 
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日程第３ 一般質問 

○議長（森 清孝君） 次に、日程第３、一般質問を行います。 

 ここで申し合わせについて申し上げます。 

 質問の順序は通告順です。質問時間は、答弁を含めまして６０分以内です。通告

事項以外の質問並びに関連質問はできません。質問は一問一答となっています。 

 発言の通告があっておりますので、これより順次質問を許します。 

 初めに、平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） 皆さんおはようございます。議席番号１番の平直樹です。私は

菊池市議会は開会日に国歌斉唱をして始めるべきであるというふうな考えを持って

おります。政治理念、菊池市民がうれしいこと、政治目標、政治をもっと近くに、

判断基準、子どもたちが大きくなったときにどうか、この３本柱で日々の議員活動

を行っております。日本国民が日本の安寧を願い行動する、このまちにおいては子

どもたちの笑顔がたくさんあふれるまち、恒久的に続くまちになるように、思いを

込めながら一般質問させていただきます。 

 この一般質問というのは私たち議員と執行部との真剣勝負の場だと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回は商店街について、お尋ねいたしたいと思います。 

 本市の商店街はどこですか。そして、商店街の定義はどう捉えられていますか。 

 続いて、合併して１０年です。これまでどういった支援を商店街にされてきたの

か。１０年分使ってきた予算の総額と、昨年度、平成２６年度の金額を教えていた

だきたい。それを見て、現状の課題をどう捉えられていますか。 

 続いて、今後は何を根拠にどういった商店街をつくっていこうと、もしくは支援

をしていこうと考えていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） おはようございます。それでは、平議員のご質問のほうに

お答えしてまいります。 

 まず 初に、商店街はどこを指すのかということでございます。 

 本市は商店が集積する地区といたしまして、隈府地区と泗水地区が商店街である

と認識しているところでございます。 

 次に、商店街の定義でございますが、商店街の関係法令といたしまして、商店街

振興組合法や中小小売商業振興法がございますが、この中では特段の定義は定めら

れておりませんが、経済産業省が実施しております商業統計調査の中で、小売店、
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飲食店及びサービス業を営む事業所が近接して３０店舗以上あるものを商店街とし

て定義づけられているところでございます。 

 次に、合併から１０年の商店街振興に対する決算額の総額でございますが、合併

当時から商工業振興、商店街の活性化は重要な課題といたしまして位置づけており

ます。 

 これまで商工会や商店会連合会、また、それぞれの商店街の皆様方と連携をいた

しまして、さまざまな施策、事業を展開してまいりました。合併当初からの１０年

間の総計でございますが、関連いたします（款）商工費、（項）商工費、（目）商

工振興費における決算ベースで申し上げますと、総計で５億２，１０６万６，００

０円でございます。 

 合併当初から継続して実施している事業につきましては、中心市街地活性化事業、

軽トラ朝市に対します商業者連携事業、空き店舗対策モデル事業、後継者育成対策

事業、近代化等利子補給事業、信用保証料補助事業等がございます。 

 次に、平成２６年度の決算額は、同様に商工振興費で申し上げますと５，４１７

万円でございます。 

 支援事業といたしましては、先ほど申し上げました合併からの継続事業に加えま

して、平成２４年度以降に創設したもので市内共通商品券発行事業、きらりと光る

繁盛店づくり総合支援事業、コンベンション等誘致事業、地域経済活力創出事業、

これは店舗などの改築等に伴います補助事業でございます。そのほか、きくち商人

塾事業、飲食店振興事業、まちなかづくり推進事業などがございます。商店街の皆

様のご意見やニーズを取り入れ、新たな事業に着手してきたところでございます。 

 次に、商店街における現状と課題につきましてでございますが、市といたしまし

ては、さまざまな活性化につなげるための事業を実施してまいったところでござい

ます。しかしながら、にぎわいや潤いといった成果につきましては、まだまだ道半

ばであると感じているところでございます。商店街に人が集まり、にぎわうことで

個々の商店が潤ってまいります。そのためには、そこで商売をされる皆さん方が知

恵を出し合い、汗を流し、これからどのような商店街にしたいのか、確固たる将来

像を描き、それに向けて一致協力していくことが重要ではなかろうかと考えており

ます。それらをご提案、ご提言いただくことで、本市も関係団体と連携してともに

考え、精いっぱいの支援をしてまいってきたところでございます。 

 今後の支援策における根拠ということでございますが、商店街の主役はあくまで

も商店主の皆さんでございます。また、そこで働く方々であると第一に考えている

ところでございます。その主役である皆さん方が働きやすいような環境を公助とい

う立場において整備をしてまいりたいと思っております。 
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 今後、どのような商店街にしたいかというのをみずから考える自助と、それをみ

んなで支え合う共助、これに行政の公助としての支援、その連携体制の確立こそが

重要になってくると考えているところでございます。 

 また、まち・ひと・しごと地方創生におきましても、国、県、商工業振興を目的

として、これまでにない新たな施策、多額の予算を打ち出してまいります。これら

の情報もいち早く取り入れ、積極的に活用してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） 商店街とは、隈府地区、泗水地区で、３０店舗以上のお店が隣

接しているところであると。１０年間で５億２，０００万円、平成２６年度では５，

０００万円程度使われていると。課題としては、にぎわいがなかなか足りていない

ぞということですね。根拠としては、自分たちがメーンで自助、共助、公助でやっ

ていきたいというお答えでございました。 

 これから私が質問をしていくのは、大前提として、これまでの支援の方法を見直

して、現代社会に合う、そして、これからの社会に合うような商店、個店、それに

新しく消費者目線というものを取り入れた支援に切りかえるべきではないかという

ような前提で再質問をさせていただきます。 

 商店街というのは何であろうかと、まず、私は辞書を引きました。辞書を引くと、

そのままですね。商店が多く建ち並ぶ通りや地域であるということでありました。 

 政務活動費を使わせていただきまして、調査研究してきました。その中で、まず

は商店街の歴史、そもそもどういった成り立ちで商店街というのができてきたのか

ということから調査してきましたが、商店街の起源が数百年前からだよなんて言わ

れる学者さんもおんなはります。少なくとも江戸期には商家というものがあって、

その商家では、家族経営であっても、自分の営んでいる家業が後世に続くというす

ごく強い目的意識を持たれていたそうです。家族経営であっても、息子、娘がおら

んならば、もしくはおったとしても才覚なしと見た場合には、どんどん番頭さんで

あったりとか家族以外の人材登用に積極的でありました。 

 現在の商店街のスタイルは、２０世紀前半に発明されたとあります。第１次世界

大戦をきっかけに農民層の減少と都市人口の急増につながって、都市流入者の多く

は雇用者ではなく、なりわいと称される零細自営業に移り変わったそうです。その

中でも多かったのが、資本をそれほど必要としない小売業でありました。 

 そして、１９３０年ごろデパートが登場してきます。零細小売業にとっては大ピ
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ンチです。個店では太刀打ちできないと、デパートがビルですから縦に専門店があ

ると。それならば、専門店の連なりとして地域の中に専門性の高い商店の連なり、

高い消費空間という目的や位置づけとして横のデパートというスタイルがつくられ

ていって、デパートに対抗していくことになります。そして、そのころ商店街は保

守政治としっかりと結びつくことで、その存在をより強固にしていきました。そし

て、１９５５年、デパートに規制をかける百貨店法が成立します。高度経済成長期

に突入して、商店街にとっても黄金時代へと移ってまいります。 

 ところが、そのころスーパーマーケットも台頭してきました。そのときも地元の

商店街を守るという名目で、距離制限をかけるために政治力を駆使して距離制限を

つくり、１９７３年、スーパーマーケットに対する大規模小売店舗法、いわゆる大

店法が成立します。１９７８年には大型店舗に対する規制を中型店舗にまで広げる

という大店法改正が行われました。とにかく商店街の中に入れるな、入れるなと、

入ってくれるなよというふうに規制をしたわけですね。 

 そして、バブルが崩壊します。国が何をやったかといいますと、経済対策としま

して国土拡張をしました。道路工事等、いわゆる公共工事をどんどん進めて、失業

者の受け皿をつくろうとしました。さらに、流通に関する規制緩和があって、大規

模な小売チェーンが地方に進出しやすくなってきました。インフラ整備自体は国民

のほとんどが望んだ工事でもありました。その結果、まちとまちをつなぐ大きな道

路、バイパスですね、これがどんどんでき上がって、車社会化もさらに加速します。

周辺整備も進みまして、そこにショッピングモールが建設されていきます。国民の

全てが歩いた時代から、国民のほとんどが車で移動する社会に変わっていったとい

う大きな背景もありながら、商店街を守るためにやってきたことが現在の衰退を加

速させてしまったのではないかと考えています。これはいわゆる外的な要因だと思

います。 

 内的な要因というのは、１つは、後継者問題だと思います。先ほど冒頭でも申し

ましたが、江戸期の商家では家族以外の人材登用もどんどんされていた。でも、現

在は息子、娘が継がんけん、お店ば畳みますというようなお店もたくさんあります。 

 そして、もう１つがコンビニです。流通に関する規制緩和があって、価格破壊と

いうフレーズとともに、安売り合戦が始まりました。そのときに生き残りをかける

ために多くのお店がコンビニへと移り変わりました。その中で一番多かったのが酒

屋さんと米屋さんです。コンビニというのはたくさんの商品があります。いわゆる

よろず屋ですね。横のデパート、専門店の連なりという位置づけでやってきたこと

が、コンビニができたことで少し見失ってしまうことになります。もちろんこれは

流れでございますから、誰が悪いとか、そういったことではありません。ただ、こ
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れが現状だと思うんですね。 

 商店街とは、商店がたくさん並んでいるよという定義以外にも、本市においては、

どこでもそうでしょうけれども、中心地だと私は考えております。栄えていった原

点、そこをきっかけにどんどん栄えていったというところの認識で再質問をさせて

いただきたいと思いますが、平成１７年と平成２６年の店舗数と空き店舗率を教え

ていただきたい。さらに、使ってきた予算総額を見て、その結果、平成１７年と平

成２６年の店舗数、空き店舗率の結果をどう捉えられていますか、教えてください。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 商店街の店舗数でございますが、今回、平成１７年度の実態調査が数値としてで

きておりませんので、平成１９年度で申し上げさせていただきたいと思います。当

初のデータがちょっと残っておりませんでしたものですから、それでお願いしたい

と思います。 

 店舗数といたしまして１６０店舗に対しまして、空き店舗数が５店舗でございま

す。空き店舗率にいたしまして３．１３％という数字でございます。 

 次に、平成２６年度でございますが、店舗数といたしまして１１０店舗に対しま

して、空き店舗数が２７店舗、空き店舗率は２４．５５％でございます。 

 この認識といたしましては、先ほど議員が申されましたとおりに、後継者不足の

問題に加えまして、やはり郊外店の大型店が進出したこと並びにインターネット

ショップ、コンビニエンスストアの普及等、さまざまな要因によって廃業という道

を選択されたことが空き店舗の増加になった理由ではなかろうかというところでご

ざいます。 

 そこで、本市といたしましては、空き店舗の対策といたしまして、モデル事業に

より市も空き店舗の解消に努めておりますが、廃業されても、ご存じのとおり、店

舗だった部分に倉庫や車庫など居住部分が改修されまして、そのまま一般の居住空

間といたしまして住み続けていらっしゃる方がほとんどでございます。そういう状

況の中では、ほかの皆様に貸したりとかできないという現状もございます。 

 しかしながら、空き店舗を活用いたしましたチャレンジショップ等の創業者への

支援は商店街の活性化においては重要でございますので、今後も商工会と連携をと

りながら実施してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 
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○１番（平 直樹君） ありがとうございました。 

 先ほどの予算の話ですが、１０年間で５億２，０００万円程度だというお答えを

いただきました。前回、私の一般質問の１回目のときに、図らずも農業関係の質問

をしたときに、そこの答弁をいただいていますが、平成２６年度、農林課及び農林

整備課の事業の対象として延べ２，５２２件に対し、約１４億３，３００万円の補

助金を交付しているという答弁もあります。これと比べて、商店街という狭まった

ところの比較はちょっと難しいとは思いますが、農業関係では１年間で１４億円、

商店街への支援は１０年間で５億円と。これが多いのか少ないのか、ちょっと悩ま

しいところではありますが、現在の商店街、ちょっと今回は泗水ではなくて隈府地

区に限ったお話をさせていただきたいと思いますが、実際どうであるかというのを

自分なりに歩いて調べてまいりました。議長の許可を得ていますので、ちょっとパ

ネルを出させていただきたいと思います。 

［パネルを示す］ 

○１番（平 直樹君） こちらですね。すみません、ちょっと手書きで見にくいかと思

いますが、こちらの通りが御所通りです。こちらの通りが立町中央通りになってお

ります。私が直接見た結果でございますから、見落とし等もあろうかと思います。

そこはご了承いただければと思いますが、御所通りが３４軒ありました。それで、

立町中央通りが３７軒の合計７１軒でした。この７１軒のお店の人たちに対して、

これまた全部じゃなかったんですが、ほぼほぼというところなんですが、私はいろ

んなお話を聞かせてもらうときに、２つの質問をしてまいりました。１つが店主の

年齢は幾つですか。あと１つ、後継者の見込みはありますかと。この２点を質問し

てきました。解釈の違いがそれぞれあられるので、はっきりと言いにくいところも

あると思いますが、横町とかはちょっと入れていません。あくまでもこの２つの通

りだと思って、見てください。はかりましたけれども、それぞれの通りが７００

メートル強あります。これを一周したら大体１．５キロありますね。 

 ここの実際のところをまとめたものがこちらであります。御所通りが３４軒あり

まして、店主の年齢は何歳ですかという質問に対して、３７歳から８３歳というお

答えをいただきました。後継者の見込みありとお答えいただいたのは、３４軒中１

２件、３５．３％です。そして、年代別です。３０代が１名、３％、４０代が３名、

９％、５０代が５名で１５％、６０代が９名、２６％、７０代が１１名、３２％、

８０代以上が５名で１５％でありました。３０代、４０代、５０代が２７％で、６

０代以上が７３％です。続いて、立町中央通り、３７軒、平均年齢が６５．６歳、

後継者の見込みありとお答えいただいたのは、３７軒中６軒の１６．２％でした。

３０代、４０代、５０代合わせて３０％、６０代以上が７０％。御所通りと立町中
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央通りを合わせたところでいきますと、７１軒ですね。平均年齢が６３．２歳、後

継者見込みありとお答えいただいたのが合計１８軒で２５．４％です。こちらも３

０代、４０代、５０代が３０％で、６０代以上の方々が７０％というお答えをいた

だきました。 

 この現状を見て、私なりに一つの仮説を立てました。なかなか当てはまらない部

分もあると思いますが、一つの仮説を立てるときに軸をつくらなきゃいけないので、

悩みましたが、商売人なので、年齢制限はもちろんございません。示すとおり、６

０歳以上の方が７０％という現状で、合わないかもしれませんが、普通、会社に勤

められているときには、例えば、６０歳とか６５歳で定年退職ということで一旦落

ちつかれます。今から１５年後、皆さんが後継者のこともかんがみて、６５歳以上

たったときに、ちょっと自分ちの商売を見直そうかな、ちょっと体が動かなくなっ

てできなくなるかもしれないなというような前提でお話をします。 

 先ほどお示ししましたこの通り、１５年後、もし６５歳以上の方々がちょっとお

店をやめようかなというふうになったときに、このお店がどうなるかという仮定を

したときには、このような結果になります。これは仮定の話ですから、３分の１以

上のお店がなくなってしまいます。これは可能性ですからね、こうならない可能性

も確かにあると思います。でも、こうなる可能性も高く残っていると、私は調べて

いて思いました。 

 この現状を見て、これまでどおりの支援、今までやられてきたこと、今続けられ

ていることをやっていて、私は足りないんじゃないか、ちょっと違うんじゃないか

というふうなすごい不安があるんですね。これまでどおりの支援を続けていくのか、

そこを教えてください。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 ただいまおっしゃいましたように、状況といたしましては、厳しい状況にあると

いうふうに認識しているところでございます。 

 近年の事業におきましては、やはり個店だけではなく、商店街全体も踏まえたと

ころで考えていかなくてはならないと思いますけれども、事業といたしまして、き

らりと光る繁盛店づくり総合支援事業というのがございます。これにつきましては、

商店街におきまして小売業やサービス業を営むやる気のある個店に対しまして、中

小企業診断士などの専門講師が現地に赴いて、臨店指導や個別ないし全体研修を通

して、お客様目線でよりよくおもてなすための取り組みを実施しているところでご

ざいます。本年度はこの事業を通し、県の経営革新事業の認定を受けた商店も出て
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きたところでございます。 

 また、本市商工会が作成いたしました経営発達支援計画は本事業を主要施策とい

たしまして策定し、中小企業庁に申請いたしましたところ、この成果が認められま

して、認定いただき、全国５１９件の申請に対しまして７０件、九州ではわずか２

件の認定という快挙を遂げたところでございます。 

 このように、新たな商店街の考え方、みずから考えるということを踏まえて、さ

らに小規模店舗事業者に対します持続化補助金も本事業をベースといたしまして申

請し、県内トップの採択をいただいたところでございます。 

 やはりこうした個店を育成し、きらりと光る繁盛店をふやすことで、商店街全体

を牽引できるような商店を創出していきたいと考えております。やはり考えてまい

りますと、意欲ある個店の皆様方の育成と支援に加えて、まちが今までと違うよう

に散策が楽しめる森の中のまちづくりと並行いたしまして、商店街の景観整備を商

工会等関係団体と連携をいたしまして支援して、新たな商店街づくりに取り組んで

まいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） ちょっと確認なんですけれども、執行部が考えられている商店

街というのは場所ですか、それとも、組合とか連合会とか、そういった組織ですか。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） 先ほど議員がおっしゃいましたように、個々の商店が集積

する場所を商店街と称しておりますが、商店街を構成する組合、団体についても商

店街と呼んでも間違いではないかというふうに判断いたしております。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） 商店街は場所であって、連合会、そういう組織でも両方である

ということですね。 

 これまでスーパーや大きな店舗を、商店街というのを中心地と言いかえてみると

ちょっとわかりやすいと思いますが、そこから遠ざけてきた結果、中心地自体が私

はずれていると思いますが、執行部はどう考えられていますか。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） ただいまのご質問にお答えいたします。 
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 おっしゃいますように、旧商店街といいますか、当然、先ほど申しましたように、

隈府の中心市街地と泗水地区でございます。道路ができまして、ご存じのとおり、

バイパス等ができております。そこで、考えますに、商店街自体も集積が道路のそ

ばにできたのが事実でございます。商店街と申しますか、大店舗、中規模店舗が道

路沿いに集まってきたというふうに考えております。それを商店街と申すのか、

我々としては、基本的には中心市街地の中に集まった個店を商店街というふうに考

えております。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） それでは、現在の商店街、認識されている商店街において、適

正な競争環境が私はやっぱり必要だと思うんですけれども、その支援をされていく、

助けていく、まちづくりをしていく中で、執行部は商店街に対して保護なんですか、

それとも適正な競争環境をしくんですか、どちらですか、教えてください。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） 当然、個店だけではなく、商店街としても支援をしてまい

るところでございます。 

 先ほど申しましたとおり、現在は森の中のまちづくりと歴史を生かしたまちづく

りを模索して整備を進めているところでございます。その中で、商店街自体にも、

ご存じのとおり、まちなかづくり推進事業を実施していただきながら、特に 近で

は御所通りでございますけれども、街路灯のＬＥＤ化とかベンチ、プランター、の

れん等を商店街に配置することで、来街者の方々におもてなしをするという景観整

備も図っております。これは商店街に対する支援と個店に対する支援、両方が行わ

れているところでございます。 

 このように、やはり意欲ある個店が合わさった商店街を支援していくのが今後の

商店街の発展につながっていくんではないかというふうに考えております。特に今

後はまちを散策できるような商店街にして、歩いてきて、商店の中に入っていただ

くようなつくりを今後考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） それでは、現在の商店街ですね、隈府の商店街についてですが、

どのような評価をされていますか。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 
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○経済部長（松野浩一君） 評価ということにつきましては、先ほども申しましたとお

り、大型店舗や中小企業のコンビニエンスストア等が市街地の中に入ってきており

ます。非常に厳しい状況であるというふうには考えているところでございます。 

 ただし、先ほど申しましたように、現在では軽トラ朝市とか、そういう補助事業

をやりながら、市内外から多くのお客様を呼び込む菊池の風物詩として定着してい

るような、そういう商店街の活性化に大きく貢献できるようなことで、少しでも誘

客ができるようにというふうに考えているところでございます。 

 評価といたしましては、非常に厳しい状況ということには変わりないと考えてお

ります。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） 現在の商店街は厳しいというふうな認識であるということでご

ざいました。 

 商店街のことに関しては、これまでも先輩議員がたくさん質問をされておられま

す。先ほど部長の答弁の中にも少しあったんですが、確認も込めてちょっとだけ議

事録より引用させていただきたいと思います。 

 平成２０年第１回定例会にて、現在の議長ですね、森議員がまちづくりの件につ

いて質問をされております。「まちづくりの件につきましてでございますが、中心

市街地から郊外ショッピングセンターのほうへ買い物客は移ったというふうに思わ

れる中で、今おっしゃいました２００近くの店舗を活性化する手だてはどのように

考えておられるのか。その具体策をお尋ねしたいというふうに思います」と再質問

をされています。その答弁に、当時の経済部長は「全国的に商店街の衰退化が進む

中におきまして、本市におきましても」と始まりまして、「商店街はもとより、各

店舗の賑わいを取り戻すための取り組みといたしまして、商店街活性化イベント補

助事業を行っております」「街中の賑わいと活性化を図り、買い物客を回遊させる

呼び水となればと考えておるところでございます」との答弁です。私がここで注目

したのは「各店舗の賑わいを取り戻すため」という部分です。 

 もう１つ、次の年ですね、平成２１年第３回定例会で泉田議員はミズ・スタンプ

等のことを取り上げられて、菊池市独自の共通のポイントカードをつくる考えはな

いかと一般質問されていらっしゃいます。当時の経済部長は「ポイントカード事業

につきましては、各商店会や、商店会連合会などが主体となって行う事業でありま

して、事業費につきましては、加盟店の出資によって運営されるものでございます。

市といたしましては、個店の利益に繋がるものであり、事業費補助を行うことはふ

さわしくないと考えております」と答弁されております。 
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 この２つの答弁、森議員のほうには各店舗のにぎわいを取り戻すために必要なん

だ、泉田議員のほうには個店の利益につながるから補助はできない、ちょっとうー

んと悩んでしまうようなお答えかなと私は思います。 

 先ほどの答弁の中で、個店をしっかりと支援していくんだというようなお答えが

ありましたけれども、第２次菊池市総合計画、施策４ですね、商工業の活性化の課

題解決に向けた取り組みの２番目に「きらりと光る繁盛店を育成し、個店の考える

力の醸成や魅力向上を図り、商店街を牽引していけるよう支援します」とあります。 

 改めてお伺いしますが、今の執行部は個店を支援するんですか、それとも、あく

までも商店街として支援をされるんですか。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） 今おっしゃいましたように、本市の事業といたしましては、

空き店舗のモデル事業と後継者育成対策事業など、個店を支援いたします事業も

行っているところでございます。それと、ご存じのとおり、地域経済活力創出事業、

市内共通券の「めぐるん券」を通しまして、市内の商店街等も含めました消費の喚

起に対してさまざまな施策をやっているところでございます。 

 このようなさまざまな事業を実施いたしまして、個店の経営基盤の充実と安定の

運営に寄与することができると考えているところでございます。また、やる気のあ

る商店街にするためにも、各個店がやはり頑張っていただくという、それを引き出

すような施策をやっていきたいというふうに考えているところでございます。です

から、個店だけではなく、当然、そこの集団でございます商店街に対しても支援を

していくというふうに考えているところでございます。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） 先ほど紹介しました総合計画の３番目には「空き店舗を活用し

て開業する新規業態の事業者に対し、空き店舗の情報提供や経営相談等できる体制

づくりを商工会と連携して構築するとともに、賃借料や店舗改修費等の助成を実施

します」とあります。今までさんざん商店街の空き店舗に新しいお店を誘致すると

いう取り組みをされてきたと思いますが、結果は減ってしまっているよということ

です。 

 街中を散策というようなお言葉もさんざん出てまいりましたが、なぜ空き店舗が

埋まらないのか、そこの問題についての答えは一つしかないと思っております。な

ぜ空き店舗が埋まらないのか、ずばり魅力がないからです。商売人はそこで商売を

起こせば儲かるというふうな見込みがなければ、商売はしません。このところで商
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店街を復活するためにお店に入りませんかというふうな補助をどんなにやっても、

将来、ずっとそこで売り上げが上がっていくというような思いに駆られなければ、

そこでやっぱり商売は起こさないと思うんですね。 

 それを裏づける言葉があります。先ほどお示ししましたときに、自分で歩いてい

ろんな方のお話を聞いたときに、数名の方が異口同音、私にこんなふうに教えてく

れました。もうこれからは自分ちの商売はいかんばいと。昔のごといっちょん儲か

らんと。だけん、息子、娘も継がんし、おっどんも継がせきらんと。今までずっと、

そして、今も商売をされている方からこんな言葉が出るのに、商店街の復活はなか

なかやっぱり難しいと思うんですね。 

 まちを散策させたいというふうに多分１０年前ぐらいから言われてきたと思うん

ですが、では聞きますが、今、商店街７１店舗あるところ、もしくは足りないとこ

ろ、そこに全部いろんなお店が入ったとして、歩きますか。１．５キロですよ。特

に私たち、今、私は３９歳です。３０代、４０代、５０代の方もそうだと思います。

車で買い物に行くのが当然と考えている世代が、全部にお店が入ったとして、どれ

ぐらい回遊させると、どれぐらい歩くという見込みを持っていらっしゃいますか。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） どれぐらいの方々が回遊をされるかというところでござい

ますけれども、それはやはり景観づくりも含めました各商店、商店街を訪れたお客

様がそこが快適であるかどうか、また、自分を温かく迎えてくれるおもてなしがさ

れているかどうか、そういう目線で商店街とかを買い物されるのではないかと思っ

ております。消費者目線で、商店が魅力があるかどうかということでございますの

で、７１店舗の商店街ができたからといって、全て魅力があるというふうには考え

ておりません。 

 では、その魅力を出すためにどのような努力をするかということでございます。

やはり行政のみが主体的に実施します、一つ行政の押しつけと申しますか、そうい

うことでは効果は期待できません。やはり商工会、商店街、行政、それと個店の皆

様が連携、協働し合ってやることが、よりよい結果につながっていくのではないか

というふうに考えているところでございます。 

 呼び込むということは、やはりそこに魅力がないと呼び込みはできないというふ

うに考えております。その魅力といたしまして、先ほどから申し上げております森

の中のまちづくり、それと、歴史文化を生かした商店街づくりというのを、景観も

含めて今行っているところでございます。そういうのを少しずつ商店街の中に導入

しながら、今後、お客様、来街者の方々、観光客の皆様を少しでも商店街の中に来
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ていただくような魅力ある商店街を一緒につくってまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） 今の答弁にもありましたけれども、商店街、そして消費者です

ね、私は今まで執行部がされてきた支援の仕方に大きく抜けていた点というのは、

やっぱり商店街のみという視点だけだったんじゃないかなというふうに感じており

ます。そこに消費者という目線が入っていなかった。消費者が見ているのは商店街

じゃないんですよ。商店なんですよ。あの商店街に行けばいいものが買えるよでは

なくて、あのお店に行けば納得できるような買い物ができる、安いから買い物をす

るとか、その個店個店なんですね。あの商店街に行けば、そういうことではないと

思うんです。それは執行部においてもわかっていても言えなかった部分もあると思

います。 

 私ですね、今までの話を聞くと、商店街を見捨てろというふうにもしかしたら聞

こえてくるかもしれませんけど、そうじゃないんです。これから商店街、もっと

もっと盛り上げていきたいというふうに思うんですね。先ほどから答弁いただいて

いますように、個店を支援していくと。私もそうだと思うんです。ちゃんと未来を

見据えて、自分ちのお店に投資をされて、そうやってここできちんと商売をしてい

こうという、そういう思いを持っていらっしゃるお店をきちんと支援していくこと

がとても大事なことじゃないかというふうに思います。 

 あれがだめ、これがだめと言っても始まりませんから、私は私なりに案を考えて

まいりましたので、ちょっとお示しをしたいと思います。議長のお許しを得ていま

すので、もう１つパネルを出させていただきたいと思います。 

［パネルを示す］ 

○１番（平 直樹君） 私はまず、商店街という名前の意味というか、捉え方というか、

これは私の主観なんですが、商店街というとどういったものを思い浮かべるかとい

うと、特に隈府の商店街が栄えたころの商店街というのは、地元の方が毎日のお買

い物をする場所という商店街なのか、私がいろいろ調べた中で、５万人、同じぐら

いの規模、もしくはそれよりも小さいところで商店街が復活したよと言われている

ところ、それは私の目から見たら、もう観光地です。地元の人が毎日の買い物をす

る場所としての商店街ではなくて、観光地ですね、復活したところは。私はそう認

識しております。 

 その上で、商店街というものを２つに分けます。まず、歩いて行ける徒歩商圏が

今の隈府の商店街だと思ってください。ここに徒歩商圏としての商店街を１つつく
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ります。 

 その徒歩商圏の中の商店街も２つに大きく分けます。１つは、観光エリアです。

門前町商店街にしてもしかり、豆田の昭和の商店街にしてもしかり、あそこは観光

地ですね。菊池にもああいう観光地をつくるということです。観光客がつい歩きた

くなるようなエリア。ただ、漫然と７００メートル、１．５キロを浴衣で歩かせよ

うというのはなかなか難しいと思います。知人が来たときに、あそこをちょっと一

緒に歩こうねと言いたくなるようなエリア、これは観光地だと思うんです。そして、

もともと商店街が持っている新しい商売を始めてみたいというような方がやってい

くチャレンジエリアですね、そういった観光エリアに分けます。例えば、地元の食

材を使った食事どころがあるよとか、歴史を散策できる街並みを生かす短い通りで

すね。この短いというところが私はポイントだと思っています。 

 そして、そのほかを安心エリアと分けます。ここは思い切って再開発です。空き

店舗に店が入らないんであれば、人に住んでもらいましょう。特に、若い方もそう

なんですけど、中山間地域に住んでいらっしゃる方が優先的に住んでいただけるよ

うな住宅開発を進めるべきではないかと考えております。理由があります。病院が

近いです。街灯があって安全です。買い物が歩いて行けます。温泉があります。役

所も近いです。ここから期待できる効果というものもあります。交通弱者、山間地

に住んでいらっしゃってなかなか買い物に行けないという方は、これの解消にもつ

ながります。お互いで見守りもできます。役所からの見守りもしやすくなると思い

ます。安心ですね、街灯があるから。・・・・・・・・・・・・・・・・・。街う

ちはびかびか光っています。これは安心です。歩いて買い物に行くとか、温泉もあ

りますから健康増進にもつながります。つまり民生費の抑制にもつながると思うん

ですね。これってコンパクトシティじゃないかなというふうに思うんですが、これ

が歩いて行ける商店街の私の考えるモデルケースです。 

 そして、自分たちが買い物をするときにどうかとなったときには、やっぱり車で

行きます。多分、皆さんもほとんど車で買い物に行かれていると思いますが、車で

行けるショッピングエリアというものをちゃんと書きかえるんですね。菊池の商店

街は隈府だ、あそこの立町中央通り、御所通りだという看板を少し書きかえてあげ

る。私は大琳寺交差点の２キロ圏内を菊池の新しいショッピングエリアだと認識を

持つだけで変わると思うんです。商店がたくさんあるところが商店街であれば、あ

のエリアも商店街だと思うんです。組合であっても商店街と言われましたが、場所

であっても商店街という認識であれば、それが成立すると思うんですね。例えば、

もともとの菊池の商店の方が少し気合い入れて店舗拡張しようというときには、こ

こに新しく誘致するのもいいと思いますし、そこに行けばみんなが車で買い物に
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行って、地元の方がふだんの買い物をする場所になるというふうに思います。 

 財源です。平成２６年度の決算書より、財政調整基金が６３億円あります。これ

は平成２５年度より７億円ふえています。減債基金２５億円、合計８８億６，７６

９万７，１１９円あります。この１％使うだけで約９，０００万円、５％で約４億

５，０００万円あります。なぜこのお金を使うというふうに私が根拠とするかとい

うと、やっぱり先ほども言いましたように、まちが元気になる、にぎわいを取り戻

すということで一番リターンが大きいのは、やっぱり市そのものだと思うんですね。

土地代も上がるだろうし、固定資産税にしても見込めるし。 

 あと１つあります。まち・ひと・しごと総合戦略、政策分野４、時代に合った地

域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する、平成２８年度

当初予算で３，７３６億円あります。このお金も使えるかどうかの根拠ですが、先

ほどお示ししましたとおり、こういった徒歩商圏として思い切った開発をやること

がコンパクトシティとしての根拠になると思います。 

 このコンパクトシティについては、もう１つ、議事録からなんですけれども、平

成１９年第１回定例会にて、平成２１年に提案される中心市街地活性化基本計画に

ついて、口議員が中心市街地活性化基本計画の策定について、コンパクトシティ

の理念に沿った区域設定とあるが、具体的に説明してほしいという質問をされてい

ますが、当時、経済部長であった現岡﨑議員が答弁されています。ちょっと長いん

ですが、ここは大事なところなので、紹介させてください。「中心市街地は多様な

都市機能が集積し、長い歴史の中で文化・伝統が育んできた、いわばまちの顔とも

言うべき地域でありますが、社会経済情勢の変化に伴いまして、中心市街地の空洞

化現象は深刻な状況となってきております。さらに今後は急速に進む高齢化による

交通弱者の増大、厳しい財政状況の中での医療・介護・福祉に係る経費の増大、都

市整備費の削減などといった課題に直面していくものと考えられます。このような

ことから、国におきましては中心市街地における都市機能の集積及び経済活力の向

上を総合的かつ一体的に」というふうに答弁されております。 

 この計画は断念ということになったようですが、まさに今から８年前、執行部は

現在の状況を的確に想定していたということになります。だけど、ままならなかっ

た。お店はふえなかった。人口は減っていった。だからこそ、今、大きく方向転換

をすべきだと思うんです。何回も言います。私は商店街を見捨てろと言っているん

じゃないんです。方向転換をして、これまでの商店街としてではなくて、ちゃんと

頑張っているお店をきちんと支援する、そこが核になって新しい商圏をつくってい

く、そうすれば、菊池の商店街はこれからどんどん反撃に転じることができると思

います。空き店舗で埋まらないところは住宅開発をする。すると、人がふえていく
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と私は思います。 

 それが中山間地域に住んでいらっしゃる方が街うちに住めと言うのは簡単ですが、

なかなか実行に移すのは難しいと思います。でも、今そういうことをやっていかな

いと、本当に厳しい状況が待っていると思うんですね。中山間地域には、そこでも

し、すんなり来ていただいたら、その場所を移住、定住希望の方にどんどん提案し

ていく、もしくは息子、娘さんにもう一回帰ってこんかいと、菊池で一緒に住もう

ねというようなきっかけにもなると思うんですね。 

 商店街の復活というのは、こういったプランじゃないかと私は考えておりますが、

市長、このような私の提案も含めて、今後の商店街、どのように考えられています

か、方向性をお示しください。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 改めましておはようございます。大変力のこもった熱弁をいた

だきましたので、残り時間は限られておりますけれども、私の思いも伝えておきた

いと思います。 

 これまで商店街については、いろんな議論、意見がございました。端的に言えば、

こういう議論がございます。商店街が、シャッター通りという言葉は使ったらいけ

ないんでしょうけれども、そういう言葉をもって言われる方がおりまして、あれは

商店街がなくなったんじゃないと。南のほう、西のほうに移っておるだけだと。そ

この人たちが、例えば、夢空間みたいなものをつくったり、移っておるだけで、あ

そこは拡大しておるじゃないかというのが１つ。それからもう１つ、じゃ、旧市街

はというと、いや、あれは放置しておけばいいんだと、こうおっしゃる方もいらっ

しゃるんですね。といいますのは、あそこでじたばたしてもしようがないから、次

第に人もいなくなってやめていく。例えば、古くなった家は朽ちていく。自然に任

せればいいんだという人もいらっしゃいました。 

 しかし、私は市長になろうと思ったときに、３つの理由があったうちの１つは、

この商店街の現状だったんですよね。このままじゃいかんと。これは旧商店街が消

えるということは、菊池の持っているいろんな誇りとか文化とか、そういうものも

一緒に消えてしまうんですよ。そうすると、活力自体が必ずなくなるという強い危

機感を持っておりました。 

 私、先ほどまでお話を伺っていて、実はちょっと冷や冷やしておりまして、平議

員は何か今の議論のように、旧商店街はほっとけばいいんだというふうなことを

おっしゃるんじゃないかというふうに 初のうちはとれまして、大変心配しており

ましたが、そうじゃないということがわかりました。むしろ安心しました。自分の
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持論はこうであると今おっしゃった中に、まさに今進めておる菊池の商店街の再生

計画の本質みたいなものは見事にご指摘されていたと思いますよ。つまり、今、隈

府地区に限ったお話だということでございますが、昔は隈府地区は各町がございま

したですね。上町、下町、中町、それぞれに荒物屋があったり、乾物屋があったり、

パーマ屋があったり、仕立屋があったり、小さな今でいう地区が町でありました。

全ての業種がほとんどありました。その集まりが隈府を成しておりました。じゃ、

その盛時をしのんで、ぜひそれに挑戦しようじゃないかというのは、これは私はや

や非現実的であると思っています。おっしゃっているのは、そういうことではない

と。 

 そしたらば、今あいているところに店をどうやって引っ張ってくるんだという話

ですが、これもご指摘されていたように、店が来ればいいというもんじゃないと。

実際に商売が成り立たないと店は大きな赤字を出してしまいますから。そうします

と、商売人としては、どれだけの人が見込めるか。個店の魅力だけではなくて、ま

ち全体の持っている魅力というものがなければ、これは人は来ないわけであります。

そういう意味で、私どもが今まで続けてきたのは、この菊池の特に商店街というの

を見直したときに、どれが一番菊池に合った効果的な戦略だろうかということを考

えたわけです。その際に、商店街だけを見たらだめなんですよ。必ずしも人は商店

街だけに来るわけではない。市民の買い物だけいうなら、これは実は商店街に行く

よりも、水買ったり、酒買ったり、重いものがありますから、車で。そうすると、

駐車場問題がありますから、これは郊外に行くわけですよ。だから、もしそれだけ

のことを言うんだったら、 初から勝負は決まっているわけですね。でも、そう

じゃないものがあるわけですね。それは今おっしゃったように、特に交流人口をふ

やすということ、これが市の発展にとって非常に大事ですから、市民の買い物だけ

でいうなら旧市街を復活させても、これは恐らく経済的に合わんと思いますよ。そ

れは郊外に行けばいい話で。そうじゃなくて、菊池のまちの商店街を活性化させる

とすれば、外からお金と人を持ってくるしかないわけですよね。 

 じゃ、そのときに、今、あちこち店が傷んでおりますというところに人が来るか

と。それだけでは来ない。もうちょっと周りを見回してみると、温泉は確かにいい

と。食もいいと。それから、ちょっと足を伸ばせば、わずか５分、１０分で非常に

里山の風景があります。そこにすばらしい自然もある。水もいい。そして、歴史文

化もある。これを総合してプロデュースしなければいけないんですよ。つまり何と

か商店街という話じゃなくて、もう少し大きな視点で菊池というもの、菊池という

一つの商品ですよね。これはいわゆるシティプロモーションの考え方ですよ。商品

を売るんじゃなくて市を売っていく。そういう中で魅力が増してくれば、人は必ず
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来ます。 

 ただ、今、水源だって、菊池渓谷だって魅力はあるわけですけれども、菊池渓谷

は今どうなっているかというと、人が行って、３０分、１時間いたら、また帰るわ

けですよ。菊池のまちを素通りしていますから、道路だけ使われてお金は落ちませ

ん。だからこそ、滞留時間を伸ばす仕掛けをいろいろつくらなきゃいかん。街中に

も必要だけど、むしろ魅力があるのはまちの外にまずありますから、周辺部にある

魅力を生かして、さまざまなアクティビティーとかアウトドアとか癒しとか、そう

いったもので人を長く逗留させる。そうすることで、例えば、お風呂に入って帰ろ

うとか、夕方にちょっと腹減ったから何か食って帰ろうとかいうことになって、街

中に人が集まり出す。そこに商店街があるわけですが、今のままでは古いままのす

かすかですよね。ですから、そこに魅力のある装置をつくる。でも、お金がありま

せん。一番 も効果的で菊池の魅力を引き出すのは、私は森まちだと考えたんです。 

 ここの結論に至るためには、いろんなところを私は見てまいりました。そして、

失敗事例、成功事例を見て回ったときに、一番心に刺さったのは、やっぱり阿蘇一

の宮の商店街ですね。あそこは今から言うと２０年ぐらい前ですかね、文字どおり

のシャッター通りでありました。店を全部閉めようとまでなさっていましたが、１

人の方が桜を植えて、それが広がって、いや、俺に植えさせてくれということから

始まって、今のにぎわいになっております。その人が私に言いました。私は隈府か

ら来た、もう隈府は寂れているんですよと言ったら、隈府の人は何ば言いよるかい

と。俺たちですらここまでやったと。それは平たい道じゃないと。隈府は温泉があ

るばい、歴史があるばい、食べ物もよかばい、何であんたどんができんかいという

ことを言われました。私はそのとおりだと思っています。 

 ですから、私のまちづくりの大きな方向感は、先ほど平議員が…… 

○議長（森 清孝君） 市長、質問時間の６０分となりました。 

○市長（江頭 実君） 示していただいた中に見事に盛り込まれているというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） これで平議員の質問を終わります。 

 ここで１０分間休憩します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午前１１時１３分 

開議 午前１１時２１分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 次に、水上隆光君。 

［登壇］ 

○４番（水上隆光君） おはようございます。議席番号４番、水上隆光です。我がふる

さとの里山の裾野に広がります、この菊池市が活気づくまちになりますよう、いろ

んな質問をしていきたいと思います。 

 通告に従いまして、１番目に鞍岳と四季の里について、２番目に林道について、

３番目に市道について質問をしていきます。 

 それでは、 初の質問として、鞍岳と四季の里について質問します。 

 九州百名山と全国雄峰百選に選ばれている鞍岳でございます。菊池のほうから見

まして、右の低いほうが女岳、高いほうが男岳となっている名峰鞍岳でございます

が、１，１１８メートルの高さであります。 

 私も久しぶりに１１月初旬、平日でありましたが登ってみました。こんなに紅葉

が美しかったかなと思うほど紅葉の見ごろでした。 

 平日でありましたけれども、頂上には１０名ほどの登山客がおられました。久留

米、熊本市内、大津町から来たという人たちでした。頂上での３６０度の大パノラ

マはすばらしく、阿蘇方面、大分、オートポリス方面、水源の山々、菊池平野、遠

くに普賢岳、そして大津、西原方面が見渡せました。その鞍岳の中腹に標高５００

メートルのところにあるのが、四季の里旭志でございます。指定管理者祐和會のも

と、１４名の従業員で頑張っておられます。ここ２年ほど客数は伸びていると言っ

ておられました。 

 そこで質問でございますが、癒しの里菊池における鞍岳と四季の里旭志の立ち位

置はどういうものなのかという質問と、市長に、そもそも癒しとは何ですかという

質問をして、 初の質問といたします。よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、癒しの里政策の中での鞍岳・四季の里の立ち位置ということでございます。 

 鞍岳につきましては、全国遊歩百選、九州百名山に選定されているところでござ

います。特に、今申し上げられましたとおり、山頂からの３６０度の大パノラマを

見渡せる眺望につきましてはすばらしく、阿蘇五岳、九州連山、雲仙を一望するこ

とができます。 

 また、春や夏のシーズンには、美しい高山植物が花開き、登山者の目を楽しませ

てくれる人気のスポットでございます。 

 また、鞍岳の中腹に位置いたします四季の里旭志は、オートキャンプ場やバンガ
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ローのほかに、大浴場、家族風呂などを有する温泉施設や、ふれあい動物広場など

がございまして、大人から子どもまで、楽しく大自然と触れ合うことができる絶好

の観光施設というふうに考えているところでございます。 

 このようなことから、本市が進める癒しの里プロジェクトにおける重要な観光ス

ポットとして位置づけをしているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、私への質問は、癒しとはどのように考えているか、

いわば私なりの癒しの定義かと思いますが、癒しというのは、精神の悩みだけでは

なくて、肉体の疲れも含めて、苦しみを和らげたりすることという趣旨のことは大

体辞書に載っておるようでございますけれども、こうしたふうな肉体、精神の疲れ、

悩み、苦しみ、こういったものを和らげたいというのは、これは人間の本源的な欲

求の一つであろうと思います。しかし、近年はＩＴ化とか、さまざまなところでハ

イテク化、グローバル化ということで、一見便利になっておりますけれども、どう

も物に人が使われているような錯覚をするほど、目まぐるしい時代でございまして、

一つには、お金や時間に追いかけられているという気持ちが人々に強いのではない

かと思いますし、また、ＩＴ化等が進むことで、かえって人間的な接点というのが

希薄化しつつある。これは子どもたちの教育面なんかにも心配されているところで

ございます。 

 また、ちょうどテロですとか、原発の問題であるとか、異常気象とか、いろいろ

なことが重なって、多くの人が大変大きな不安とストレスを感じていると。それで

健康を概しているのではないかと、皆さんが非常に心配している時代、それが今の

時代であろうと思います。ですから、こういうときになると、人間の本能として、

何とかそこのバランスをとろうという行動をするわけでありますが、それが癒しを

求める行動であろうと思っておりまして、今、世の中を見回しますと、大体健康志

向、自然回帰というのが、大きな世界的な潮流であるというのが、議員もご同意い

ただけるんじゃないかと思います。 

 そういう目で見たときに、本市が有しております自然環境、菊池渓谷初め水、食、

温泉、こういったものはまさしく も私どもの心に届きやすい癒しの空間であると

いうふうに思っております。しかも、この癒しの素材というのは、菊池においては

大変１級品であるというふうに考えております。 

 鞍岳あたりは大変眺めのいいところで、私はよく菊池をセールスするときに、菊

池は日本百選が６つもある自然に恵まれたところだと申し上げますけれども、その
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６つの百選のうちの１つが、まさに鞍岳周辺の日本遊歩百選であるわけですね。こ

こに四季の里という大変いい施設もございますので、もう少しこの使い方を掘り下

げて特性を出していけば、例えば、アウトドアに、さらに音楽ですとか、食ですと

か、そういったものを組み合わせていけば、大変すばらしい展開が望めるんじゃな

いかなというふうに考えているところでございます。 

 癒しに対しては、私どもの健康を取り戻すのみならず、市の活性化の鍵ともなる

言葉だというふうに考えているところです。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○４番（水上隆光君） ありがとうございました。今の市長の答弁からすると、鞍岳、

四季の里も、癒しの里菊池の一翼を担うに十分力を持っているというふうにとらせ

ていただきます。 

 鞍岳についてですが、林道新山１号線が、四季の里の横を通って、鞍岳のほうに

行っています。登山コースは２コースありますが、四季の里からは休憩しながらで

も１時間半ほどで登れます。また、車で行かれるとするならば、四季の里から鞍岳

の裏のほうの駐車場になりますけれども、四季の里からは２０分、駐車場から頂上

まで、ゆっくり登って３０分ぐらいでは登れます。 

 そこで質問でございますけれども、年間登山者数がわかれば教えていただきたい

と思います。 

 次に、菊池では鞍岳と八方ヶ岳が九州百名山に選ばれています。そして、鞍岳は

先ほど市長も言われましたように、全国遊歩百選に選ばれている１，０００メート

ル級の山でございます。 

 この１，０００メートル級の鞍岳、八方ヶ岳の頂上からの３６０度のパノラマ動

画をホームページあたりで紹介すべきと思いますけれどもどうでしょうか。ぜひと

も前向きなお答えをお願いしたいところでございます。 

 それと、四季の里についてでございますけれども、平成２６年度、四季の里の観

光客調査というものがあります。平成２６年度、日帰り客が５万８，０２２人、宿

泊客が６，９１６人、日帰りのほうが県内は５万１，３００人ほど、県外が６，７

００人ほどであります。宿泊客が県内が６，９００人のうち４，４００人ほど、県

外が２，４００人ほど。県外からも宿泊のほうは、かなりパーセンテージを占めて

おります。 

 月別に見ますと、やはり夏休みあたりの８月が断トツで多くて、日帰りが８月で

１万１，６００人、宿泊が８月で１，８００人ほどです。日帰りは、ほかの月は３，
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０００人から４，０００人、宿泊は、ほかの月は３００人から４００人、そういう

ふうな調査結果が出ております。 

 指定管理者の祐和會の初年度に比べれば、１．５倍ほど伸びていますよという話

もありました。四季の里の岩根さんに話を聞きましたら、平成２６年度の客数は先

ほど申し上げましたとおり、日帰りは５万８，０００人、宿泊が６，９００人ほど

です。ここで四季の里のがわかれば、平成２３年度、平成２４年度、平成２５年度、

平成２６年度の宿泊、日帰りを教えていただいて、よく県外ナンバーを見ますけれ

ども、県内外の客数がまた平成２３年度、平成２４年度、平成２５年度、平成２６

年度、わかれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、鞍岳の、まず登山者の数でございます。 

 平成２３年度が１万３，１８２人、平成２４年度が１万５０１人、平成２５年度

が１万１，３８４人、平成２６年度が１万１，７４０名となっているところでござ

います。 

 次に、鞍岳からの動画の作成でございますが、議員が申されましたとおりに、眺

望につきましては、阿蘇を初め、久住連山、雲仙を見渡すことができる３６０度の

パノラマの絶景が広がっているところでございます。 

 このような動画を撮影いたしまして、市のホームページで紹介するということを

考えますと、市の情報発信の大きな有効な手段であるというふうに考えておるとこ

ろでございます。動画の撮影が可能であるかどうかを含めまして、検討させていた

だきたいと思います。 

 次に、四季の里の来場者数の推移についてでございます。 

 熊本県観光統計調査における平成２３年度の入り込み客数につきましては、４万

８，４７０人となっております。うち、県内の客が４万９１３人、県外客が７，５

５７人となっております。 

 平成２４年の入り込み客数は４万４，４４２人、そのうち県内の客が３万４，３

８６人、県外客が１万５６人となっております。 

 平成２５年の入り込み客数は２万６，７６７人で、県内客が１万８，０６８人、

県外客が８，６９９人となっており、大幅に減少しておりますが、これは豪雨災害

によります道路の全面通行どめによるところでございます。 

 それと、観光統計調査の算出方法の変更が行われておりますので、この２つが主

な要因となっているところでございます。 

 後に、平成２６年の入り込み客数は３万６，９９２人で、県内客が３万６９４
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人、県外客が６，２９８人となっているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○４番（水上隆光君） 何か四季の里の統計とちょっと違うような数字も出ましたけれ

ども、次に、四季の里においては、楽天トラベルや、じゃらんネットからネット予

約できるということでございます。都会の喧騒や時を忘れて、別荘気分でのんびり

過ごしてみませんかといううたい文句で四季の里をやっておりますけれども、それ

と何といっても夜景の見えるレストランというのも魅力でございます。 

 本市として、夜景の見えるレストランとかお食事どころを紹介するならば、どう

いうところを紹介されるかをまずお聞きし、四季の里の岩根さんにお客さんからの

要望はどんな要望が多いですかと聞きましたところ、一番多いのは、川遊びをする

ところを教えてくださいという、非常に思いがけないような質問、そういうのが多

いそうです。それと次に多いのが、四季の里から菊池渓谷にはどうやって行けばい

いんでしょうかというお尋ねが多いそうです。川遊びのほうは、やはり子ども連れ

の家族連れという人たちがよく聞かれるそうです。 

 そこで、本市として夜景の見えるレストラン、またはお食事どころの紹介をする

ならばどこかと、川遊びあたりを紹介したいという川遊び場所、こういうあたりを

紹介していただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） 初の質問でございますが、夜景の見えるレストランにつ

いてでございますが、本市には、四季の里旭志のレストラン以外にはないというふ

うに思っております。 

 次に、川遊びができます場所でございますが、菊池川の上流部にございます大場

堰や菊池渓谷水の駅には、夏休み期間中、県内外から多くのお客様がお見えになっ

ているところでございます。 

 また、その下流でございますけれども、千畳河原や七城の鴨川公園など、大勢の

家族連れのお客様がお越しいただいているところでございます。このようなところ

をご紹介できればというふうに考えております。 

○議長（森 清孝君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○４番（水上隆光君） 川遊びのところでは、私の家の下に中須井手堰という、ちょっ

とした川遊びができるところがあります。駐車場完備でございますので、紹介して
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いただきたいと思います。 

 それでは、四季の里の申し込み状況といいますか、セッション数という数字が出

ておりますので、四季の里のホームページを開かれた人は福岡２４．８９％、熊本

２２．６５％、大阪１５．２６％、渋谷８．０８％、港区５．５４％、案外、県外

からもかなりのセッションが来ているわけでございます。 

 メロンドーム、道の駅と違い、街路沿いではないという欠点もありますけれども、

ネット配信活用で何とか四季の里を活用する人をふやしていただきたいと思ってい

ます。 

 それから、私の思いでございますけれども、ふるさとに山河ありとかいう言葉が

ありますけれども、川のほうは私たちの小さい子どものころに比べると、河川改修

などで若干流れが変わったり変更したりするわけでございますけれども、山の稜線

というものは今も昔も変わらないわけであります。鞍岳の稜線、八方ヶ岳の稜線、

今も昔もそのままでございます。いつもそう思って山を見ていますが、先日、光の

森のユニクロへの渡り通路からたまたま見た鞍岳が、やけに悠然とそびえ立ち、近

くに見えました。 

 それから、１１月３日、夜９時よりＢＳジャパンで１時間番組でございましたけ

れども、タレントの三宅裕司さんが菊池市をめぐる旅番組ということで、菊池市を

めぐっておられました。 

 その番組で、三宅裕司さんが、イデベンチャーをやって、終点のところに着いた

とき、きらり水源村の案内の人が、ここの棚田はすばらしいでしょうとお話しされ

ていました。そこはちょうど美しい棚田があります。棚田を紹介していらっしゃい

ましたが、三宅裕司さんは、鞍岳のほうを見て、あの山は何という山ですかと聞か

れていました。そして、盛んにあの山はいいなあと言っておらました。そのせいか、

番組の 後のほうのエンディングは鞍岳がずうっと映し出されていました。 

 そういう鞍岳、四季の里でございますので、市長には特に癒しの里に活用してい

ただきたいと思っております。 

 それでは、次の質問に移ります。林道について質問します。 

 まず、先ほど質問した四季の里の下を通っているのがスーパー林道という林道で

ございますけれども、同僚議員に話しても「スーパー林道は知らないな」とか、

「通ったことがない」と言う議員がおられます。 

 そこで、このスーパー林道の成り立ちを説明していただきたいと思います。 

 また、現在はどこが管理しているのかもお尋ねいたします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 
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○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたしたいと思いま

す。 

 まず、スーパー林道とはということでございます。 

 昭和４０年から特定森林地域開発林道といたしまして、森林開発公社によりまし

て、整備を進めてまいったところでございます。その後、平成６年度から平成１３

年度にかけまして、緑資源公団により整備されました菊池市から人吉市までの南北

に縦走いたします菊池人吉線、延長約１１０キロの林道が、通称スーパー林道と呼

ばれているところでございます。 

 現在、林業振興や山間部の集落の生活用道路といたしまして利用されており、さ

らには、沿線の施設と一体となった自然の中で四季が感じられる路線として親しま

れておる林道でございます。 

 次に、お尋ねの管理でございますが、市町村が基本となっているところでござい

ます。林道の属する市町村が管理を行うということで、本市の管轄区域内におきま

しては、市のほうで行っているところでございます。 

 その管理区間につきましては、隣接いたします大津町の境界までの延長約１４．

５キロとなっているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○４番（水上隆光君） ありがとうございました。 

 私もよく通りますけれども、草あたりは切って、草刈りなどしていただいて、よ

く管理はしてあるスーパー林道でございます。 

 鞍岳の中腹、標高５００メートルを走る２車線の道路でございますけれども、菊

池市管轄は先ほど部長が言われたように、１４．５キロほどとなります。そして、

この道、スーパー林道が行き着くところが菊池渓谷となるわけでございます。 

 先ほど質問した四季の里から菊池渓谷へはどうやって行くのですかというところ

になってくるわけでございますけれども、このスーパー林道は、終点が市道伊牟田

２号線と交差しています。そこが終点になります。伊牟田集落の上のほうになりま

すけれども、この終点から菊池渓谷の水力発電所のある念仏橋までですか、１．５

キロメートルが整備されていない林道鞍岳線ということになります。この林道鞍岳

線１．５キロ、幅員が５メートルの乗用車だったら十分通れるという林道でござい

ます。 

 本市に言ってもしょうがないというところはありますけれども、なぜ１．５キロ

メートルを未整備のまま、このスーパー林道を終わったのか。 
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 それから、この林道鞍岳線、これからの整備あたりの状況をどう考えておられる

のかを、まずお尋ねしたいと思います。 

 それから、林道鞍岳線は永山のほうから行って、念仏橋を渡って、右へ入ってい

く道路でございます。多少わかりにくいんですけれども、念仏橋をわたってとにか

く右ということでございます。このあたりはずうっと鞍岳林道を車で走りますと、

裏渓谷と言われて、川と物すごく大きな岩が何か川底みたいになっていて、非常に

風光明媚といいますか、滝もあり、風情のあるところでございます。そういうこと

からして、四季の里の４差路に、こちらは菊池渓谷スーパー林道と念仏橋のところ

に、こちら方面は四季の里スーパー林道ですよというような文字の入った案内板を

設置してほしいと思いますけれども、この部分も質問します。よろしくお願いしま

す。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 緑資源公団により整備されました大規模林道菊池人吉線の整備計画の中で、ご指

摘の念仏橋からスーパー林道までの区間であります１．５８キロメートルにつきま

しては、林道鞍岳線として、当時整備が進んでおりましたために対象路線から外れ

ておるというところでございます。 

 現在に至っては、議員が申されましたとおりに幅員が狭く、路面も老朽化してい

る状況でございますが、林業従事者の皆様には重要な林産物の搬出等の路線といた

しまして活用されており、辺地債事業計画の中で、今後、林道の舗装等の整備を行

う路線として位置づけているところでございます。 

 平成２７年度におきまして、測量設計委託を行う計画でございます。 

 また、四季の里旭志から菊池渓谷までの区間につきましては、ご指摘のとおり、

案内板が少なく、わかりにくい状況でございますので、平成２８年度におきまして、

四季の里旭志から菊池渓谷を結ぶ観光案内ルートといたしまして、林道鞍岳線の起

点でございます念仏橋、それと渡瀬元橋、さらには四季の里旭志付近の案内板の設

置を計画しているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○４番（水上隆光君） ありがとうございました。 

 本市においては、フットパスコースとか、今はサイクリングコースですかね、そ

ういうのをよく耳にするところでありますけれども、ドライビングコースというの
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は余り聞きませんので、ドライブコースというのもつくっていただきたいなと思い

ます。 

 それから、私なりにドライブコースをいつも考えているのが、七城からグリーン

ロード、広域農道に乗って、花房へ行き、旭志、四季の里方面に行く途中で湯舟の

堤に寄ると。四季の里のところからスーパー林道に乗って、菊池渓谷のほうにドラ

イブするわけですけれども、その途中に智者ヶ峰の秋葉大権現さんに参ってもらう

と。そして、あそこの３８７号の迫水ですかね、迫水のところから金峰へ行って竜

門ダムにおりる、聞くところによると迫龍地区農免道路ですか、竜門ダムにおりる

道ですね、バイパス、あれを通って、竜門ダムを見てもらって、温泉地街へ行って、

途中で食事するところは、そこの迫龍農免道路には中村さんという食事するところ

もありますし、菊池市内で買い物して、メロンドームへ行ってメロンを買って帰っ

てもらうと。 

 私のドライブコースは、私はそうやって考えておりますけれども、先ほどから

言っておりますようにスーパー林道、本当はスーパー林道じゃないけれども、通称、

俗称、スーパー林道で通っています。 

 私が思ったのは、さっき言いました迫水から金峰集落に行って、竜門ダムにおり

ていく迫龍地区農免道路ですかね、あのバイパスですけれども、金峰のほうが市道

になっていて、間２キロぐらいですかね、そのくらいがまた農免道路と。竜門ダム

の近くのほうはまた市道というふうに、市道と農免道路が交わっているような道で

ございますので、通称名とか、俗称名とか、スーパー林道みたいに呼びやすい名前

で呼び名をつけたがいいんじゃないかと思っていますので、そこのところもドライ

ブコース作成ということも含めて質問いたします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 議員がおっしゃいましたように、迫龍農免道路につきましては、熊本県が平成４

年度から平成１４年度にかけ、農免農道といたしました延長２，７１０メートルの

整備を行いまして、現在菊池市が管理を行っております。 

 名称につきましては、平成１４年度の完了に伴い、菊池渓谷と竜門ダムを結ぶ農

業用道路であることから、通称「水の道」と命名をされているところでございます。 

 また、観光のためのドライブコースの策定でございますが、菊池を満喫していた

だくモデルコースとして紹介しているものがございますので、少し紹介させていた

だきたいと思います。 

 これは本市が進めております観光レンタカープランの一環として取り入れている
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ものでございます。本市の旅館に宿泊することによりまして、レンタカーを通常よ

り定額約５０％程度のオフで借りることができ、さらにその特典といたしまして、

市内共通商品券めぐるん券で２，０００円分を交付するものでございます。 

 その紹介の中で、モデルコース１といたしまして、九州自動車道の植木インター

をおりて、リバーサイドパーク、菊池渓谷、そして、市内に泊まっていただき、翌

日は御所通りなどの市内の散策、鞠智城、メロンドームというコースが１つでござ

います。 

 次に、モデルコース２では、植木インターをおりまして、菊池街歩き、菊池渓谷、

そして、市内でお泊まりいただき、翌日、鞍岳登山、四季の里旭志、道の駅旭志ふ

れあいセンターというコース。 

 次に、モデルコース３では、熊本インターをおりて、熊本城、泗水孔子公園、菊

池の街歩き、そして市内で泊まっていただき、翌日は菊池渓谷、阿蘇の大観峰、阿

蘇山頂・草千里というコースでございます。 

 この各コースの中に、竜門ダムと菊池渓谷等をセットにして入れることで、先ほ

ど申されました迫龍農免道、水の道でございますが、そういうところを通行するよ

うなことで、ドライブコースとしては非常によろしいんではないかというふうに

思っております。 

 また、菊池渓谷と四季の里をセットにいたしますことで、スーパー林道を通行い

たします。それによりまして、四季折々の原風景を楽しめると思いますので、この

モデルコースの中にも盛り込んで考えてまいりたいというふうに思っているところ

でございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○４番（水上隆光君） ありがとうございました。 

 １泊前提もいいと思いますけれども、やはり休日とか定年を迎えた夫婦さんとか

が、「おい、ちょっと菊池行ってみるや」と言って、半日、または１日かけてのド

ライブコースですね、そういうドライブが趣味だという人は多いわけでございます

ので、そういうふうなＰＲの仕方もやってほしいと思います。 

 スーパー林道におきましても、伊牟田と旭志の境のところは、非常に景色が見渡

せるすばらしい景観の場所があります。こちらから提供する癒しももちろんあるで

しょう。また、外から来た人たち、その人たちが見つけ出す癒しもあると思います。

そのためにも、ぜひともドライブコースのほうのお考えを進めていただきたいと思

います。 
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 なぜこういうことを言うかといいますと、テレビでよくやっている外国人客のお

気に入りの場所なんていう番組がよくあります。それを見てみますと、盆栽を庭

いっぱいに飾っている民家の庭自体が盆栽を見に来る外国人客でいっぱいであると。

それと昭和の町並みが残る民家の瓦屋根がずうっと続いているような風景が、また

外国人にとっては、すばらしいというのか、ワンダフルみたいな話になるわけでご

ざいます。 

 それから、一番やっぱりおもしろいのは、渋谷のスクランブル交差点、日本人か

らすれば何でと、がやがやわいわいの地帯でございますけれども、ああいう交差点

はないということで、思わぬところが、そういう注目の場所になるわけでございま

すので、また先ほどから申しているドライブコースとか、いろいろな提案というの

は、そんなに費用がかかるような提案ではないと思いますので、ぜひとも何とか

やってほしいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。市道について質問いたします。 

 市道森北１号線は、コッコファームさんの裏を通る菊池市の市道でございます。

コッコファームさんと植島牧場さんの間ですね。間を走る道になりますけれども、

この道は、旭志の旭野地区、新明地区、それと河原地区の四町分地区、この地区の

人たちがよく利用する道でございます。 

 なぜこの道が地域住民から何とかしてくれという要望が多いかというと、通勤で

中原森北線を富の原、また大津線に行くとき使うわけでございますが、この中原森

北線と３２５号が交差するところが、朝、非常に渋滞し、信号もないということで

敬遠されているときに、新しくコッコファームさんがあそこに移られて、コッコ

ファームさんの駐車場あたりが整備されて、道も一緒に整備されましたもので、そ

の信号のところに、この森北１号線を通って、直接行く人がふえたわけでございま

す。 

 それで、この利用はふえているんですけれども、この森北１号線というのが、ア

スファルトではなくて、昔のコンクリート道で、とにかくがたがた、ひび割ればり

ばり４００メートルという道でございます。 

 住民からも「何とかしてくれ」と、「車の腹を打つぞ」という声も聞いておりま

す。車の腹は打つわ、人間はでこぼこで息が悪くなるわという道でございますので、

私も去年から何回か土木のほうにお尋ねはしているところでございますけれども、

今、用地買収をやっているんですよという話でございます。なかなか難しい用地交

渉のようでございますけれども、このごろは、今のままだったら、今の幅員を、と

にかく１回剥いでアスファルト舗装してくれと、用地交渉を待っとられんよという

ような声も上がってきましたので、ここで進捗状況というものをお尋ねいたします。 
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○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） それでは、今お尋ねの森北１号線につきまして、状況報告

をさせていただきます。 

 昨年度、地元説明を行い、その後、個別に用地交渉を進めてまいっております。 

 森北１号線において買収が必要な筆数は１０筆ございます。面積として１，８６

０．５８平方メートルありますが、現時点で６筆分、面積として、８８４．９４平

方メートルの契約を終えており、残りの用地につきましても早急な交渉を進めてい

るところでございます。 

 今後のスケジュールとしまして、用地取得事務を平成２８年度上前期までには完

了させたいと考えております。工事はその後の下半期での工事発注を予定している

ところでございます。 

 以上、報告させていただきます。 

○議長（森 清孝君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○４番（水上隆光君） わかりました。地権者の皆様には無理なお願いをするかと思い

ますけれども、何とか改良のほうをよろしくお願いし、ここで質問を終わります。 

○議長（森 清孝君） ここで昼食のため、暫時休憩します。 

 午後の会議は、午後１時10分から始めます。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午後零時０５分 

開議 午後１時０６分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） こんにちは。一般質問させていただきます。 

 近、地震が頻発しております。大きい地震ではありませんけれども、大きい地

震がないことを祈りながら、一般質問したいと思います。 

 さて、高齢者の事故を今よく耳にします。過去に私は運転免許の自主返納事業に

ついて質問したことがございます。昨日、私の住む地域に顔を出しに行きました。

その際、高齢者の事故が多発していると話をしますと、車ば運転されんと何ごつも

でけんけん、９０歳までぐらい運転せんとねと話されました。また、家内も次は更

新しみゃあかて言うたばってん、更新だけはしとけと、何ごつかあるかわからんけ
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んと話されました。奥さんにもまだ運転させたいと思われているようです。車を運

転できないとどうしようもない地域が点在するのが事実でございます。過疎地は、

運転免許証の自主返納などとんでもないというのが現実であります。 

 市長、現実は今話したとおりでございます。過疎地の現状を踏まえて、さらなる

中山間地域の振興について真剣に考えていただきますようお願い申し上げ、質問に

入りたいと思います。 

 今回、３つの質問をさせていただきます。 

 午前中、平議員は町内の質問をされましたが、私は山間地に住む者として中山間

地のことについて質問したいと思います。 

 地域間格差と中山間地域の振興について。 

 １点目、地域間の格差についてお聞きします。 

 ２点目に、中山間地域の振興についてお聞きします。 

 まず、地域間の格差について、９月議会一般質問でお聞きしました。その質問の

１つが、市道の人築作業についてでございました。地域間で補助金が出ている地区

と自前で作業をしている地区とございまして、格差があるということで質問いたし

ました。また、合併協議会で協議し、調整するようになっていたにもかかわらず、

今まで調整が行われていないのが問題だと質問いたしました。協議を検討するとか

の段階ではもうないと思いますが、いかがですか。私が考えるに、補助金が出てい

ない地域に燃料代とか草刈り機の刃を現物支給するとか、補助金を出している地域

を出さないというように見直すか、どちらかの方法に統一すべきと考えます。 

 そこで、早急に改善していただきたいので、いつまでに協議されるのか、時期を

明確にお答えください。 

 次に、中山間地域の振興についてお聞きします。 

 冒頭述べましたように、山間地は高齢になっても車に頼るのが現実です。買い物

や通勤に交通手段がありません。そこで、山間地に住んでおられる高齢者世帯、ま

たひとり暮らしの世帯に格安で住居を提供し、ある程度便利な地域に住まいを構え

ていただくぐらいの大胆な施策を打たないといけないような気がします。いかがで

すか。 

 さらに、急患の場合も救急車で４０分以上かかる地域も何カ所かございます。助

かる命も助からないほど時間がかかります。例えば、迫水小学校跡地に救急車を配

置し、山間地を横にカバーする体制をとるぐらいの大胆な手を打つ必要があると思

います。 

 横に長い山間地域です。龍門、水迫、原、四町分とカバーできるのではないで

しょうか。市も広域連合に負担金を出しております。山間地に住む人も同じサービ
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スを受ける権利があると考えます。地域振興といっても、そのようなところから手

を打って、心配事を一つでも減らして、心の豊かさや余裕がないと市長の思いに地

域の人たちがついていけないような気がします。市長はどのようなお考えか、お聞

きしたいと思います。 

 以上、２点についてお考えをお聞かせください。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） それでは、お尋ねの市道沿いの草刈りと管理について報告

させていただきます。 

 主要幹線道路について、市内建設業者等に委託をしておりまして、その他の道路

の一部につきましては、嘱託職員及び作業員で行っておるところでございます。旭

志及び泗水地区につきましては、市道沿線の各行政区に委託し、除草作業を行って

いただいております。合併協議の中で協議項目の中に現行のまま新市に引き継ぎ調

整するとなっておりましたけれども、残念ながら現在まで調整が行われていない状

況でございます。 

 今後、草刈り作業の委託につきましては、各行政区ごとに世帯数、中山間地等の

それぞれの現状の把握が必要であると考えております。平成２８年度中には、この

意向等を調査し、現状がどういうふうな状況にあるかを十分把握した上で、各関係

課との十分な協議を重ねた上、結論を出したいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 政策企画部長、小川秀臣君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（小川秀臣君） 皆様、こんにちは。今、城議員のほうからありました

質問のうち、中山間地の振興についてお答えさせていただきます。 

 中山間地において、人口減少や少子・高齢化により過疎化が急激に進む中、集落

機能や共同作業、防犯、防災活動、季節事業や伝統の継承などが低下していること

は認識しております。 

 また、後継者不足から、耕作放棄地や管理されない山林が増大するなどさまざま

な課題が生じております。 

 本来、中山間地域は農業生産、森林保全などの多面的機能を通じ、都市住民等の

生活基盤を守る重要な役割を果たすとともに、景観を形成し、豊かな伝統文化や自

然生態系を保全するものであると思います。 

 今後も地域が持続していくには、辺地総合計画に基づく生活基盤の整備とともに、

日常生活に必要な交通体系の構築や田舎暮らしを支える施策などを行わなければな
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らないと考えております。 

 議員のご指摘は一つの考え方ではあると思いますが、以上のような理由を初め、

そこに住んでおられる方の生き方や暮らし方の選択とも深くかかわる問題でもあり、

現在のところ、中山間地の生活を維持するための、あいのりタクシーの運行の見直

し、中山間地の空き家を利用した移住定住施策、農業の担い手育成支援などを取り

組んでいるところでございます。 

 近年では、２０代から３０代といった若い世代による、地域貢献などの強い意欲

を持って農村移住を検討されている方が、都市部でふえております。 

 そうしたことから、本市の特徴である豊富な食と水、豊かな自然を生かした情報

発信を行うとともに、田舎暮らしを目指す人々の就労・就農相談、移住体験ツアー

の開催など移住定住支援センター「きくち暮らし」を中心に移住定住を推進してま

いりたいと考えます。 

 さらに、地域おこし協力隊の活動による地域活性化にも期待しているところでご

ざいます。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 城議員のほうから、中山間地の安全・安心の整備の一つの

例としてご提案がございました迫水小学校に救急車を配備するなどということにつ

いてご報告を差し上げたいと思います。 

 救急車を配備するということは、規模の大小はありますけれども、消防署、もし

くは分署を置くということになろうかと思います。 

 菊池広域連合にお聞きしましたところ、施設の整備、管理、運営につきましては、

菊池広域連合の消防本部で作成されております消防施設整備基本計画に沿って行わ

れているということでございます。現在は、平成２３年度から平成３２年度までの

１０年間の計画となっておるということでございます。その中で、将来的に消防署

の増設を検討する場合は、管内北東部が考えられると記載されておりますが、一方

で、医療機関から遠い地域では、熊本県が運行しておりますドクターヘリの運用効

果を検証した上で、増設につきましては今後慎重に検討する必要があるとされてい

るところでございます。報告をいたします。 

○議長（森 清孝君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） 地域間格差について再質問します。 

 平成２８年度中に協議を行うということを言われましたけれども、私は早く手を

打っていただきたいと思うんですけれども、今年度はできないんでしょうかね。も
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う１０年間待ったから、まだ待ってくれということですかね。早く手を打っていた

だきたいと思います。 

 それと、全ての市道の維持管理は市で管理すべきだという話をしました。９月の

答えとして、「現在、道路、河川の維持管理には多額の費用がかかっておりまして、

人口減少とともに、財政規模の縮小を求める中で、維持費が問題となってきている

ところでございます。今後、市道及び河川の」、ここでお答えが途切れたわけです

ね。時間切れでした。この後、何と答えようとされておったのか、お聞きしたいと

思います。 

 私は、今年度の予算編成がされておる時期と思います。今の時期に協議されて、

平成２８年度予算に盛り込んでいただきたいという思いから言ったんですけれども、

今の話では、平成２８年度に協議を行うと。ということであるならば、間に合わな

いということであると思います。でも、私は地域の行事を一つでも少なくすること

が移住定住、また空き家対策にもつながるという思いで質問させていただきました。

市長はこれに対してどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。 

 地域振興の再質問をまたしておきます。 

 例えば、水迫地区でいえば、迫水小学校跡地を起点にコンパクトシティをつくり、

地域全体をカバーし、住民の相談窓口、住民の安心・安全の拠点をつくるべきです。

本当はですね。現実はそう簡単な問題じゃないとわかります。しかし、中山間地域

に住む者として、また地域を回ってお話をする中で感じたことを地元の代弁者とし

て訴えさせて今いただきました。直ちに手を打てる内容ではないかもしれません。

でも、そう遠くない時期に決断するときが来ると思います。この問題は、市長の頭

の片隅に残ればという思いで話させていただきました。 

 後に中山間地の振興についてどのような考えをお持ちか、市長にお聞きしたい

と思います。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） それでは、お尋ねの前回、今後のインフラ整備についてど

ういうふうにするかというような話をしたかったというふうに記憶しております。

言いたかったのは、非常に中山間地も含めて全市的な話でもございますけれども、

このインフラの維持をどういうふうにしていくかというのが非常に大きな課題と

なっているのはもう明らかなことでございます。それに伴いまして、この中山間地

も含めて、一番いい方法を検討、研究をしていかなければならないというようなこ

とを確か言いたかったというふうに記憶しております。 

 それから、すぐにでもというお話でございましたけれども、この委託費を組みま
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すと、その地域が本当に委託、この維持管理のお手伝いを本当にしていただける地

区なのかどうかというのをまず状況も含めて把握をした上で、適切な予算化をして

いくべきだというふうに考えて、平成２８年度中に調査を行い、結論を出したいと

いうふうに答えたところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 市道の維持管理につきましては、ただいま建設部長が答弁した

とおりでございます。私のほうからは２点目の中山間地に対する考え方ということ

で答弁をしたいと思います。 

 今、城議員のほうから私の頭の片隅にでも残ってほしいという言い方をされまし

たけれども、私のど真ん中にある問題でございます。この中山間地というものをど

ういうふうに今後考えていくかということについては、どういう観点から見るかで

いろいろな考え方があろうかと思います。議員の気にされているような、ある程度

もう便利な地域に住んでもらってはどうだというお考えも確かにこの利便性とか効

率性、あるいは安全性といった観点から捉えれば一つの考え方であろうかというふ

うに思います。確かに、特にお年を召した場合の病院が近いですとか、買い物等の

用件が一度で済むとか、やはり防犯、防災上も人が多いところがいいとかいったふ

うなことは十分理解するところでございます。 

 一方で、こういうふうに中山間地から中心地に人がどっと移動したときに、逆に

失うものもたくさん懸念されるところでございまして、これまで特に先祖代々、管

理されてきた棚田などの農業基盤が失われるということは、単に景観上の問題だけ

ではありませんで、これまで果たしていた湛水機能であるとか、地下水を維持する、

あるいは田畑というものがワンクッションになって土砂災害等をクッションの役割

をしていたわけですが、こういった土砂災害リスクなどが増してくることも十分考

えられます。また、人がいなくなることで地域に蓄えられました伝統文化、それか

ら、特に地域のつながりであります人と人のきずななどが分散してなくなっていき

ますので、物に囲まれた生活というだけではなくて、やはりこうしたふうなきずな

ということが幸福感という意味では大変重要であろうというふうにも思うところで

あります。 

 また、景観上も自然を生かした観光地づくりということを今、当市を挙げてやっ

ておりますので、こうしたことにも大きな影響は出てくるだろうということでござ

います。こういうふうに非常に悩ましい問題がございまして、何か一つを、あるい

はどちらかを選択するといったふうに、何かすぱっと割り切れる算式のようなもの
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があるわけではないもんですから、どういうふうにバランスをとっていくかという

ことになろうかと思います。 

 私としては、大きな方向感としては、やはり地域を守りながら、一方で人々の生

活の利便性をある程度維持しながら進めていくことができないだろうかと、常に今

念頭にはそのようなことを考えております。 

 総合的に考えますと、病院などの機能はあちらこちらにというわけにはなかなか

いかないと思いますので、やはり大きな中心的な役割を持つコンパクトシティの形

を基本にとりながら、ふだんの生活の利便性という意味で、むしろ各地域の中にコ

ンパクトにいろんな機能を集約していくと。いわゆる小さな拠点として充実させる

という方向で研究を進めていきたいというふうに考えております。この小さな拠点

の中には、役所の窓口機能は当然でありますけれども、できればそこに郵便局です

とか、コンビニとか、複合的な機能が集約できないだろうかと。そこが一つの交流

の場としても、いう性格を持っていくことはできないだろうか、こういうことを今

念頭に置いております。できれば、こうした小さな拠点化が可能になれば、中心地

とこの小さな拠点をつなぐ交通体系というのが非常に有意義になってくるだろうと

いうふうに考えておるところでございます。 

 また、農業についても、平地と同じような考えをとるということはやはりなじま

ないと思いますので、平たん地においてはより大型の機械導入による生産の効率性

というふうなことが主眼になっていくと思いますし、中山間地においては適地適作

の特産品化を進めて、特色出しをして、生産の効率化よりはむしろ少量で高品質の

ものを目指すといったことが一つの戦略となってくるんではなかろうかというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） 私が頭の片隅と言いましたら、真ん中に置いておるというこ

とでありますので、どうか、今聞けばいろんな思いが市長が頭の中にあると思いま

すので、一つでも実現できるようにお願いしておきたいと思います。 

 次に行きたいと思います。 

 観光について、菊池渓谷のさらなる観光客誘致のため、モノレールを敷き、つり

橋をかけてはどうかということで質問したいと思います。 

 菊池市の観光を考えると、歴史、温泉、桜など考えつきますが、年間を通して観

光客を呼び込む力があるのは菊池渓谷だろうと考えます。冬の４カ月ほどはオフ

シーズンですが、このドル箱も今は観光客の落ち込みが激しいようです。そこで、
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初めに、観光客の落ち込みの推移をお示しください。それと、落ち込みの原因は何

であると考えておられるのか、あわせてお示しください。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、まず渓谷への入谷者数の推移についてでござい

ます。過去５年間の県観光統計の数値でお答えいたします。 

 平成２２年におきましては、３４万２，１８２人、平成２３年２９万７，５０７

人、平成２４年２４万７，８０８人、平成２５年２７万４，４７１人、昨年、平成

２６年におきましては２２万３，０６０人となっております。この数字を見ますと、

年ごとに増減はございますが、全体的に減少傾向にあるということは否めない状況

でございます。平成２４年の落ち込みは、九州北部豪雨、平成２６年はトップシー

ズンでございます７月、８月の大雨、台風によります天候不良が２９日もあり、そ

のうち６日間が入谷禁止としております。また１０月中旬にも台風の影響など増減

の 大の要因は天候であると捉えているところでございます。 

○議長（森 清孝君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） いや、これは年ごとを見ればそうですけどもね、それは天候

だったということですけど、 盛期からすれば相当落ち込んでいるんじゃないです

かね。その辺はどう考えているのかを聞きたいんですけどね。これ５年間を見たら

それはそうですけど。これは過去からずっと見れば、相当落ち込んできていると思

うんですよね。これは何が原因なのか。天候ばかりじゃないと思うんですけど、ど

うですかね。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） 基本的には、やはりここ数年間、天候の不順が一番の原因

と思っております。それと、やはり環境整備でございます。まず、駐車場の絶対数

が足りないということでございますので、その辺のさまざまな施策を考えていかな

いと、車で長時間待たされたりすると非常にそのまま帰られたり通過されたりとい

うことがございます。その辺を踏まえて、今後、駐車場の問題等もしっかり考えて

いかなくちゃならないんじゃないかというふうには考えております。 

○議長（森 清孝君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） わかりました。 

 では、再々質問をします。過去に何人の議員も渓谷の活性化についてさまざまな
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提案をされております。今回は、私が思う提案をさせていただきたいと思います。 

 私は、この菊池渓谷で思い切った投資をすべきと考えます。渓谷の大木の間を縫

うように散策道があり、右手に透き通った青々とした清流や幾つもの滝を見ながら

歩き、マイナスイオンを浴びながら身も心もリフレッシュできると思います。しか

し、渓谷の中を散策するには、高齢者の方には無理ではないでしょうか。一度行け

ば歩くつらさを考えて二度と行かないと考える方も多くおられるのではないでしょ

うか。 

 そこで、ミカン畑などでミカンを収穫して運ぶ手段として利用されておりますモ

ノレールを渓谷内の散策道に沿って敷き、人を運ぶのはどうでしょうか。ネットで

調べてみますと、結構な人数を乗せて運ぶ映像がございます。一本のレールを敷く

だけですので、場所もとりませんし、動力は電気を使えば環境汚染にもならないと

考えます。この移動手段を使えば、どなたでも何度でも菊池渓谷を楽しめると思い

ます。リピーターをふやすためにも考えていただきたいと思いますが、市長はどの

ような考えかお聞きしたいと思います。 

 次に、菊池渓谷は集客能力があると言いましたが、このままでは観光客は減る一

方でございます。そこで考えたのが、菊池渓谷の中央駐車場の上のほうが対岸とい

いますかね、対する山のほうとこちら側が紅葉が一番きれいなんですよね。それを

見たくても、木がずっと生い茂っておりますので、間からは見えます。でも、本当

にそのきれいな紅葉を見ようとすれば、橋をかけて、その上から見る以外にないと

いう思いがします。ですから、つり橋をかけてできないかなと。そしてまた、谷は

物すごく高いです。何メーターあるんでしょうかね、ちょっとはかったことないけ

ど、相当な深さです。距離もそんなに対岸との距離も余りありません。谷の深さと

いい、紅葉も楽しめると、申し分ないと考えます。余り広いつり橋じゃなくてもい

いと思います。できれば渡るところをガラス張りにして、下が見えるように、やっ

たらどうでしょうかね。どこにもないようなつり橋にしたらどうかなという思いが

します。そうすれば、冬のオフシーズンでも雪さえ降らなければ観光客は来ると私

は考えます。市長はどのように考えられるか、お聞きしたいと思います。 

 午前中の平議員の質問の中で、市長が観光地に長くとどまらせるためにというこ

とを言われました。そういう意味でもこういうのが必要じゃないかなという思いが

しますので、お答えをお願いしたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） 私のほうから、つり橋をかけたらどうかということでござ

います。渓谷内には、これまでモノレールの設置とかトロッコ列車、リフト等につ
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いてさまざまご質問をいただいております。繰り返しになりますけれども、菊池渓

谷は阿蘇くじゅう国立公園の一部でございます。景観や風致を維持するため、特別

保護地区に次ぐ特別地域に指定されているところでございます。工作物の設置や広

告物の設置のほか、土地の形状変更、高山植物等の採集等、環境大臣の許可が必要

でございます。さらに、環境省が定めております阿蘇くじゅう国立公園管理計画設

定方針の中では、菊池渓谷は菊池川の源流部で、残された原生林が清流と相まって

渓谷美を見せる、その水は名水百選に指定され、また、植物の宝庫として古くから

知られているところで、森林、レクリエーションの場としても重要な場所であると

しております。その保全方針は、利用施設は現状の規模とし、地形、植生の改変を

避け、風致維持に努めるとされているところでございます。このようなことから、

長い間年月を経て自然がつくり出したありのままの姿を後世に伝えていくことが

も重要であると考えておりますので、つり橋等につきましては非常に厳しいんでは

ないというふうに思っております。 

○議長（森 清孝君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） 規制があって厳しいかもしれないということでありましたけ

れども、私は、官官同士の話ですからどうにかなると思っておりましたが、そう甘

くないようでございます。 

 そこで、私は特区を考えてはどうかと思います。例えば、観光特区として申請し

てみたらどうでしょうか。地方独自の規制緩和で活性化策を練るには、国が進める

国家戦略特区の地方版である地方創生特区に乗っかって、規制緩和による観光特区

を申請し、財政措置も組み入れて、あの渓谷の未来の展望を明るいものにして、市

の活性化につなげられないでしょうか。 

 渓谷内は阿蘇くじゅう国立公園の一角になっておりますが、モノレールを敷く程

度なら景観に手を加えるのではないので、許されるのではないかと思います。つり

橋をかける場所は森林管理署の山ではないかと思います。国立公園より交渉しやす

いと考えます。一体なんですかね、ちょっとよくわかりませんけど、いずれにして

も、特区を申請し、規制緩和するしかないと考えますが、市長にお尋ねしたいと思

います。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 菊池渓谷を特区とする考えについてどうかというご質問でござ

いますが、まず、菊池渓谷への入谷者数の減少傾向、天候の要因もございますけれ

ども、そういったところが読み取れるというふうに私も考えておりまして、私自身
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は菊池渓谷というものは、まだまだ都市部の人を呼び込める力があるというふうに

考えております。そういう中で、今、議員のほうからモノレールですとか、つり橋

のような非常にある意味夢のある楽しいアイデアもいただいたわけでございます。

部長からも答弁しましたとおり、国立公園の中でございますので、環境省等のスタ

ンス、考え方というのもあろうかと思います。 

 そういう中で、じゃ、特区を申請するかどうかというご質問でございますけれど

も、私はむしろそれ以前に、この菊池渓谷をどういうふうに持っていくのか、どう

いうふうに維持していくのか、この問いが非常に重要でないかというふうに実は考

えているところでございます。 

 この菊池渓谷が手つかずの自然というのはある意味うたい文句でもあるし、実際

にそれが恐らく都会の人にいろんな感動を生んでいるんじゃないかと思います。こ

のありのままの菊池渓谷の姿こそが私どもの求める癒しの里の象徴でもありますし、

それから現実問題、水の恵みによって農産物とか私どもの暮らしを支えている根源

になる部分だと思います。ですから、私どもはこの手つかずの豊かな自然の本来の

姿を維持して菊池渓谷の本当のよさを伝えて、そして観光客やファンをふやしてい

くと、こういうことが永続性という意味では非常に大事ではないかと思っておりま

す。そのことが翻って、この渓谷のお客様だけではなくて、それが菊池ファンに

なって、市内のいろいろな観光や物産販売といったふうな裾野に広がってくるんだ

というふうに考えております。 

 ですから、自然本来を生かしながら、まだまだ工夫の余地はあると思います。今、

通行どめになっております自然遊歩道、こちらをぜひ整備していただきたいとお願

いも今続けておるところでございますし、そうしますと阿蘇の外輪山とつなぐこと

で、また一層違った魅力も増してまいりますし、それから、既に新たな試みとして、

単にあの中を歩いていただくだけではなくて、専門のインストラクターをつけて森

林浴ヨガをやったり、それから、今、苔女とか苔ガールとか、非常に自然愛好家の

中でもコケだけのファンとか、そういうニッチなお客様もいらっしゃるんですね。

そういった方に自然ガイドをつけて散策をご案内すると。このコケではないですが、

今、ガイドつきの散策もやっておりまして、こうしたふうな森林浴ヨガとも相まっ

て大変好評でございます。こうしたふうな工夫の余地はまだまだあるんではないか

と思います。そうすることで、実は一番の目的は、菊池渓谷に今、二、三十万人来

ておられるとして、これが４０万、５０万、あるいは１００万と仮になったところ

で、今と同じく３０分、１時間いてお帰りいただくだけだったら余り変わらないん

ですよ。むしろ、道路が傷んで菊池渓谷が傷むだけになりますね。ですから、今な

ら今、３０万の人をどれだけ今言ったような形で長く滞在してもらって自然の本当
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のよさを満喫してもらいながらファンになってもらって、また来てもらって、それ

から、温泉街で少し時間を延ばして逗留していただく、こうしたことが現実問題、

非常により重要ではないかなというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） 市長の菊池渓谷の未来をお聞きしまして、私の考えと全然ず

れておりまして、何か市長の言われるのが当たり前のように思います。私もちょっ

と創作物というか、そういうとにちょっと走りましたけれども、結局、私の考えは、

どうすればふえるかと、そして滞在型になるかなという思いでちょっと言わせてい

ただきまして、また、地方創生を国が掲げておりますので、今、地方の自治体の

チャンスじゃないかなという思いがしたのでお話しさせていただきましたけれども、

市長がそういうお考えでありますならば、それもよしとしますので、しっかりそう

いう方向にやっていただきたいと思います。 

 それでは、次に行きます。 

 学校教育について、１点目、中１ギャップ解消について、市の考えをお聞かせく

ださい。 

 ２点目に、高校生による議会を開催する考えはないかお聞きします。 

 ３点目に、授業に宇宙教育をする考えはないかお聞きします。 

 まず初めに、中１ギャップとは、小学校から中学校に進学した際に、学習面や生

活面での変化に適応できず、不登校などになる子がおられます。その解決策の一つ

として、鳥取県の取り組みを紹介したいと思います。 

 ２０１０年度から市内の幼・小・中一貫校を除く１５中学校区２５人の中学校区

兼務教諭を試験的に配置しておられるようです。兼務教諭は、基本的に中学校の教

員、生徒指導主事、特別支援教育コーディネーター、養護教諭などが兼務し、小学

校の教員との共同での授業、小学校の保護者等の面接、特別支援の会議への参加な

ど行っておられます。 

 取り組みの特徴として、小学校の全校集会で生徒指導など、授業以外でも児童へ

の指導や特別支援教育に携わる点が上げられます。兼務教諭の役割は、各中学校に

任され、地域の実情に合わせた教育支援ができるようになっているようです。 

 メリットとして、中学校の教員が小学校の業務に携わるので、長期的な視点で児

童の成長に対する予測が立てられることや、適切な対応ができるようです。 

 対象の子どもたちにとっては、小学校からなれ親しんだ教員が中学校にいるとい

うことが安心感につながっているそうです。結果として、兼務教諭の導入によって
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市内での児童・生徒の暴力やいじめ、授業エスケープ、授業拒否や授業妨害などを

指しますが、いずれも減少傾向にあると言われています。このことから、効果があ

ると考えます。そこで、本市の生徒の今の状況はどうでしょうか、お示しください。 

 ２点目に、高校生による議会を開催する考えはないかお聞きしたいと思います。 

 来年の参議院選挙から１８歳の選挙権が認められ、高校生も投票できるようにな

りました。政治に関心を持ってもらうためにもどうでしょうか。菊池には女子校、

農業高校、菊池高校と３校あり、それぞれの学校から議員として出てもらい、市政

に対する若い人の考えを述べる機会を与える場をつくってあげることが大事ではな

いかと思います。市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

 それから、毎年、子ども議会が開催されておりますが、ある方から、子どもたち

が訴えた質問がその後市政に生かされて実現したことがありますかと聞かれまして、

私もわかりませんでしたけれども、そう尋ねられて、その質問の中で、子どもたち

が言ったことが実現したものがあるのであれば、それを中学校に、これが実現しま

したということで示しておられるのか、また示していなかったら、それを教えてあ

げるべきではないかと思います。そうすれば、やりがいもあるという思いがします。

本当に実現したのに何も知らされなかったということが起きるんじゃないかと思い

ますので、よかったらその辺を回答していただくことはできないかということをお

聞きしたいと思います。 

 ３点目に、授業の中で宇宙授業をする考えはないかお聞きしたいと思います。 

 といいますのも、平成２４年３月２日から３月６日まで５日間、帰還カプセル

「はやぶさ」の展示を総合体育館において開催していただきました。多くの市民の

皆さんに見学していただき、学生たちも学校単位で見学してもらい、小学生が描い

たはやぶさの絵まで展示してありました。また、東海大学から来ていただいて宇宙

に関する講演もしていただきました。 

 私は一般質問で、展示を誘致するに当たり、はやぶさの展示を見て菊池市から宇

宙飛行士を目指す子どもが一人でも出れば展示した意味があるのではないかと質問

させていただきました。その後、宇宙を目指す子どもたちがいるか、まだ３年しか

たっておりませんのでわかりませんけれども、何らかのインパクトは与えたものと

思っております。 

 あの展示から３年がたちました。その後の３年を見ておりますと、そういうはや

ぶさの展示をしてから、この宇宙に関する何らかの授業をやられるかなという思い

をしておりましたが、私が知る限りでは覚えがないなという思いがします。ですか

ら、こういう殺伐とした世の中でございますので、広く視野を持っていただくため

にも、こういう授業も必要ではないかなという思いがしますので、どういうお考え
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かお尋ねしたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 教育長、原田和幸君。 

［登壇］ 

○教育長（原田和幸君） ただいまの城議員のご質問にお答えします。 

 まず、中１ギャップの解消に向けての市の考え、取り組み状況についてですが、

本市の取り組みとしましては、菊池市の幼保小中、相互の連携を大切にして、基本

的生活習慣の育成を初め、人権を大切にする心、職業観、勤労観、ふるさと観の育

成を目指すとともに、地域住民の支援を得ながら保育、教育を進めることで、地域

の子は地域で育てる意識の浸透と相互の連携を図ることを基本とする、菊池市幼保

小中連携推進協議会というのを設置しております。また、その協議会の下部組織の

中に、下部組織として中学校区を単位として幼稚園長、保育園長、各小・中学校の

校長、それにそれぞれの園や学校の担当者、それから主任児童委員等から成る地区

連携推進協議会というのを設置しております。その中で、小学校と中学校の連携強

化の推進をしているところです。 

 具体的な交流体験活動としまして、小学校では６年生のときに中学校に行って体

験入学、中学校の先生の授業を受ける取り組み、それから、同じ中学校に入学する

小規模校の小学校においては合同修学旅行や集団宿泊教室などが実施をされており

ます。中学校では、入学前の不安を取り除くための新入生とその保護者への中学校

説明会の実施、それから、体育祭、体育大会での小学校の招待リレーとか、あるい

は多くの中学校で小学校や幼稚園、保育園に行って職場体験をするとかいうことも

実施をされております。 

 さらに、これは市の配置なんですが、５つの中学校全てに心の教室相談員という

のを配置しまして、そして、生徒の悩みや心配事に耳を傾け教育相談に乗るような

人員の配置もしております。また、先日行われた研究発表会においては、小学校６

年生の外国語活動と中学校１年生の英語を同じフロアで小中一緒になって合同学習

が開催をされました。それから、教師の交流としましては、小中双方の授業参観や

子どもたちの様子についての情報交換などが実施されております。このように、学

習や生活面において大きな環境の変化による中１ギャップを解消していこうとする

取り組みはそれぞれの学校で実施をされているところです。 

 次に、２つ目の高校生による議会を開催する考えはないかということと、答弁後

どのように対処しているのかというご質問に対してですが、１点目の高校生による

議会を開催する考えはないかということでございますけれども、高校生と意見を交

換する、高校生の考えを聞く機会として、市長と語る会を実施したり、また、青年

会議所、これは市の主催ではございませんが、青年会議所主催で高校生と地域の人
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の交流を通して自分の将来と地域の未来について考える菊池の活性化プランコンテ

スト、これにも３つの高校が参加をしております。それから、３校合同フェスティ

バルで研究発表や意見発表をするなど、さまざまな機会を通して高校生の意見や考

えを聞く機会は設けてあります。 

 以上のようなことから、今取り組んでおります子ども議会といいますのは、義務

教育時までの子どもたちで進めていきたいというふうに考えているところです。 

 ２点目の質問の、答弁はどのように対処しているのかということですけれども、

子ども議会は将来を担う子どもたちが市議会の仕組みや流れを学び、市政に興味・

関心を持ち、自分たちを取り巻く環境の現在、そして将来についての意見を子ども

議員として提案を行うことで、市内に住む子どもたちが郷土愛を身につけ、それか

ら、みずから行動を起こすことができる、そういう人材の育成を目的としておりま

すので、その後の返し等は今現在行っておりませんが、子どもたちの質問の中には、

なるほどと思うような夢やアイデアのあるものもありますので、今後の参考になる

ものもありますので、その後の経過報告といった形で子どもたちに返していけるよ

う努力していきたいというふうに思います。 

 ３点目につきまして、宇宙教育についてのことでございますけれども、宇宙、ま

たは宇宙空間といいますのは未知の領域でございます。一方で、５０年、１００年

という先を見た場合には、一般の民間人が気軽に宇宙旅行に行ける時代があるいは

来るかもしれません。そうなると、宇宙空間が人間にとっての現実空間になること

も予想されます。 

 全世界の人間が、国や民族にとらわれない地球全体を自分の国として捉え行動す

るときが来るかもしれません。 

 学習指導要領解説によりますと、子どもたちの道徳性を発展させる主なかかわり

としては、自分自身、ほかの人、自然や崇高なるもの及び集団や社会、この４つで

あり、これらとのかかわりを豊かに持てる体験を充実させることで道徳性も発達す

ると説明されております。 

 学校教育の中で宇宙教育につきましては、小学校の理科の教科で３年生「太陽と

地面の様子」、４年生「月と星」、６年生「月と太陽」について学習をしています。

また、児童の天体に対する興味、関心を高め、理解を深めるために、小学校では修

学旅行に行く際に佐賀県の宇宙科学館を見学したりというようなことは行っており

ます。 

 子どもたちは、とても興味を示して喜んで、太陽系や銀河系、宇宙に関する 新

の天文学に触れ、惑星探険やロケットの打ち上げ、月面重力などの疑似体験をして

おります。 
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 中学校３年生の理科の教科では、「地球と宇宙」の単元で、身近な天体の観測を

通して、太陽や惑星の特徴、太陽系や恒星など宇宙について認識を深める学習をし

ております。 

 このように義務教育では、理科の教科で小学校から中学校まで宇宙に関すること

を学習しております。今後もさらに宇宙への興味関心を引き出せるような、そうい

う教育の充実に努めてまいりたいというふうに思います。 

 以上お答えさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） ２番目の質問の高校生の議会はと言ったのは、市長とはいろ

いろ話されていると聞きましたけれども、私は、この場に入ってやるのが体験にな

ると思いがしましたので、この場で話すのとほかの場で話すとは全然違うという思

いがしますので、お話しさせていただきました。 

 もう時間がありませんので、３番目の宇宙授業のことで、ＪＡＸＡにもおられた、

東京農工大学准教授の岩田陽子さんの話が、読もうと思ったけどちょっと時間があ

りませんので、地球の重さを知ることで生命のとうとさも学ぶことができる、宇宙

を通じて子どもたちの思考力を生むことができると言われております。また、いじ

め、自殺などの抑止につながるという考えで、私はこの宇宙授業のことをお話しさ

せていただきました。 

 ですから、どんな形でもいいですけど、子どもたちが宇宙に関心を持つことが大

事と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 これで終わります。 

○議長（森 清孝君） ここで１０分間休憩します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午後２時０２分 

開議 午後２時０９分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） 議席番号８番、創成会の荒木崇之です。それでは、通告に従い

まして一般質問いたします。 

 ちょうどこの時期に、市民の皆さんのお手元へ届けられているマイナンバー制度

についてお尋ねいたします。 
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 マイナンバー制度については、テレビや新聞等で報道されておりますが、まず簡

単に、「マイナンバーとは何」から始めたいと思います。 

 マイナンバーとは、国内で住民票を有する全ての人にそれぞれ１２桁の番号を振

り割る制度で、平成２８年から国や自治体は社会保障と税、災害対策の３分野での

利用を初め、脱税や給付金の不正受給の防止に活用する狙いがあります。マイナン

バーを導入することで、３つの大きな効果があると言われています。 

 １つ目が、公正公平な社会の実現です。これは、所得や行政サービスの受給状況

が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防

止する効果があります。ちなみに、朝日新聞によれば、平成２５年度の生活保護の

不正受給は４万３，２３０件で、過去 多を更新し、不正受給の総額は約１８６億

９，０００万円となり、判明しただけでもこれだけあります。また、国税庁の発表

では、平成２６年度において査察、俗に言うマルサが脱税事件として着手した件数

は１９４件で、脱税額は総額で１５０億円にも上ります。 

 ２つ目と３つ目の効果は関連していて、行政の効率化と国民の利便性の向上です。

要は、市民の皆さんの事務手続が簡単になることです。今までは添付書類が必要

だった手続がマイナンバー一つで完了します。例を挙げてみましょう。児童手当の

現況届には今までは所得証明や保険証のコピーが必要でしたが、マイナンバーの提

示だけで手続ができます。厚生年金の請求には戸籍謄本や世帯全員の住民票が必要

でしたが、マイナンバーだけで手続ができます。公正年金の請求には戸籍謄本や世

帯全員の住民票が必要でしたが、マイナンバーだけで手続ができます。その他、検

討や将来的な活用として、電気、ガス、水道とも連携し、マイナンバーで住所変更

などの手続が完了します。カードを健康保険証としても使えるようになり、カルテ

やお薬手帳など医療情報の共有も現在検討中であります。 

 以上が簡単なマイナンバーの効果ですが、もちろんそれに伴うリスクもあります。

それは、情報の漏えいが一番の懸念と言っても過言ではないかと思います。ただ、

全ての情報が同じところで管理されるのではなく、国税に関する情報は税務署に、

児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所にな

ど、これまでどおり情報は分散して管理されます。仮に１カ所でマイナンバーが漏

えいしたとしても、個人情報が芋づる式に抜け出せない仕組みとなっています。そ

れでも反対する方はいらっしゃると思いますが、一つの発明や制度の導入で世の中

の暮らしが便利になっていることは、車、携帯電話、インターネットなど見ればお

わかりかと思います。便利になることでリスクを伴うのは当然のことで、車がなけ

れば交通事故は起きません。しかし、今現在、車のない社会は考えられません。私

の父も 近まで、インターネットで買い物をしたときは郵便局まで行って振り込ん
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でいました。そこで、ネットバンキング、ネット銀行での口座決済を提案したとこ

ろ、 初は現金以外は信用できんとか、もし口座が乗っ取られたらという理由から

拒んでいましたが、一度使用したら、その利便性に驚き、今ではさっさとＪＲＡの

サイトに登録してネット決済で勝馬投票券を購入し、お馬さんが走るのを楽しみに

しているようです。 

 何を言いたいかといいますと、マイナンバー制度の導入にあれこれ批判やデメ

リットばかりを言うのではなく、今は産みの苦しみで、前向きに捉えることが必要

ではないでしょうか。個人情報を把握されないかわりに、便利な公共サービスを受

けることを放棄することが正しい選択だとは私は思いません。 

 さて、本題に入りますが、私は少しでも多くの市民の方にカードが普及し、いろ

んな意味で一元化されて、それが行財政改革にもつながると思っていますので、菊

池市には制度推進を積極的に行ってもらいたいと考えます。ここでボードを示しま

す。 

［ボードを示す］ 

○８番（荒木崇之君） これは近隣市町のマイナンバー制度導入に際して主管となる課

を調べて比較したものです。菊池郡市、山鹿市にはマイナンバーを総括する課が設

置されていますが、これを調べた１１月２０日現在では菊池市には設置されていま

せん。そこで、お尋ねしますが、本市のマイナンバーを総括する課、それはどこで

すか、お尋ねをいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 本市におきましては、マイナンバー制度を統括する課は総

務課としたところでございます。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） ご答弁では、総括する課を総務課に決めたとのことですが、こ

れは１１月１６日に決めたという情報を持っておりますが、私は、マイナンバー制

度に関して、市の政策調整会議、これは市の重要事項を審議する部長級の会議なん

ですが、その場においてマイナンバーについてどのような議論がなされているのか。

１０月３０日に政策調整会議の議事録の情報公開請求をしました。しかし、回答は、

マイナンバー制度に関する議事録はありませんとの回答をいただきました。ところ

が、私が情報公開請求をして１６日後には総括する課が決定している。非常に不可

解であります。 

 総括する課を擁するというのは、９月議会の福祉厚生委員会でも指摘をしており
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ます。ただ、その後、できるもできないも報告はあっていません。 

 そこでお尋ねいたしますが、総括する課がないことに対して、一般質問で言われ

るのが嫌で、降って湧いたように設置をされたのか。また、近隣自治体は全て、表

を示しますが。 

［表を示す］ 

○８番（荒木崇之君） 平成２５年度末、このマイナンバーという言葉が使われ出した

ころには、平成２５年度末には全て設置されているんですね。ただ、菊池市は１年

と半年以上もおくれての設置となった理由をお伺いいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 今のお尋ねは、近隣市町が平成２５年度末に総括する課を

設置していた。それなのに菊池市が１年半もおくれたという、その設置の理由とい

うことでございます。 

 まず、本市のマイナンバー制度への取り組み状況につきまして、まずは説明をさ

せていただきたいと思います。 

 本市におきましても、平成２６年度からマイナンバー制度に対応する準備を進め

てきたところでございます。庁内体制の中に制度を統括する課ということでの位置

づけは行っておりませんでしたが、これまでは総務課を国、県からの情報窓口とい

たしまして、関係各課に情報提供を行いまして、庁内連携してシステムの改修整備、

特定個人情報ファイルを取り扱う事務の洗い出し、個人情報保護評価の公表、制度

導入にあわせ必要な例規整備などの準備を進めてまいったところでございます。 

 また、今後の利活用を見据え、問題点の抽出、他自治体の状況調査、利活用につ

いての内部検討の実施などにつきまして、各課分担して検討を進めたところでござ

います。 

 統括課の設置が今になったことにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、

これまで総務課が外部との情報窓口としての庁内連携をとりながら進めてきたとこ

ろでございます。通知カードが送付され、運用を間近に控え、行政区からの制度説

明会の要望等があってございます。さらに庁内調整と連携を密に図り、対応してい

く必要があることから、先般、統括の役割を果たす部署として、これまで総合窓口、

情報窓口としていました総務課を統括課に位置づけたところでございます。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） 今の答弁の中で、一般質問で言われるのが嫌で急に設置された

のかというような答弁をいただけなかったんですけど、それは認め切れないと思う
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んですよね、プライドがおありなので。そこは流したいと思うんですが、いろいろ

答弁で言われましても、本市がマイナンバー制度の取り組みについて他の自治体よ

りおくれをとっていることは、私は明確な事実であると思っております。マイナン

バー制度は、今後全ての課に、そして職員の方に仕事をする上で関係してくる制度

だと考えますが、マイナンバー制度を職員が理解するために、もう既に配送が始

まっているので理解していなきゃいけないと思いますが、職員に対する研修等をこ

れまで行っているのか、また、市民向けに出前講座等で説明会の要請があった場合、

対応できるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） それでは、職員等に対します研修、あるいは市民向けの講

座等につきましてご質問がございましたので、お答えをいたしたいと思います。 

 現在までのところ、職員に対する庁内での研修は行っていないということでござ

います。先般、全職員にわかりやすい資料等を配付しまして、各自勉強し、市民に

対応するよう依頼をしたところでございます。必要な研修につきましては、今後、

内容等十分検討しながら、わかりやすい研修等を実施してまいりたいと考えており

ます。 

 また、２点目の市民の皆様に対します説明会につきましては、現在、区長会での

説明を行っておりますが、既に行政区のほうからも制度説明会の要望も受けている

ということから、今後は個別の要望にも庁内連携して対応してまいりたいと考えて

おります。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） 今のご答弁で、職員には書類は送っているけれども、まだ研修

は行っていないということでしたね。それと、市民向け説明会に対して、これから

対応していきたいというお答えでしたけれども、本当でしょうか。私は大丈夫かな

というふうに思います。なぜなら、これは総務部長のところまでお話が上がってい

るかどうかわからないですけど、先月ある行政区の方が、区長さんが出前講座でマ

イナンバーの制度説明をしたところ、菊池市が断っているんですよ、今はまだ説明

しきらんということで。これ二、三日前もある行政区の方が総務課のほうにお願い

したところ、市民課のほうに回されて、またお断りをしているわけなんですよね。

１１月１６日に総務課とできているのに、まだ総括する課で説明ができないという

のは、私はこれはまだ説明会に対応できる体制じゃないんじゃないかなというふう

に思います。それは事実確認していただければわかりますので、よろしくお願いし
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ます。今後はこのようなことがないように対応していただきたいと思います。 

 また、職員研修についても早急に行ってもらいたいと思いますが、職員研修の数

が多過ぎるとの声も上がっています。通常業務に１時間、総合支所の職員なら行き

帰り入れて２時間を要するのであれば、非常に私は非効率的だと考えます。だから

といって時間外を使って研修するのもやはりこれは酷かなと思いますので、ホーム

ページだとかに研修の映像をアップして、それぞれあいた時間でパソコンとかスマ

ホで家でも見られるように、そして研修を受けて、その研修結果をレポートで出す

というような形にすればどうかと提言をいたします。 

 それでは 後に質問しますが、近隣自治体ではマイナンバーの総括課が、これは

全て企画課なんですね。この企画課に置いている理由というのは、電算関係を要し

ますから、マイナンバーとの関係が深く関係していることから電算課がある企画を

総括に設定しているものと考えますが、なぜ菊池市は総務課なのか。先ほどの答弁

と重複するかと思いますが、なぜ総務課なのかをお尋ねいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 菊池市では統括する課がなぜ総務課なのかということでご

ざいますけれども、大津町、菊陽町、合志市、山鹿市にしましても、担当の係まで

掘り下げてみますと、電算を持っているところじゃないわけです。いわゆる企画部

門が一応持っているようなことになっているという状況にございます。検討段階で、

うちのほうも電算を持っています企画という話もございましたけれども、それはセ

キュリティ関係の電算システムの絡みだけというところになってもまずいだろうと

いうことで、先ほど説明しましたように、まず、このマイナンバー制度が庁内全体

に係る制度であるということが１点。それと、これまで国、県からの情報窓口とし

て、いわば統括的な役割を担ってきたという総務課を庁内全体の連携調整を果たす

統括課に位置づけたというところでございます。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） 県とか国からの窓口が総務課にしているから総務課ということ

て多少安心はしました。国勢調査をしているからうちの課は手が足りんとおっ

しゃったのかなと思って、そうじゃないことに安心をいたしましたが、菊池市は来

年２月からマイナンバーを利用してコンビニで印鑑証明、所得証明、住民票等を交

付するサービスを始めると広報きくち１０月号で掲載しています。しかし、現在の

ような市の体制で導入して大丈夫でしょうか。私は、年明け早々にもマイナンバー

対策室を設置して制度の管理、区長会への説明、職員への意識統一を周知徹底、各
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種団体からの講座要請の対応を急ぐべきと考えます。市長は施政方針でホームペー

ジを中心にＳＮＳ、動画など新しいメディアを使った広報活動を積極的に取り入れ

た情報発信に努めてまいりますと言われています。そう述べられていますが、観光

とかイベントの前に大事なものを発信すべきではないでしょうか。合志市のホーム

ページでは、マイナンバーが送付されますとか、マイナンバーを語る詐欺にご注意

くださいといって、非常に丁寧に掲載をされています。マイナンバー、こういうの

が郵便局から届きますよ、中にはマイナンバーのこういう書類が入っているから、

こことここに記入して出してくださいねと、そしてマイナンバーを語る詐欺があり

ますので、決して詐欺にはひっかからないようにしてくださいという情報発信も丁

寧にされています。残念ながら本市のホームページでは、６月１０日を 後に見つ

けることができませんでした。そういうことからも、マイナンバー制度については

他自治体よりも後塵を拝していることを自覚していただきたいと思います。 

 このマイナンバーの取り組みについて、菊池郡市の職員の方に電話で調査をして、

そのときにお話をさせていただきました。非常に気さくにいろんな話ができました。

問題が起こったときの対応とか、パソコンの管理等の情報交換をしました。うれし

いことに、議員てどこでも一緒ですよと、うちも担当課にされておるけれども、

初はなすりつけ合いだったですよて言われて、そこは、ただ、菊池市は設置が遅い

ですねということは職員のほうからも言われましたけれども、その中で、なすりつ

け合いでうちの課にはなったけれども、やるからにはきちっとやりますという答弁

をいただいたときに、ああ、ここの町、市の職員の方は非常に心強いなと思ったと

ころであります。 

 このマイナンバーの導入に際して、一番関係するのが市民課のパソコンなんです

よね。セキュリティ、インターネットにつながっていてウイルス感染したらマイナ

ンバーが漏れてしまうんじゃないかということで、菊池市は基幹系と情報系といい

ますけど、基幹系がマイナンバーとか扱う、情報系が例えばインターネットとか見

るというのをする場合に、これ２台置くということを検討しているということなん

ですね、セキュリティで。合志市、菊陽町あたりの職員の方とお話ししたら、電算

の話をしたら、うちはクラウド、要はサーバーにそれぞれでアクセスできるように

して、そこで、こことここと、こちらとこちらのサーバーも別管理でやるというよ

うな、そういう意見も持っていらして、それぞれ自治体でいろんな考えを持ってい

て非常に参考になりました。私は、ある町の首長とお話ししたときに、私の町にＴ

ＰＰは要らないけれども、ＴＴＰは必要だと職員に言い聞かせていると言われまし

た。私がＴＴＰて何ですかとお聞きすると、徹底的にパクるという意味だそうです。

徹底的にパクる。パクるという言い方はいけませんが、ほかの自治体のよい取り組
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みや事務制度はどんどん取り入れなさいと言われているとのことでした。菊池市も

近隣の市町と連携をとり、町だから、村だからとか、自治体の大きさに関係なく、

よい取り組みは積極的に導入してもらいたいと思います。今後、マイナンバーの制

度については、万全を期していただくことをお願いして、次の質問に移ります。 

 次の質問は、きょうの１、２、３番目の方全員、平議員が商店街を観光地として

できるようにお金を使いなさい、水上議員が市道、林道を整備してください、お金

を使いなさい、城議員がモノレールを引いたらどうか、お金を使いなさいと、使え

使えと言われるので、私は市民の方に嫌われても使うな使うなという立場で質問を

したいと思います。 

 市の債権管理について質問をいたします。市の債権管理といっても、余りにも大

き過ぎですので、ちょっと大まか過ぎて、少し説明をしたいと思います。 

 市の債権とは、地方自治法第２４０条第１項に規定する金銭の給付を目的とする

債権です。いっだんわからんごとなったでしょう。要は、市が徴収すべきお金、公

共料金だとか税だとかいうことなんですよね、市の債権というのは。この市の債権

は、ちょっとボードを示します。 

［ボードを示す］ 

○８番（荒木崇之君） 市税、強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権に分類され

ます。なおさらわかりにくくなったので、パネルを使ってご説明いたします。 

［パネルを示す］ 

○８番（荒木崇之君） 市税とは、もう読んで字のごとく、市民税、固定資産税、国民

健康保険税、軽自動車税などですね。強制徴収公債権とは、介護保険料、後期高齢

者医療保険料、道路占用料、それに保育料などです。非強制徴収公債権とは、公民

館使用料や体育施設料、それと公園使用料などです。私債権、これは市営住宅使用

料、水道料金などが私債権です。 

 パネルで示していますように、公債権の種類によって徴収方法及び徴収の法令が

違います。例えば、督促手数料は私債権は、これでは徴収をしないと、督促手数料

は徴収をしないと。延滞金のパーセントがそれぞれ違ったり、時効期間もそれぞれ

違います。本市の債権の未収入残高、市がとれないお金が今どれぐらいあるのかと

いうのを先日、大賀委員長が報告されました。平成２６年度歳入歳出決算書から数

字を拾い出しましたところ、菊池市の未収入残高は何と１７億１，０００万円にも

上ります。１７億１，０００万円。 

 そこでお尋ねしますが、この菊池市の債権管理をどのように行っているのかお尋

ねをいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 
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［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 本市の債権管理の状況でございますけれども、本市の債権

管理の状況としましては、所管業務を通じて発生します債権ごとにそれぞれの担当

課で管理を行っているという状況でございます。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） ご答弁で、市の債権管理はそれぞれの課で行っているというこ

とであります。菊池市の督促及び延滞金の徴収条例を調べて、あることに気がつき

ました。それは、市営住宅家賃、私債権に入る市営住宅家賃の延滞金を徴収する条

例が存在しないということです。市営住宅家賃の未収入残高は、取れないやつです

ね、その決算書で約６，１５０万円あります。本来は表で示していますように、私

債権は遅延損害金５％を取らないといけないと思いますが、なぜ市営住宅家賃だけ

延滞金の徴収条例かないのか、お尋ねをいたします。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） それでは、今のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、公営住宅使用料の滞納につきましては、公債権か私債権かとの判断が難し

いものの、本市では契約に基づく私債権として取り扱っているところでございます。

今、議員ご説明のとおり、公債権、私債権というのがございまして、その分の私債

権ということで取り扱っている。すなわち、この延滞金については、私債権の取り

扱いということで、損害金については調整することができるように、訴訟を起こし

たときには取ることができるようになっていますけれども、延滞金につきましては、

その項目がありませんので、取り扱っていないところでございます。ただ、これが

なぜ計上していないかということを調査を行いましたけれども、条例に掲載してい

ない理由を明確には探し出すことができませんでした。しかしながら、適切な対応

を行うために、関係規定等の整備が必要であると考えておりますので、専門家を交

えたところで早急に検討していきたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） この答弁に関しては、私はもめるパターンともめないパターン、

２つご用意していまして、できればもめるパターンを選択していただきたかったん

ですけど、早急に専門家と相談して改定をしていくということだったので、安心し

ました。この質問について、住宅担当の課長と係長と打ち合わせしたときには、課
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長と係長も言っておられました。本来、条例を制定しておくべきで、来年３月の議

会には上程していきたいのでよろしくお願いしますということだったので、ああ、

前向きに検討されているなと思った次第であります。また、先ほど、公債権か私債

権かという話が出たんですけれども、それが確かに昭和２６年、まだ私、生まれて

いませんけど、そのときには、公営住宅の家賃はさきの理由により地方自治法第２

２５条の規定により強制徴収することができると解するから、要は公債権だという

考えもあるわけなんですよね。ところが、昭和５９年１２月１３日に 高裁が、公

債権とする見解もあるが、判例でいくと、公営住宅法及び条例に特別の定めがない

限り、特別の定めがない限りというのは、つくっていない限り、公営住宅の使用関

係については原則として一般法である民法及び借地借家法の適用があるとしていて

私債権だという判決が出ているんですよね。要は、平成２６年は公債権だよと言っ

ていたけれども、昭和５９年に 高裁でそれは私債権だ、私事の債権ということで

確定したので、これは条例をつくっていなきゃいけないというふうに私は考えてい

ます。 

 さらに、平成２５年度版の公営住宅の管理によれば、公営住宅家賃の督促は条例

の定めによるところにより手数料と延滞金を徴収することができると解説されてい

て、準用ではなく個別に条例を定めるべきと、これは平成２５年度版の公営住宅の

管理という本に書いてあります。 

 ですから、ちょっと話がややこしくなって、この公債権、ここがちょうどその線

引きというところなんですよね。私債権と公債権の、こっちはもうきちっと条例を

個別に定めなさいよというのがこの私債権という部分だということでご認識をいた

だければと思います。このことについては、しっかり３月に条例を上げていただき

たいと思います。ただ、今議会に上げられないことはないんですよね。というのが、

山鹿市がこれを定めていまして、山鹿市の市営住宅条例の中に第１９条に、家賃を

前条の納期限までに納付しない者に対して市長が期限を指定して督促をした場合に

おいては徴収するものとすると、ちょっと略しましたけれども、こういうのは山鹿

市の市営住宅条例の中に、第１９条に入っているんです。菊池市の条例、これ４つ

ぐらいあるんですよ、市営住宅。それぞれ条例が違うんですが、七城にある雇用促

進住宅とか菊池市営住宅条例とかあって、この４つともどれも督促条例は入ってな

い。ですので、改正されるときはこの４つ一遍に上げられることが大事かなと考え

るところであります。 

 さて、ちょっと冒頭の話に戻りますが、菊池市の債権未収入額、１７億１，００

０万円に上ると申し上げましたが、この中には死亡だとか、時効だとか、金額が徴

収できないものがあると思いますが、では、どれぐらいの額が徴収できないのか把
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握をされているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 冒頭に未収入残高、１７億１，０００万円と議員がおっ

しゃった額に対しての徴収できない金額ということですね。逆に、できる金額でも

いいですかね。 

［「いいですよ」と呼ぶ者あり］ 

○総務部長（馬場一也君） 平成２６年度末の一般会計及び各特別会計全体の収入未済

額のうち、いわゆる繰越事業に係る未収入特定財源を除いた額が、それは議員が

おっしゃる、いわゆる１７億１，０００万円ということでございます。そのうち、

徴収できる金額ということでちょっとお答えをしたいと思います。未収入の残高か

ら、先ほど議員、説明がございました消滅時効に係る時効期間が満了した債権、あ

るいは債務者が行方不明、または死亡し、相続人も不明ということになっているよ

うな債権等の回収が事実上困難と思われる債権額を差し引いた額で申し上げますと、

約１４億２，０００万円ほどとなっているところでございます。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） この質問については、財政課に先週の金曜日でしたが、急でし

たけれども、通告していましたが、非常に綿密に調べていただいたようで感謝いた

します。１４億２，０００万円が取れるというところで考えてよろしいかと思いま

すが、では、大体４０種類ぐらい債権があると思うんですよね。いろんな債権あり

ます。さっき申しましたいろんなそれぞれの債権があると思うんですね、項目別の。

これが４０ぐらいあるんですよ、それぞれいくと。この４０ぐらいの債権で、要は、

うちは全部取れますと、取れない額はありませんといった課はありますか。 

 それともう１点、その債権の中で条例に延滞金の規定はしてあるものの、徴収を

していないという債権はあるのか。数は結構です。あるのかないのかですね、お尋

ねをいたします。要は、全部取れますといった課があるのか、それと、徴収条例は

あるけれども、延滞金条例はあるけれども、徴収を現在行っていないという債権は

あるのか、お尋ねいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 荒木議員のほうから数のほうはご容赦いただきましたので、

まず、収入未済金額を計上している課で、いわゆる先ほど説明しました回収が困難

な収入未済額ですね、これが丸々ないと、丸々債権を徴収できるという課がござい
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ます。それと、延滞金につきまして法令、もしくは条例の規定があるにもかかわら

ず取っていないというところの課もございます。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） 今回の調査表、約４０の債権表については、後でできれば全議

員にお配りいただいてよろしいでしょうか。全部取れると回答してきた債権につい

ては、来年の決算特別委員会で本当に全部取れているのか調査をしていただきたい

と思います。 

 次に、条例で決めているけれども徴収していないという債権があるとのことでし

たが、これは私なりにちょっと調べたんで、それが当てはまるかどうかわからない

んですけど、介護保険とか公共下水、特定環境の下水、それの地域排水、それと農

業集落排水あたりが恐らく条例に延滞金の規定があるも徴収せずというところの課

だと思いますが、これは正しいことか、正しくないのか。総務部長にお聞きしてよ

ろしいですか。お願いいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 先ほどから公債権か私債権か、公債権のうち強制徴収でき

る債権か、強制執行でいく債権かという、いろんな区別がございます。それで、公

債権につきましては延滞金が取れるという認識でございますので、公債権につきま

して延滞金が取れるという認識でございますので、公債権につきまして、延滞金の

規定があって取っていないということであれば、それは取るべきだろうと思います。

ただ、私債権については、延滞金ではなくて損害遅延金という規定が必要かと思い

ます。延滞金と率が違ってきますので、その辺の条例といいますか、規則とか法令

の整備が、先ほど建設部長が答弁しましたように、必要かと思っております。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） 今のご答弁で、もう皆さんおわかりかと思いますけど、私は菊

池市は債権徴収及び管理については菊池市はもうできていないと、今できる体制に

ないと考えます。なぜなら、先ほどから示しています表のように、それぞれ債権に

は今、部長おっしゃるように、それぞれの債権があって、それぞれの決まりがあり

ます。それを各課の担当者が管理をしていますが、ほとんどの職員が債権回収及び

訴訟等の専門知識を有しておらず、さらに定期的に人事異動で交代するなど専門的

な知識や経験を維持していくことが難しい状況にあると思うからです。その証拠に、

税務課は延滞金の未徴収を認め、現在、総額２億３，０００万円、件数で３万１，
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０００件の調査を行っていることは広報等でご存じかと思います。 

 この債権管理問題は、菊池市だけに限ったことではありません。多くの自治体が

抱えている問題です。その中で、債権問題を解決しようと独自の政策で立ち上がっ

た市もあります。自治体もあります。その一つが、船橋市です。船橋市は、平成１

０年度に滞納額が１００億円を超えて、平成１２年度に 低となった徴収率を改善

するため、滞納額縮減、徴収率向上のための取り組みが不可欠となりました。そこ

で、平成１５年から債権管理課、独自に債権を管理する課を設置して、債権管理条

例というのをつくったんですね。それを施行したところ、平成１６年度から平成１

９年度、４年間で徴収率が４ポイント以上上昇し、滞納繰越額は５ポイント近くも

減らして、当時の政令市１７市と中核市３５市の中でトップの成績を上げています。

平成２０年度以降は滞納額が５０億円台と半分になって、徴収率も９４％まで改善

されました。以前の市民感情は、税務署は厳しいが市役所は何とかなるという雰囲

気だったそうですが、今では市役所も見逃してくれなくなったという意識に変わり、

悪質な滞納者にとっては、今では税務署以上に厳しい対応をしていると思われてい

るようで、延滞金の徴収額も中核市の中で現在トップクラスとなっています。 

 そこでお尋ねしますが、債権管理課の設置とあわせて、債権管理条例を施行する

考えはあるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 議員から債権管理に関する課と、所属と、債権管理条例を

制定する考えはないかということでございます。債権の回収する分につきましては、

納付の公平性はもとより、自主財源の確保という点から非常に重要であると考えて

おります。前後しますけど、まず条例のほうから見解を述べさせていただきますけ

ど、まず債権を整理するための債権管理条例の制定につきましては、今申し上げま

したとおり、財源の確保であるとか、納付の公平性、こういったことから、議員が

おっしゃるとおり、確実に回収するためには、また債権の適正かつ公平な管理を行

うためには必要であると考えております。今後、先進自治体の事例をまず見てみま

すと、条例の内容でありますとか、債権管理の方法がさまざま異なっております。

これからその状況を把握し、県や専門機関と相談しながら課題等を整理した上で、

本市の債権管理に適した内容となるように前向きに検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、債権管理の専門部署の設置についてですが、まず、議員ご紹介がありまし

たように、自治体でできている部署がございます。メリット、デメリットもいろい

ろ調べてみますとあるようでございます。県内自治体の状況もあわせて調査しなが
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ら、債権管理の専門部署が必要なのか、我が市の規模等も勘案しながら検討してま

いりたいと考えております。 

○議長（森 清孝君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） 行政でいうマニュアルどおりのお答えに安心をしました。ただ、

検討しますのちょっと上の、前向きに検討しますと、前向きがついたので、ちょっ

と段階が上がったかなということで、ぜひともやっていただきたいんですが、私が

今回質問しました債権管理については、近年必ず船橋市のように取り組まなきゃい

けない状況が来ると思いますので、それまでにやっぱりこの基本である賦課徴収と

いう部分をしっかり職員の方に周知徹底していただきたいと、お願いします。 

 本年、第２回６月定例会において百条委員会の報告の中で、徴収業務については

今までの過ちを繰り返さないように厳正に対処することと報告をいたしました。江

頭市長は、市民の信頼を損なうことのないように、賦課徴収業務は公正公平に行い

ますと改善策を提示されています。しかし、今回の債権管理状況をお聞きして、不

十分であり、厳正な対処をされていないことが明らかだと思いますので、市長もご

認識していただきたいと思います。 

 後に、債権管理や回収を強めることで、本当に払えない方を追い詰めているよ

うに聞こえているかもしれませんが、私は正直者がばかを見ない、要は、きちんと

払っている人の意識の低下を招かないようにと思い質問をしました。あわせて、取

り立てに終始するのではなく、なぜ払えないのか、なぜ滞納が生まれるのか、その

理由をしっかりと見据えて、住民が抱える生活困難を解消しなければ、未納や滞納

はいつまでも繰り返されると考えますので、次回、３月議会では、債権回収から生

活再建、この生活再建は建て直しのほうの再建ですね、ということで質問を考えて

いますので、続きをお聞きになりたい方はぜひ次回も傍聴にお越しください。 

 以上で一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（森 清孝君） ただいまの荒木議員の質問の中で、市の全ての債権について資

料配付の要求がありました。要求のとおり行うことにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 異議なしと認めます。よって、執行部のほうはしかるべく対応

してください。 

 以上で本日の一般質問は終わりたいと思います。 

 あすも引き続き一般質問となっています。 

 本日はこれで散会します。 

 全員起立をお願いします。 
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（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

──────────────── ○ ──────────────── 

散会 午後２時５３分 
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教 育 長     原 田 和 幸 君      
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水 道 局 長     藤 本 辰 広 君      
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──────────────── ○ ──────────────── 

事務局職員出席者 
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事 務 局 課 長     德 永 裕 治 君      

議 会 係 長     松 原 憲 一 君      

議 会 係     新 永 晶 子 さん     
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○議長（森 清孝君） 全員ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

──────────────── ○ ──────────────── 

午前１０時００分 開議 

○議長（森 清孝君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第１ 一般質問 

○議長（森 清孝君） 日程第１、一般質問を行います。 

 初めに、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） 皆様おはようございます。公明党の泉田栄一朗です。昨日

も旭志で地震があったそうで、菊池市では１２月に入り、震度１から震度３の地震

を計１２回観測しております。震源地はほぼ同じ場所だそうです。４年前に震度５

の地震が発生したことも記憶に新しいと思います。熊本地方気象台では注意深く観

測していく必要があるとしております。 

 現在、市民に対して家具の転倒防止の注意喚起をしていますが、あらゆる手段で

市民に呼びかけていくことは、今、大事なことだと思っております。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 まず、農業対策について、２点質問をさせていただきます。 

 まず１点は、市としてＴＰＰ対策をどう考えるのか。 

 政府は環太平洋連携協定、いわゆるＴＰＰ大筋合意を決めました。ＴＰＰが発効

すると人口８億人の巨大市場が誕生します。世界のＧＤＰの約４割の３，１００兆

円が見込まれています。参加国で貿易などのルールが共通化され、日本では約９

５％、日本以外の１１カ国では９９％以上の品目の関税が撤廃されることから、国

産品の輸出や企業の海外展開などがふえるなどの大きなメリットが予想されるとい

うことであります。 

 しかし、その一方で、国内の農林水産業を中心に、安い外国産と価格競争にさら

されることなどへの懸念や不安、不満があります。菊池市も例外ではありません。

実際、農業県である熊本県の首長４４人のうち、２５人が反対を選択しておられま

す。メリットを生かすための攻めと、影響を最小化する守りの、両面からの国内対

策が最も大事であると思います。 
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 この立場から、公明党は次のような提言を政府に申し入れ、大綱に盛り込まれま

した。１つは、中小企業の海外進出を後押しする。２つ目は、農林水産物などの輸

出を促進。３つ目に、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの重要５品

目で経営安定化対策。４番目に、水田、畑作、野菜、果樹の収益力向上を支援。５

つ目に、食の安全確保へ原産地表示の拡大を検討などであります。 

 また、自民党は農家の減収を補てんする収入保険制度の創設を提言する方針を固

めています。この収入保険は全ての農産品を対象とし、価格下落に対する経営の打

撃を緩和するためであります。災害や病害虫の被害に加え、農産物が値下がりして

減収となった場合も対象とし、過去数年間の平均収入の８割から９割程度になるよ

うに補てん金を出す方向で考えています。保険料は国も半分程度負担する見通しと

しています。まずは現場の声を聞くことが大事であると思っております。 

 先月、１１月９日に公明党の江田康幸衆議院議員と秋野公造参議院議員と一緒に、

菊池市内の酪農、畜産業を営んでいる方々のところに行き、現状の不安や思いをお

聞きしました。初めに、ＪＡ菊池で意見交換をさせていただきました。ＪＡ菊池と

しては、医療や福祉と同様に、農業の１次産業も国民の命を守る大事な仕事である。

また、大筋合意では日本の農業、特に畜産業は壊滅してしまうおそれがあると言わ

れ、さらに、後継者のためにも経営安定対策の拡充をとの考えを訴えられました。

ＪＡ菊池の後に旭志の養豚農家、七城の酪農家、泗水の肥育農家や若手農業従事者

や園芸、米、畑作農家に視察に行かせていただきました。 

 本市として、今回の合意を受け、国や県の動き、対策をしっかりと見きわめる必

要があると思います。例えば、現場の声を聞くための調査など、現時点においてど

のような対策をしているのか、その状況について質問をします。 

 ２つ目に、集約的農業の現状と課題という点であります。 

 農林水産省が発表した２０１５年農林業センサスによりますと、全国の農業就業

人口は２０９万人で、１０年前から比べると５１万６，０００人が減少したという

ことであります。３０年間で６割減であります。現在、平均年齢が６６．３歳、高

齢化と後継者不足が主な原因であります。熊本県では、農業就業人口は７万１，９

４５人で、５年前より１７．４％減少しております。平均年齢が６４．２歳。菊池

市では平成１２年から平成２２年の１０年の間に農業従事者が３，０４７軒から２，

４６４軒と６００戸減少しているという現実であります。地方の基幹産業である農

業の再生は重要な鍵であり、菊池市の将来を担うものであります。 

 耕作放棄地がふえ、生産性の低い農地が分散していることから、政府は農地中間

管理機構、いわゆる農地集積バンクを全都道府県に立ち上げ、農地を所有者から借

り上げて農業経営に意欲のある担い手に貸し出す事業に乗り出しております。農地
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集積バンクは営農の意欲がある認定農業者や特定農業団体などの担い手に農地を集

積し、生産性を高めるのが目的であります。２０２３年までに担い手の農地利用面

積が農地全体に占める割合を現状の５割から８割に引き上げることを目指し、今後

１０年のバンクの役割の重要性を強調しております。 

 本市においても、既に農地の集約化については、中間管理機構を通じて農用地の

貸し付けを行っています。菊池市でも集落営農組織から法人化した地区が２つあり

ます。１つは菊池の松島区と、もう１つは泗水の久米であります。また、泗水の三

万田も本年度中に法人化を目指しているということであります。まだ法人化してい

ない営農組織は旧菊池市は８組織、また、旧七城が８組織、旧泗水が１０組織、旭

志が６組織で、計の３２組織があると聞いております。政府は来年度、２０１６年

税制改革で検討する農地関連の改革案が今月１日に判明しました。保有農地を農地

バンクに貸し付けた場合、固定資産税を最大で５年間半減する優遇措置を導入しま

す。また、ＴＰＰの発効をにらみ、担い手への農地集約を加速して国内農業の競争

力を強化する。さらに、農地バンクを活用する場合は贈与税の猶予制度も緩和する

ということであります。 

 現在、嘉島町では九州最大の農業法人が設立されました。町内の水田を広域にブ

ロックに分け、ブロックごとに米、麦、大豆を大規模にまとめて栽培することで作

業率アップを目指しております。大津町でも農業法人が設立され、各地で急速に進

んでおります。 

 この集約的農業は、今後、高齢農家、離農農家対策に絶対不可欠であると思って

おります。これは近々の課題であります。本市においては、担い手が減少している

現実を踏まえ、まだ集約化ができていない地域に対して早急に指導を含め、組織化、

法人化を進めるべきだと考えております。 

 そこで、本市の農家戸数、就業者数、後継者年齢層と組織化及び法人化の数等の

状況について質問をします。 

 以上、２点の質問をさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） おはようございます。それでは、ご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 報道にございますとおり、環太平洋パートナーシップ協定、ＴＰＰ交渉におきま

しては、平成２７年１０月５日に大筋合意に至ったとのことでございます。 

 ＴＰＰが本市へどのように影響するかということでございますが、現段階におい

ては数値的には不明でございます。しかし、国は１２月中には影響試算を公表され
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るとされているところでございます。引き続き国や県、関係機関等からの情報収集

に努めながら考えてまいりたいというふうに思っております。 

 また、現時点におきまして、議員お尋ねのような調査はまだ行っておりませんが、

本市といたしましては、ＴＰＰに関する情報をいち早くキャッチし、分析、検討を

行い、できるだけ早く農村の方々や市民の皆様ヘ情報提供につなげていくことが最

優先すべき点であるというふうに考えております。 

 次に、本市の農業の状況についてでございますが、本年２月に行われました農業

センサスの確定値がまだ出ておりませんので、今回は前回の平成２２年の農業セン

サスの結果で申し上げます。 

 総農家数が３，１７８戸、うち経営耕地面積が３０アール以上、または農産物販

売額が５０万円以上の販売農家は２，４６４戸となっております。 

 販売農家戸数は、平成１２年の、１０年前でございますが、の３，０４７戸と比

較いたしますと、先ほど議員が申されましたとおり、６００戸が減っている状況で

ございます。率にいたしまして１９．１％減少している状況でございます。 

 次に、農業就業人口についてでございますが、本市全体で４，９０９人で、年齢

別では１５歳から２９歳までが２４０人、３０歳から３９歳が２３０人、４０歳か

ら４９歳が４２５人、５０歳から５９歳が８６２人、６０歳以上が３，１５２人と

なっており、６０歳以上の割合が約６４％を占めている状況でございます。平成１

２年の５４．５％と比較いたしますと、高齢化が進んでいる状況にございます。 

 次に、農業生産組織等の状況でございますが、平成２６年度末現在で、法人化し

た営農組織が４組織、協業組織でございます地域営農組織が３２組織、作業受託組

織が２６組織、機械共同利用組合が２６組合で、合計８８組織となっているところ

でございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） まず、ＴＰＰのことでありますけれども、これはなかなか

国の動向を見ながら注視していかなくちゃいけないということはわかりますけれど

も、やはり菊池市の現場の声をまずは行政が聞いて、どういうところが今困ってお

られるか、それを調査していただければと思っております。 

 ２つ目に、菊池市の農業者が１０年前から比べると６００戸減っているというこ

とで、非常に厳しい現状であるということがうかがわれます。きょうの熊日新聞で

ありますけれども、オバマ氏が豚肉の保護策見直しを日本に要求してきたという記

事が出ておりました。ＴＰＰは世界の中でもアメリカが中心で鍵を握っているのが
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現状であります。しかし、現在のオバマ大統領から、もしクリントン氏に大統領が

かわれば、ＴＰＰの行方も不透明なところがあるのも否めません。大事なことは、

これからＴＰＰが合意しようがしまいが、本市の農業をどう足腰の強い農業にして

いくかが重要であると思っております。組織化しているところは今後さらに伸ばし、

現状を確認しながらしていくことが重要であると思っております。 

 そしてまた、組織化できていないところの調査もしっかりとしながら、今後の鍵

は地域のリーダーを養成する必要があるのではないかと思っております。そのため

に、研修会を開き、今、なぜ組織化、法人化が必要か等の理念を育てていく学習が

必要であると思っております。 

 本市として、組織化ができていない地域、先ほどできているところは４つあると

言われました。あと８８の組合等があると言われましたけれども、そういうところ

をしっかりと見きわめながら、本市として組織化ができていない地域や小規模農家

をどう守っていくか、その支援や対策についてどう考えているのか、質問をさせて

いただきます。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 本市の農業集落におきましては、高齢化の進展や農業従事者の減少などが深刻化

している状況でございます。個々の農家によります営農継続は困難になりつつある

ことから、集落営農などの営農組織化を図ることは、地域ぐるみによる生産方式の

効率化や所得の向上を図る仕組みといたしまして大変重要なものと認識していると

ころでございます。 

 耕作放棄地の発生を防いで、農業の持つ多面的機能を維持する手段としても有効

であり、農地を預かり効率的な経営ができる体制をつくるための法人化組織の重要

性は今後ますます高まるものと思っているところでございます。 

 本市といたしましては、県やＪＡ等関係機関、団体と情報を共有するなど、さら

に連携を図りながら、集落営農等が法人化した場合に必要となる定款作成や登録免

許税などの経費に対し、国から４０万円が定額で補助される担い手経営発展支援事

業や、法人化した後の初期運営費用に対し県から２分の１、５０万円を上限でござ

いますが、補助がされる地域営農組織法人化支援事業など、法人化によるメリット

について周知を図りながら、組織化の支援を行っているところでございます。 

 また、認定農業者は、平成２７年１１月末時点でございますが、６６１人、５９

４経営体となっております。地域農業を支える、まさに地域のリーダーであると認

識をしているところでございます。今後もしっかり支援をしてまいりたいと考えて



- 156 - 

おります。 

 さらに、昨年８月に本市は一般社団法人アグリフューチャージャパンと連携協定

を締結いたしまして、経営力養成セミナーを共催しているところでございます。本

年も３０人の若手農業者に受講していただいているところでございます。 

 本市といたしましても、当セミナーの受講者の方々がこれから地域農業の中心的

な役割を担っていただけると考えており、集落営農を支えていかれることに期待を

しているところであり、引き続きアグリフューチャージャパンはもちろん、ＪＡ等

関係機関との連携により、担い手の確保、育成に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） 法人化に力を入れていくということで、ぜひこれは重要な

課題でありますので、いろんな角度から進めていただきたいと思っております。 

 現在、ＪＡは創造的自己改革への挑戦をテーマに、農業者の所得増大や生産基盤

の維持拡大や地域活性化に向けて取り組んでおられます。今後、菊池の農業を支え、

守っていくために、ＪＡとのかかわりが重要であると思います。先ほどの答弁の中

にもＪＡとのかかわりをということで言われております。例えば四国の馬路村でご

ざいますが、私もそこに視察に行かせていただきました。ここはＪＡと行政が力を

合わせてユズの里をつくり、頑張っておられます。 

 今、ＪＡ菊池の正会員は約８，０００人、準会員が５，０００人、その中に、畜

産農家が３５０人、米、園芸等の農家が約１，０００人と伺っております。畜産農

家の３５０人のうち、４０歳以下の後継者が４１％もおられるということでありま

す。これは全国的に見ても若い後継者が育っているということであります。希望の

持てることだと思っております。まずは今いる後継者を育てることが重要であると

思っております。 

 このような状況を踏まえ、本市としてＪＡとのかかわり合いを今後どのように進

めていくか、市長に質問をさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 皆様おはようございます。ただいま泉田議員のほうからは、今

後の農業を考える上でのＪＡとのかかわりという関連でのご質問でございました。 

 ＪＡ菊池さんは、ご存じのとおり、県内でも有数規模の総合農協であるわけでご

ざいまして、これまでも営農指導を初め、多様な施策によりまして、まさに水田ご
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ぼうですとか七城米といったものの、ある意味、産みの親でもございますし、畜産

の振興など、本市農業の発展に大変大きく貢献をされております。また、雇用の場

としても実は地元有数の優良企業でもあるわけでございます。一口で申しますと、

現在の菊池の農業があるのは、ひとえにＪＡさんのおかげであると心から感謝申し

上げているところでございます。 

 これまでも既にさまざまな場面での連携をさせていただきまして、さまざまな形

でご協力をいただいているところでございます。昨今、ＪＡを取り巻く環境という

のは、農協改革に加えましてＴＰＰということで、大変厳しい状況があろうかと思

います。しかし、ＪＡあっての菊池の農業でございますし、また、菊池の農業の発

展なくして菊池全体の発展もなしと私は考えておりますので、ある意味では運命共

同体であろうというふうに考えております。 

 今、取り巻いております農業に押し寄せる荒波を乗り越えるためにも、これまで

以上にＪＡさんとの連携を深めていかなければいけないと思います。先ほど来おっ

しゃいました集約化、法人化の問題、あるいは人材育成等も含めて、今後一層の連

携を深めて、そして、本市農業の発展につなげていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） 今、市長の答弁で、ＪＡとのかかわり合いをしっかりと

やっていくと、そしてまた、ＪＡの今までの歴史的な背景を踏まえて協力していか

なくちゃいけないということを言われました。先日、ＪＡの幹部の方ともお話をし

ましたけれども、やはり菊池市とのいろんなイベント等がありますけれども、そう

いうときだけに農協とのつながりというのをやっていくんじゃなくて、今後は、や

はり菊池市のいろんな農業に対しての戦術、戦略、こういうものを含めて、しっか

りと意見交換をして今後の農業に対しての方向性を一緒にやっていきたいと。そし

てまた、人材育成も一緒にやっていきたいと。そして、農協さんだけじゃなくして、

今までほかにもさまざまな菊池市の農業を支えてくれているプロ集団がおられます。

そういう方々と一緒に連携をしながら、今後の菊池市の農業を、未来をつくってい

ただければと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 では、次の質問に入らせていただきます。 

 次は災害時の環境整備についてということで、マンホールトイレの普及について

ということであります。 

 大地震などにより甚大な被害をこうむった被災地において、避難場所で問題と
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なったトラブルの上位にトイレの問題があります。今、菊池市も頻繁に地震が起き

ております。飲み水は早期に給水車などにより被災地に運ばれていますが、トイレ

の問題は課題が多いようです。 

 国土交通省は災害時にマンホールの上に設置するマンホールトイレの普及に向け

た運用指針を発表しています。これは過去の災害時に避難所のトイレ環境が劣悪に

なり、衛生状況の悪化だけでなく、排せつを我慢するために飲食制限を行うなど、

避難者らの健康に悪影響を及ぼしていった実態が背景にあるようです。住民の生命

と公衆衛生という観点から、災害時におけるトイレ対策の重要性が改めて認識され

ております。 

 災害用のトイレとしては仮設トイレの普及が進んでいますが、東日本大震災では

仮設トイレが避難所に行き渡るまでに、約６割から７割の被災自治体が４日以上か

かったそうです。一方、マンホールトイレは仮設トイレに比べて迅速な組み立てが

可能で、下水道管につながっていることから、くみ取りの必要性がなく、日常生活

に近いトイレ環境を確保できる点が特徴です。また、段差がないため、高齢者や障

がいのある人でも利用しやすいのではないでしょうか。 

 現在、マンホールトイレは全国で約２万基整備されているそうですが、国交省で

は、このマンホールトイレの有効性を踏まえ、一層の普及に向けて新たな指針を作

成されているそうです。 

 ここで、皆さんも見ておられる方もおられるかもしれませんけど、マンホールト

イレの写真を、議長に許可をいただきましたのでご紹介しておきたいと思います。 

［写真を示す］ 

○１５番（泉田栄一朗君） これは同じ写真ですけれども、拡大したやつですけれども、

こういうトイレでございます。これはファンシーケースみたいなもので、簡単にあ

けられるような感じのやつでございます。 

 留意点として、１つは、トイレ用水の確保があり、地震時には断水が想定される

ため、水道以外のトイレ用水を別途確保する必要があります。これもこの断面図で

ありますけれども、水の確保というものがまず要るということであります。それで、

貯水槽、井戸、学校のプール、公園の修景池などを利用することが挙げられます。

あわせて、ポンプによる水が必要になる場合も想定されるため、ポンプの必要性や

非常用の電源の確保についても検討する必要があります。 

 ２つ目に、設置場所の問題でございますけれども、課題はたくさんありますけれ

ども、本市として災害時の環境整備の一環として、マンホールトイレの現状及び今

後の普及について、考えや計画があるかどうかを質問させていただきます。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 



- 159 - 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） おはようございます。災害用トイレの市の現状と取り組み

について、まずご説明をしたいと思います。 

 災害時のトイレ対策の取り組み状況としましては、現在、下水マンホールに設置

しますマンホールトイレと、それに附属する、先ほど説明がございました囲いのテ

ントを２セット、市では保有しているという状況にございます。それと、凝固材つ

きの使い捨て便袋を約１，５００枚備蓄しております。 

 なお、凝固材つきの使い捨ての便袋につきましては、今後も継続的に購入、備蓄

する計画としているところでございます。 

 市では大地震などの災害発生を想定しまして、総合防災訓練のほかに、庁内災害

対策本部設置時の組織であります対策部ごとに訓練を実施しているところでござい

ます。 

 去る１１月２１日に、災害時に市民生活の支援を担当します市民環境部の災害対

応図上訓練を実施したところでございます。その中で、災害時におきます仮設トイ

レ等の手配に関する訓練も実施をいたしました。訓練終了後において、検討会、あ

るいは訓練に参加した者からのアンケートの中で、災害発生時のトイレ対策につい

ては、現在の防災計画やマニュアルでは不十分であり、備蓄の充実なども含めまし

て、計画の見直しが必要であるという意見が多数出たところでございます。 

 訓練の結果から、今後、トイレ対策としまして、さらなる充実を図る必要がある

と今認識をしておるところでございます。 

○議長（森 清孝君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） 我が市にも２セットあるということで、多分ないだろうな

と思って質問しましたけれども、頑張っておられるということを評価しておきます。

また、使い捨てが１，５００枚ということで、ちなみに、このマンホールトイレは

災害時には１００人に１セットがあると非常にいいということも言われております。

今後は本市にいろいろな災害用の施設が必要だと思いますけれども、特に公園を利

用するのが一番だと思っております。公園がこれからできていく場合に、災害用の

そういう施設があれば非常にいいんではないかと。特にトイレの施設、また、八王

子に研修に行った折に防災公園というものを見学してきました。そこでは、例えば、

ベンチの座るところを外せば、そのままかまどになるというような施設もありまし

た。また、公園の築山の下に備蓄用の倉庫があり、その中にいろいろと確保してい

くというような防災公園を見せていただきまして、今後、菊池市で公園をつくると

きに、また、今度は既存の公園の中でそういう防災的な機能を持った公園を検討し
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ていく考えがあるか、質問をさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） ただいま、今後の公園整備等においての防災機能の付加と

いうお尋ねだったかと思います。 

 現在、市の防災計画で緊急避難所に指定されております施設としましては、体育

館でありますとか公民館等で、公園については、現在は緊急避難場所としては指定

がない状況でございます。 

 国土交通省の災害用トイレの役割分担とか、いろんな資料を見てみますと、やっ

ぱりマンホールトイレにつきましても指定避難所に設置するのが一番望ましいよと

いうような指摘もあっているようでございます。そういった意味から、緊急避難場

所によっては、近隣の車道に下水マンホールを敷設してある箇所もございますので、

災害時に車両を通行どめにするなど制限が可能な状況の道路であれば、マンホール

トイレを設置することができるんじゃないかと考えております。 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災時にはインフラがストップしてしまって、日々

の生活に直結するトイレについては、大きな問題が発生したと聞いております。今

後は現在の緊急避難場所周辺の活用を含めまして、議員からご意見がございました

新たな公園整備の際には、防災機能についても検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（森 清孝君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） ぜひ今後、計画のときには計画をしていっていただきたい

と思っております。 

 それでは次に、災害時のごみ処理についてということで、平成２７年度の一般会

計補正予算で災害復旧費の衛生施設災害復旧費は２億１，１４６万７，０００円が

組まれておりました。これは台風１５号による災害廃棄物の処理業務委託料と災害

廃棄物収集運搬業務の委託料が主なものです。調べたところ、全国の自治体では災

害廃棄物処理計画の策定が余り進んでなく、予期せぬ災害に備えた対策が十分とは

言えない状況ですが、本市においては、平成２３年に全国に先駆けて策定されてお

ります。このことも菊池市ではまだ策定されていないだろうなと思って質問したら、

ちゃんとできているということで、非常に評価するものであります。熊本県下でも

これをつくっておられるところは余りないということであります。 

 議長にお許しを受けましたので、これも菊池市の災害廃棄物処理計画という冊子

をつくっておられるということであります。 
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 今回の台風１５号の際の災害廃棄物は、有価物と廃棄物は分別されて処理できて

いたのか。また、今後の課題として、見直しについて質問をさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 市民環境部長、倉原良則君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（倉原良則君） おはようございます。それでは、泉田議員のご質問に

お答えいたします。 

 台風１５号による災害廃棄物の処理につきましては、先ほど議員がお示しされま

した災害廃棄物処理計画に基づきまして処理を行ったところです。 

 その中で、災害時における支援協定を締結しています熊本県産業廃棄物協会や菊

池市建設業協会に協力をいただきながら、災害発生日の８月２５日より搬入を開始

しまして、１０月末に災害ごみの仮置き場からの搬出が終了をしております。 

 ご質問の有価物等の分別でございますが、可能な限り分別をお願いしております。

当然、廃棄物処理計画に載っていますとおり区分をしながら、配置をしながらお願

いをしていたんですけれども、災害時においては、当然、緊急性はございますし、

市民の方々の分別の手間ということも考慮しますと、有価物としての分別がなかな

か困難であるというような感じで考えております。 

 しかしながら、仮置き場におきましては、種類ごとに区分をして災害ごみを回収

することによりまして、最終的な処理費用の抑制に努めることができるということ

で、大きな分別の区分を行っているところでございます。 

 なお、搬出後の最終処理場におきましては、倒木は肥料に、また、金属類やプラ

スチック類は処理場で選別をされ、資源物として再利用をされているということで

ございます。 

 なお、廃棄物処理計画の見直しにつきましては、当然、必要に応じて随時見直し

を図っていきたいというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） 今、分別の中身のご紹介がありましたけれども、私がこの

質問をするに当たりまして、山鹿市が分別を非常に上手にやっていると。有価物と、

また、混雑物を分けてやっているということを伺いまして、菊池市がどういうふう

な形でやっているのかなという思いで、今回は質問させていただきました。 

 今後、この有価物等が菊池市でどれぐらいになったのか、またお知らせ願えれば

と思います。 

 そして、この台風１５号の処理の総括を考えたときに、今後、どういうところが
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問題だったのか、そういうアンケート調査も必要ではないかと思います。答弁は要

りませんけれども、今後の課題として調べていただければと思っております。 

 以上でございます。 

 それでは次に、プレミアム商品券についてでございます。 

 プレミアム商品券販売の総括で、国の交付金を活用して地域住民生活等の緊急支

援として、消費喚起、活性化を目的とするプレミアム商品券事業が全国各地で繰り

広げられています。１０％から３０％のプレミアムがつく商品券は消費者の心をつ

かみ、消費意欲を引き出し、地域経済の活力を創出しています。本市でも「スー

パーめぐるん券」と称して、８億円から９億円近い発行総額がありました。 

 今年度の総括として、販売実績とその経済効果、また、近隣の市町との比較状況

について、まず質問をさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 本市のプレミアムつき商品券「スーパーめぐるん券」は、１次販売から、当初想

定しておりませんでした３次販売といった経過がございましたが、１１月１２日の

午前中に完売することができました。販売総額は７億１，４０１万円となっており

ます。 

 この７億１，４０１万円には１０％のプレミアム分が加わりますので、市内の取

り扱い店舗には７億８，５４１万円分の商品券が流通していることになります。１

０％のプレミアム分につきましては、国から９，８３１万４，０００円の交付金の

うち、７，１４０万円を充当するところでございます。 

 また、近隣の市町の販売状況でございますが、山鹿市は２０％のプレミアムで３

億８，５００万円、合志市が３０％のプレミアムで１億７，４５７万円、大津町は

２０％のプレミアムで１億６，５００万円、菊陽町も２０％のプレミアムで１億２，

０００万円となっており、いずれの市町も１０月から１１月上旬にかけまして完売

したとのことでございます。 

 菊池郡市では、本市を初め、市町で当初予定しておりました期間に売り切ること

ができませんで、販売期間の延長や購入限度額をふやし、有効期限を延長した商品

券を新たに作成する等の対策をとり、完売に結びつけたところでございます。 

 今回の経済対策では、県内の多くの市町村におきまして３０％前後の高額プレミ

アムがついても商品券が売れない、大型店、量販店のレジ前で商品券を販売してい

ても売れないといった傾向が見られ、商品券販売が苦戦したと聞いているところで

ございます。 
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 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） １１月に８億円近くの「スーパーめぐるん券」が完売した

ということで、非常に評価したいと思っております。 

 近隣の市や町ではプレミアム率が２０％から３０％と高くなっていて、市民の目

から見ると一見よさそうに見えますが、発行総額を見ると近隣の市や町は１億円か

ら３億円なのに対して、本市は７億８，０００万円という大きな額が発行されたと

いうことであります。それだけ経済効果があったと大いに評価されるところであり

ます。 

 また、よその市ではこの問題で、発行券が市民に行き渡らなかったということで

新聞記事に載っているところもありました。こういうことで、スムーズに完売した

ということで、非常によかったと思います。 

 販売の内訳として、全店共通券が７枚、個店限定券が４枚でしたが、それがよ

かったかどうかの評価と、今まで３回、プレミアム商品券が我が市で事業としてあ

りましたけれども、その反省点、課題を含め、今後の取り組みの方向について質問

をさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 過去に実施いたしました商品券の事業につきましては、平成１７年度と平成２０

年度にそれぞれ１億５，０００万円を販売しているところでございます。 

 当時の反省点や課題について、今回どう取り組んだのかということでございます

が、大きなものを４点だけ報告させていただきます。 

 まず１点目は、購入希望者のはしご買いや二重買い、市外の方への販売につきま

して、住民基本台帳データを活用し、パソコンによるシステムを構築し、対処させ

ていただきました。 

 ２点目に、商品券が中小の個店には流通しないといった課題でございますが、商

品券を中小個店でしか使えない赤券と、全ての取り扱い店舗で使える青券に色分け

いたしまして、４対７で販売いたしましたことにより、大幅に改善する見込みと

なっております。 

 ３点目に、商品券の取り扱い店舗数でございますが、前回、３３６店舗の加入に

対し、廃業等の店舗がある中で、今回は３８２店舗と、経済対策実施直前の「めぐ

るん券」取り扱い店舗数からいたしますと倍増いたしております。 
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 ほかの市町村では、以前、商品券事業で商品券の利用がなかった店舗が取り扱い

店舗となってくれないことなど、取り扱い店舗を集めるのに相当苦労されたと聞い

ているところでございます。本市では、日ごろ「めぐるん券」事業におきまして、

赤券４、青券６の割合で販売し、中小の個店にも必ず商品券が流通する仕組みを

とっておりましたので、取り扱い店舗が大幅に増加し、商品券事業の魅力向上につ

ながったものと考えております。 

 ４点目に、市議会からも強い要望がございました商品券の換金に時間がかかると

いう点でございますが、ほかの市町村では換金が２週間から１カ月以上かかると聞

いております。本市では、全て平日３日以内の換金を実現しております。これによ

り取り扱い店舗の皆さんは商品券が現金化されるまでの期間の資金を金融機関等か

ら借り入れずに済み、大変喜んでおられると商工会からの報告を受けております。 

 また、八代市で起きました問題に関しましては大きく２点ございますが、１点目

の行列に関しましては、本市は過去２回の教訓をいたしまして、ほとんどの市町村

が行った早い者勝ちではなく、全ての市民の皆様が平等に購入できるよう、購入限

度額を１世帯当たり４万円と設定したことが大きなポイントであったものと考えら

ます。 

 このほかに、地域ごとに購入日を割り振りしていたこと、販売所によっては販売

ブースを２から６ブース準備し、それでもお客様が多かった場合には臨時ブースを

１から２ふやせるように準備しておいた等の対策を講じておりました。 

 ２点目に、本人確認でございますが、本市では先ほど申し上げましたパソコンに

よるシステムを構築いたしましたことにより、世帯へ送付いたしました購入限度額

通知書をお持ちいただければ、記載されているバーコードを読み取り本人確認とし

たことで、選挙の投票事務と同じスピードで処理ができたというものでございます。 

 今回の経済対策では、過去の反省点や課題を最大限克服することを念頭に事業計

画を練って行いましたので、そうした面では大きなトラブルもなく、事業を進めて

いるのではないかと感じております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） 今、４点の中で、まずは店舗がふえているということ、そ

してまた、今までの平成１７年、平成２０年のいろいろな反省材料を踏まえて改良

してスムーズにこれができたということで、非常に評価できると思います。今後は、

これをまたさらに一歩進めていただき、こういうプレミアム商品券等の事業をまた

進めていくかどうか、また、何かほかにそういう中身があるかどうか、最後に聞か
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せていただきたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 平成２４年度から商工会と一体となって菊池市内共通商品券、通称、めぐるん券

事業と繁盛店づくり事業を開始しております。めぐるん券自体は、めぐるん券事業

を行えば必ず儲かるといった魔法のつえのような効果があるものではなく、買い物

は菊池市内でしましょうといった、むしろ啓発的な要素を多く含んだ事業だと考え

ております。 

 買い物は菊池市内でしましょうといいましても、店舗に魅力がなければ買い物に

は行ってもらえません。そこで、繁盛店づくり事業により、きらりと光る個店づく

りを行い、中小個店の魅力向上に努めているところでございます。 

 繁盛店づくりの基本的な考え方は、お客様にお店があることを目にとめてもらう

にはどうしたらよいか、お店に入ってもらうためにはどうすればよいか、お店に

入ってもらえたらお勧めの商品を見てもらえるか、また手にとってもらえるか、レ

ジまで持っていって買ってもらえるかなど、お客様目線でのさまざまな課題を経営

者やそのご家族、従業員の皆さんに考える力を育てる事業でございます。 

 現在、この繁盛店づくり事業をきっかけに、みずから考え、店舗の改装や商品の

パッケージの変更など、店舗や商品の魅せる化に取り組んでいる店舗がふえてきて

おります。こうしたことから、めぐるん券事業と繁盛店づくり事業は車の両輪で、

どちらも一緒に行っていかなければならないと考えておりますので、今後も継続し

て支援してまいりたいと考えております。 

 また、市が支出しております補助金や各種記念品等につきましても、できる限り

めぐるん券を活用するよう市の関係部局へお願いしておりますので、住宅や店舗の

リフォーム事業、市議会でのご提案がございましたすくすく子宝祝金などがその例

でございます。 

 最近では、各校区のイベントや民間スポーツ大会における賞品としても活用がふ

えてきているところでございます。今回の経済対策で行いましたスーパーめぐるん

券事業により認知度も高まってきておりますので、今後もめぐるん券の普及、啓発

に努め、買い物を菊池市内でしていただけるよう、菊池市内の商工業者をご利用い

ただけるよう事業を展開してまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 



- 166 - 

○１５番（泉田栄一朗君） ぜひまた頑張っていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（森 清孝君） ここで１０分間休憩します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午前１０時５４分 

開議 午前１１時０２分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） おはようございます。議席番号２番、日本共産党、東奈津

子です。通告に従って質問を行っていきます。 

 まず最初に、ＴＰＰ、環太平洋経済連携協定についてです。 

 １０月５日にＴＰＰ閣僚会議が大筋合意に達しました。私はまず初めに、農業を

初め、食の安全、医療、保健、地域経済と雇用に重大な打撃を与え、国の主権を侵

害するＴＰＰの合意に強く抗議し、合意の撤回を要求します。 

 そもそも国会決議が求めたのは、主要５品目については、関税の撤廃だけではな

く削減も行わない除外であり、これが満たされない場合は交渉から撤退することで

した。しかし、大筋合意の内容は、これを全面的に踏みにじったものとなっていま

す。それは、１点目に、米価大暴落のもとで、アメリカに米のＴＰＰ特別枠、特別

輸入枠７万トンをつくったのに加え、ミニマムアクセスの運用改悪によって、アメ

リカ産米の輸入を６万トンふやす。２点目には、牛肉、豚肉の関税を実質的には撤

廃に近い水準にまで削減する。３点目には、麦や乳製品、甘味飼料源のＴＰＰ枠を

新設するなど、どこから見ても聖域扱いなどと言えるものではありません。 

 重要５品目では、実に３割が関税撤廃されるのです。さらに、５品目以外の鶏肉、

鶏卵、果汁リンゴ、ワインや林産物については、関税撤廃にまで踏み込んでいます。

日本農業新聞の農政モニターの意識調査では、大筋合意を評価しない人が７８％、

国会決議違反と思う人は６９％です。農家、農業関係者の怒りは激しいものがあり

ます。大筋合意が発表されて以降、私も菊池市で農業をされている方、また、農協

役員の方からお話を聞かせていただきました。ある養豚を営んでいらっしゃる方か

らは、今の安倍政治の余りにも強引なやり方に、「ＴＰＰも幾ら反対しても結局は

ごり押しされてしまう、この思いで諦めの声もあるわ」「みんな腹の中では怒って

いる」「国会決議に違反している」「国会議員は何をしているんだ」、皆さん口を

そろえてこうおっしゃっているということです。どこへ行っても今回の大筋合意に
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対して、怒りやこの先の不安の声は大きいものがあります。 

 そこで、お聞きします。 

 １点目は、今回の大筋合意を受けての菊池市への影響についてです。市として、

今回の大筋合意をどう捉えていらっしゃるでしょうか。菊池市への重要５品目の影

響額はどうなるでしょうか。 

 ２点目は、市民の暮らし、農業を破壊するＴＰＰからは撤退することを国に求め

るべきと思いますが、市の見解をお聞かせください。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まずはＴＰＰにつきましては、既に報道されておりますとおり、平成２７年１０

月５日の閣僚レベル交渉を終えまして、日本を含め参加１２カ国で協定の大筋合意

に至ったところでございます。今後におきましては、協定の発効に向けまして、署

名手続を経て国会審議がされていくことになりますので、いまだ不透明な部分が多

数あると考えております。今回の大筋合意の内容といたしましては、議員が述べら

れましたところも重なりますけれども、本市の主要産品の分野では、まず、主食用

の米は、現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率を維持するとされてい

るところでございます。ただし、おっしゃいましたとおり、アメリカとオーストラ

リアに対しましては国別枠を設定し、例えばアメリカであれば５万トンを３年間維

持し、７万トンまでふやすことができるという内容でございます。 

 次に、麦類におきましては、現行の国家貿易制度は維持されますが、実質的な関

税に当たるマークアップにつきまして段階的に減らし、９年目までには４５％を削

減するとなっております。 

 一方、畜産分野におきましては、牛肉については現在の３８．５％の関税率が発

効と同時に２７．５％に引き下げられ、１０年目では２０％、１６年目以降につき

ましては９％まで引き下げられるところでございます。 

 そして、乳製品では、品質が競合する輸入品に一定量が置きかわることになりま

す。 

 また、豚肉は、輸入増を抑える差額関税制度が維持されましたが、安い部位にか

けられる従量税は、現行のキロ４８２円から、発効１０年目には５０円まで下がる

ところでございます。 

 そのほか、果樹や園芸作物については、協定発効後におきまして関税の即時撤廃、

あるいは段階的に削除される内容となっております。 

 ＴＰＰは、本市の基幹産業として生き続けております農業分野において、輸入拡
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大等のチャンスと考えられる一方で、これまでに経験したことのない大きな影響が

あるのではないかと懸念をしているところでございます。ＴＰＰが本市農業分野へ

どの程度影響するかは、現段階におきましては不確定ではございますが、１１月２

５日に国の総合的なＴＰＰ関連政策大綱が示されております。この中で、今後にお

きましては、農家経営の体質の強化に向けた取り組みや農産物の輸出強化を目指し、

農政新時代に向けた攻めの農業への転換を促すべく、平成２８年の秋をめどに、具

体的内容が詰められることが示されております。 

 今後、国におきましてさまざまな対策が講じられる見込みでありますので、本市

といたしましても、関連情報をいち早くキャッチいたしまして、分析、検証を重ね

てまいりたいと考えているところでございます。また、影響の試算でございますが、

総合的なＴＰＰ関連政策大綱におきまして、国は１２月中にＴＰＰの経済効果分析

について公表をするとされております。現時点におきましては、算出根拠やデータ

等も乏しく、本市の独自の試算は難しいところでございます。 

 次に、市といたしまして、国に対しＴＰＰの撤廃を求めるべきではないかとのこ

とでございますが、現時点におきましては、本市にどのような影響があるのかが不

確かであり、また、国会での審議も始まっておりませんので、今後、国会での論議

や各関連団体の以降を踏まえながら、総合的に判断してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、お答えいたします。 

 申しわけございません。本市のＴＰＰの基幹産業で位置づけている農業分野にお

きまして、「輸出の拡大」と申し上げるべきところを「輸入」と申し上げました。

申しわけございません。輸出の拡大等のチャンスが考えられるというところでござ

います。申しわけございません。 

○議長（森 清孝君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 答弁にもありましたように、このＴＰＰが菊池市の農業に

甚大な被害をもたらすことは明らかです。国は１２月中に今回の大筋合意を受けて

の試算を発表するということで、まだ直近の資料は出ていないということですけれ

ども、私、国の資料を見ましたら、直近では２０１３年、２年前の３月に公表され

た政府試算で、全面関税撤廃による農林水産物の生産減少額は３兆円となっていま

した。それをもとに、菊池市内の重要５品目の農産物影響の試算があるということ

で事前に見させていただきました。それによると、米の減少率は５４％の減少、小

麦は９７％の減少、牛肉７０％の減少、牛乳、乳製品１００％の減少、豚肉７８％

の減少でした。もちろん、これは何の対策もとらないという上での影響ではありま
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すけれども、そして、今回の合意の内容がそのまま実施をされたら、それよりは縮

小も考えられますが、生産減少額は相当に大きいものと見込まれ、現在準備されて

いる国内対策で、それが十分に打ち消せるとは私は到底思えません。東京大学の鈴

木教授や業界団体の行った暫定試算では、今回の合意を受けて、重要５品目の生産

減少額は、約１兆円規模になるとされています。米について言えば、現在でもＷＴ

Ｏのミニマムアクセス枠で７７万トンも輸入しているのに、それに加えて、アメリ

カとオーストラリア向けに、当初５万６，０００トンから、１３年目以降には７万

８，４００トンのＴＰＰ追加輸入枠をふやす。これに対して政府は何と言っている

か。輸入拡大と同様の国産米を備蓄して、市場から隔離するから大丈夫、こう言っ

ています。しかし、海に捨てるとか焼却処分するならともかく、備蓄米の棚上げ期

間を２年短くする、この程度では隔離にはなりません。在庫がふえれば、その圧力

で価格が下がるのは目に見えています。さらに深刻なのは畜産です。菊池は有数の

畜産地帯です。影響は甚大です。 

 牛肉の関税は、部長も述べられましたように３８．５％から、１５年間で段階的

に９％まで、４分の１に引き下げられます。政府ガードがあるから大丈夫と政府は

言っていますが、ご存じでしたでしょうか。政府ガードはＴＰＰ全参加国からの年

間の輸入量が一定量を超えると発動し、関税率を引き下げる仕組みですが、最終的

な発動の基準輸入量はほとんど発動される見込みのないような大きな数量で、しか

も、４年間発動されなければ、これは廃止されます。つまり、実質的には９％で無

制限に輸入されることになるのです。 

 豚肉生産も、低価格品は１キロ４８２円の関税を５０円にし、高価格品は現在の

関税率４．３％をゼロ関税にするということで、加工用の豚肉は輸入品に置きかえ

られ、私たちがスーパーで買う豚肉も輸入豚肉が相当進出することは避けられませ

ん。そのことは養豚生産者の経営を基盤から揺るがすことになり、豚肉生産の大幅

縮小につながります。ここでも生き残れるのは、高級豚肉生産農家だけとも言われ

ています。政府・自民党は、日本の和牛、銘柄豚などは品質がよいから輸出が可能

と言いますが、それは結局、国民には輸入品を、海外の富裕層には日本の銘柄品を

消費させようということになり、多くの国民が国産の畜産物を安心して消費できる

条件を奪うことにつながると私は思います。 

 乳製品についても、低関税で輸入する枠を追加で７万トン追加拡大。さらに、牛

肉関税削減が酪農にも大きな影響を及ぼすことを勘案すれば、酪農生産の縮小はと

められないのではないでしょうか。また、多くのナチュラルチーズの大事なところ

が全部関税撤廃されたことは、国産チーズ向け生乳５０万トンの行き場がなくなり、

需給に大きな影響を与える大問題です。菊池市で酪農をされている農家の方とお話
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をしましたが、この点を非常に心配されていました。 

 このような状況の中で、政府は大筋合意を受け２カ月以上がたつにもかかわらず、

試算を示していません。部長の答弁では１２月中にとありましたけれども、当初は

１２月の頭ということでした。そして、この１２月中というのも、はっきりしない

ということです。先ほどの部長の答弁で国の動向がわからないという答弁でしたが、

国が今の時点でまだ影響の試算さえ示していないというのがおかしいと私は言わざ

るを得ません。これだけの影響が懸念される中で、試算さえ示せずに、どうして対

策を立てることができるのでしょうか。今政府が打ち出している対策は、一体何を

根拠にして出しているのか。試算は影響せずして対策は立てられるはずはありませ

ん。 

 再度質問をいたします。 

 国に対し、市として速やかな全ての関連文書の公開、現実に即した影響評価の実

施を求め、それに基づく市の影響の試算を行い、市民に知らせていくべきと思いま

すが、見解を改めてお聞かせください。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） 影響額の試算につきましては、先ほどもお答えいたしまし

たとおり、国が１２月中に試算を公表する予定でございますので、国が公表した後

に県の対応を確認いたしまして、市としての試算が可能かどうかの判断をした上で

試算を行いたいと考えております。さらには、それぞれの品目で精査をしていく必

要がございますので、現時点におきましては、本市独自の試算は難しいと考えてい

るところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 市の基幹産業である農業、その中でも大きな割合を占める

畜産分野が壊滅的な打撃を受けようとしているときに、市政として国からの発表を

待つというのはおかしいと思います。こちらから情報を開示するよう強く要望する

ということが今大事なのではないでしょうか。それが地方自治体の責任であり仕事

です。現在、多くの農家や国民の不満や心配の声に対して、政府は次々の支援策、

対策を打ち出していますが、一言で言えば、政府が打ち出している対策は、何の対

策にもならない、こう言えるのではないでしょうか。先ほど紹介をいたしましたＴ

ＰＰに詳しい東大の鈴木教授は、「政府の対策はざるだ」と一言で言い切っていま

す。例えば、肉用牛経営には現在も赤字の８割を補てんする基金制度があります。
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国が４分の３を負担していますが、農家も４分の１を補てんしているので、実質は

現在も６割補てんにしかなっていません。ＴＰＰの対応として、この仕組みを法制

化するから大丈夫と言っていますが、事はそう簡単にはいきません。ＴＰＰで価格

が２割程度下がることが予想されます。したがって、補てん単価を上げなければな

りません。しかし、この補てんの財源は牛肉の関税収入ですが、ＴＰＰが関税が４

分の１になれば、１，１００億円あった関税が２５８億円に減少します。財源はふ

やさなければならないのに関税収入は４分の１に減るわけですから、財源が確保で

きるのか、制度が維持できるのかが大問題になります。 

 米についても、収入保険があると言いますが、米価が下がれば下がるだけ保険の

基準が下がっていく仕組みです。セーフティネットにはなりません。豚肉に至って

は、きょうの新聞報道で、既にアメリカから見直しの要求が出ているということで

す。このＴＰＰの問題で、何人かの農家の方に政府の対策についての意見をお伺い

しました。ある農家の方は「幾ら対策を並べても、財源は最終的に財務省が決める。

対策が実行してもらえる何の財源の保証もない」、こう言われました。よく思い出

してほしいのです。大豆の自給率は７％、菜種はゼロ％、これまで関税を撤廃し対

策を講じても、生き残ってきた作物はありません。ＴＰＰから撤退して関税を守る

ことこそが最も有効な対策ではないでしょうか。政府は盛んにＴＰＰに参加して輸

出を当てにして攻めの農業が日本農業を救うと言いますが、これは果たして本当で

しょうか。現在政府が掲げている農産物の輸出目標が仮に達成されたとしても、国

内農業生産額のほんの１％にしかすぎません。日本の農業の活路だとは、私は到底

言えるものではないと思います。 

 お伺いします。このままＴＰＰに参加をしていけば、日本の農業、菊池市の農業

は壊滅的な打撃を受け、離農がどんどん進んでいくと思われますが、市としてはこ

の点をどう認識していらっしゃるでしょうか。また、農業は食糧提供の側面だけで

はなく、環境など多面的機能を持っていると考えますが、その点での市のお考えも

お聞かせください。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ご質問にお答えいたします。 

 １１月２７日に農林水産省が発表いたしました２０１５年農林業センサスの速報

値によりますと、全国の農業就業人口は２０９万人で、２０１０年の前回調査に比

べまして５１万６，０００人減少し、同じ定義の調査で始まった１９８５年のデー

タと比較いたしますと、３０年間で６割程度減ったということになります。さらに

は、平均年齢は０．５歳上昇し６６．３歳であり、高齢化による離農が原因と分析
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されているところでございます。 

 一方、本市の状況につきましては、先ほど泉田議員にもお答えいたしましたとお

り、本年２月に行われました農林業センサスの確定値が出ておりませんので、前回

の平成２２年の農林業センサス結果で申し上げますと、総農家数が３，１７８戸の

うち、経営耕地面積３０アール以上、または農産物販売額が５０万円以上の販売農

家は２，４６４戸となっており、販売農家戸数は、平成１２年の３，０４７戸と比

較いたしますと約６００戸、率にしまして１９．１％減少している状況でございま

す。 

 今後、ＴＰＰの発効により安い農産物が流入する可能性がありますので、同じ農

畜産物を生産する農家の方々では、価格で競合ができず大きな影響を受け、特に小

規模農業者の離農が加速するのではないかと危惧をしているところでございます。 

 次に、農業は単に食の供給だけではなく、水源涵養を初め生態系保全など、自然

環境の保全や良好な景観形成、そして文化の伝承等、経済性や効率性だけでは評価

することができない多面的な機能を有していると認識をしているところでございま

す。 

 今日におきまして、本市の農業を取り巻く情勢は、高齢化の進展や農業従事者の

減少などが深刻化をしている状況にあり、個々の農家による営農継続は困難になり

つつあるというふうに考えております。 

 本市といたしましては、引き続き菊池基準による安心・安全な農林畜産物の品質

向上による差別化や、ブランド化及びインターネットショップ等による販路拡大に

取り組むとともに、中山間地域等直接支払や多面的機能支払事業にしっかりと取り

組み、農地や農業の持つ多面的機能の維持に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 答弁にもありましたように、ＴＰＰが導入される以前でも、

農家の戸数、就業人口は減っています。ＴＰＰに参加をすればどうなるかはもう明

らかです。 

 また、多面的機能という点でも、部長の答弁にもありましたように、私もＪＡ菊

池の組合長さんと懇談をさせていただきました。組合長さんは、この多面的機能と

いうことを特に強調されていらっしゃいました。水資源の涵養や伝統文化や食文化

の継承という点からも、農業の果たす役割を強調されていました。大筋合意でＴＰ

Ｐが決着したわけではありません。発効までには、正式な文書の完成から署名、各

国の批准が必要となります。発効するには、少なくとも国内総生産、ＧＤＰで８
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５％を占める６カ国以上の批准が必要とされます。日本とアメリカのどちらかが欠

けてもこれは発効しません。アメリカでは、来年が大統領選挙の年で、ＴＰＰの審

議どころではないとされています。ヒラリー・クリントン候補も、このＴＰＰ協定

には不支持を表明しています。また、ＴＰＰは国民の命や暮らしにかかわる制度も

非関税障壁として扱います。政府は医療や食の安全などの制度は変更がないと主張

していますが、食品添加物の認可拡大や国家主権を侵害する投資家対国家紛争解決、

いわゆるＩＳＤ条項などもこれには盛り込まれています。このＩＳＤ条項とは、本

当に恐ろしいものです。例えば、公害や国民に大きな被害等をもたらすおそれのあ

る企業を国や地方自治体が規制をしようとすると、このＩＳＤ条項で企業は国や地

方自治体を、規制は損害に当たる、損害を賠償せよと訴えることができるのです。

そして、国際法定で負ければ、多額の賠償金を国や地方自治体は企業に支払わなけ

ればならないのです。韓国では、地元食材を優先的に使う、いわゆる地産地消、こ

の条例がソウル市内などで制定をされていました。しかし、ご存じのように米韓Ｆ

ＴＡ自由貿易協定発効以降、これが米国産食材の排除につながるとして、協定に含

まれるＩＳＤ条項で訴えられることを恐れ、韓国政府は各自治体に地産地消の条例

をやめるよう指示しました。その結果、９割の自治体が地場産品を使う条例を変更

し、米国産物の選択の余地を残す表現に変えられました。今、菊池市でも学校給食

で地産地消の取り組みが進められてきています。子どもたちが食や農業の大切さを

学ぶ上でも重要な役割を果たす学校給食です。この分野でも、ＴＰＰは大きな問題

を抱えています。 

 市長にお伺いします。これまでの議論を踏まえ、市長としてＴＰＰ撤回の明確な

意思を表明すべきだと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま東議員からＴＰＰに対する考えを述べよということで

ございます。 

 ＴＰＰに関しましては、１０月に参加１２カ国の閣僚会合におきまして交渉の大

筋合意に至ったわけでございますが、このＴＰＰというのは、市内の農業を初め、

また商工業等のあらゆる分野に対して、恐らくプラス、マイナス両面でさまざまな

影響を及ぼすだろうなというふうに考えております。特に、本市の基幹産業であり

ます農業ということについて言いますと、この輸出拡大のチャンスもある一方で、

やはり大きな影響を受けるのではないかと大変危惧しているところでございます。 

 こうした考えは多くの市町村も同様でございまして、平成２７年１０月に延岡市

で九州市長会の総会が開かれましたが、そこにおきましても、農林水産業の振興に
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ついての議案の中で、ＴＰＰ協定が発効すれば価格が安い輸入品との競合は避けら

れないということから、２点について早急の措置が講じられるよう国に強く要望す

るということで議決をしたところでございます。その１点としましては、農林水産

物の安全・安心の確保を図り、食の安全を守ること。そして２点目は、農林水産業

関係者の不安を払拭するために、真に国内農林水産業の強化につながる確実性のあ

る国内対策を講じることという、この２点でございます。 

 また、同じように、さきのＪＡ熊本県大会におきましても、予算の確保を初め、

万全の国内対策を講じることと、この同趣旨の要請を政府に強く求めていくという

ことで議決されたところでございます。 

 私としましては、こうした国、県の動向をこれから注視してまいりたいというふ

うに考えております。特に国におきましては、大筋合意後の１１月２５日に総合的

なＴＰＰ関連政策大綱を取りまとめておりまして、今後、平成２８年の秋をめどに

具体的内容が詰められて、さまざまな対策が講じられる見込みでありますので、本

市としましても情報収集に努めながら、できるだけ早い段階で市民の皆様への情報

提供につなげて、市民の皆様が懸念されている部分を確実に払拭していくというこ

とを最優先に考えていきたいというふうに思います。そしてまた、本市の農林畜産

業にかかわる皆様が将来とも安定して経営が存続できるように、私も先頭に立って

取り組んでまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 私も１２月の九州市長会の決議文というんですか、今、市

長からご紹介があった分を、事前に確認をさせていただきました。大事だと思うの

は、この中身がＴＰＰが前提となっていると。条件があれば、補償があれば、じゃ、

参加をしていいのかと。私はそうは思いません。大事なことは、あくまでも条件闘

争ではなく、撤回しかないと。この立場を今明確にすることだと思います。先ほど

も述べましたように、国の動向を見ながら懸念をしている場合ではありません。こ

ちらからきちんと、国に早急に情報を開示せよと、試算を行えと要求をすべきです。

市長は２年前の市長就任の所信表明の最後のところで、次のように述べられていま

す。「菊池市の自然の恵みを守り、自然を生かして穏やかな発展を続けていく、安

心・安全の癒しの里、これが菊池市の今後の目標です」、こう述べられています。

ＴＰＰに参加をしていくということは、菊池市の基幹産業である農業は壊滅的な状

況になり、そこには伝統も、文化も、コミュニティもなくなってしまうことではな

いでしょうか。地域コミュニティが崩壊し、買い手もいなくなれば、残った人も長
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期的には農業を持続できなくなってしまうのではないでしょうか。市長はプラスと

マイナス両方あるとおっしゃいましたが、プラスはありません。ＴＰＰの参加に

よって受けるのはマイナスだけです。私はある認定農家の方のお話がとても心に

残っています。その方は菊池市で牛の肥育を営まれていらっしゃる方ですが、自分

の息子が跡を継いで一緒にやっているということで、私が「後継者ができてよかっ

たですね」と言ったら、その方は「皆さんそう言われるが、自分としては何とも言

えない。もし誰も跡を継ぐ人がいなかったら、自分の代できっぱりとやめる決心が

できた。しかし、息子が跡を継いだので、やめるにやめれない」、こういう複雑な

心境を述べられていました。後継者ができたことを素直に喜べない。これが今、現

場の方の思いです、これが現場の声です。ＴＰＰは、最終合意でもなく、決着済み

でもなく、ＴＰＰ反対の戦いはこれからが正念場です。市としても、市長を先頭に

菊池市の食と農と暮らしを守るという強い自覚を持っていただき、合意の撤回のた

めに頑張っていただきたい。私も議会の内外で党派を超えて撤回のために引き続き

頑張る決意を述べて、次の質問に移ります。 

 次に、就学援助について質問します。 

 就学援助は、学校教育法に基づき、家計が苦しい小・中学生に学用品、修学旅行

費、給食費などの費用を支給する制度です。厚生労働省が発表した２０１３年度の

国民生活基礎調査によれば、１７歳以下の子どもの貧困率は、２０１２年には１６．

３％に上昇しています。私の６月の一般質問でも述べましたが、子どもの貧困が大

きな社会問題となる中、子どもの教育を支える大きな役割を果たしているのが就学

援助制度です。 

 まず最初に、菊池市での支給の状況をお聞かせください。 

 ２点目に、制度の拡充についてお聞きします。 

 先ほど述べたように、子どもの状況を考えるならば制度の拡充改善が求められま

す。私は昨年とことしの決算特別委員会でも、就学援助の支給対象にクラブ活動費

やＰＴＡ会費を加えるようにと制度の拡充を要望してきましたが、今回の一般質問

では、入学準備金と修学旅行費の前倒しの支給ができるように制度の拡充を求めま

す。菊池市では、就学援助は７月、１２月、３月の年３回の支給となっています。

しかし、修学旅行費と入学準備金は費用も多額です。援助対象となる家庭は、そも

そも経済的に厳しい状況から支給対象となっているわけで、その費用を立てかえる

というのは実際には大変なものがあると思います。県内でも幾つかの自治体で前倒

しの支給があると聞いていますが、菊池市で前倒しの支給を検討していただきたい

と思いますが、どうでしょうか。 

 以上、２点をお聞きします。 
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○議長（森 清孝君） 教育長、原田和幸君。 

［登壇］ 

○教育長（原田和幸君） こんにちは。ただいまの東議員のご質問にお答えをします。 

 まず最初に、本市の就学援助の現状についてお答えをいたします。 

 支給対象者数は、平成２６年度の実績で小学生、要保護児童数２３人、準要保護

児童数３２６人、合計３４９人。中学生、要保護生徒数１２人、準要保護生徒数１

９５人、計２０７人。小・中学生合計で５５６人となっております。 

 また、支給対象者の占める割合は、小学生が約１３．３％、中学生が約１５．

２％となっており、小・中学生合計で見ますと約１４％というふうになっておりま

す。 

 次に、準要保護の認定基準につきましては、世帯全員の所得合計額が生活保護法

に規定する基準額の１．３倍以下となっており、県内１４市の状況と比較しますと、

７市が本市と同じ基準、それから、５市が本市よりも低い基準、１市が独自の算定

というふうになっております。 

 支給額は、同じく平成２６年度の実績で、小学生、約１，８３６万円、中学生、

約１，８６０万円、合計３，６９６万円となっております。 

 最後に、新入学児童・生徒学用品費と修学旅行費を前払いに改善できないかとい

うご質問につきましてお答えをします。 

 県内１４市の状況を申し上げますと、新入学児童・生徒学用品費については、現

在前払いを実施している市はございません。修学旅行費については、２市で実施を

されております。議員がおっしゃるとおり、新入学時や修学旅行に伴う費用は高額

で、特に中学生では相当な額となります。保護者の負担が非常に大きいことは理解

をしております。しかしながら、県内１４市におきまして、前払いがほとんど実施

されていないこと。それから、県外には前払いを実施している先進地もありますが、

まだ課題など現在のところ不明であること。それから、支給対象者から直接要望が

教育委員会のほうに上がってきていないことなどのことから、新入学児童・生徒学

用品費と修学旅行費の前払いについては慎重に見きわめていきたいというふうに考

えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（森 清孝君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 慎重に見きわめていきたいということでしたけれども、や

はり収入ぎりぎりで生活をしているご家庭にとって、教育費が今家計を本当に圧迫

しています。直接この要望が教育委員会には届いていないという答弁でしたけれど
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も、私は同級生のお母さん、就学援助を受けていらっしゃるお母さん数名からお話

を伺ってきました。お金のことで子どもに肩身の狭い思いをさせたくないというの

が親の気持ち。「何とかして頑張って、仕事もかけ持ちして頑張って働いている。

しかし、思春期の大事な時期にそばにいてやる時間が少ないことで性格がどんどん

変わってしまって、テレビであるような事件を起こしてしまうんじゃないか心配」、

こうおっしゃっていらっしゃいました。また、あるお母さんは「修学旅行には学校

に納める代金のほかに本人に持たせるお小遣いや衣類購入など、そのほかの支出も

あるので、前払いになると本当に助かる」、こうおっしゃっていました。教育長の

答弁にもありましたけれども、中学校に入学するときには、制服、かばん、サブ

バッグ、靴、体育館シューズ、体操服、ジャージなど、学校指定のものをそろえな

ければならず、お下がりがなければ、かなりの金額が一度に必要になります。修学

旅行も現在は中学校で沖縄や関西方面に行くので、以前より経済的な負担は大きく

なっています。他市の運用なども研究して、ぜひとも検討を開始していただき、一

日も早くこの２つの前倒しの支給が実現することを要望しまして、今回の私の一般

質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（森 清孝君） ここで昼食等のため暫時休憩します。 

 午後の会議は、午後１時から始めます。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午前１１時４５分 

開議 午後 零時５７分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） 皆さんこんにちは。議席番号１０番の工藤圭一郎です。通

告しておりましたので、１つずつそれに沿って質問に入りたいと思います。 

 まず、花房飛行場跡給水塔の安全対策として、まず市の指定文化財としての市の

考え方と捉え方ということで、まず質問したいと思います。 

○議長（森 清孝君） 教育部長、松岡千利君。 

［登壇］ 

○教育部長（松岡千利君） それでは、お答えいたします。 

 花房飛行場跡給水塔の文化財としての位置づけだろうというふうに思います。こ

れにつきましては、地元のほうから戦後の地域復興における「命の水」を供給する

という貴重な施設であるという意味から、所有者や地元区等からの熱心な要望を受
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けまして、平成２２年９月に富の原水道管理組合を所有者として、市有形文化財の

歴史資料ということで指定をいたしております。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） 今回、このことを質問しますのは、見られた方はご存じと

思いますけど、もう建物がかなり給水塔が古くなって、周りのコンクリートがはげ

落ちているという現状もあります。たまたま私がそばにおるときに、差別のない明

るいまちづくり推進委員の方々が研修で訪れておられて、まずその研修の車をすぐ

給水塔のそばにとめられて、近くで研修されていたという状況を見たときに、剥が

れ落ちそうなコンクリートが落ちてきて、けがでもされたらという心配をしました

ので、まずあそこの安全対策ということを市がどのように考えておられるのかにつ

いて質問したいと思います。 

○議長（森 清孝君） 教育部長、松岡千利君。 

［登壇］ 

○教育部長（松岡千利君） 安全対策につきましては、市の文化財保護条例の第６条に

おきまして、所有者の管理義務というものが定められております。したがいまして、

所有者からは指定に際しまして、今後の対策と、それから、管理面について十分に

やっていくというようなこともお約束をいただいております。実際の行為としまし

ては、給水塔に登られないようにする対策とか、塔の真下に入らないと。あるいは、

そのような警告表示等を適切に行っておられるというふうに捉えております。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） ということは、管理者の方々の責任で、市の安全対策とし

ては、今言われたような部分で捉えているだけで、もうそれだけと。では、事故が

もし起きた場合はどういうふうに考えたらいいですか。それと、様子を見ると、そ

の剥がれ落ちているコンクリートを補強なりして、安全対策をとるべきと思います

けど、そのあたりの試算あたりはできていますか。お尋ねします。 

○議長（森 清孝君） 教育部長、松岡千利君。 

［登壇］ 

○教育部長（松岡千利君） 教育委員会としましては、安全対策を含めて管理につきま

しては、所有者に対してその都度指示とか指導、こういうものを行っております。 

 それから、損害が生じた場合の責任ということでございましたが、これにつきま

しては、所有者の責任であるということで、文化財保護法並びに県の文化財保護条

例、そして、本市の文化財保護条例の中に明確にうたってあるところでございます。 
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 それから、その辺の経費の問題でございますが、これにつきましては、地元のほ

うから、いわゆる管理組合のほうからお聞きしましたところ、約６８０万円程度か

かるんじゃなかろうかということで報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） ということは、地元の方々がしっかり対応されていくと。

ただ、もう長年あの状態で、特に古くなっておりますので、隣のおうちの方とかも

心配されておりますので、そのあたりはいま一度管理者の方と話をしていただきた

いというふうに思います。 

 それでは、次の質問に移っていきます。 

 次に、行財政改革についてでありますけど、事務事業の見直しと定員管理計画と

いうふうにありますので、そのことについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 政策企画部長、小川秀臣君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（小川秀臣君） 皆様こんにちは。それでは、行財政改革についてとい

うことで、１点目の事務事業の見直しという点の中の行政改革の中での取り組み状

況についてお答えいたします。 

 まず、平成１８年度から平成２１年度までを計画期間とした第１次行政改革大綱、

集中改革プランにおきましては、事務事業の再編・整理・廃止統合、民間委託等の

推進、組織・機構の見直し、定員管理・給与適正化、外郭団体の見直しなど、主に

量の改革に重点を置いた行政改革を推進し、約１０億３，０００万円の削減効果が

ありました。 

 また、平成２２年度から２６年度までの第２次行政改革では、総合計画に掲げま

す行財政の効率化を具現化するために、第１次の量の改革に加えまして、利便性の

向上や行政の透明化といった市民視点の行政サービスの充実を図る質の改革にも取

り組んできたところでございます。 

 具体的には、民営化や民間委託といった民間活力の活用、遊休資産の売却、外郭

団体の見直しなど、量の改革並びにコンビニ払い込みサービスの一部導入や、開庁

時間延長などの質の改革も含めまして、財政効果としましては約４億７，０００万

円の削減効果があったものと試算しているところでございます。 

 さらに、今年度から平成３１年度までの第三次行政改革大綱では、市民と行政と

の協働によるまちづくりという新しい視点から、ＩＣＴや民間活力等の活用により、

質の高いサービスの提供を初め、さらなる事務事業や施策の評価により、事業の整
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理統合・廃止の可能性の検証や見直しを行うこととしており、効率的・効果的な事

業の実施に向けて取り組んでいるところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） こんにちは。私のほうから定員管理計画につきましてお答

えをしたいと思います。 

 本市におきましては、合併後の厳しい財政状況の中、限られた財源や人員の有効

活用を図り、新たな行政課題や社会経済情勢の変化に弾力的かつ的確に対応してい

くために、最少の経費で最大の効果を上げるといった観点から、平成１７年度から

平成２１年度を計画期間といたしまして、定員適正化計画を策定し、定員管理に取

り組んでまいったところでございます。 

 また、引き続きまして、行政サービスを維持しながらも、人口減少を踏まえた職

員数の計画的な抑制を行うとともに、必要な人材の確保に取り組むことを基本方針

に、平成２６年度から平成３５年度を計画期間としました新たな定員管理計画を策

定しているところでございます。 

 このような計画のもと、定員管理に取り組みました結果、合併時から本年４月ま

でに１３０名の職員数の削減を図ってきたところでございます。 

 今後も、現在の定員管理計画を踏まえながら、適正な定員管理に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 推進に当たりましては、事務の執行方法の見直しや効率的な業務執行に努めます

とともに、人材の育成による業務遂行能力の向上、弾力的な組織・機構の見直し等

を図りながら、さらに効率的・効果的な行政運営に努めてまいりたいと考えており

ます。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） 今、お二人の部長からお話をいただきましたけど、今回、

この質問をするに当たりましては、私は本庁、総合支所の中間報告として、前回、

１１月２７日に中間報告を受けまして、その中を見て、計画は今までどおりではあ

りますが、総合支所を残してほしいという立場から、今回、この質問を出しました。

計画どおりでありますが、当初の本庁の位置と場所が変わっているというのは、も

う皆さんご承知のとおりであります。その中で、泗水、七城、旭志の方々の利便性

が高まるというふうには思いませんので、私は総合支所をきちっと各３つの町、村

に対して、コンパクトシティを目指すのであれば、しっかり逆に充実させていくと
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いうことを願いつつ、市長に、やはり市長は民間から来られましたので、この役所

的な考え方だけではなく、民間の考え方をいかに取り入れるかが市長の手腕の見せ

どころかなというふうに思っておりますので、市長のお考えをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいまの工藤議員のご質問の内容ですが、総合支所の今後に

関する私の考え方ということでよろしゅうございますか。 

 総合支所の今後のありようにつきましては、今ご指摘のように合併時の合意事項

として、本庁を建てる際に、本庁・支所方式ということを前提に進めてきておりま

して、今、本庁のほうの工事にも着工しておるわけでございますが、その基本原則

を織り込んで、今、本庁の人員計画等も立てた上で、それに必要な建物を今つくっ

ているところでございます。 

 ですから、今後の問題としては、本庁・支所方式の支所の実際の機能をどういう

ふうに設定するか、それを可能にするために、どういう体制が必要であるか。一番

大事なのは、そのことによって住民へどういうサービスができるのか、できればそ

れをサービス向上につなげていくと、こういう視点で考えていく必要があろうとい

うことで今、検討を進めているところでございます。 

 当然、これによりまして、人員ですとか経費とか、こういったもので効率化を進

めていくというのが大きなねらいの一つでありますけれども、単に総合支所の人員

を削減して本庁に集約するということ自体が最初の目的ではなくて、市役所全体を

スリム化して、本当に効率的な組織にする、言ってみれば強靱な組織にする、その

ことで、なるべく低コストでよりいいサービスを市民の皆様に提供できるようにし

たいというのが一番でございますから、常にそういう観点でこれからも検討を進め

ていきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） 市長のお答えは、物すごく聞いているといい答えで、私の

願っているような、思っているような方向に行きそうに感じるんですけど、この中

間報告と見比べてみますと、どうしても支所として縮小ありきではないというお答

えでありますけど、そういうふうに感じられます。 

 私が今回、人員の適正化というか、適正配置ですね、そこあたりを考えたときに、

やはり業務をまずしっかりと見直す、本庁の業務を見直すあたりを考えたときに、
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今、祭り、イベント等で物すごく職員の方が必死になって、中心になってやられて

いる。例を挙げて言えば、泗水の夏祭りと秋祭り、この２つを比べたときに、夏祭

は地元のみんなで一生懸命やって、職員の方も多少協力はしていただいております。

ただ、秋祭りに関してはほとんど職員の方が主で、それも大勢出られて。だから、

こういうやり方一つを見ても、原因は何かというと、多分一律の予算カットだった

りするんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうではなくて、職員のかか

わりを、残業代含めてお金に換算すると物すごいことになっていくので、そのかか

わりをもう少し減らして、まず地元の人がどれだけそのイベント、祭りをやりたい

のか、その思いがしっかりあるのであれば、予算はしっかり確保してあげる。ただ

し、職員はなかなかそんなにはできませんよと、しっかり１回線を引くと。そうす

れば、大分商工観光課あたりが一番主になっているのかなと思いますけど、そこあ

たりの人員もおのずともう少し考えられると。これは１つですよね。 

 見てみますと、福祉あたりも物すごく人が多い。それだけ多くの人が困っておら

れるから、職員がそれだけいなきゃいけないという現状もあると思いますけど、そ

ういうのももう少し、大分民間のほうの活力も出てきましたし、社協もあると。そ

ういうところを生かして人員の、とにかく私が言いたいのは、本庁の人間が多いと。

その人間が多いのをどう削減できるのかということで、しっかり考えていただく。

本庁は建て直しがこれだけ進んできていますよと言われるけど、支所に対する考え

方は当初のままで、いざ市長の答弁を聞きますと、考えてはいますよ、これから利

便性が悪くならないようにとおっしゃるけど、利便性は絶対悪くなるんですよね、

今の計画のままいくと。よくなるはずはないんです。 

 で、きのうの城議員の答弁にも、今度は中山間地あたりにまた拠点をつくってな

んていうようなお話を答弁されていましたけど、そんな話より、そもそも総合支所

のところの３つをもっとしっかりまず充実させないと、その３つがきちっとまとま

り、そして、さらに発展していかないと、この菊池市も発展していかない。特に泗

水地区あたりはまだまだ人口の伸びる余地がありますので、そういうのを考えると、

本庁に集約して支所として泗水が衰退していくのであれば、もう余計この菊池市が

衰退の一途をたどるんじゃないかなと、それを危惧します。 

 だからこそ、総合支所のままで３つの総合支所を生かして、さらに人を充実させ

るために本庁の業務内容の見直し、ここあたりについての市長の考え方をお伺いし

たいと思います。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今の業務の見直しということでは、これは当然支所だけを見直
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すということではなくて、先ほど申しましたように、本庁も含めて、当然、一番何

が最適かということで見直してまいります。本庁のほうが人が多いという話ですが、

本庁をふやしていくということではなくて、本庁も含めて全体の数は減らしていく。

しかし、サービスはむしろ向上していかなきゃいけないということですから、その

ために最も効率的な布陣ですとか、体制に切りかえていかなければいけないという

ことなんですね。 

 それから、仮に支所化を進めていく中で、人数が減った際に、今、利便性も同時

に落ちていくというお話ですが、そういうことがないように、本所との間でのいろ

んな機能、役割を、これはきちっと決めることで、むしろ、迅速化につながること

もあろうと思いますし、それから、マイナンバーが入ってくることで、これからい

ろいろな利活用を考えていくわけですけれども、非常に単純な窓口業務については、

結構な部分がこの機械化で置きかえられて、むしろ、待ち時間が大変少なくなると

いうことの利便性が高められる部分も十分にあるというふうに考えております。 

 それから、現場においては、むしろ、コンシェルジュ機能といいましょうか、さ

まざまなご相談をお受けするような場は設けておいたほうがいいのではないかとい

うふうに考えているところでございます。 

 こうしたことで、軸足を常に市民のサービスということに置いて、その上でやは

りもう１つの命題である効率化、経費削減、こういったものを全庁的に進めていか

なければならないというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） この前の本庁、総合支所の方針ですね、中間報告、そこあ

たりを見ましても、やっぱり文言としては利便性が落ちないようにというような文

言はきっちり書いてはあります。市長も今そういうふうに言われますけど、結果と

して、それが窓口サービスはコンビニでできるようになったりとか、それはそうで

しょうけど、そればかりじゃなくて、いろんな相談、福祉、道路の維持管理等、今

度はこっちから、本庁から行くんですよなんて書いてありますけど、それこそ支所

に置いといて、言われたときにさっと動ける体制をとるべきであるし、こちらから

行きよると時間もかかると。そういうのを考えたり、今度は区長さんたちのご相談

あたりがいろんな話が出てくるときに、コンシェルジュ的に受け付ける、ベテラン

職員を置くんですよと言われても、その相談がまた本所に行って、それからまた話

をしますというような時間はどうしてもかかってくるんですよね。だから、それが

利便性が高まることにはならないし、サービス低下を招かないことにはならない、
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サービス低下していくと。この状況をやはりコンパクトシティを目指して、要は旧

の４市町村がそれぞれがコンパクトにまとまって、それを４つをつなげると。それ

が中心市宣言をして、その中でも議論に出ましたよね。菊池を中心市宣言すると、

いよいよほかの３つを捨てるんですかみたいな話も片一方から出てくるわけですよ

ね。いや、そうではありませんと。補助金をもらうためにこれはするんですと、合

併４市町村でできるんですと。でも、やっぱりそうなっていくじゃなかですか。そ

うなっていく以上は、やはりその拠点となる総合支所をきちっと生かさないと、

じゃ、本庁のほうにまとまることがコンパクトシティなんですかということになっ

てくるんですよね。そういうことはあり得ないと思うんですよ。 

 だから、やはり総合支所をしっかりと拠点化して、その総合支所を中心にもう少

しまとまってほしいと。そうであるならば、そことのつながりをネットワーク、き

ちっと結んでいきますよと。ならば、利便性は落ちないと思うんですけど、そうい

う考え方に変わらないですかね。やはり当初のまま、今、市長が言われるとおりに、

その考慮はしていかれるでしょうけど、その考慮するぐらいで済むのか。私は考慮

しても、ほぼほぼ市民の利便性が維持できるというふうには思わないんですね。や

はり考え方をちょっと変えないとならないから、本所の適正な人員配置、業務の見

直しということを先にすべきじゃないか、寄せてからするんじゃなくて、今現状で

無駄とは言いませんけど、それはきちっと仕事をされていますけど、必要以上に仕

事を抱え込んでいる部分で仕事を、業務を見直すと、もっと適正な人間でできる範

囲がある。市民協働と言うならば、市民に本当に仕事を譲っていくぐらいのところ

を、考え方を変えるべきときなのかな。もう市長も２年過ぎられて、今度の４月の

人事異動あたりが一番目玉になってくるのかなと思っております。そこで、市長は

どういうふうにあらわされるのか。本気になって人事異動されるのか。そこを、

ちょっと時間があるとき市長にお話しした覚えがあるんですけど、そこらあたりを

もう少し含めて市長のお考えをお尋ねしてよろしいですか。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいまのご質問、ちょっと論点が必ずしも私、正しく理解し

ているかどうか、自信がないんですが、総合支所をまずどうするかを考えるべき

じゃないかということですよね。もしそうであれば、どちらからスタートするかと

いう考え方だろうと思うんですよ。最終ゴールというのは、やはりユーザーは市民

でございますから、市民の利便性をどうやって上げていくか、そして、どういうふ

うに全体を効率化するか。この問題を考えるときに、やはり全体から入らざるを得

ないと思いますね。全体をどうやったら最適配分できるか、そして、今総合支所と
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本庁と、何やらこの別のような、ばらばらのような前提でお話しなさっているにも

ちょっと伺えたんですが、全く逆でございまして、途中でちょっとおっしゃってい

ましたけれども、どうやってネットワーク化していくか。機能から見ると、どう

やってネットワークの中で一体化できるかと。ですから、末端のユーザーの方は本

庁に来ているのとほとんど変わらないような、そういう質のサービスに心がけてい

きたい。そういう観点から、最適に支所をどうしたらいいか、それから、本庁が何

を決めていけばいいか。そして、そのやりとりのルール等をどういうふうに組み立

てていけばいいか、こういうことではないかというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） いやいや、その手法でなくて、私が言いたいのは、市長が

最初に言いました民間から来て、２年見られて、行政というのはこうやっているん

だと。今、論点とおっしゃるけど、総合支所を生かしたり残したりしたいから、本

庁の業務をもう少し見直してくれと。その業務を見直したり、適正配置するのには、

今度の人事異動だろうし、市長の外から見て、入ってきた目でぐっと切り込む時期

なんじゃないですかということです。その切り込むときに何を市長は思って切り込

んでいかれるかというところをお尋ねしているんですけど、なければ今のお答えな

んだろうと思いますけど、何か市長に期待しているところで尋ねている部分です、

私の中でですね。そこあたりはどうですか。市長独自の、論点とおっしゃるから、

本庁の業務の見直し部分だけでもいいけど、そこは市長ならではの見方、やり方あ

たりができはしないかなと思うんですけど、どうですか。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 詳細についてはこれから検討していくことでありますし、それ

から、これからお話しすることはすべてさまざまな予算とか、そういったものと絡

んでくることでしょうから、必ずしもご回答になっているかどうか、私も自信もな

いし、必ずしもご質問の内容を正しく理解しているかもよくわからないんですが、

もし民間的な経験をした上でこれをどういうふうに考えるんだと。何か新しい軸が

あるのかと。そういうご質問かなと今受けとめていますけど、もし、そういうご質

問であるなら、このネットワーク化というのは当然進めるべきやり方であろうなと。

私はもし民間人だったらそういうふうに思います。 

 今、行政とちょっと違いますけど、民間というのは、支店を出すとか、営業所を

出すということは物すごくコストがかかるんですよ。大体営業所ですから、街中の
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いいところに置きますでしょう。そうすると、地代がかかる、家賃がかかる、人件

費がかかる、光熱費、すべてかかってくるんですね。今、世の中は全く逆に動いて

いまして、どうやったら支店をなくせるかという考えなんですね。で、ＩＴ化なわ

けですよ。しかし、これは私どもは行政でありますから、そういうふうなことだけ

で考えるべきではない。しかし、今言ったところは、行政サービスの質を落とさな

い限りは経費の削減策としては非常に意味のあることだと思います。ですから、

さっきのネットワークすることで機能を一体化すれば、別にどこの支所に来ている

とか、本庁に来ているとかとかかわりなく、ネットワークを通じて同じようなサー

ビスが受けられるようになるというのが、ある意味理想的な姿だと思いますね。 

 ただし、そこは高齢の方もいれば、転居して間もない方もいるというふうに、い

ろんな方がいらっしゃいますので、そこに対して相談機能というのをつけておくと

いうのは、これは必ず必要であろうなというふうに思っています。 

 今のまま、総合支所を残すことで、あとをどう設計するかということになります

と、実はそこに非常な非効率が生まれることになりかねないんですね。結局、意思

決定を全部総合支所の中で予算方針でやっていけるかというと、これから１４億円

ぐらい一本算定で減ってきますから、やはり全体経費をどうやって、全体予算をど

うやって効率的に運営するかという視点が必ず必要になりますので、そうすると、

そういうことができなくなるわけですね。ですから、今言ったようなネットワーク

化で機能の一体化というふうなやり方が大きな道筋としては解になってくるのでは

ないかというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） そのネットワーク化というものをちょっともう少し具体的

にお尋ねしたいのと、今までも総合支所の支所長には権限自体はしっかり預けてあ

りませんので、もう少し権限と予算を総合支所に預けることによって逆に効率化が

進むと私は考えます。集約して、本庁だけということでなくて、総合支所の権限も、

予算もつければ総合支所で済む話もいっぱいあるんですよね、小さい話は。だから、

それを非効率というか、その予算が減ってくるから、だから、それを本庁の中で十

分賄えるように進めるべきじゃないんですかと最初からずっと言っているのはそう

いうところなんですよね。総合支所は逆に充実させてくださいと。そこをもう一回

お尋ねしますけれども、ネットワーク化というのは、結局さっき言われているコン

ピューター化、ＩＴ化でそれぞれのつながりだけのことを言われているのか、私が

言うネットワークは、インフラの意味で言っていたつもりなんですけど、要は拠点



- 187 - 

となる総合支所をインフラで結ぶということで、この菊池市が進むんじゃないかな

というふうに考えていましたけど、市長が言われるネットワーク化のもう少し具体

的なことと、私が言う総合支所にきっちり権限と予算をつければ、それで効率化が

失われるというふうには思いませんけど、そこはどうですか。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今おっしゃったコンピューターというのは、今、インフラの一

体化を考えていらっしゃるとおっしゃっていますけど、それはどちらかと言えばイ

ンフラのほうなんですよ。私は先ほどから機能の一体化と申し上げているわけです

ね。端的に申しますと、４人家族がいたとして、まだだれも結婚していないと。４

人が別々の家に暮らすのと一体的に暮らすのと、それぞれ独立しているにしても、

どちらがお金がかかるかということは基本的な問いですね。その中で、どうしても

一つ一つに財布を持つようなやり方は、これはどうしても無駄が起きてきます。こ

れは必ずそうだと思いますね。だからこそ、私どもが合併したそもそものゆえんと

いうのがそこにあるわけであります。 

 それから、機能の一体化というのは、しかし、それによっていろいろな受ける

サービスの内容に差が出ては困るわけですから、さっきのインフラの一体化でコン

ピューターでつなぐことで、これはどこでやろうが同じ業務ができるようになりま

す。そのときの意思決定の仕方ですね。今までは４つの地域でそれぞれに意思判断、

意思決定することができたんでしょうけれども、これからは菊池市全体の中で、本

当の予算の効果とか、それから公平感、そういったものはやっぱり１カ所じゃなく

て、全体を見ないと絶対判断できないはずなんですね。そういう意味で、全体を見

るような仕組みを入れていかなければ、本当の意味の効率的で、かつ質の高いサー

ビスはできないんじゃないかというふうに私は考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） もう市長の考え方は、独特のことはないなというふうに感

じましたけど、一つで考えるとおっしゃるけど、やっぱりいろんな成り立ち、文化、

歴史がそれぞれあって、それぞれに特色があり、そうやった町、村が合併で一つに

なったと。一つになったから、一つでやっていくというようなお考えみたいですけ

ど、今、うちが１０年たって、それ以外のところでも合併後の検証として、やはり

一つにまとめることでどんどん周りの地域が衰退し、中心部だけになっていくとい

うようなところから、やはり支所、総合支所のあり方をもう一度考え直すべきじゃ
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ないか、合併した周りの町村は発展することはなくなっていくんですよね。だから

こそ、総合支所がしっかりと機能を果たすために充実させるべきであるし、本庁は、

この間全協でもちょっとお話が出たように、まず総合支所にもう少し市長、副市長

が足を運んで、総合支所の現状を見るなり、職員もそうです。職員のお話も出まし

た、あのとき。きちっと総合支所がどういう役割を果たしているのか。合併によっ

て総合支所がどういう今現状にあるのか。やはりそこをしっかり見ていただかない

と、ちょっと議論にならないかなと。どこまでもこのことについてずっときょう言

おうかなと思っていましたけど、また勉強して言いたいと思います。 

 次に移りたいと思います。 

 次に、福祉施策についてでありますけど、これは政務活動費を使って研修し、勉

強した中で、認知症というのがこれからどんどん社会問題化するというときに、対

応として、せんだっての養生園議会の中での一般質問で尋ねたときに、養生園での

検査項目は各市で決められていて、養生園で決めることはできませんと。そういう

回答を受けてしまいましたので、今回、この質問をすることになりました。 

 まず、認知症を早期に発見する。その手だてとして、福祉課にチェックリストと

いうようなものがあるそうで、その使い方と、今言いました養生園での検査項目で

すね、健康診断のときの、この検査項目にこのチェックリストあたりを使えないか

と。今、高齢者の交通事故とか、これは直接認知症とは別かもしれませんけど、そ

ういうのが多く発生している中で、これから免許更新あたりをするときに、かなり

厳しい現状が出てくるのかなというふうに思います。免許証を取り上げられること

は、せんだっての城議員だったですかね、一般質問でも出ていましたけど、取り上

げられたらそれはもう大変で、全然地域で生活ができていかないと。そういう現状

でありますけど、やはり交通事故を起こして人をはねたとなれば、もう家族も大変

なことになりますし、それでいや、もう返す前に、健康診断あたりで上手に発見で

きて、今、養生園にはサポート医師として芹川先生という方が来られましたので、

認知症の詳しい先生ですので、そういうことができないかということでまずお尋ね

したいと思います。 

○議長（森 清孝君） 健康福祉部長、木原雄二君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（木原雄二君） 皆さんこんにちは。それでは、工藤議員の質問にお答

えいたします。 

 まず１点目の認知症の早期発見のための施策といたしましては、高齢者の方が安

心・安全な暮らしのために、市民の皆様の目配り、気配りができるよう、高齢者地

域見守りネットワークを設立いたしまして、区長会、民生・児童委員連絡協議会、
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介護保険サービス事業所、医療機関、銀行、商店など、１４９団体に登録をしてい

ただいているところでございます。 

 この連絡会では、認知症への理解を深めるための研修会等を行っておりまして、

各団体からは認知症の疑いのある方に相談、情報提供をいただいているところでご

ざいます。 

 また、基本チェックリストの活用でございますが、地域包括支援センターでは、

６５歳以上の方を対象といたしまして、２５項目にわたります基本チェックリスト

を実施いたしまして、認知機能や運動機能等の低下による要介護状態になるおそれ

のある方を把握しているところでございます。 

 その中で、基本チェックリストの中の認知機能低下に関する３項目に該当した方

については、脳の活性化や心身の機能向上等を目的とした介護予防教室や、歯科衛

生士、あるいは管理栄養士による訪問事業、また、毎月実施しております「もの忘

れ相談」を案内しているところでございます。 

 ２点目の養生園の健康診断における検査項目につきましては、本市の健康診断は

各種がん検診と生活習慣病の検診を同時に複合検診として養生園で行っているとこ

ろでございます。生活習慣病に関する検診といたしましては、１９歳から３９歳を

対象といたしました生活習慣病検診、４０歳から７４歳の国民健康保険の方を対象

といたしました特定検診、７５歳以上を対象といたしました後期高齢者検診を実施

しているところでございます。 

 また、議員がおっしゃられました養生園には、かかりつけ医の研修や認知症診断

に関する助言及び地域包括支援センターへの協力などの役割を担っていただきます、

認知症サポート医師がいらっしゃいますので、今後の連携強化に努めたいと考えて

おります。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） この認知症についてなんですけど、高齢者の方だけでなく

て、若年性の認知症あたりもこれから見られるとなるときに、やはり健康診断を使

うというと変ですけど、健康診断の際にというのが一番いいのかなというふうに思

います。先ほど言いましたように、免許センターでの更新が厳しくなって、迫られ

てじゃなくて、なるべくスムーズに養生園で、今言われましたチェックリストの３

項目で診断なりがついて、もう一回来てくださいというようなお話ですと、受けた

方も行きやすいのかなと。私が知っている方で、ご夫婦なんですけど、奥さんがど

うもちょっと近ごろおかしいと。病院に行こうと言うけど、なかなか私は違うとい
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うて行かないらしいんですよね。それはご夫婦で相談されましたけど、そういう現

状だったり、今度は一人だとますます今度は引きこもって、全然表に出てこなくな

られるというようなことが心配されますので、どうにか養生園をうまく使ってとい

うか、養生園でそういうことができやしないかなというふうに思いますので、そこ

らあたりはどんなですかね。 

○議長（森 清孝君） 健康福祉部長、木原雄二君。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（木原雄二君） 基本チェックリストの実施につきましては、国のガイ

ドラインでは、従来の一斉配付ではなくて、介護保険高齢者福祉サービス等の申請、

相談に来られた方に実施するという方針が示されております。このため、今後は従

来のような介護予防の対象者の把握のために活用するというわけではなくて、相談

窓口において必要なサービスにつなげられるよう、本人の状況を確認するために用

いることとなります。 

 現在、健康診断の際には基本チェックリストを配付しておりませんが、ご提案の

ようにこれを実施することが可能なのか、あるいは有効性があるのかをちょっと検

討したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１０番（工藤圭一郎君） これで一般質問を終わります。 

○議長（森 清孝君） ここで１０分間休憩します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午後１時４４分 

開議 午後１時５３分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、坂本道博君。 

［登壇］ 

○３番（坂本道博君） こんにちは。議席番号３番、創成会、坂本道博です。それでは、

通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 私は、菊池市議会議員として、菊池市の皆様が公平に安心して生活できる環境づ

くりが大事であると日ごろより感じております。議員活動の中で、地域からの相談、

要望などさまざまな意見をいただいておりますので、それを踏まえ、今回の定例会

での質問とさせていただきます。 
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 まず初めに、第３回菊池米食味コンクールについて、次に、米・食味分析鑑定コ

ンクール国際大会について、最後に、道路整備について質問していきたいと思いま

す。 

 先月中旬に第３回目の菊池米食味コンクールが開催されました。ことしのコン

クールは、来年、菊池市で開催される第１８回米・食味分析コンクール国際大会の

プレ大会として菊池市総合体育館で行われております。一昨年、昨年の開催とは会

場が変わったことにより、本番を意識したスケールの大きな大会であったと感じま

した。コンクールでは、郷土料理であるのっぺ汁やおにぎり、きなこ餅の提供もあ

り、大会に参加した農家や審査員などの関係者へのおもてなしが見えたすばらしい

コンクールでした。 

 また、今回のコンクールでは、昨年まで１０名であった表彰が３０名にすそ野を

広げられ、生産農家のコンクール参加への意識を促すなど相当工夫されていました。 

 さらには、上位農家を表彰するだけではなく、表彰農家と米取り扱い業者と、１

俵２万円を超える価格での販売契約、調印式が行われるなど、農家の関心と参加意

欲を意識したコンクールとなり、江頭市長の公約である儲かる農業が実践できたコ

ンクールであったと参加農家からも満足の声が多数聞かれました。私も生産農家と

して満足しております。 

 さて、それでは、第３回菊池米食味コンクールの取り組み成果をお聞きしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 平成２５年度より、菊池米のブランド化と販路拡大を目的といたしまして、菊池

米食味コンクールを開催しておりますが、これまでの出品米につきましては、第１

回大会が６２検体で、第２回大会が１５８検体でございました。本年度、第３回大

会は、平成２８年度に開催いたします第１８回米・食味分析鑑定コンクール国際大

会のプレ大会といたしまして、熊本県内の生産農家も含めて募集を行ったところ、

県内の農家より、生産者農家より１１８検体、それに本市生産農家より２９５検体、

その他オープン参加といたしまして、九州各県の生産農家より１１９検体、合計の

５３２検体が出品されたところでございます。今回の大会では、米づくりの全国名

人として、全国的に活躍されております山形県の遠藤五一さんを菊池米の水稲栽培

技術指導員にお迎えし、食味向上に関する技術研修会などの取り組みを行ったとこ

ろ、生産農家の食味計測の最高点が、昨年の８６点から８９点に躍進するとともに、

出展されたお米の平均スコアにつきましても、昨年の７２．９点から４点以上も更
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新いたします７７．３点という好成績につながったところでございます。 

 また、先ほど議員おっしゃられましたとおり、今大会の上位入賞者の方々のお米

につきましては、東京府中市の米穀店との商談におきまして、玄米１俵当たりが２

万円から２万５，０００円の高価格にて９０俵分、１９６万円の取引が成立したと

ころでございます。 

 現在、東京都内の三越百貨店、高級スーパーのクイーンズ伊勢丹全２０店舗での

店舗販売及び福岡老舗百貨店岩田屋のお歳暮ギフトとして菊池米が販売されている

ところでございます。 

 なお、菊池米の販路拡大につきましては、府中の米穀店を初め、岩田屋や三越伊

勢丹百貨店の食品統括部米取り扱いバイヤーなどと、今後のお中元ギフト商戦での

取り扱いに関する商談を行っているところでございます。 

 何より菊池米食味コンクールを開催することで、生産農家の皆さんのおいしい米

づくりに対する意識が変わり、その結果、品質の向上や所得の向上につながってき

ているものと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○３番（坂本道博君） ありがとうございました。非常に大きい成果であったと私も感

じました。販売先だけでなく、何よりも生産者の米づくりへの意欲、意識が変わり、

品質の向上による菊池米ブランド化が達成されつつあると感じております。 

 さて、コンクールは３回目を数えました。日本のことわざで「継続は力なり」と

ありますが、これは続けることの重要性、地道に成果を積み重ねることにより、大

きな事業を達成できるなどの意味合いがあります。 

 さて、七城米については、私は菊池を代表するブランドと言えると思います。七

城米については十数年前に七城町銘柄米センターが設立され、品質にすぐれたおい

しい米づくりを目指していました。その一環として、日本穀物検定協会の最高評価

である特Ａ獲得を目標に、特Ａプロジェクトを計画されました。ＪＡと行政が一体

となり、平成１９年より特別栽培米づくりへの変換を普及、推進され、平成２０年

度産米より７年連続で特Ａを受賞しております。私は以前に七城米麦部会に所属し

ており、七城米の普及推進に参加させていただいておりましたが、現在、菊池市の

水稲栽培技術指導員である遠藤五一さんとも数年前よりおつき合いさせていただき、

さまざまな技術指導をいただいております。 

 つい先日、１２月上旬ですが、テレビを見ておりましたが、日曜午後７時からの

ＴＯＫＩＯのＤＡＳＨ村、「新男米」の米づくりの技術指導を遠藤さんがされてお



- 193 - 

りました。全国区の米づくり名人から栽培指導をしていただいているわけです。 

 先ほどの食味スコア好成績も遠藤さんからの技術指導がかなり影響していると感

じております。来年は全国、海外から５，０００を超える出品米と数千人の方が菊

池市にお越しになる第１８回米・食味分析鑑定コンクール国際大会が開催されます

が、米どころ菊池を広くアピールするためにも、多くの出品米があり、生産者の食

味に対する意識が強まっている菊池米食味コンクールにおいては、本年同様にぜひ

とも継続して開催すべきだと感じておりますが、いかがでしょうか。江頭市長、お

答えください。よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま坂本議員のほうから、みずからも参加されたこの菊池

米コンクール、それから、全国のコンクールですね。大変よかったというご評価を

いただいているということをお聞きしまして、大変私もうれしく思っております。 

 そういう意味で、今、部長からも報告しましたように、非常に成果につながって

おります。三越さんほか有力バイヤーへの露出ができて、きちんとした販路につな

がったと。また、こういう３回の取り組みが、実は全国大会を菊池で開催していた

だけるということにもつながったわけでございますし、何よりご指摘のとおり、農

家の方が非常に挑戦意欲を燃やされまして、実際にそれが食味値のアップに数字と

してもきちっと上がってきていると。それがまた全国大会の金賞にもつながったと

いうことで大変理想的な進展の仕方をしているということで、大変私もうれしく思

います。また、そのほかにも実は菊池基準という取り組みと、この菊池米食味コン

クールということの相乗効果で、環境王国という日本にまだ１４自治体しかない非

常に厳選された一つのブランドを頂戴することができたというふうな副次効果も

あって、大変やってよかったなと思います。 

 今ご指摘のように、「継続は力なり」であります。また、金賞をとったからもう

お休みしていいんだということは決してありません。ですから、やはり引き続きご

努力いただくと同時に、これからの課題としてはさらに地域をですね、七城の方が

非常に今出品が多いんですけれども、菊池市内のほかの地域もぜひどんどん広げて

いただきたい。それによって、出品点数ももっともっとふやしていきたい。そうい

うことのために、いましばらくこの菊池米食味コンクールも皆様のご協力をいただ

きながら、続けていきたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 坂本道博君。 

［登壇］ 
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○３番（坂本道博君） 環境王国１４番目ということであります。私たち生産農家も環

境王国ブランドということで、有利な販売につなげていきたいと思います。 

 次に、米・食味分析鑑定コンクール国際大会についてお聞きします。 

 さて、平成２８年には、全国、海外の米生産者が一斉に集まり、５，０００点を

超える出品がある、第１８回米・食味鑑定コンクール国際大会が菊池で開催されま

す。菊池米の付加価値を高めることと地域活性化を行う上で、大変重要な大会にな

ると考えております。 

 私は先月、１１月２２日、２３日に石川県小松市の第１７回国際大会に参加させ

てもらいました。参加出品米は５，０００を超え、大会参加者も数千人に上る国内

最大のお米の祭典でありました。既に新聞紙上で、七城町の２名の方が金賞を授与

されたことはご存じだと思いますが、菊池米にとっては米どころ菊池の地名度、Ｐ

Ｒ、価格効果など大きな成果であったと思いますが、市長を初め職員の方、ＪＡ組

合長も参加されましたが、改めてここで菊池米の出品成果をお聞きしたいと思いま

す。よろしくお願います。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、第１７回の米・食味分析鑑定コンクール国際大

会での成果について、お答えいたします。 

 この大会につきましては、海外を含め、全国からえりすぐりのお米５，１１９検

体の出品があり、まさにお米の世界一を決める大会でございます。本年５月には菊

池米ブランド推進協議会を設立し、国際大会の最高評価である国際総合部門の金賞

獲得を目指して、先ほども述べましたが、山形県の遠藤五一さんを迎え、食味向上

に関する取り組みなどを行ってきたところでございます。第３回菊池米食味コン

クールに出展された食味値スコア８５点以上のお米１５検体を協議会で推薦し、国

際大会に参加したところでございます。 

 その国際大会で最も権威のある国際総合部門において、七城町瀬戸口地区の古閑

正光さんのお米が、九州で初めて金賞を受賞されました。 

 また、都道府県部門では菊池米ブランド化研究会会員の七城町元村区の堀田英臣

さんのお米が最高評価の金賞を受賞されたところでございます。 

 お二人の受賞により、全国における菊池米の知名度がアップし、視察の申し込み

や米の取り扱い業者、バイヤーなどからの高価格での取引の問い合わせが来ている

状況でございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 坂本道博君。 
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［登壇］ 

○３番（坂本道博君） ありがとうございました。さて、来年開催の第１８回米・食味

分析鑑定コンクール国際大会は、ＴＰＰや３年後の減反廃止を見据えた上でも、菊

池米の付加価値を高めておく上で大変重要な大会になると考えております。地域活

性化という面でも、大会期間中の宿泊者は１，０００名を超え、菊池市への経済効

果は相当なものだと感じております。また、菊池渓谷などを観光する方もかなり多

くなるため、癒しの里菊池の知名度も一気に上がってくると思います。大変喜ばし

いことです。大会に参加した方が毎年のように菊池に訪れてくれることを期待した

いものです。 

 さて、大会を誘致した市長には本当に感謝しております。農家は毎年の恒例行事

として米づくりを行うのではなく、おいしい米をつくるにはどうすればよいか、改

めて感じることができたのではないかと思います。市長が大会に向けた準備を進め

る中で、国際大会での主役は私たち農家であると改めて感じました。では、主役で

ある菊池の農家は何をすべきか、生産農家は米どころ菊池、菊池米、七城米を全国

にとどろかせたいと思っています。 

 農家にとっては栽培期間が長期間となる米づくりは、その他農作物の栽培管理の

基礎となっており、良食味の米づくりは硝酸態窒素問題のこれからの解決策にもつ

ながっていくものだと思います。 

 この大会について何度も質問を重ねておりますが、国際大会の成功に向けた取り

組みに関しては、今まで以上の米づくりに関する強化対策が必要になると思います

が、いかがでしょうか。また、関係機関との連帯も重要になってくると思います。

来年開催の第１８回大会に向けた取り組みと関係機関との連帯、今後の対応につい

てお聞きします。よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 平成２８年度、本市で開催いたします第１８回米・食味分析鑑定コンクール国際

大会は、本年度は石川県小松市で開催されて、５，１１９検体を超える過去最高の

参加を見込んでおります。国際大会の取り組みにつきましては、昨年、青森県田舎

館村で開催された第１６回大会へ職員を派遣し、運営方法や必要経費などの調査を

行い、大会成功に向け取り組んでまいりました。 

 また、本年１１月には石川県小松市で開催された第１７回大会へ、市長を初めＪ

Ａ菊池組合長などが参加し、大会本部の体制、会場の展示、設営、生産農家の方々

の意気込みなどを視察してきたところでございます。 
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 来年度の大会に向けては、早速、県、ＪＡ菊池など、関係団体と準備を進めてま

いりたいと考えております。 

 菊池米につきましては、第１７回大会において国際部門と都道府県部門におきま

して、最高評価の金賞を獲得したところでございますが、引き続き、平成２８年度

におきましても、生産農家の皆さんとともに栽培技術を探究し、菊池米のさらなる

レベルアップに努めてまいりたいと考えております。 

 国際大会は、米どころとして「環境王国、癒しの里菊池」を全国にＰＲできる絶

好の機会でもございます。県、ＪＡなどの関係機関、団体と市内生産農家の皆さん

にもご支援、ご協力をいただき、大会の成功と引き続き金賞獲得に向けた取り組み

の強化を行ってまいります。 

 さらに、運営についても、第１８回大会の共同主催者でございます米・食味鑑定

士協会との連絡調整も緊密に行っているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○３番（坂本道博君） ありがとうございました。おいしくて、安心・安全な米づくり、

野菜づくりは私が就農したときからの目標であります。 

 さて、私たち農家は米づくりに関しては、多くの方がプロ意識を持って取り組ん

でおられます。しかし、販売に関しては、正直、誰しも苦手であると思います。農

家で営業力のある人はごくわずかです。現状の米相場の改善には消費力も必要にな

ると感じており、菊池米のブランド化は課題でありますが、来年の国際大会はブラ

ンド化に向けた、よききっかけになると感じております。七城地区の七城米は、菊

池米の中でも地域ブランドとして確立され、消費者からも高い評価を受けておりま

す。それは生産農家やＪＡを初め、関係者の米づくりに対する前向きな取り組みが

あって、現在の地位を築けたと思います。菊池米についても、できないことはない

と私は思います。 

 さて、来年の国際大会を、今後における菊池米販売策の確保についてどのように

お考えであられるかお聞きします。よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今回のコンクール、第１８回のコンクールを販路拡大にどうつ

なげていくかというご質問かと思います。この１７回目の、ことしの国際大会だけ

をとっても、大変ＰＲ効果がございまして、その前の菊池米コンクールのときにも

３回を重ねてきたということで、実はバイヤーさんのほうからあらかじめ青田買い
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で三越本店で入賞米を売りたいと、値段はかくかくしかじかであるという非常にい

い値段もつけていただいたということで、大変既に露出効果は出ていたわけですけ

れども、国際大会となりますと、もうこのＰＲ効果は格段に違うなということを感

じたところでございます。 

 うれしい悲鳴としましては、金賞米についてはほとんど瞬間蒸発に近い形でござ

いますが、私はこの金賞の方は自分のご努力の後、しっかりとリターンの形で果実

を吸収していただくということは当然でありますけれども、私の立場から、ぜひこ

の露出が非常に高まったことを利用して、七城米はもとより、菊池米全体に対する

ブランドイメージというものにつなげていきたいというふうに考えています。 

 この金賞をとったということと、それから、環境王国ですね。これも非常に消費

者にとってはすばらしいイメージが重なりますので、これを使って全体イメージ

アップに使っていきたい。したがって、菊池何々とつけば、お米もそうですし、い

ろんな野菜等についても一つのイメージが確立していけるように、この機会を大き

なチャンスとして、ＪＡさんとも連携を図りながら大いに活用していきたいという

ふうに思っております。 

 また、さらには、この農産物の販売ということだけではなくて、市の全体的な販

売力アップといいましょうか、観光物産も含めて、菊池渓谷や水のイメージを、こ

のおいしいお米と重ね合わせて菊池を売り込む本当に絶好のチャンスだと思います

ので、ぜひ欲張ってこの機会を大いに活用していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○３番（坂本道博君） ありがとうございました。菊池米のブランド化のためには、辛

抱強く継続した取り組み、特に菊池米食味コンクールは貴重な取り組みになってい

くと考えております。小松市での大会では、江頭市長の頑張ろう三唱が全国の農家

の心に響きました。あの光景は市長の目にも焼きついていることと思います。市長

みずからが頑張るといった光景は、菊池米ＰＲと生産農家への米づくりの取り組み

への応援メッセージになるのではと考えております。 

 いかがでしょうか、前回も提案しましたが、来年はぜひ市長、米づくりの体験を

してみてください。時間の都合がつくようでしたら、私の田んぼで種まきから田植

え、稲刈り、やごろといった米づくりの体験をしてみたらどうでしょうか。忙し

かったらやごろだけでも結構です。貴重な経験となり、食に携わる農家がいかに重

要なものか、そのほかいろんなことを感じられると思います。 
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 江頭市長、私からの提案ですが、いかがでしょうか。一言でお答えください。よ

ろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ぜひ喜んでお願いをいたしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（森 清孝君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○３番（坂本道博君） ありがとうございました。江頭市長の心意気が伝わりました。

一緒に金賞をとりに行きましょう、よろしくお願いします。 

 次に、道路整備について質問いたします。 

 七城、辛川鹿本線の整備進捗状況についてお聞きします。 

 県道辛川鹿本線は、菊陽町辛川から合志市、そして泗水町、七城町を通り、山鹿

市来民までを通じる通勤、通学、産業、生活の基幹道路であります。七城町南地区

を縦断する最重要路線であります。 

 現在、山鹿市から七城町上橋田区の手前までは拡幅工事が完了しており、上橋田

区から内島区までが未整備の状態です。この区間は道幅の狭いところもあり、安全

上も利便上もバイパス道路が必要ということで、バイパス道路の計画要望がその地

域の協議で決まりました。その後、何度も要望されてきましたが、１６年間進まな

いままです。現在の進捗状況についてお聞かせください。よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） それでは、県道辛川鹿本線の整備方針ということで聞き取

りをしてまいりました。内容につきましては、事業主体である県広域本部土木部に

確認しましたところ、県道辛川鹿本線の上橋田区から内島区までの区間につきまし

ては、バイパス計画で事業を進めてきたところでございますけれども、計画区間の

用地の取得が極めて難しくなったことから、事業が長期化しているところでありま

す。そのため、改めて計画を検討し、早期に地元説明会を行う予定であるという回

答でございました。状況につきましては、私たちも十分把握しているところでござ

いまして、要望を続けていきたいと考えております。 

以上、報告させていただきます。 

○議長（森 清孝君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○３番（坂本道博君） ありがとうございました。平成２６年度の市長の施政方針でも、
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辛川鹿本線の整備を県に要望してまいりますとの答弁をいただいております。バイ

パス等を含めまして、児童の通学路の安全確保が最重要でありますので、早期の着

工を市のほうからの要望よろしくお願いしたいと思います。 

 これで一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（森 清孝君） 以上で本日の一般質問は終わりたいと思います。 

 あすも引き続き一般質問となっております。 

 本日はこれで散会します。全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

──────────────── ○ ──────────────── 

散会 午後２時２６分 
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○議長（森 清孝君） 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

──────────────── ○ ──────────────── 

午前１０時００分 開議 

○議長（森 清孝君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 日程に先立ちまして、１２月８日の荒木議員の一般質問の中で

資料提出の要求があっておりました。その資料については、お手元に配付しており

ますので、ご確認を願います。 

日程第１ 一般質問 

○議長（森 清孝君） それでは、日程に従いまして、日程第１、一般質問を行います。 

 初めに、猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） 皆様おはようございます。猿渡美智子です。通告に従いま

して質問いたします。 

 まず初めに、子どもの貧困対策についてお尋ねいたします。 

 ６月議会で泉田議員もこのことについては取り上げられましたし、日本における

子どもの貧困が社会問題となっていることは、皆様ご存じのとおりであります。子

どもの貧困率１６．３％、６人に１人の子どもが貧困の状態という報道は、たびた

び目にします。菊池の現場の先生からも生徒の家に通っているうちに、週に１回し

か風呂に入っていないということがわかったとか、１日のうち、給食だけが真っ当

な食事になっているという話を聞きます。 

 このような状況の中、昨年１月に子どもの貧困対策法が施行され、昨年８月には

具体的対策を定めた大綱もつくられました。ですが、子どもだけが独立して貧困で

あるはずもなく、子どもの貧困の背景にあるのは、大人の貧困、とりわけ女性の貧

困、ひいては雇用の問題であり、その解決なしに子どもの貧困の解消はあり得ませ

ん。しかし、緊急の対応として、今回は教育に絞ってお尋ねいたします。 

 子どもの貧困対策大綱には、その基本的方針に子どもの貧困の実態を踏まえて対

策を推進するとあります。また、教育の支援では、学校を子どもの貧困対策のプ

ラットホームと位置づけて、総合的に対策を推進すると述べられています。確かに

学校は、子どもの情報が集まりやすいところです。市が子どもの貧困についての調
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査はしておられないということは、６月の泉田議員への答弁で承知しています。と

りたてて調査をするということでなく、学校でつかんだ情報を生かすという意味で、

教育委員会では子どもの貧困について、どのように実態を把握し、どのような対策

を講じられているのか、お尋ねします。 

 ２点目は、貧困対策の一つである就学援助についてです。 

 昨日の東議員の質問と重なることになりましたが、つまり、これは子どもの貧困

対策法という看板を掲げても、実際に打てる具体的手だてが現状として少ないとい

うことではないかと思います。 

 子供の貧困対策大綱にも、具体的対策の一つとして、就学援助の適切な運用、き

め細かな広報等の取り組みを促し、各市町村における就学援助の活用充実を図ると

あります。経済的理由により、子どもを学校へ通学させることが困難な家庭に対し

て、就学費用の一部を援助する、この制度の菊池市における対象者は、６月の泉田

議員の質問に対する答弁では５５５人となっておりましたが、昨日の東議員の答弁

の中ではさらにふえて、たしか５５６人という数字だったと記憶しておりますが、

さらにふえているということもわかりました。 

 たくさんの家庭がこの制度に助けられているわけですが、就学援助は、生活保護

を受けている家庭以外では、みずから申請しなければ受けることができませんから、

保護者へのお知らせがとても大切です。この制度の保護者への周知方法と、どのよ

うな援助の中身なのか、支給される援助費の費目をお尋ねいたします。 

○議長（森 清孝君） 教育長、原田和幸君。 

［登壇］ 

○教育長（原田和幸君） 皆様おはようございます。猿渡議員のご質問にお答えしたい

と思います。 

 まず、子どもの貧困の実態の把握と対策につきましては、各部署においてそれぞ

れに実態を把握し、その対策を講じながら、子どもの貧困対策を総合的に推進して

いるところでございます。 

 その中で、議員ご質問の１点目の学校教育の状況についてお答えします。 

 教育委員会では、学校教育法第１９条において「経済的理由によって、就学困難

と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を

与えなければならない」と規定されておりますために、要保護、準要保護就学援助

制度により、経済的理由によって就学困難と認められた児童・生徒の保護者に対し

まして必要な費用を支給しております。 

 その実態の把握につきましては、要保護者については、福祉課との連携により、

その実態を把握しております。 
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 また、準要保護者に対しましては、就学援助制度を小学校、中学校の保護者へ周

知し、就学援助を申請してもらうことで把握しております。 

 ２点目の就学援助に関する保護者への周知方法及び支給費目につきましては、ま

ず、保護者への周知方法は、小・中学校在籍の保護者へは、毎年１月ごろに学校を

通じて、全児童・生徒の家庭へお知らせのプリントを配布しています。翌年度、小

学校に入学予定の子どもさんの保護者へは、例年、１０月から１１月にかけまして、

これは小学校入学の予定の子どもさんの保護者に対してですが、１０月から１１月

にかけて行う就学時健康診断の保護者説明会の中で、まず、保護者説明会の中で周

知をしまして、そして、入学式の後とかＰＴＡ総会の折にプリントを配布しており

ます。 

 また、学校からも家庭の状況に応じて適宜保護者へ周知いただくようにしており

ます。転校生とかがあったときには、その転校生にも必ずこういう制度が菊池市で

はありますということをお伝えしております。 

 そのほかにも、「広報きくち」と市のホームページに掲載して、広報しておりま

す。 

 次に、支給費目につきましては、要保護者へは、生活保護費に含まれていない修

学旅行費及びトラコーマ、結膜炎、中耳炎等の学校保健安全法に定める疾病の医療

費の実費を支給しております。 

 また、準要保護者へは、要保護者と同じく、修学旅行費、医療費の実費と国の補

助金単価に準じて、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、学校給食費を支

給しているところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（森 清孝君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） ありがとうございました。 

 １点目の子どもの貧困の実態ということにつきましては、学校の先生方は情報を

キャッチするアンテナの役割を果たしておられると思います。私も学校現場にいた

ときに、ああ、この家庭はきつそうだなと感じることがありました。そんなとき、

子どもに一定の配慮をしたり、保護者の方へ就学援助制度の利用を進めたりするこ

とはしておりましたが、そこで終わりがちでありました。今考えると、福祉の制度

や機関につなぐこと、現在の菊池市で言えば、子育て支援課や、くらしサポートセ

ンターなどと連携することが必要だったと思います。それが貧困対策のプラット

ホームとしての学校の役割だと思います。 

 現場の先生方は、子どもたちの生の実態を知っておられます。その情報を貧困対
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策に生かす連携のシステムを今後つくっていかなければならないのではないでしょ

うか。そのときに必要なのが、キーパーソンとなるスクールソーシャルワーカーで

あると思いますが、このことについては後の質問でまた伺います。 

 ２点目の就学援助については、先ほどの教育長の答弁からも、これが教育委員会

の貧困対策の柱だということがわかりました。全国的に見ると、入学のときにしか、

制度の案内プリントを配らない自治体もまだある中で、菊池市では先ほど教育長が

述べられたように、毎年プリントを配られていることや、広報やホームページを

使っての広報にも努力されていることは大変大事なことであると思います。 

 しかし、プリントを配ったからと情報が伝わっていると思ってはならないという

ことは、教員時代の教訓です。実際には保護者の手元にまで届いていなかったり、

届いていても読まれていなかったりするのも珍しくありません。教育長が述べられ

たように、就学時健診とか入学説明会とか、直接保護者へのお話にも、これからも

努力していただけたらと思います。入学準備会での話を聞くと、入学する学用品な

どの説明もあります。親は、ああ、あれも買わなん、これも買わなんと、頭の中で

そろばんをはじきます。そのときに教育委員会から就学援助の説明があるというこ

とは、大変いいことだと思います。 

 ついでに言いますと、そのときに申請用紙を配付していただければ、昨日、東議

員が言われた入学準備のお金が入学に間に合う、生きた支援になるのではないかと

も思います。 

 また、案内のプリントも読ませていただきましたが、保護者の中には、外国ルー

ツの方など、日本語の読み書きが得意でない方もおられますので、配布するプリン

トの説明を、できるだけ平易な、わかりやすい文章にしていただきたいと思います。

必要としている子どもたちに援助が届くような配慮をお願いします。 

 就学援助の費目については、再質問をいたします。 

 準要保護家庭に対する就学援助は、三位一体改革で２００５年に国庫補助から外

されて一般財源化され、認定基準や援助の対象となる費目は、自治体によって差が

出ています。子どもの貧困対策と言うのなら、国庫補助もぜひ復活させるべきだと

思いますが、今はそのことは置いておきます。 

 先ほど菊池市での対象費目はお答えいただきましたが、国が単価を定めた就学援

助費の費目の中で、菊池市ではＰＴＡ会費と部活動費が援助の対象となっておりま

せん。近隣で言うと合志市では部活動費とＰＴＡ会費も援助されています。子ども

の貧困対策法が施行され、就学援助の充実が求められている現在、この２つについ

ても、ぜひ実施するべきではないかと考えます。 

 特に中学校では、部活動にかなりの費用がかかります。市内幾つかの中学校で聞
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いたところ、入部の際に、どの部活でも一斉に支払う入部費が４，０００円から５，

０００円、それぞれの部活ごとに支払う後援会費が月に１，０００円から２，００

０円程度かかるということです。そして何より、個人負担になるユニフォームや、

靴、ラケットやグローブなどといった用具費が、かなりの高額であるということで

す。 

 経済的な理由で部活に入れない生徒もいると聞きました。私のかつてのパートの

仲間は、子どもに部活動させたいからと、昼間の仕事以外に夜のコンビニでの仕事

を入れて、ダブルワークで頑張っていました。そんな親御さんもいます。もちろん、

部活は任意です。やりたくない子はやらなくていい。しかし、部活動が中学生活に

大きなウエートを占めているのも確かです。私も教員時代に親の育児放棄が原因で

転校してきて、授業中おもしろくないと言って教室に寝そべっていた子が、部活動

に生きがいを見出していった様子や、子どもたちが卒業後もずっと部活の仲間とつ

ながっている様子などを見てきました。菊池市の学校教育の重点努力事項にも、文

武両道として、運動部活動の推進がうたわれています。 

 さらに言えば、部活動での成績がその後の進路につながることもあります。貧困

は、その道も閉ざすことになります。そこまででなくても、経済的に厳しい子ども

たちは、高校生になれば、アルバイトに精を出すことも珍しくありませんから、中

学時代が部活動の最後のチャンスになることも多いでしょう。部活動は教職員に

とっては、過重負担の要因であり、現在は社会体育への移行後の過渡期にあります。

移行後のことは、今後の検討課題としていただくとして、今現在、本当は部活に入

りたいのに、諦めている子どもや苦労している保護者の助けになるように早急に対

応すべきではないでしょうか。 

 国が定めた部活動費の補助単価は、中学校で２万９，６００円、ＰＴＡ会費の補

助単価は４，１９０円です。部活動費の全てを賄える額ではありませんが、それで

も大きな助けになるのではないでしょうか。ＰＴＡ会費と部活動費を就学援助の対

象とする考えはおありでしょうか。 

○議長（森 清孝君） 教育長、原田和幸君。 

［登壇］ 

○教育長（原田和幸君） まず、就学援助制度の周知につきましては、今、議員のほう

からもありましたけれども、よりきめ細やかな配慮をしていきたいというふうに思

います。 

 就学援助の費目にＰＴＡ会費と部活動費を新たに加えることができないかという

ご質問につきまして、まず、県内１４市の状況を申し上げますと、ＰＴＡ会費、部

活動費、どちらも２つの市が支給をされているという状況でございます。教育委員
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会としましては、この２つを新たに加えることにつきましては、他市の状況を引き

続きしっかり精査をしながら、慎重に見きわめていきたいというふうに思います。 

○議長（森 清孝君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） 就学援助の中の部活動費は、全国的に見れば、確かにまだ

２０％ちょっとの自治体しか支給をしていないというのは事実であります。しかし

ながら、逆の見方をすれば、もう既に２割の自治体では、支給をしているというこ

とでもありますし、子どもたちの貧困がこれほどの問題になっている現在において

は、ぜひとも前向きに検討をお願いしたいと思います。 

 次の質問は、先ほど少し言いましたが、スクールソーシャルワーカーについてで

す。 

 スクールソーシャルワーカーは、複雑化する子どもの問題に対応するためとして、

２００７年に文部科学省のモデル事業が始まり、２００８年に熊本県も各教育事務

所に配置をいたしました。 

 きょうの熊日新聞に、スクールソーシャルワーカーに関する記事が出ておりまし

たので、切り抜いて持ってまいりました。スクールソーシャルワーカー、頭文字を

とって、このごろではＳＳＷというふうに略して言われることもあります。お読み

になった方もおられるとは思いますが、少し読ませていただきます。 

 スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の役割とは、ということで、日本学校ス

クールソーシャルワーク学会理事の岩永さんという方にインタビューがしてありま

した。 

 「教育現場でスクールソーシャルワーカーが注目されています。どんな役割を担

うのでしょうか」という問いに対して、「虐待やいじめ、不登校、発達障害、家庭

の貧困といった問題について、子どもを中心に支援するのがスクールソーシャル

ワーカー。子どもたちがみずからの力を取り戻せるように働きかけること、エンパ

ワーメントに力点を置くのが特徴だ。川でおぼれ、流されてきた人を直接助けるこ

とはもちろん大切だが、スクールソーシャルワーカーの役割は、なぜおぼれる事態

になったのか、上流まで足を運び、根本的な改善策を考えることである」。 

 「具体的には」という問いに対して、「いじめや不登校の背景には、子どもたち

が発するＳＯＳが隠れている。苦しい状況を受けとめ、どんな要因が絡んでいるの

か一緒に考え、対応する。例えば、友人関係のトラブルで当事者に発達障害がある

とわかった場合、医療機関や特別支援教育につなげるなどの対応がある」というよ

うな内容でありました。 

 導入から７年、スクールソーシャルワーカーのニーズは、ますます高くなってい
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ます。いじめ不登校対策としてだけではなく、子どもの貧困対策大綱にも先ほど述

べましたように、学校がプラットホームの役割を果たし、相談体制を充実するため

に、スクールソーシャルワーカーの配置を進めるということが上げられています。 

 文部科学省は、来年の通常国会でスクールソーシャルワーカーを学校に必要な職

員として位置づけるための学校教育法など、関連法の改正を目指していますし、平

成３１年度までに全ての中学校区にスクールソーシャルワーカーを配置することを

目標に掲げました。 

 そこで、教育長にお尋ねいたします。子どもの抱える問題の一つであり、スクー

ルソーシャルワーカーがかかわられることが多いのが不登校であります。 

 １点目に菊池市の不登校の状況はどうなっているのか、昨年度と今年度の様子を

お尋ねいたします。 

 ２点目は、菊池教育事務所にも県から配置されたスクールソーシャルワーカーが

３人で２市２町を担当されているわけですが、菊池市におけるスクールソーシャル

ワーカーの活動状況についてお知らせください。 

 ３点目に、教育長としては、スクールソーシャルワーカーの必要性をどのように

捉えておられるのかを伺いたいと思います。 

 以上、３点お願いいたします。 

○議長（森 清孝君） 教育長、原田和幸君。 

［登壇］ 

○教育長（原田和幸君） １点目の菊池市内の小・中学校の不登校の状況につきまして

は、まず、平成２６年度末の状況では、欠席３０日以上の不登校児童・生徒は、小

学生が６人、中学生が４１人、計４７人でございました。また、欠席２０日以上の

不登校傾向児童・生徒数は、小学生が１人、中学生が３人の合計４人でした。 

 次に、本年度１０月末現在の状況では、不登校児童・生徒数は小学生６人、中学

生２５人の合計３１人です。また、不登校傾向の児童・生徒数につきましては、不

登校傾向というのが、本年度から早期に手を打つということで、欠席１０日以上を

不登校傾向とするというふうになりましたものですから、小学校が４人、中学生が

１３人の合計１７人となっております。 

 ２点目の本市におけるスクールソーシャルワーカーの活動状況につきましては、

本市では、菊池教育事務所に在籍しておりますスクールソーシャルワーカーを派遣

いただいております。その派遣件数についてお答えします。 

 平成２６年度実績が２５件、平成２７年度の１１月末時点で３２件となっており

ます。本市からの派遣要請に対して、今のところ、全て対応いただいているという

ところでございます。 
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 最後に、本市がスクールソーシャルワーカーの必要性をどう認識しているのかと

いうことでございますが、現代の児童・生徒にはいじめ、不登校などの従来のそう

いった問題行動だけではなくて、発達障がい、虐待、家庭の貧困、保護者の教育方

針など、福祉的な視点を必要とするさまざまな問題が複雑に絡んでいることが多く

て、現場の教職員だけの対応では限界があるのが実情です。 

 そういう状況の改善、解消のためには、福祉や医療の専門機関との関係をコー

ディネートして、対象児童・生徒の置かれている環境に働きかけていく福祉の専門

家としてのスクールソーシャルワーカーの役割は大変大きいものがあり、その効果

を考えると、スクールソーシャルワーカーは必要であるというふうに認識をしてお

ります。 

○議長（森 清孝君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） はい、ありがとうございました。 

 今の答弁の中で、去年で言えば、５１人のお子さんが不登校、あるいは不登校傾

向、ことしも既に現段階でそれに近い数の子どもさんたちがそういう状態にあられ

るという実態がわかりました。 

 そして、そのことについて、そのことばかりではないかと思いますが、スクール

ソーシャルワーカーさんが去年もことしも活躍していらっしゃる。去年に比べると、

今の時点で既にかなりの件数、上回ってかかわっていらっしゃるという実態もわか

りましたし、その役割がとても大きいということを教育長が認識されているという

のもわかりました。 

 私が今回の質問に至りましたのは、６月にスクールソーシャルワーカーを囲んで

の学習会に参加をする機会があったからです。スクールソーシャルワーカーの方々

の相談役として、スーパーバイザーという立場の方がおられますが、お一人は、県

のスーパーバイザー、お一人は熊本市のスーパーバイザーでした。そのうちのお一

人の、きょうの新聞に載っていた岩永さんとお会いしてきました。 

 お二人の話から、先ほど教育長も言われましたように、子どもたちの問題が虐待、

ネグレクト、発達障がい、あるいは貧困というような社会問題と絡んで、本当に複

雑化していること、その中でスクールソーシャルワーカーの方々がいっぱいいっぱ

いの仕事をしておられることを強く感じました。菊池はどうなんだろうと思ったの

が出発点です。 

 話の中で、山江村が村の予算でスクールソーシャルワーカーを配置していると聞

き、私の感覚では、子どもの数も少ないし、のどかそうな印象を持っていましたの

で、必要性があるのだろうかと、とても意外でした。 
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 そのころ、宮崎に行く用件があり、帰りに山江に寄らせてもらって、山江村教育

長のお話を聞くことができました。山江村教育長は、次のように話をしてください

ました。 

 「よそから見れば、のどかそうに見えるかもしれませんが、子どもの問題という

のは、どこにでもあります。不登校の子もいます。山江村では、現場の校長の声を

聞き、平成２３年度に補助金を使って、週１回のスクールソーシャルワーカーを導

入しました。それで効果が出ました。球磨地域にも教育事務所に県からのスクール

ソーシャルワーカーが３人いますが、予約をとって来てもらわないといけない。こ

れはどこの県事務所も一緒です。それでは遅いんです。子どもの問題は、ピンポイ

ントで即対応することが大切です。現在は、一般財源で週３回スクールソーシャル

ワーカーに来てもらっています。兄弟関係や中学卒業後の課題もありますから、就

学前から高校まで対応してもらっています。実際、効果があると認識されています

から、村の予算を使うことに何の異論も出ません」、そんなお話でした。 

 調べてみますと、近隣でも合志市、菊陽町、大津町、山鹿市で既に自治体雇用の

スクールソーシャルワーカーが導入されており、担当者の言葉をかりれば、引っ張

りだこという状態にあるそうです。菊池市でもスクールソーシャルワーカーを配置

する時期に来ているのではないでしょうか、教育長のお考えをお聞かせください。 

○議長（森 清孝君） 教育長、原田和幸君。 

［登壇］ 

○教育長（原田和幸君） 菊池市にスクールソーシャルワーカーを配置する考えはない

かとのご質問につきましては、文部科学省の中央教育審議会分科会の、チームとし

ての学校教員のあり方に関する作業部会というのの中間報告がことし７月に出され

ておりますけれども、その中でのスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセ

ラー等の専門スタッフの学校における明確な位置づけが今検討されているという状

況にあります。 

 ちなみに、県下１４市の状況を申し上げますと、１４市のうちに５市がスクール

ソーシャルワーカーを独自に配置しているということでございます。このような状

況を踏まえまして、菊池市のスクールソーシャルワーカーの配置につきましては、

今後、教育委員会の中で十分に議論を深めていきたいというふうに思っております。 

○議長（森 清孝君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） 先ほどの教育長の答弁にありましたように、近ごろの子ど

もの問題は大変に複雑化していて、学校では背負い切れないというのが本当に実態

であります。 
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 諫早市や西東京市では、子どもの命にかかわるような大きな事件が起きた後に、

スクールソーシャルワーカーが大幅に増員されました。しかしながら、何かが起き

てからではなく、必要だとわかっていることは、やっぱり早く手を打っていただき

たいと思うのです。 

 山江村教育長が、話の最後にこのように言われました。「だけどですね、一番大

切なのは人材です。誰に来てもらうかが大切です」。実は同じような言葉が合志市

からも聞かれました。文部科学省が目標にしているように、平成３１年度までに全

中学校区での配置が達成できるかどうかは、実際のところは定かではないかもしれ

ませんが、そのときになって、人材を確保しようとしても、なかなか難しいと思い

ます。１２月２日の熊日新聞の社説にスクールソーシャルワーカーが取り上げられ

た中にこう書いてありました。「自治体が独自配置を進めようにも、人材不足で暗

礁に乗り上げることが少なくない」という、そういう記事です。 

 熊本市のスーパーバイザーに聞いてみました、「どうですかね」と。そうします

と、「まず、週１回５時間ということで、モデル的にやられてみたらどうですか。

それでも変わってくると思います。今なら人材を紹介できます」と。今ならという

ことです。 

 週１回５時間、時給４，０００円で計算しても１００万円の予算です。子どもが

不登校になれば、本人だけでなく、親御さん初め、家族も学校も悩みます。重たい

問題です。子どもの不登校に悩んでいるお母さんがおられましたので、知り合いに

なったスクールソーシャルワーカーに「何かアドバイスがありますかね」と話して

みますと、「私でよかったら一度お話を聞きましょうか」と言っていただいて、休

みの日に時間をつくってくださいました。 

 後日、そのお母さんに感想を聞きました。「とにかく専門家の方に話を聞いても

らって、親が落ち着いた。なぜ、今子どもが学校に行けないかも考えることができ

た。いろいろなアドバイスをもらったり、学校を休んだ日に気をつけるポイントも

教えてもらって、子どもへのかかわり方が変わった。睡眠障害が出た場合の病院も

教えてもらった。親が落ちついたことで、子どもも少しずつだがいい方向に向かっ

ている」、そのようなお話をしてくださいました。不登校の対応を間違えば、大切

な親子関係にもひびが入ってしまうような結果になってしまいます。 

 先ほどの答弁に菊池でも５０人の不登校で悩んでいる子どもたちと家族がいると

いうことがわかりました。不登校だけでなく、いじめも貧困もあります。１００万

円の予算で、それが少しずつでも解決の方向に向かえば、安いと考えてよいのでは

ないでしょうか。 

 市長にお尋ねします。菊池市の悩んでいる子どもと家族と学校のために、１００
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万円の予算を工面していただけないでしょうか。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 皆さんおはようございます。猿渡議員のほうからスクールソー

シャルワーカーの配置についてのご質問がございました。先ほど教育長の答弁にも

ありましたように、私自身もスクールソーシャルワーカーの役割の重要性について

は、同じように捉えているところでございます。 

 今、ご質問ございました本市単独でのスクールソーシャルワーカーをまず配置し

てはどうかというご質問でございますけれども、先ほど教育長からもこの問題を

しっかり受けとめて、今後、教育委員会議の中で十分に議論を深めていきたいとい

う答弁もございましたので、まずはその教育委員会の中での議論を見守った上で、

考えていきたいというふうに考えます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） 教育委員会での議論の中でということでありましたが、教

育委員会にどんな投げかけ方をするのかということで教育委員会の皆様の受けとめ

も随分違ってくると思います。教育長も市長も、教育委員会での論議の中でスクー

ルソーシャルワーカーが現状において、とても必要なのだということを、ぜひ主張

していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 最後の質問に入ります。 

 次の質問は、マイナンバー制度についてです。一昨日、荒木議員からの質問があ

りましたが、私は違う視点でお尋ねをいたします。 

 私の家にも個人番号通知カードが届きました。通知カードが実際手元に届きます

と、いよいよ始まるという感じで、市民の方々からもマイナンバー制度について、

話しかけてこられたり、質問されたりすることが本当にふえました。 

 市民の方々との話が、この質問の中身です。始まりは税と社会保障と災害関連に

使うという話で、まあそれなら仕方ないかもしれないと思っていたのに、ことしに

なって早々と法の改正があり、任意とはいえ、銀行口座や健診情報にも、ひもづけ

というそうですが、利用拡大するということになると、自分の財布の中身をのぞか

れるような気持ち悪さを感じる方が少なくないようです。 

 今後、さらにさまざまな分野にひもづけをふやすらしいという話を聞くと、不安

は増します。市民の方とは、私の知識の範囲でお話ししてきましたが、自分の思い

込みであってはいけませんので、今回は市民の方々の不安や疑問を代表する気持ち
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でお尋ねします。 

 皆さんと話す中でまず言われるのは、「ほんなこつ大丈夫だろうか」ということ

です。そこで１点目は、菊池市のセキュリティ対策についての質問です。 

 ９月議会で東奈津子議員からのセキュリティ対策についての質問に答えて、小川

部長から基幹系ネットワークと情報系ネットワークの分離など、１０月５日の実施

に向けて取り組んでいるとの答弁がありました。江頭市長からも、「国や県の取り

組みを受けて、本市としても必要措置を、対応策を具体化してきているところであ

る」という旨の答弁がありました。 

 １２月になりましたので、既に作業は終了したと思いますが、市としてはどのよ

うな対策を講じられたのかをお尋ねいたします。 

 ２点目は、個人番号カードについてです。 

 市民の方々の話を聞くと、個人番号カードをつくったほうがいいかどうか迷って

おられる様子がわかります。そのままの言葉で言いますと、私が使うことがあると

だろうかとか、なくしたらどうなるんだろうかとか、認知症になったら悪用されん

だろうかという話が出ます。 

 マイナンバー制度については、市の広報紙に３回シリーズで取り上げてあり、個

人番号カードを持つことによって、コンビニで各種証明書が取得できることなどの

メリットが説明されていました。しかし、便利さの裏にはリスクがつきものです。

どんなリスクがあるかも承知した上で個人番号カードを取得するかどうか、それぞ

れの方が選択されるのだと思います。 

 そこで改めてお尋ねします。 

 制度そのものについてではなく、カードに関して、個人番号カードのメリットは

どんなことですか。反対に、個人番号カードに伴うリスクにはどのようなことが考

えられますか、カードを持ったら、何に気をつけなくてはいけないでしょうか、よ

ろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 政策企画部長、小川秀臣君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（小川秀臣君） 皆様おはようございます。それでは、猿渡議員のほう

からありました１点目のセキュリティの現状ということでお答えさせていただきま

す。 

 質問にもありましたように、９月の議会で東議員にもお答えしておりますけれど

も、８月１２日に総務省が所管します自治体情報セキュリティ対策検討チームの中

間報告におきまして、マイナンバー通知開始を前に特定個人情報保護の強化として、

庁内の住民基本台帳システムがインターネットを介して、不特定の外部との通信を
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行うことができないようにすることが望ましいとの報告に、これまで基幹系システ

ムと情報系システムの分離について進めてまいりました。そのため、本市において

は、マイナンバー法の施行日である１０月５日から、市民課や総合支所の窓口等で

住民記録を扱う端末では、インターネットの情報系システムを分離するとともに、

税務課や社会保障の関係課などの業務で使用する端末においても、住民記録などの

特定個人情報の閲覧ができないといった権限を見直す変更処置を行ったところでご

ざいます。 

 また、今後の行政機関の連携等により、マイナンバー制度の効果を高める必要が

あることから、新たに自治体情報セキュリティ対策検討チームの中間報告としまし

て、１１月２４日に新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けてとい

う指導がなされており、さらなるセキュリティ強化が求められておりますので、現

在、その対策について検討を進めているところでございます。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） おはようございます。マイナンバー制度についてのメリッ

トと注意するべき点ということで理解して答弁をしたいと思いますけれども、マイ

ナンバー制度につきましては、先般、荒木議員のほうから、非常にわかりやすくご

説明をいただいたところでございます。 

 端的に申しますと、マイナンバー制度というののメリット、効果というのは、社

会保障や税の給付と負担の公平性を図るという点、それと同じく社会保障や税にか

かわります各種行政事務の効率化を図る。それとＩＴを活用することによる申請行

為等におけます添付書類等の省略、これまで添付書類が必要だったものを不要とす

るということで、利便性を向上するということでございます。市民の皆様にとって

は、情報を性格に迅速に行政機関が連携することによって、添付書類の省略である

とか、待ち時間の短縮とか、あるいは時間的なコストの削減、そういったことが見

込まれるというところでございます。 

 続きまして、マイナンバーの通知カード、あるいはマイナンバーカードに関しま

す注意すべき点等につきまして、ご説明を申し上げたいと思います。 

 まず、マイナンバーの通知カードについてですが、現在、住民票があります全て

の人に通知カードが送付されているところでございます。この通知カードにマイナ

ンバー、いわゆる個人番号が１２桁で表示をされております。今後、住民票の異動

手続、あるいは各種申請手続におきまして、市役所等におきまして、各種手続の際

にこのナンバーが求められてまいります。したがいまして、紛失しないように大切

に保管をしていただきたいというのが１点ございます。もし紛失したというような
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場合には、再交付を受けるということになりますので、その際は、手数料が必要と

なるというところでございます。 

 次に、申請手続を経て交付されますマイナンバーカード、今細長いのが郵送で来

ていると思うんですけれども、切り取り線から下の部分ですね、この部分で申請を

いただきますとカードが取得できるというところでございます。交付を希望される

方は、通知カードに同封されています交付申請などで申請することによりまして、

交付を受けるというところでございます。初回のみ交付手数料は無料ということに

なります。申請は任意で強制ではないという状況というところです。 

 マイナンバーカードにつきましては、ＩＣチップがつきましたカードで表面に氏

名、住所、生年月日、性別、いわゆる基本４情報が掲載されまして、顔写真、裏面

にマイナンバーが記載されているということになります。 

 マイナンバーの確認と、本人確認のときの身分証明書として利用ができるという

ことになります。国税の電子申請、納税システムｅ－Ｔａｘなどの電子申請にも当

初から利用できるというカードでございます。 

 したがいまして、マイナンバー、いわゆる１２桁の個人番号につきましては、生

涯にわたって利用する番号ということになります。マイナンバーカードの再交付に

も手数料が必要となりますので、これまた交付を受けられた方は紛失しないように

大切に保管をお願いしたいと思います。 

 注意すべきこととしましては、いわゆる通知カードやマイナンバーカードを行政

機関や勤務先などに提示する以外は、むやみに他人にお知らせしないということが

重要でございます。 

 また、国、県、市がマイナンバーカードの手続などで口座番号、あるいは口座の

暗証番号、所得、資産の情報、家族構成などを聞いたりすることは一切ないという

ことが重要でございます。このような内容の電話や手紙、訪問には一切応じていた

だかないようにご注意をお願いしたいというところでございます。 

○議長（森 清孝君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） 制度ではなくて、私が聞きたかったのは、新しく申請して

取得する個人番号カードそのものことについて、ちょっと聞きたかったんですけれ

ども、置きます。すみません。 

 最後の質問です。 

 「番号がなかと何もできんとだろうか」という市民の声もあります。個人番号を

書いていないことを理由に、これまで役所に出していた書類が受け取られなかった

り、申請ができなくなったりするようなことがありますかというのが１点。 
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 個人番号カードを持たないことで、何か不利益がありますかというのが１点。 

 よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） ２点ご質問がございました。 

 個人番号カードの申請は任意で強制ではございませんので、そのカードをつくら

ないことで不利益をこうむるかと言われれば、こうむることはないと。ただ、その

カードによって、得られる利益といいますか、利便性といいますか、そちらを基準

にすると、その人から見れば、不利益を逆にこうむっていらっしゃるのかなという

ことでございます。 

 先ほどから申し上げますとおり、申請行為にナンバーを求めます。ですから、

カードは要りませんけれども、今お手元にある通知カード、これを申請のときにお

持ちいただいて、言っていただくということが求められるということでございます。 

 ただ、国の機関によりましては、申請手続の業務ごとに、例えば、後期高齢者あ

たりは、カードを忘れて、自分で申請できなくても、職権でできるようになるとい

うようなことも聞こえてきますので、これからその辺が整理されていくということ

でございます。 

○議長（森 清孝君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） 内閣府とか国税庁とか厚生労働省の記事を読みますと、マ

イナンバーを記入しないからといって、書類を受け取らないことはないというよう

な記事も見ましたので、その辺のところは、これからしっかりと確認させていただ

きたいと思います。 

 これで質問を終わります。 

○議長（森 清孝君） ここで１０分間休憩します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午前１０時５７分 

開議 午前１１時０５分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、大賀慶一君。 

［登壇］ 

○１２番（大賀慶一君） おはようございます。議席番号１２番の大賀慶一でございま

す。ことしも残すところ、あと２１日となりました。大変１年間が早いものでござ
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います。来るべき平成２８年が市民の皆さんにとって最良の年でありますよう、心

からご祈念申しまして、通告に従って一般質問を行いたいと思います。 

 まず、獣医師不足について、お伺いをいたしたいと思います。 

 本市は申すまでもなく、農業が基幹産業であります。年間、実に２８０億円以上

の農業出荷額を誇っております。中でも畜産におきましては、県内各市町村ごとの

乳用牛、肉用牛、豚、鶏などの飼養頭数や出荷額におきましても、いずれも県内で

１位を誇っております。まさに西日本有数の畜産地帯と言われております。今後も

日本の食料供給の基地として大きな役割を担っていくと思われております。 

 しかし、今回、環太平洋パートナーシップ、いわゆるＴＰＰ交渉が大筋で合意を

見たわけでございます。参加各国の承認を得て締結をする状況となっております。

本市のみならず、我が国の農業についても、さきの見通しが判断できず、成り行き

が大変心配をされているところでございます。特に畜産においては、海外からの安

い牛肉や豚肉、その他の加工品や乳製品などの大量輸入により価格の暴落を引き起

こし、畜産業の存続そのものも心配をされております。 

 そのような中で、先日、私はある冊子の中で、これから先、我が国の大動物の診

療に携わる獣医師の不足が地域によっては懸念されるという記事を目にしました。

私は今日まで獣医師が今後不足するなどと全く考えたことがございませんでした。

現状が当たり前のように考えておりました。これが医療冊子でございます。 

［冊子を示す］ 

○１２番（大賀慶一君） その主な理由といたしまして、近年のペットブームにより、

新規に獣医師資格を得た若い人たちが小動物、いわゆるペット診療を志す人が急増

していて、産業動物、大型動物の診療が少なく、また、獣医師の高齢化が懸念され、

不足が近い将来において危惧されているとの記事でございました。 

 さきに述べましたように、農業が基幹産業であります、その中でも畜産が大きな

ウエートを占めております本市にとりましても、今後の獣医師不足が現状ではさほ

ど影響はないと思っておりますが、近い将来において考慮しなければならないので

はと心配をいたしております。 

 近年は鳥インフルエンザや口蹄疫など、家畜衛生分野における危機管理体制面や

生産現場から消費者の食の安全面までも獣医師の活動分野が非常に大切になってお

ります。そのようなことを考えてみますと、将来の獣医師不足問題は畜産が経済の

大きな役割を果たしている本市としましては、備えあれば憂いなしの格言がありま

すが、将来の獣医師不足に今から対策をすることも重要ではないかという思いで質

問をいたしたいと思います。 

 そこでまず、３点についてお尋ねをいたしたいと思います。 
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 １点目に、本市における畜産の現状はどのようになっておりますでしょうか。各

部門において、飼養頭数や出荷額の本県に占める割合はどのようになっております

でしょうか。比較した状況を改めましてお尋ねいたしたいと思います。 

 また、将来の見込みとして執行部はどのように認識をされておられますのか、お

答えいただきたいと思います。 

 ２点目に、本市における獣医師の現状はどのようになっておりますでしょうか。

本市を含めた菊池地域の獣医師の近年の状況がわかれば、詳しくお示しをいただき

たいと思います。 

 ３点目に、現在、全国に獣医師系の大学は国立大１０校、公立大１校、私立大５

校の１６校あると把握をしております。その中で、九州では鹿児島と宮崎にそれぞ

れ国立大学がございます。 

 そこで、質問でございますが、全国でも上位の畜産県であります熊本では、獣医

師系の大学の誘致や設立について、これまでの動きや話はなかったのか、以上３点

を伺いまして、１回目の質問といたします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、３点につきましてお答えいたします。 

 まず、１点目の本市における家畜の飼養頭数につきましては、平成２６年度県畜

産統計によりますと、乳用牛が約１万１，０００頭、肉用牛が約３万４，０００頭、

豚が約９万１，０００頭、鶏が約７０万４，０００羽となっているところでござい

ます。 

 畜産産出額は平成２５年度の推計で約２３０億円となっているところでございま

す。 

 また、県全体の畜産産出額に占める本市の割合についてでございますが、推計で

約２２％となっており、県内におきましても高い割合を占めているところでござい

ます。 

 次に、２点目につきましては、現在の県内獣医師数約６５０名のうち、産業動物

獣医師は約２割弱の１２４名で、１０年前の１５３名から２９名減少をしていると

ころでございます。 

 また、県獣医師会菊池支部に在籍をしておられます獣医師の数２５名のうち、産

業動物獣医師が１４名、県農業共済組合菊池支所の産業動物獣医師が６名の合計２

０名でございます。 

 なお、産業動物獣医師を年代別で見ますと、６０代が８名、５０代が３名、４０

代が５名、３０代が３名、２０代が１名となっており、５０歳以上が１１名と高齢
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化が見受けられることから、将来的にはさらに減少するものと考えられます。 

 ３点目の獣医大学の誘致については要望はなかったかということでございます。 

 現在のところ、本市に対しまして誘致の要望等に関する話は聞いておりません。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○１２番（大賀慶一君） 今、部長のご答弁のように、やはり本市、この地域において

も獣医師の高齢化、あるいはまた不足が今後も懸念されるというのは、今の数字で

もおわかりのように、如実にあらわれているのではないかと思っております。 

 それでは、再質問をいたしたいと思います。 

 次に、本市の畜産農家の後継者について、お尋ねをいたしたいと思います。 

 本市の畜産農家の将来を支えていくのは、何と申しましても後継者の双肩にか

かっております。今後、ＴＰＰの成り行き次第では流動的な面もあると考えられま

すが、後継者の現状はどのようになっておりますでしょうか。 

 昨日の泉田議員の質問の中で、４１％の後継者がおるというようなお話でござい

ましたが、改めてその状況についてお示しをいただければと思っております。 

 次に、現状においての菊池地域、あるいは城北家畜保健衛生所の管内では獣医師

の数は十分足りていると思っておりますが、熊本県は平成２２年８月に農林水産大

臣の通達の中で、獣医療法第１０条の規定に基づき、獣医療を提供する体制の整備

を図るための基本方針を示し、獣医師に対する広範な社会ニーズに応えるための獣

医師の適切な量の確保と質の向上を推進していくことを示しました。これを受けま

して、熊本県では獣医師会や関係団体をメンバーとする獣医師体制整備協議会等に

よる検討を経て、新たに獣医療を提供する体制の整備を図るための熊本県計画とい

うのを策定しました。 

［現物を示す］ 

○１２番（大賀慶一君） これがその策定の書類でございますが、これは平成２３年度

から平成３２年度までの１０カ年計画がなされております。 

 そこで、お尋ねいたしますが、本市において国や県からの将来の獣医師不足など

に関する聞き取り調査や文書による調査は行われておりませんでしょうか、お尋ね

をいたします。 

 また次に、将来の獣医師不足に対する畜産農家や農協、あるいは共済組合などか

らの陳情話はあっていないでしょうか。 

 以上、２点についてお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 
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［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、２点についてお答えをいたします。 

 まず、１点目の畜産農家の後継者の状況につきましては、先ほど申されましたと

おり、パーセンテージとしては４１％ということでございますが、正確な人員等に

ついては把握しておりませんが、規模の大きい経営体におきましては、ほぼ後継者

がおられると認識をしているところでございます。 

 ２点目につきましては、調査のことでございますが、国や県から本市に対しまし

て獣医師不足に関する聞き取り調査は現在のところあっておりません。 

 また、農家からの獣医師不足等による陳情等もあっておりません。しかしながら、

過去におきましては、農業団体から県に対しまして獣医師を紹介してほしいとの申

し入れがあったということは聞いておるところでございます。 

○議長（森 清孝君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○１２番（大賀慶一君） ちょっと順番を間違えましたけれども、次に、獣医大の誘致

につきまして、２点お尋ねをいたしたいと思います。 

 １点目に、今後の畜産農家の後継者育成も大切でありますが、将来を見据えると、

獣医師の養成についても大きな課題でもあると思います。 

 そこで、現在、本市から獣医系の大学に進学している人たちはどのくらいおりま

すでしょうか。状況がわかれば、お示しをいただきたいと思います。 

 ２点目に、今、愛媛県が獣医大を誘致するということで、特区を申請して獣医大

の誘致を図っていると聞いております。この獣医大の誘致には大変困難な面が多く、

実現が難しいことは十分承知いたしておりますけれども、県内一の畜産地域であり

ます本市が先駆けとなり、県や他市町村との連携を図り、獣医大学の誘致に取り組

めないのか、執行部はどのように考えておられますのか、お伺いをいたしたいと思

います。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えをいたします。 

 本市からの獣医大等への進学状況ということにつきましては、状況等を完全に把

握ができてはおりません。 

 進学の情報を公開しております県内の高校を確認いたしましたが、獣医学部があ

ります大学名は記載されておりますけれども、学科名等が記載されている状況では

ございませんでした。 

 また、獣医大の誘致につきましては、今まで検討したことはございませんけれど
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も、まずは議員がおっしゃられました愛媛県の状況等につきまして情報収集をさせ

ていただきたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○１２番（大賀慶一君） 今、獣医大に進んでいる生徒さんたちを把握するというのは

なかなか難しい面もあると思います。できれば私としては、県内一の畜産の市でご

ざいます本市の子どもさんたちが常に畜産の環境に親しんでおりますので、よし、

獣医大に行って、この牛たちのために頑張るぞというような子どもさんたちがあら

われるのを期待しております。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 これまでにも本市に対する農業に関する調査やアンケート調査があったと思いま

すが、今後の農家の意向といいますか、とりわけ畜産農家に対しましては、そうい

う結果がありましたらお示しをいただきたいと思います。 

 それから、さきに述べましたが、熊本県が平成２３年度に獣医療を提供する体制

の整備を図るための熊本県計画を策定しました。この計画は、獣医師に関する調査

結果を踏まえて、平成２３年度から平成３２年度までの１０カ年での県下の獣医療

の問題点や目標が示されております。本市としまして、どのような認識をされてい

るのでしょうか、お尋ねをいたしたいと思います。 

 次に、市長に２点お尋ねをいたしたいと思います。 

 １点目に、本市では今、畜産農家への支援策として単独での乳牛の雌雄判別凍結

精液助成事業補助金や赤牛の受精卵移植事業など、数々の補助事業が行われており

ます。しかし、獣医師の技術向上は畜産農家の経営にも大きく影響を及ぼすもので

もございます。そのようなことから、獣医師の技術の向上への支援も必要ではない

かと思っております。このことにより、赤牛のホルスタインへの受精卵移植などの

ように、現状では受胎率が余り高くありません。さきの水上隆光議員の質問であっ

たかと思いますが、二十数％だったと思っております。 

 そこで、獣医師の育成はもとより、技術向上のために支援等により補助金のより

効果的な執行を図ることが重要ではないかと思っております。また、獣医師技術の

向上は、ひいては農家の支援にもつながるものでもございます。今後、畜産農家の

みならず、獣医師に対してどのような支援を行っていくのか、お尋ねをしたいと思

います。 

 ２点目に、県営花房中部２期地区畑地帯総合整備事業地区内の約７．２ヘクター

ルを本市が買い取る予定地として計画が進められております。今、この地を市が購
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入した後の利用計画の早期の利用について、早目に結論を出すようにという意見が

言われております。この地域は本市において、今後の利用においては大変有望な地

域であると思っております。利用計画については急がず、私はじっくりと結論を出

していただきたいと思います。 

 そのような中で、私は知人から県内の大学が獣医大の設立の構想を持っています

よという話をちょっと聞きました。その話を聞いて、この花房台は、考えてみます

と、周囲に菊池農業高校もあり、一体感もよく、周辺の畜産環境も整っております。

獣医大を誘致するのに非常に適した場所ではないかと思っております。獣医大を誘

致するというのは大変難しい問題ではございますが、西日本有数の畜産地帯として、

今後、畜産の振興を図る上におきまして、この地域に獣医大を誘致してはと考えて

おります。やはり１％でも確率があるならば、ぜひ検討する価値はあると思います

が、市長はどのようにお考えでしょうか。 

 以上について質問いたしたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） まず、畜産農家の皆様方の要望でございますが、ご存じの

とおり、ただいまＴＰＰの国の試算がまだできていないような状況でございます。

それを踏まえまして、県及び我々市といたしましても、さまざまな支援を考えてい

かなくてはならないというふうに考えているところでございます。 

 それとまず、１０カ年計画のことでございますけれども、獣医師の人数でござい

ますが、平成１３年には１８名、産業獣医師がおられたところでございます。本年、

平成２７年度におきましては１４名でございますので、マイナス４名という形でご

ざいますので、できれば、やはり２３０億円という大きな生産額でございますので、

本来であれば獣医師の方々にも、もう少し現状が変わらないような数字で推移でき

るようなことになればというふうに思っているところでございます。 

 それと、さまざまな市の補助事業といたしまして、１つは、乳用牛に対します雌

雄判別凍結精液助成事業とか、そういうふうなものを行っているところでございま

す。これは昨年度は管内３３戸の酪農家におきまして、延べ５６５頭の乳用牛に対

しまして人工授精を行っておりますが、その受胎率につきましては、確認できる範

囲でございますけれども、約４割程度でございます。 

 一方、県内の受精卵移植による受胎率についても、大賀議員が申されましたとお

り、やっぱり余り高くないというのが実情でございます。これは単に技術面の問題

ばかりではございませんで、移植に際するさまざまな条件等も影響するところが大

きいと認識しておりますので、今後も県や関係機関と協力し、さらに検証を進めな



- 226 - 

がら、より効果的な事業を推進してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、ただいまの大賀議員のご質問の中で、大学誘致に関

する考え方について、私のほうから答弁をさせていただきます。 

 まず、獣医師の必要性ということにつきましては、私はそのとおりだというふう

に考えております。 

 また、本市が一大畜産地帯であるということを考えましても、やはり議員の構想

のように、もしこの地に獣医学部のようなものが誘致できれば、これは大変ある意

味、理想的なピクチャーであろうというふうには考えるところでございます。 

 私のほうでも何度か、可能性のありそうな大学にいろいろとお話をしてみたこと

もございます。その折には、獣医師会の中での問題ですとか、それから、何よりも

獣医学部といったものが大変多額の設備投資が必要だということで、大学自体が特

段、今、そういったことを考えていないということで、具体的な構想というものは

特段、今のところはないようでございました。 

 したがいまして、可能性という意味では、そんな高いものではないとは思います

けれども、もしそういう話が出てきましたら積極的に取り組んでまいりたいと思い

ますし、まず、情報収集を引き続きしっかりと進めていきたいというふうに考えま

す。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○１２番（大賀慶一君） 大変難しい問題であるということは私も十分認識をいたして

おります。しかし、将来、そういう獣医師不足も懸念されておりますので、どう

いった方向からでも、ぜひ対策をしていただきたいと思っております。 

 それでは、もう一回市長にお尋ねをいたしたいと思います。 

 獣医師不足の問題は、本市におきましても、現在のところでは、さほど影響があ

るとは考えにくいと思われておりますが、獣医療が社会に果たす役割は、動物の診

療はもちろん、畜産業の振興、公衆衛生の向上、野生動物の保護など、非常に幅広

いものがございます。それぞれの分野において大きな役割を果たしてきました。特

に、熊本県における農業の基幹産業であります畜産業が我が国有数の畜産県として

発展してきた要因の一つとして、豊富な草資源と恵まれた立地条件と相まって、適

切な獣医療の提供体制が行われたことが言われております。また、犬や猫、小鳥な
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どの小動物は、単にペットとしてだけでなく、人生の伴侶としても位置づけは向上

をいたしております。それらに対する獣医療も社会全体に対して潤いをもたらして

おります。今後、さらに多様化する社会の要請に対応するには、継続した獣医療の

提供体制を整備する必要が高まっていると私は思っております。特に、本市におき

ましては、先ほどから何回も申しておりますが、本市の経済を大きく支えている畜

産農家が、今後安心して経営を行うことができるようにするには、特に獣医療の重

要性が必要であります。 

 そこで、本市としても、さらなる支援のほかに、県内への獣医大の誘致や設立に

ついても、本県で先頭に立って行動していくことが畜産地帯である本市の一つの大

きな役割じゃないかと思っております。まさにこの地に獣医大でも誘致できれば、

まさしく鬼に金棒でございますので、どうかひとつ市長には県内の先頭に立って誘

致活動に邁進していただければと思っておりますが、最後に、市長のご見解をお願

いします。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいまのご質問、一部先ほどの答弁の中でも触れさせていた

だきましたけれども、当地における畜産業の重要性、それと関連する形での将来的

な獣医師の必要性、重要性というのはますます増してくるものだというふうに考え

ているところでございます。 

 今現在の情報では、大学自体にそのような構想はないということではございます

けれども、これからＴＰＰも踏まえて、社会状況は大きく変化してまいります。そ

れが獣医師が必要な方向に出るのか、どちらの方向に行くのかも少し見きわめる必

要もございますので、情報収集には本当に力を入れて、熊本の中での畜産のリー

ダーとしての意識を高めながら情報収集に努めていきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○１２番（大賀慶一君） ぜひ江頭市長に県下のトップに立って、誘致活動なり獣医師

の必要性を訴えていただければと思っております。 

 それでは、次の質問に入りたいと思います。 

 次に、婚活支援について、お尋ねをいたします。 

 婚活支援につきましては、これまでにも多くの議員の方々が一般質問でも幾度と

なく執行部の考えを伺っております。また、委員会等でも議論がなされたところで

もございます。私も過去に数回、一般質問を行ってまいりました。結果として、な
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かなか打開策といいますか、これだというヒット策はないように思えますが、これ

までの一般質問の答弁の中で前向きに検討しますという文言だけは何度も聞いてお

りますが、思うような結果は出ていないと思っております。もちろん婚活支援と一

口に言いましても、ハード面、ソフト面、さまざまな方向からの支援活動がござい

ます。まずは安心して働ける職場や工場の誘致、安心して住める住宅、子育てしや

すい環境づくりなど、クリアしなければならない課題はたくさんございます。 

 現状としまして、全国的に晩婚化や未婚化が進む傾向にあるとされております。

その理由として、適当な相手にめぐり合わない、必要性を感じない、自由や気楽さ

を失いたくない、結婚資金が不足するなどが考えられております。 

 そこで、本市としては、出会いの場をつくるきっかけやチャンスを支援するため

に今後どのように取り組むのかという点につきまして、私は今回、質問をいたした

いと思います。 

 まず１点目に、現在実施しております婚活支援についての取り組みについては、

具体的に参加状況や期間を含めましてお示しをいただきたいと思います。 

 次に、支援の成果について３点お尋ねいたします。 

 その１点目として、支援についての検証は行っているのか、２点目に、結婚や

カップル成立にどれだけ結びついているのか、３点目に、成立した中に農家の後継

者と他の業種といいますか、その内容はどのようになっておりますか。 

 また次に、以前、市民の皆さんがみずから独自での婚活支援を行っておられる団

体や個人の方の存在を伺ったことがございますが、そのような方々を市は把握して

おられるのか、以上、お尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 政策企画部長、小川秀臣君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（小川秀臣君） それでは、大賀議員の婚活支援についてというところ

の現在の取り組み状況ということでお答えさせていただきます。 

 自治体の婚活事業への取り組みは、さまざまな事例があります。パーティーや一

日旅行、農業体験などの出会いの場の提供を行うイベント形式、市民婚活サポー

ターによる見合いの仲介、また、独身者へ婚活の前段階となるコミュニケーション

力の向上の婚活セミナー開催などが行われております。 

 １点目の本市の取り組みとしましては、総合計画に掲げておりますとおり、人口

減少の抑制と定住促進を目的に、地域資源を活用した独身者の交流の機会を提供す

るために、平成２４年度からイベント形式の交流会を開催しているところでござい

ます。具体的には２０歳以上５０歳未満の菊池市内在住の男性と市内外の女性を対

象として、男女各１０名から２０名の定員によって、これまでに７回の交流会を開
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催し、延べ１９６名が参加されております。 

 交流会は季節に応じた内容としまして、菊池市内の自然体験、農業体験、郷土料

理づくり体験などを中心に行っております。特に、本年９月に開催しましたピザ婚

では、イデベンチャー、フットパス、ピザづくりの体験、また、１１月に開催しま

した市の若手職員の企画によります泊まりに婚会では、日帰りの企画から１泊２日

での企画に変えまして、菊池少年自然の家でのレクリエーションやバーベキュー、

菊池神社や菊池渓谷の散策を行っているところでございます。 

 それと、現在までの検証を行っているかということでございますけれども、カッ

プル数や参加者の業種等につきましては、交流会の状況把握につきましては、個人

情報等もございまして追跡の調査は行っておりませんけれども、これまでに４組の

成婚の報告を受けております。 

 なお、参加者の多くは会社員でございまして、自営業や農林業の参加者は少数に

とどまっている状況でございます。 

 あと、各ＮＰＯとか市民団体での取り組みに関しましては、行政区やＮＰＯ法人

などがイベント形式の婚活を実施されておりますので、婚活登録者へ市民団体主催

の婚活情報の提供を行うなど、連携により事業を進めているところでございます。 

○議長（森 清孝君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○１２番（大賀慶一君） さまざまな方向で取り組みは行われております。今まで４組

の成立があったと、これは本当にすばらしいことだと思っております。 

 その中で、やっぱり今、農林業の方々の参加が少ないというのがちょっと私も目

についたところといいますか、非常に心配しているところでございます。 

 それでは、次の質問に行きます。 

 これらの取り組みに対する予算でございますが、今、どれくらいの予算が使われ

ておるのか、また、今後増額するとか、そういう考えはないのか、お尋ねをいたし

たいと思います。 

 次に、支援の成果についてお答えがありましたけれども、現状の支援策は、言う

ならば市の広報などによる呼びかけが主流でありまして、結婚に対して積極的な

方々が参加されているんじゃないかと私は思っております。一般的に言う結婚適齢

期といいますか、そのような方々で結婚していないという方がまだまだ市内にはた

くさんおられます。そのような方々が、どっちかといえば、気持ちはあるが、なか

なかイベントとかなんかに参加しないという消極的な考えといいますかね、人たち

がおられます。そのような人たちを引っ張り出すといいますか、婚活に参加してい

ただくことが今後も大変重要なことではないかと私は思っております。 
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 市として、今後の予定はどのように考えておられますでしょうか。再検討といい

ますか、今の事業に対するまた新たな再検討は考えていく気持ちはございませんで

しょうか。 

 次に、先ほど答弁に市民有志による結婚の支援はあっていないということでござ

いますが、先ほど述べました消極的な人たちを土俵に上げるといいますか、引っ張

り出すには、やっぱり人生の経験豊富なある程度年配の方々が必要ではないかと

思っております。山鹿市では数年前から「肝いりどん」として活動されておられま

す。結果も出ているようでございます。私は平成２２年１２月議会の一般質問の中

で、本市も結婚支援隊、いわゆる私がつけました「結援隊」という名称で若い人た

ちの結婚を支援しませんかという提案をいたしました。今、まさに政府も１億総活

躍をうたっております。その意味合いからしましても、年配の方々の活躍の場をつ

くるという点からも、市民有志による婚活支援の組織をつくるべきではないでしょ

うか。 

 そういう組織の編成につきまして、執行部の見解をお尋ねいたしたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 政策企画部長、小川秀臣君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（小川秀臣君） それでは、大賀議員の再質問ということで、１点目の

婚活事業の予算額でございますけれども、まち・ひと・しごと創生による地方創生

先行型としまして、重点的に取り組むために、平成２６年度からの繰り越し予算と

しまして、消耗品や委託料などの費用を含めまして、本年度は２４８万円を経費と

して計上いたしております。 

 また、今後の予算の考え方としましては、まず、アンケート等を各婚活事業の中

で行っております。そのアンケートの中を精査いたしまして、参加費などを含めま

して交流内容を工夫しながら、魅力ある婚活事業に取り組みたいというふうに考え

ております。 

 それから、参加者の募集に関してでございますけれども、参加者の現在の募集に

つきましては、本市におきましては登録制で行っております。市内在住の男性の方

と、あと登録された方で、まず、広報紙、それから、ＳＮＳ、フリーペーパーに

よって募集を行っているところでございまして、現在の登録数としましては男性２

８名、女性６８名の方が登録されている状況でございます。 

 この募集方法につきましても、議員のほうからありますように、さまざまな方法

をまた模索していきたいというふうに考えております。 

 それから、３点目の市民参加の支援組織ですけれども、民間でも事業を行ってお

られますし、市の取り組みでも、郷土料理づくり体験であれば食生活改善推進員
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（ヘルスメイト）の皆さんの協力を得たり、また、先ほどお答えしました市の若手

職員によるイベントの開催の研究等もやっておりますので、これら関係団体と連携

して、交流会ごとに観光協会や商工会、地域づくり団体などの協力団体の拡充や民

間と連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（森 清孝君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○１２番（大賀慶一君） 今のご答弁で、今、登録制を実施しているということでござ

いますが、これには結構、男女合わせますと九十数名の方が登録されているという

ことで、その正当性といいますか、制度のあり方として非常にいいんではないかと

思っております。 

 次に、質問をいたします。 

 今、登録制などについてお伺いをいたしましたが、現在、本市の一般的に言いま

す結婚適齢期といいますか、そういう方々の人数といいますか、そういうのは把握

されておられるんでしょうか。なかなか個人情報など、調査をするにも大変難しい

と思っておりますが、ある程度市の中にどういう方がいらっしゃるという情報を

持っておくということも、今後の婚活支援における有効な予算の活用ができるん

じゃないかと思っております。 

 次に、市民有志による婚活支援でございますが、私は以前から市役所内に市役所

の幹部職員や、あるいは有識者の方々による婚活支援づくりを検討する委員会やプ

ロジェクトチームを設立して、他の自治体の状況や本市の状況を把握して婚活支援

組織の設立を議論してはと申し上げてきました。執行部はどのようにお考えでしょ

うか。 

 最後に、市長にお尋ねをいたします。 

 我が国の人口減少は、本市に限らず、全国的な問題でありますが、国もまち・ひ

と・しごととして地方創生に取り組んでいるところでございます。本市もまた市長

を中心に、菊池の創生に向けて各方面から施策に取り組んでおられます。市長の取

り組みにおいては、私も前回の一般質問の中で、おおむね良好なほうに向かってい

るんじゃないかと述べたところでございます。 

 本市は子どもの医療費の補助や保育など、ある程度子育てがしやすい状況にある

のではないかと私は思っております。しかし、その前の婚活についての取り組みは、

今、さまざまな取り組みが行われていることを伺いましたけれども、まだやるべき

ことがあるんじゃないかと思っております。私は地域ぐるみで支援活動を行うとい

うのが大事なことではないかと思っております。そういう意味合いからしましても、

昔の仲人さん的な人たちを活用することも必要ではないかと思っております。今、
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よく私たちも話をする中で、やっぱり昔のごたっ仲立ちさんのおって、世話する人

がおらんと、なかなか今の人たちは引っ込み思案的なところがあるけん、やっぱり

そういう人たちが要るばいたというようなお話もよく聞きます。 

 そういうような中で、組織的な取り組みをしていただけないか、そういう支援活

動する人たちの組織をつくってはどうかということでございますが、市長はどのよ

うにお考えでしょうか。最後にご見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 政策企画部長、小川秀臣君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（小川秀臣君） それでは、大賀議員のほうから情報を持っているかと

いうことでございますけれども、現在、結婚に関しまして、そういった人数的なも

のを把握してはおりません。 

 それから、庁内組織をつくったらどうかという点でございますけれども、先ほど

答弁しましたように、今回、１１月に開催しました泊まりに婚会という事業に関し

ましては、本市におきます若手職員のプロジェクトチームのほうで企画した事業で

ございます。若手職員等の意見も踏まえながら、また、アンケート調査では年齢制

限の設定やイベントの回数、それから、ゆっくり話す時間が欲しいといったような

内容のアンケート調査もいただいておりますので、そちらのほうを精査しながら、

今後の活動に活用して取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 私のほうからは、大賀議員の３点目でございます婚活について、

地域ぐるみの支援体制はいかがであろうかというご質問でございました。 

 ご質問の中で重要なご指摘もございまして、出生率をとにかく上げて人口をふや

す、ないしは最低でも何とか維持していかなきゃいかんという中で、子細に見てみ

ますと、既に結婚されている方々の出生率というのは、昔と比べまして、もちろん

若干は低下しておりますけれども、非常に大きな変化があるわけではございません

で、やっぱりある程度のお子様をおつくりになっている。出生率全体が下がってお

りますのは、実は結婚しない人がふえているということで全体の出生率が減ってい

るというふうに、どうも分析結果からは読み取れるようでございますので、とりわ

け婚活ということについては重要であるというふうに受けとめているところでござ

います。 

 そういう中で、今、婚活事業にも力を入れてきておりますが、その際に外から来

ていただこうというわけでございますから、その方にとっては、生涯の伴侶という

人を選ぶことでもございますけれども、それだけではなくて、自分がこれから住む
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場所を選ぶと。場所との結婚という意味合いも非常に強いもんですから、私どもと

しては、人プラス本市の持っています豊かな地域資源をどんどん活用していこうと

いうことで今考えているところでございます。 

 また、全ての方が成婚につながるというわけではないと思いますが、そういう中

でも、菊池のファンになっていただくということは十分あり得ることだと思います

ので、そういう意味でも、ぜひ力を入れてやっていきたいというふうに考えており

ます。 

 今、ご提案のありました地域ぐるみでの支援の必要性というのは、まさしく私も

おっしゃるとおりだと思います。どういうあり方がいいのかですね。それから、最

近の若い人は、さっき２人でゆっくり話したいなんていうあれもございましたけど、

そういう意向とか好みもあろうかと思いますので、どういうありようがいいかとい

うのはよく考える必要はあると思いますけれども、今おっしゃったような形で少し

検討してみたいと思います。 

 また、その際に、例えば、議員の皆様方は地域の人というのをよくご存じでござ

いますから、どうも恥ずかしがり屋で表に出てこないというような農家の若者です

とか、あるいはそういったふうな人のつなぎが非常にうまい年配の方とか、いろい

ろご存じかと思いますので、ぜひ議員の皆様からもそういったふうな働きかけを一

緒になってお願いできればと思うところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 大賀慶一君。 

［登壇］ 

○１２番（大賀慶一君） 若手チームでプロジェクトをつくって、いろんな面でされて

いるということは私も大変評価をいたしております。この取り組みをどんどん拡大

していただければと思っております。これは願いますれば、見合いの番組があると

思いますが、テレビ番組などの大きなイベントを何とかしてこちらに引っ張ってき

ていただくならと思っております。 

 市長の答弁にございましたハード面、ソフト面、いろんな方向から市長もなされ

ておりますけれども、やはり何と申しましても、先ほどから言っておりますが、

引っ込み思案な人たちをいかに引き出すかというのが一つの大事なことではないか

と思います。市長のほうから提案がございました。議員もそういうことに協力をし

ろということでございますが、なるほど、そうだと思っております。私たちも一生

懸命、またその婚活支援をあらゆる方向でやっていくことも、これは重要ではない

かと思っております。 

 今後、ますます婚活支援が地域を挙げて、市ぐるみでされていきますことを期待
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いたしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（森 清孝君） ここで昼食等のため暫時休憩します。 

 午後の会議は、午後１時より開きます。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午前１１時５７分 

開議 午後 零時５４分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ここで発言の申し出があっておりますので、これを許します。平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） １２月８日の本会議、私の一般質問において、一部不適切な発

言がありました。おわびして、議長におかれましては、発言の取り消しなどしかる

べき措置をとっていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（森 清孝君） ただいま平直樹君から、一般質問の発言中、一部不適切発言が

あるので、発言を取り消したいという申し出がありました。平直樹君の発言につき

ましては後日会議録を調査し、不適切な発言等があった場合には善処したいと思い

ます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 皆さんこんにちは。議席番号７番、創成会の松岡讓です。今回

は、地下水汚染、七城地域の地下水で硝酸性窒素濃度が基準値を上回る数字が報告

されておりますが、市の対応についてを通告しております。この問題は、七城地域

において非常に重要な問題であり、本日は区長会からも、また、女性の方も傍聴に

来ておられますので、執行部には、答弁につきましては誰が聞いてもわかりやすい

ように回答をお願いしておきます。 

 それでは、通告に従いまして質問いたします。 

 本市と同様に、地下水に硝酸性窒素汚染地域を持つ熊本市では、平成１９年度に

熊本市地下水保全条例を制定されて地下水保全に取り組んできておられます。その

熊本市地下水保全条例では、第４条に市の責務についてまで言及されているところ

でございます。菊池市環境基本条例では、菊池市民には健康で文化的な生活を営む

権利を有するという憲法の精神を掲げてこの条例を制定されております。その菊池

市環境基本条例の中に、定義といたしまして、第２条第１項３号に公害について定

義の記述がしてあります。現在、七城地域の相当範囲にわたる地域で水質の汚染が
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生じている問題は、この条文に相当するものとして、また、地下水の保全対策は市

の責務であるとの認識を持ち、早急に対策を講じるべき問題だと考えます。 

 以前にした質問への答弁で、水質基準を超える結果が出た集落を全戸対象として

水質検査を実施するとの回答がなされております。実施された水質検査の状況につ

いてまずお尋ねいたします。よろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 市民環境部長、倉原良則君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（倉原良則君） 皆さんこんにちは。それでは、ただいま松岡議員から

ありました、七城地区の全戸検査についての結果についてご答弁申し上げます。 

 本年６月から、毎月１回、七城地区の全３８の行政区において、各区長に選定い

ただいた井戸水の硝酸性窒素濃度の検査を実施しております。その中で、硝酸性窒

素濃度の基準値が１０ミリグラム・パー・リットル以上の数値を示した行政区にお

きましては、当該行政区の全世帯の飲用水の硝酸性窒素濃度の検査を１回実施する

こととしておりました。 

 １１月末時点ですけれども、６つの行政区が対象となりまして、合わせて１７４

戸の井戸水の検査を実施したところです。 

 １２月４日時点で、全戸検査した６の行政区のうち５つの行政区１３２戸の結果

が判明しておりますので、その結果を申し上げます。その結果から多少の差はあり

ますけれども、検査した全ての行政区において基準値以上を示した世帯が多く見ら

れたところでございます。しかしながら、今回の検査におきましては、各世帯から

提出いただきました水が浄水器を通った水であったり、井戸の原水であったりと、

同じ条件での検査とはちょっと言えないものでございました。したがいまして、再

度各世帯における浄水器の設置があるかないか、また、井戸の深さ、井戸の場所、

共同利用をされているかなどヒアリングを行い、検査結果の精度を上げながら、今

後の調査研究のデータとして活用したいというふうに考えております。 

 なお、今回の検査結果につきましては、各世帯における飲用水の状況を皆さんに

把握していただくために、近日中に送付したいというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） ただいま水質検査の結果をお伺いしたわけですけれども、全戸

検査された集落では、その多くに基準値超過の井戸との結果が出ているというよう

なことでございますが、現状を見ますと、七城北、七城南地区の畑地帯の下にある

全集落を対象として全戸検査が必要だと考えますが、実施されるお考えはないかを
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お伺いいたします。 

○議長（森 清孝君） 市民環境部長、倉原良則君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（倉原良則君） それでは、再質問にお答えします。 

 今回実施しました６つの行政区の全戸検査の結果を受けまして、基準値を超えた

世帯が多く見られたことや、毎月の各区の調査において周辺地域において基準値を

超えてはいませんが高い数値であったということが判明しましたので、今年度中に

全戸調査を実施しました行政区周辺の地区、いわゆる今、議員がおっしゃいました

七城北地区、七城南地区においても全戸調査を１回は実施したいというふうに考え

ております。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） よろしくお願いしておきます。 

 それでは次に、昨年９月定例会の答弁で、原因の一つとして家畜排せつ物の土壌

還元があるとの発言があっております。家畜排せつ物の対策として、堆肥舎等の施

設には市町村合併前から各市町村で積極的に対応されており、現在では堆肥舎等に

ついては十分に充足しているとのことですが、今現在もふん尿の野積みやバキュー

ム車で散布したままで放置されている畑が散在している状況にありますので、今後

はパトロール等を強化され、違法行為には行政指導等の徹底をお願いしておきたい

と思います。 

 本市の基幹産業は農林畜産業であり、特に畜産業においては西日本有数の産出額

を誇っております。今後、本市は農林畜産業と共存できる水質保全対策を推進して

いく必要があると考えております。 

 七城地域では、水につきましては地下水に依存しており、非常に深刻な問題でご

ざいます。 

 硝酸性窒素の人体への影響につきましては、乳幼児に見られるメトヘモグロビン

血症が挙げられ、市からの説明でもこのことを多く言われます。先般行われました

市営流川団地への住宅係が行った説明でも、このことだけを説明され、過去、国内

での発症事例は１例のみとなっているなどを強調して説明されております。しかし、

もう１つの、体内で亜硝酸と二級アミンが反応して発がん物質ができることについ

ては全く説明されておりません。いたずらに不安をあおらないようにとの配慮だと

言われますが、自分たちに都合のいい事実だけを挙げているにすぎません。 

 ここでお尋ねしますが、もし仮に本市の上水道、簡易水道において硝酸性窒素濃

度が基準値を超えた場合にどのような対応が必要となるかをお伺いいたします。 



- 237 - 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 皆様こんにちは。それでは、まず１点目の松岡議員の質問

に答えさせていただきます。 

 水質が基準を超えた場合の対応ははということでございますが、水道は生活に欠

かせない重要なライフラインであるため、水道水源の汚染などの発生は住民の生活

に重大な影響を及ぼすことになります。このため、水道法において水道水として供

給される水の要件が定められ、また、水質検査についても定期的に及び臨時的に行

うことが定められております。これに基づきまして、当局におきましても井戸から

採取した原水については主に年１回４０項目を、原水に消毒を施した上水について

は主に毎月９項目、３カ月ごとにこの９項目を。 

［「議長、私が聞いているのはそういうことじゃございません。水道事業でそうい

うふうな基準値が超えた場合の対応は何かを聞いております。ちょっと私の質問に

対する答弁とは違うと思いますが、よろしくお願いします」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 藤本局長、的確に。 

○水道局長（藤本辰広君） それでは、もう単純に申し上げますと、仮に水質に異常が

認められ、人の健康を害するおそれがあることがわかった場合には、水道法に基づ

きまして直ちに給水を停止するとともに、関係者へその周知を行うなど、その原因

の特定に努めると同時に、応急的な給水体制をとってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） ただいま説明がありましたように、給水停止です。飲めない水

ということでございます。 

 それでは、仮に基準値ぎりぎりの数値が確認できた場合に、どのような措置をと

るのか、対応マニュアルあたりは作成してあるのかということについてお尋ねいた

します。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 対応マニュアルということでございますけれども、災害等

を想定いたしまして、そういった対応はつくっております。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） あるということですので、もう少し内容について詳しくお尋ね
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したいと思います。ぎりぎりの数値が確認できた場合にどのような対応になります

か、お尋ねいたします。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 先ほども申し上げましたように、まず、原因を追求するこ

とが第一でございますので、まず原因追求ということが第一になってきます。それ

から、まず発生源がどこかということでそこをまた追求しますし、保健所には当然

連絡しますし、その対応を迫っていくことになります。例えば、原水は１カ所じゃ

なくて何カ所もございますので、まず１カ所がだめになった場合はほかのところか

ら給水をするとか、そういう形で対応をとってまいります。全てがだめな場合は当

然、応援体制も契約していますので、近隣の市町村、そういったところから応援体

制をとってやっていくというようなことで対応をしております。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 原因究明、当たり前のことです。しかし、七城において今こう

いう状態であるのに、原因については環境課のほうでされておるかもしれませんけ

れども、それに対する対応についてはほとんどされていないのが現状ではないだろ

うかと考えております。 

 本年度、七城区長会から、市として安全な水源からの提供など恒久的対策を早急

に措置していただくよう強く要望しますとの要望への回答では、七城地域における

上水道整備の費用の概算算定を進めて、アンケート調査や説明会の開催を実施と非

常に消極的で、今の水質汚染問題に全く緊迫感のない回答となっております。先般、

平成２６年度特別会計決算の報告において、簡易水道事業の立門地区において配水

管工事は終了したが、加入者が現在いないとの報告があっております。本年６月第

２回定例会で私の一般質問に、「水道事業というものは、水道使用者が支払う水道

料金で賄っており」と続きまして中略しますが、「そのため要望される地域の大多

数の同意と加入していただくことが事業推進の大きな柱と考えております」と、加

入同意について重要事項であるかのように答弁がなされております。この立門地区

においては、どのような特別な判断で事業に着手されたのかをお聞かせください。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） これにつきましても端的に申し上げます。 

 立門地区におきましては、平成２２年度に地元からの要望並びに事業完了後は速
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やかに水道事業に加入するということの全員からの同意を得た上で、平成２２年度

から平成２６年度にかけまして整備を行ったところでございます。今のところ水道

事業への加入はあっておりませんが、今後は区長さんと、今後というか、前もって

区長さんとは相談をしていますが、今後も区長さんと相談しながら加入促進を図っ

てまいる所存でございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） それでは、七城地域への説明では、加入同意の必要性について

強い発言を行っておられますが、今の説明をお聞きしますと、七城地域でもこうい

う同意があれば事業着手すると捉えていいのか、再度質問いたします。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） お答えいたします。 

 私が水道事業の同意というのを申し上げたのは、認可基準をとる場合に、水道法

第８条で資金調達、返済、収入、運転経費等の収支見通しが確実かつ合理的で、破

産等による事業の休止や廃止がないことという要件がございます。この要件に該当

するためには、多くの方の同意がないと実際認可がおりませんので、そのような回

答をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） それでは、続いてお尋ねしますけれども、水道事業では事業認

可に必要なのは同意なのですか、それとも加入同意なのですか、どちらかはっきり

とお答えください。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） もちろん加入同意でございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） それでは、立門地区において同意はとれているが加入者がいな

い、これはおかしいんじゃないですか。加入同意をされているならば、もう同意を

されているわけですので、加入者がいない、そのところはどういうふうに捉えたら

いいんですかね。先ほどの回答とちょっと違うような気がしますけれども。あくま
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で加入同意ということであるならば、立門地区においては加入同意はとれておった

のか、加入同意なのか、その辺について詳しくお知らせください。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 加入同意でございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 加入同意ということであるならば、先般の報告の中で、今後加

入を、加入についてということでありますけれども、わざわざ加入者を今からとい

うふうな形の説明は必要ないのではないかと思います。 

 それでは、七城松島地区は地区内配水管を整備されまして小規模水道施設を整備

されておりますが、硝酸性窒素が既に２０ミリグラム・パー・リットルを超えてお

ります。本年９月に松島区長から市長へ要望書が提出されております。その回答で

は、小規模水道施設の助成金を活用して水源の確保を図ったらどうかとか、隣接す

る七城南部浄化センターの井戸ポンプを利用すればどうかとなっております。私が

思いますに、同地区の問題は隣接する水道地帯へ水源地を施設して配水管を敷設す

ればすぐに解決する問題でございます。先ほど聞いておりましたところでは、同意

はあるけど加入者がないという形で聞いておりましたので、松島区の事業のほうが、

はっきり言ってそこまで困っておられますので最優先ではないのかと思いますが、

その辺についてどう思われますか、お尋ねいたします。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 地元からの要望があれば当然取り組む所存でございますけ

れども、ただ単に要望があったからといって取り組むのじゃなくて、ちゃんとした

水道施設に加入する、ただ単に施設を整備したからといってすぐできるわけでもな

くて、当然するためには国の認可を受けなければなりません。ですので、その認可

を受けるのに時間がかかりますので、すぐということにはできないと思います。で

すから、順序を追ってやっていくということになりますので、もしそういうことで

あれば取り組んでいくということになると思います。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） はい、どうも。回答にあった菊池市小規模水道施設整備事業補

助金交付要綱が本年１０月２７日告示で改正されております。七城松島地区の水源

地で硝酸性窒素濃度が２０ミリグラム・パー・リットルと基準値を大幅に超過して
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いることを認識された中で同交付要綱の改正をされましたが、補助対象の中に、水

質汚染等のための整備が対象となっておりません。水道事業の場合は、給水停止の

措置をとらなければならない事例であるのに、そういうふうな形の認識があったの

か。今回の補助金交付要綱を改正されるに当たり、このことについてどのような審

議がされたのか。なぜ問題となっている水質汚染による整備について対象外となっ

たのか。災害復旧については対象となっているのに、対象とせずに改正となった理

由についてお伺いいたします。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） すみません、質問がちょっと聞き取れなかったんですけど、

対象区域じゃないのにしなかったのかということですか。 

［「議長、このままいいですか」と言う者あり］ 

○議長（森 清孝君） はい、どうぞ。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） この改正の中で、汚染地域について全く触れずにもって、その

部分について補助対象の中に入っていないということについて、なぜかということ

をお尋ねしております。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 小規模水道施設整備事業補助金の対象工事に硝酸態窒素に

対する補助が盛り込まれていないということでございますけれども、本市の給水区

域外におきましては、多くの住民が井戸利用により生活用水を得ている状況でござ

います。近年、井戸の硝酸性窒素による汚染のみならず、何らかの汚染に対する懸

念が高まっていることから、そのような地域におきまして、特に水道の普及が急が

れる状況にございます。しかし、対応に緊急性を要することや個人での対応にもあ

る程度限度があるということから、浄水器設置の補助率及び限度額を見直すととも

に、菊池市小規模水道施設整備事業補助金につきましても、補助率及び限度額を拡

大したものでございます。この制度を利用していただくならと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 私は今回この改正についてお尋ねをしているところについては、

七城地域に限って言っていることじゃございません。市内全域でそういうふうな汚

染地域が出た場合にどうするかということでお尋ねしております。ちょっと回答が

違うんじゃなかろうかと思います。 
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 それでは、この要綱の補助金対象及び補助率にありますところの、ここに災害復

旧があります。この災害復旧というのは、自然災害なのですか、それとも今回のよ

うな人為的な原因での水質汚染もこの災害対象と捉えていいのかをお伺いいたしま

す。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 災害に該当するのであれば、自然災害であろうと人為災害

であろうと同等だと思います。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） ありがとうございます。今のお答えでは、人為的な原因での水

質汚染もこの災害復旧という形で捉えるということでございますので、それでいい

のでしょうか、確認いたします。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 今回の問題につきましては、今のところ人為的かどうかと

いうのも確定しておりませんので、災害に当てはめるということは今のところ無理

と思います。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） ただいまの発言では原因究明ということですけれども、硝酸性

窒素問題につきましては、前回、私が質問いたしたときにはっきりと言われていま

すよね、家畜排せつ物が一つの原因として挙げられますと。そういうふうに一般質

問の中で答えておられます。ということであるならば、今回の硝酸性窒素汚染の問

題について原因究明をされているのか、水道局の場合は原因究明に努めるというこ

とでしたので、そこのところについて原因究明までをはっきり検査されておるのか、

そのことについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 原因究明ということでございますけれども、水道事業の給

水区域であれば水道事業の管轄ですので、こちらのほうで調査しますけれども、給

水区域外でございますので、水道局の担当ではございません。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 
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○７番（松岡 讓君） 担当課にお尋ねします。 

○議長（森 清孝君） 市民環境部長、倉原良則君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（倉原良則君） それでは、ただいまの松岡議員の原因究明というとこ

ろでの調査ということでございます。 

 現在、硝酸性窒素についての原因につきましては、専門の機関であります熊本大

学の教授と協議しながら、その原因究明のための打ち合わせを行っているところで

ございます。専門的な知識を持った先生のほうにお伺いしたところ、硝酸性窒素の

地下水に及ぼす影響というものが、ある程度データを必要としていると。長期間の

調査が必要であるということから、調査につきましてはデータを採取する期間、あ

と、そういう井戸の状況等の詳細な調査が必要ということですので、若干時間がか

かるというところで認識しております。ですので、今回の七城地区の硝酸性窒素に

ついては、先ほど議員が申されましたように原因の一つとしては家畜排せつ物のと

いうところがありますが、そのほかの原因も当然幾つか考えられる部分があります

ので、今後その調査の中でそれを究明していきたいというふうに考えております。

ただし、その時間は若干いただきたいというふうに考えております。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） この補助金が利用できるかできないかということでございます

ので、早急にその辺については対応していただくようお願いしたいと思います。 

 それでは、また同日付で菊池市浄水器設置補助金交付要綱も改正されており、補

助率が２分の１で限度額２０万円となっております。そこで、ほかの市の事業を見

てみますと、今回議案として上程中の菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部改正

については、これはわかりやすく言いますと、個人所有の合併浄化槽を市に寄附し

た場合に人頭制に変更した使用料を徴収するというものですが、下水道事業分と料

金体系が異なるために格差緩和を図るということで値下げとなっております。個人

負担の一部を市が負担するというものでございますが、また、現在個人設置の浄化

槽が約１，３２０基あり、その７５％を市が寄附採納した場合に、今後、年間で約

３，６００万円の一般財源を投入して負担していくことになります。下水道区域外

の合併浄化槽全部となれば、４，０００万円を超える額を毎年市が負担するという

ことでございます。また、水道事業においては上水道会計に平成１７年度、平成１

８年度、平成１９年度で合計約１億３，０００万円が一般会計から赤字解消のため

繰り入れがされております。簡易水道会計におきましては、平成２６年度で見ます

と、基準外経費として約２，３００万円を繰り入れている状況でございます。 
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 市が維持管理する事業においては、これだけの一般財源、税金を投入していく中

で、七城地域においてはこれまで、生活に一番必要な水を確保するのに、いわゆる

自給自足、自前でやってきており、公費負担はほとんどありません。今後、水道事

業で対応されるとしても事業完了は何年か先のことです。 

 そこで、今回の広範囲な水質汚染問題に対して、いわゆる公害に準じた対策を要

望したい中で、他事業での財源の投入を考えたら、今回の広範囲な硝酸性窒素の水

質汚染の状況につきましては、浄水器設置の全額を市の負担で実施とされてもおか

しくない状況だと私は考えますが、いかがでしょうか。費用も他事業への一般財源

投入額と比較しましても少ないものと思います。今回の浄水器設置補助金交付要綱

の改正の際に、水質汚染地域への配慮が全く考えられておりませんが、なぜかにつ

いてお尋ねいたします。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 簡易水道事業会計に一般会計からの繰り入れを行っている

ということでございますけど、それから、なぜ本人の負担になるのかということで

ございますが、水道事業の経営に関しましては水道料金は能率的な経営のもとにお

ける適正な原価に照らし、公正で妥当なものであることが水道法によって定められ

ております。しかしながら、簡易水道事業の特長といたしまして、菊池市に限らず

一般的に簡易水道事業は過疎地域に存在していることが多いことから、料金収入の

みによって経営することが困難な状況となっております。 

［「議長、私は公費負担を言っておるだけで、そういうことはわかっております」

と呼ぶ者あり］ 

○水道局長（藤本辰広君） これがちょっと原因でもありますので。 

 現在、そういった状況で平成２８年度４月１日を目指して簡易水道を上水道に統

合するように今準備を進めているところでございます。 

 水道事業は、主にお客様の水道使用料と加入負担金で賄われていることから、今

回の改正につきましては、それ相応分の負担をお願いいたしたく、補助率と、それ

から限度額を改正したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 個人負担については私もわかります。ただし、今回議案に上程

されております合併浄化槽のケースと同じじゃないだろうかと考えております。下

水道事業につきましては、我々についても加入者全員ですね。加入負担金も当初
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払っております。そして、使用料については払っていっている状況です。全く同じ

だと思います。 

 その中で、この事業が浄化槽で今回上程されている部分と、この浄水器設置につ

いて区別される理由がわかりませんので、その区別される理由についてご説明をい

ただきたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 暫時休憩します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午後１時３３分 

開議 午後１時３５分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 今、松岡議員のほうから今回上程しております菊池市浄化

槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の制定の趣旨、いわゆる中身と、今回、

水道局で補助金交付要綱を３分の１から２分の１に補助率を上げたと、そこの考え

方のそこに違いがあるんじゃないかというご趣旨でよございますでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○総務部長（馬場一也君） そこにつきましては、まず合併浄化槽につきましては、ほ

かの下水道事業との当然受益者負担の考え方がそもそも違うということから、受益

者負担の均衡を図るんだということからの料金改訂ということでの条例改正。 

 今回、３分の１を２分の１にしたということは、そういった水質の汚染があって、

地元の井戸水を利用されている住民の方への支援という補助金という考え方で、当

然、同じ菊池市民の方が、片や上水、片や簡易水道、片や井戸水ということで、い

ずれにしても負担をもって水を供給させていただいていると。ただ、井戸水に関し

てはこれまでただだったんだけれども、それを汚染を少しでも軽減するために支援

をするということからしまして、受益者の負担はいずれにしても必要だろうと、そ

れが均衡を図ることだということから、２分の１への支援の補助率をアップすると

いうところからの３分の１から２分の１にしたという考えでございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 私の質問の仕方も悪かったと思いますので、ちょっと内容につ

いては納得いきませんし、言っていることとちょっと違うと思いますけれども、こ

のことについては今後また話していくということで。 

 それでは、上限額と補助率の決定にどのようなことを検討されたのかということ
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についてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 浄水器の値段というか、今現在は浄水器の種類はたくさん

ございまして、家庭内で使う分につきましては最低１０万円から最高４０万円ぐら

いの開きがあります。それで、最高４０万円をつけた場合に２分の１の２０万円と

いうようなことで考えてしたわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 私がお尋ねしたのは、上限額と補助率の決定をどのような理由

でされたのか、どういうところを検討されて２分の１にされたのかについてお尋ね

したいわけです。近隣あたりを調査されてからされたのか、それともただ単に自分

たちの考えだけで２分の１にされたのか。２０万円にされるのも、独自でそれを判

断されたのか、その辺についてお尋ねします。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） もちろん近隣市町村のほうは全部調べました。その中で、

うちとしては、限度額としては最高に高いという。八代市さんも２０万円ですけれ

ども、金額は一緒ということでございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 今のご答弁では、近隣市町村についてはもちろん参考として調

べたということでございますので、具体的に参考にした市町村の、いわゆる本市に

おきましては、冒頭何度も言っておりますけれども、畜産業西日本一を誇っており

ます。そういうふうなところを考えまして、参考にされた市町村の畜産業の状況と

か、該当地域への水道事業の普及等についてお調べになったのか。なったとするな

らどういうところを調べてあるのかについてお尋ねいたします。 

○議長（森 清孝君） 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 水道局といたしましては、そこまでは調べてはおりません。

ただ、浄水器設置補助金につきましては、近隣町村もそんなに多くはございません

ので。 

［「いいです」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 近隣市町村についても調査して決定ということであるならば、

そういうところまで詳細に調べた上で比較すべきと思います。ただ単純に補助金の

交付要綱あたりを調べただけで、参考にしました、調べましたというのは、いささ

か簡単な調査ではないだろうかと思います。 

 それでは次に、市長は常々、菊池市の自然環境のすばらしさを口にされます。そ

して、安全・安心の癒しの里について提唱され、また今回、菊池市が環境王国に認

定されておりますが、環境王国の認定基準に、今後、著しく環境が悪化した場合に、

認定称号は取り消されるとあります。そうなれば、風評被害も懸念されるところで

ございますが、水質汚染の現状について市長も十分に把握されていると思います。

今後、水道事業で対応されるかもしれませんが、現状について私は早急なる対策が

必要と考えますが、市長はその必要はないとお考えなのか、お伺いいたします。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 地下水汚染に対する対策ということの考え方というご質問でご

ざいますが、まず、今ご指摘がありましたように、私どもは自然を生かしてまちの

発展につなげていこうと。それを、農業、観光、２大柱でございますけれども、そ

のどちらもやはり環境で成り立っている産業でございます。とりわけ農業、観光、

両方を支えている命のもとというのは、やはり水だと思うんですね。ですから、こ

の水をしっかりと守って、かつ次世代につないでいくというのは大事なことだとい

うふうに思っております。 

 私どもとしては、この観光客向けだけではなくて、まず実際に生活している市民

にとって安全・安心の水でなければいけないと思います。今、こうしたふうな汚染

の数字が上がってきていることで私も大変心を痛めておりまして、まず、何よりも

近隣の方の健康をとにかく守らなきゃいけないと思います。一方で、究極的な解決

の道というのは、やはり安心・安全でかつ品質保証がされている水道を普及させて

いくというのが本当の筋道としての解決策であろうというふうに考えています。し

かし、それには大変時間がかかります。ですから、まず皆様の健康をお守りいただ

きたいということで、この浄水器の設置についての補助率を引き上げたわけです。 

 そもそも私どもは、ご要望があれば本当に安心・安全を守る覚悟でおりますから、

多少の費用がかかろうとも、それは水道のほうに切りかえていかねばならんという

使命感を持っております。しかし、これは皆様の同意がなければできません。これ

までは、この水道によって安全・安心というものを確保するのか、それとも、やは
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り自然の水の恵みをそのまま生かして低コストで、もっと言うなら、ただの水で

やっていくか、そのオプションがあったわけですが、今、一部の地区ではそういう

ことで天然の水を使っていくというオプションで来られたわけですね。しかし、そ

こには当然、地下水が汚れるかもしれませんよというリスクはあるわけですね。今

それが現実のものとして起きているわけでございますから、当然それまでの負担感

というのは同じ菊池市の中でも全然違うわけですね、コストの分担の仕方が。です

から、私どもは今、皆さんの生命を守るというのと同時に、市民の公平感を同時に

見ながら、やはり全市民にとって一番納得のいく方法でやらねばいかんということ

で、時間軸から考えたときに、まずは浄水器を設置することで健康をまず確保しよ

うと。その中で、私どもがやれる範囲としての補助の上限は最大に引き上げていこ

うというふうにやったわけでございます。根本的な対策としてのそもそもの原因の

追求であるとか、こうしたことも当然取り組んでまいりますが、いかんせんこれは

専門家の意見によりますと大変長期間のデータが必要であるということでございま

す。しかしながら、これは次世代のため今から着手していかなきゃいかんと思いま

すので、こうした短期、長期の両方の組み合わせで菊池の安全の水を確保していき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） ありがとうございました。今後も全体的な水質検査の結果を見

て、再度検討されることを強く要望しておきます。 

 続きまして、時間がありませんので、市営流川団地給水設備の硝酸性窒素除去装

置の設置についてお尋ねいたします。 

 先日の合同委員会の中での荒木議員の質疑に対する部長発言が、今後いろんなこ

とを調査して報告するとのことでしたが、部長発言に誤りがなければ、どのような

調査をされたのかをお尋ねしたいと思います。特に、給水管の中で滞留を起こして

いるのが原因ではないかとの発言があっておりますので、調査結果についてお答え

ください。お願いします。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） それでは、ご質問にお答えしたいと思います。 

 当初、荒木議員さんからご指摘があったときと同じ内容になるかと思いますけれ

ども、最初は余りにもデータが少ないために、何とかそのデータを確保して、最善

の対策をとりたいという気持ちのもとから、そういう調査をまずさせてくれという
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発言をしたと思います。結果を見ますと、春先から夏にかけては数値が下がってお

りました。そして、秋から冬場にかけて急にまた上がってきたという状況がありま

して、当初、何かの原因がわかりはしないかということでいろいろ検討したところ

だったんですけれども、結局、具体的な調査を、それ以上の調査をすることができ

ずに、対策も、結果として慌てて対策をとるような結果となってしまったこと、非

常に残念に思っております。 

［「もういいですから、滞留について調査の結果をお知らせください」と呼ぶ者あ

り］ 

○建設部長（櫨川博久君） 滞留の調査はとうとうできませんでした。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） いろんなことを調査するという中で、滞留という言葉に言及さ

れております。調査できなかった理由をお聞かせください。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） 調査ができなかったということなんですが、当初は、何ら

かの掘削したときのケーシングに影響があるのではないかということで、検水をす

るその取得方法だとか、その状況が不安定なまま判断するのは非常に難しいという

ことで、いろいろ作業をやろうとしたんですけれども、その具体的な方法がとうと

う見つけることができずにできなかった状況でございます。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 時間がございませんので、先に進みます。 

 流川地区の老人福祉センターと異なりまして、今回の市営流川団地におきまして

は、入居者が生活している場所でございます。当然、毎日の生活で水を使用します。

その水で調理をし、みそ汁、お茶、コーヒーなどと体内へ入るわけですが、硝酸性

窒素につきましては煮沸すれば濃度が濃くなると聞いております。当然そのような

中での除去器の選定だったと思いますが、選定の方法について、具体的にどのよう

な機種を対象として選定されたのか、その基準についてお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。簡潔に。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） それでは、お答えいたします。 

 緊急でございましたので、主要浄水器装置メーカーへの聞き取りをまず行って、
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市内水道事業者とも取引のある業者に技術提案、協力をいただきながら、硝酸性窒

素の除去が確実に行えることはもとより、維持管理費を抑えることなど、最適な浄

水方法及び設置工法を総合的に考慮し検討を行った結果、老人福祉センターと同じ

オルガノ株式会社、イオン交換方式による硝酸性窒素の除去装置を選定したところ

でございます。機械の機能につきましては、井戸からポンプアップした水をイオン

交換樹脂を通して硝酸性窒素濃度をゼロに近い値にしたものと、そのまま原水を通

すバイパスの２ルートを設けて、混合して給水するもので、混合する割合を調整す

ることでこの給水濃度を管理していくという仕組みになっております。 

 以上、お答えします。 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 本来ならば、機種選定につきまして、どのような機種というよ

うな形の中でお尋ねしたいと思いましたけれども、時間がほとんどございませんの

で先に進みますけれども、いわゆる荒木議員の質問に、除去装置メーカーとの取引

のある業者を選定し、現地調査を行っている５者に見積もりを依頼というふうな形

でお答えされております。臨時会における荒木議員の質疑に対して、メーカーとの

取引ができる５者という形の中でいろんな対策等を相談し、それから工法あたりも

相談した業者の方に５者協力をいただきと、既にもって機種を選定する前からこの

５者の方にいろんな対策をしているというような形のことを述べられております。

そういう中での今回の見積書によるところの契約につきましては、どう考えても当

初から機種を決定していたのではないかという疑問が残りますが、メーカーとの取

引ができる業者は５者以外になかったのか。前回の老人福祉センターでは１４者が

指名において応札とされておりますが、いかがでしょうか。この場合につきまして

は、指名入札ということで工事期間についても明記した上で１４者が応札されてお

ります。お願いします。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） それでは、お答えしたいと思います。 

 今回は非常に緊急を要していましたので、業者の選定、それから契約に至るまで

の無理が非常にありました。十分だとは決して思っておりませんが、スタッフ、職

員が全部、その辺素人が多かったものですから、手がかりとしてその道に詳しい方

の意見をまず聴取したところでございます。その中で、水道施設事業者の１３者の

中から協力いただいた方々５者を選定して、競争性確保はもとより、菊池市会計規

則第７０条の「競争に参加させようとする者をなるべく３人以上指名しなければな
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らない」という規定のもとに５者を選んだところでございます。 

 以上、お答えさせていただきます。 

［「相談した業者と落札業者が一緒じゃないですか」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 松岡讓君。 

［登壇］ 

○７番（松岡 讓君） 今、１４者についてということでございますけれども、当初か

ら相談されている者って５者じゃないですか。そして、入札、落札されたところも

同じじゃないですか。どう考えても最初から機種の選定なんてなかったとしか考え

られんとですよ、ちょっとおかしいと思います。 

 もう時間がございませんので、ほかにもお聞きしたいことはありますけれども、

先に進みます。 

 本年度開催されました議会報告会の全会場で、水の問題について参加された市民

の方から意見が述べられております。七城地区の水の問題、七城地区に上水道の整

備をしてほしい、これは旭志会場で、旭志の住民の方からのご意見でございます。 

 泗水会場では、硝酸性窒素の問題について市として考えてほしいとの意見もあっ

ております。ほかの地域の方々も、本気でこの問題を考えられていると感じること

ができるご意見でございます。この水質汚染問題を考えるときに、畜産業での家畜

排せつ物の処理が問題として取り上げられますが、決してそれだけが原因とは思っ

てはおりません。皆、関係法令の定めの中で行動されていると思います。しかし、

水質汚染が問題となっているのも現実でございます。これ以上に水質汚染の範囲が

広がらないためにも、市や農業機関、農家等が一体となって取り組まなければなら

ない問題ではないでしょうか。 

 今後、市当局が本気で対策に取り組まれますことをお願いいたしまして、質問を

終わります。 

○議長（森 清孝君） ここで１０分間休憩をします。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午後１時５７分 

開議 午後２時０５分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） 皆さんこんにちは。平成２７年度の議会報告会が１０月２１

日、２２日、２３日、２６日の４日間、多くの市民に参加していただき、開催する
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ことができました。報告会の中で市民の方々から貴重な意見をいただきましたが、

特に菊池公園の整備の費用問題の意見の中で、執行部をチェックするのが議会であ

ると強く言われました。私もまさしくそのとおりだと再認識をいたしました。改め

て初心に返り、市民の代弁者として頑張らなければと思っております。 

 今回の質問は、議会報告会での要望等も含め、お尋ねをしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 まず、道路整備、国道３８７号の整備についてですが、これまでに重味地区、篠

倉集落部分の改良も完了しており、整備が進んでおります。これまで重味地区の改

良の終了後は、豊間地区、戸豊水の交差点から北中学校までの区間の整備の要望を

してまいりました。以前、地元県議とともに、県、市も一緒に同行していただいて

危険箇所の確認をしておりますので、市としても整備の必要性は十分認識していた

だいていると思われますが、いずれにしましても国道ですので、市としては県、国

に対しての要望になると思われます。現在の整備の計画状況がわかれば、お示しい

ただきたいと思います。 

 次に、県道原立門線についてお尋ねをいたします。 

 この路線につきましては、地域住民の生活道路はもちろん、菊池高原ゴルフ場、

オートポリス等の観光ルートとして重要な路線でありますので、これまで何度も質

問、要望を続けてまいりました。市としても、県に対して熱心に要望していただき

ましたので、整備が進んでいるようでありますが、現在の進捗状況と今後の計画を

お示しください。 

 次に、聖護寺線についてお尋ねをいたします。 

 聖護寺線は、鳳来区の鳳儀山聖護寺菊池第１３代菊池武重公が大智禅師を招いて

建立した菊池一族の精神のよりどころとなっていたお寺に続く市道であります。現

在は国際禅道場として多国籍の方々が来られております。菊池として、貴重な聖地

の一つであり、観光面からも重要な資源であります。これまでの整備の要望につい

ては、現地調査を行ってまいりたいとの答弁でしたので、現在の進捗状況をお示し

ください。 

 次に、市道管理の各地域の現状と今後の対応についてお尋ねをいたします。 

 この件につきましては、これまでの一般質問で地域による不公平感に対する調整

についても要望を含めお尋ねをしておりました。また、先日も城議員より地域間の

格差の中で、市道の管理について指摘をされております。菊池市の市民に対する公

正、公平の観点からも早急に改善する必要があると思われますが、その点も踏まえ、

答弁をいただきたいと思います。 
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 以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） それでは、お尋ねの国道３８７号、それから県道原立門線、

それから市道聖護寺線の整備、進捗状況について報告させていただきたいと思いま

す。 

 国道３８７号につきましては、市といたしましても状況を把握しておりまして、

単県要望において位置図、現況写真等の資料を添付し、改善要望の申し出を続けて

いるところでございます。現状としては、まだ着手に至っていないようでございま

すが、今後も引き続き要望を続けてまいりたいと考えております。 

 次に、県道原立門線についてですが、県北広域本部土木部に確認しましたところ、

県道原立門線の改良区間、原味橋から伊野橋までの約４００メートルの区間の整備

につきましては、平成２５年度に用地取得が完了し、平成２６年度には起点、伊野

橋側の道路を河川側へ拡幅する工事が完成しております。今年度は昨年度の工事区

間に引き続き道路拡幅工事を施工しているところであり、今後も早期完成を目指し

工事を進めていきますという返事をいただいております。 

 それから、市道聖護寺線についてでございます。 

 ご存じのとおり、地形上、全体の改良は非常に困難であるかというふうに思いま

す。ただ、入り口付近の、先ほどご指摘ありました狭窄部につきましては調査を

行っております。局部的な対応ができないかということを今いろいろ検討している

ところでございます。 

 以上、お答えさせていただきます。 

［「もう１つは」と呼ぶ者あり］ 

○建設部長（櫨川博久君） すみません、もう１つ、管理についてお尋ねでございまし

た。続けて答弁させていただきます。 

 ２点目の市道の管理についてでございますけれども、先ほどおっしゃいましたよ

うに、城議員の一般質問でもご説明いたしましたとおり、市道は市民の皆さんに

とって生活に密着したものであり、貴重な道路であることは承知しているところで

あります。これまで市道沿線沿いの管理につきましては、地域の皆様のご協力によ

り維持管理が行われてきた部分が大きく、大変感謝いたしているところでございま

す。旭志及び泗水におきましては市道沿線の各行政区に委託し、除草作業を行って

いただいておりますが、現在までまだ十分全地域での調整が行われていない状況で

ございます。草刈り等の作業の委託については、城議員のときにもお答えしました

ように、平成２８年度中に各行政区の現状の把握、それから本当に受けていただけ
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るものかどうかも含めて調査をし、十分な協議を重ねて結論を出したいと考えてお

ります。 

 以上、お答えさせていただきます。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。それぞれの路線ですね、もう大変

地元にとっては重要な路線ばかりでございます。特に国道３８７号については、地

元の代議士のほうから、市のほうの熱意がないとなかなか国としても動けないとい

うことも聞いておりますので、しっかり熱意を持ってやっていただきたいと思いま

す。 

 それと、聖護寺線については、局部的な改良でもよろしゅうございますので、早

急に工事に入っていただきたいと思います。 

 それと、先日から城議員も申し上げられております市道管理の各地域の格差につ

いてでございますけれども、金額的には旭志地区が８９万６，０００円、泗水地区

が１８３万１，０００円でございます。２カ所合わせても２７２万７，０００円で

すか。いずれにしても、もう合併から１０年以上たっておりますので、この件につ

いては、私どもも前回の一般質問のときにも申し上げておりましたので、十分準備

はできていると思いますので、今、ちょうど来年の平成２８年度の当初予算の時期

になりますので、予算を組んで、その組んだ後でもいろんな調整はできますので、

そのことはちょっと確認をしたいと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 建設部長、櫨川博久君。 

［登壇］ 

○建設部長（櫨川博久君） 予算を平成２８年度からというご要望だったと思いますけ

れども、先ほど申しましたように、予算を上げるからには、どの地域できちんと受

けていただけるかとか、作業がどういう……。 

［「もう実際、よその地域でもってやっとるじゃないですか。だから、委託を受け

ているのと一緒ですから、委託を受けてしよるじゃないですか」と呼ぶ者あり］ 

○建設部長（櫨川博久君） 平成２８年度中に十分調査をして、方向を決めさせていた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） 今、調査をするとおっしゃいましたけど、もう調査はしなく

てもすぐできるようなことですよ。基本的に、これをこれまでおざなりにしていた
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感覚が私どもにはちょっとわかりません。こういうのを解決しないと、今、いろん

なこともですね、ほかの各地域間の問題というのは解決していかないことがたくさ

んあると思います。このことについては、やはり市長の答弁をいただいておかなけ

ればいけないと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 市道管理の運営方法の見直しということでございますが、これ

は城議員のご質問の際にもお答えしたとおりでございます。高齢化に伴いまして、

大変皆様ご苦労されているところでございますが、私どもとしても大変苦慮してい

るところでございます。ただ、高齢化率ですとか、それから地区ごとの住民の人口

の規模とかで、大分、対応できるできないということにばらつきがあるようでござ

いまして、仮に委託方式にしたとした場合でもですね、地区によっては高齢化のた

めにお受けできないといったふうなばらつきも大分出てきているようでございます

ので、そのあたりを１回整理させていただきたいというのが先ほどの部長の答弁で

ございます。そうしたことを踏まえて、なるべく早い機会に統一的なやり方という

のを整えていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） あのですね、こういう問題はやはり当初予算で組んでいかな

いとなかなかできないこともあります。今までに調査をしていないというのがおか

しいわけでございますので、この問題だけにずっと質問するわけにもいきませんの

で、いずれにしても、補正予算でも組めないことはございませんので、そのことに

ついては強く申し入れをしておきたいと思います。 

 それでは次に、観光振興、旧月見殿ホテルの現状と市の対応についてお尋ねをい

たします。 

 この件につきましては、平成２６年９月定例会において同じ質問をさせていただ

きました。そのときの市の答弁では、民間の物件でもあるので、なかなか対応が難

しい、市が買い取って公園化することも、手続の問題、解体等に関する費用の問題、

市の財源、財政、環境等の問題があるので大変厳しいとのことでありました。 

 私もさまざまな問題があることは十分理解しております。しかしながら、旧月見

殿ホテルの場所は、菊池市の城山公園に隣接する場所であり、また歴史的に見ても

市の聖域的な場所でありますので、今後の菊池市の観光の発展に影響していく場所

であるからです。市の中心からも、また菊池市民広場からも非常に目立っており、
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温泉街のイメージはもちろん、菊池市のイメージダウンになっております。一番に

対応しなければいけない場所であります。 

 他の観光振興策ももちろん大事だと思いますが、旧月見殿ホテルの問題は最優先

に対策を考えなければならないと思います。民間の建物でありますので、難しい点

があることは認識した上で、旧月見殿ホテルの現状と今後の対応についてお尋ねを

いたします。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ご質問にお答えいたします。 

 市といたしましては、申されましたとおり、観光振興を考えますと宿泊施設とし

ての営業再開を期待いたしまして、物件に対する問い合わせなどがございました場

合、現在管理されている法人に連絡すると同時に、企業誘致室と連携いたしました

対応をするというスタンスは変わっていないところでございます。 

 これまで企業誘致室では、平成２５年度と平成２６年度におきまして新規アタッ

ク企業等への物件紹介を１件ずつ行っておりますが、改修費が高額になることや賃

貸での対応ができないなどの理由で、いずれも不調に終わったところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 私の情報では、持ち主が変わったという情報も入っております。いずれにしまし

ても、今後をきちんと見据えて、物件が民間の持ち物ですから、非常に大変だと思

いますけれども、いずれにしましても、あそこが売り物件になったままであります

し、今後、どういう形にオーナーが変わって、建物がどういうふうなものができる

のか、また、どういうふうに管理をしていかれるのかが非常に心配な物件でござい

ます。本来であれば市のほうで買い取って対応していただくのが一番いいんですけ

れども、改めて経営者が変わったという情報もありますので、今後は、そういうと

ころを含めてちゃんとチェックをしていただきたいと思います。 

 それでは、次に進みます。 

 次に、「スーパーめぐるん券」の地域経済への影響や効果についてお尋ねをいた

します。 

 この件につきましては、昨日、泉田議員より詳しく質問されましたので、もう聞

くことは余りありませんが、めぐるんジャーのキャラクターで販売促進に努力した

担当職員の皆様の評価もありますので、あえて質問をさせていただきます。 
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 菊池市のプレミアム商品券の場合は、これまで「めぐるん券」として取り組んで

きた実績と経験に基づいて、当初は公平、公正の観点から、全世帯を対象に今回の

「スーパーめぐるん券」の販売をされましたので、他の自治体のようなトラブルも

なく販売のスタートができ、結果的には販売延長にはなりましたが、ベストな方法

であったと思われます。 

 また、赤券、青券の２種類に分けたことによって、利用者には不便な面もあった

かもしれませんが、取扱店舗は広がっていったと思われます。結果的に、１割のプ

レミアムを含め、菊池市の経済波及効果につながったのではないでしょうか。 

 そこで、改めてお聞きしたいと思いますが、「スーパーめぐるん券」の地域経済

への影響と効果についてお示しをいただきたいと思います。また、アンケート調査

について結果が出ていれば、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 泉田議員への答弁と重複する点がございますが、ご勘弁いただきたいと思います。 

 「スーパーめぐるん券」事業につきましては、販売総額が７億１，４０１万円で

ございます。これに１０％のプレミアム分が加わりまして、市内には７億８，５４

１万円の「スーパーめぐるん券」が流通しているところでございます。 

 今回の経済対策では、国の交付金を活用いたしまして、疲弊している地方、地域

の経済をできる限り大きく回していく地方創生として、商工業に活力を与えると

いったことに主眼を置いた内容となっており、本市の場合、プレミアム率が県下最

低の１０％ではございましたが、人口や世帯数の規模からまいりますと、県下では

断トツの発行規模であり、平成２０年度に実施いたしました商品券事業の約６倍と

なる大規模な商品券事業を実施させていただいたところでございます。 

 地域経済への影響についてでございますが、まず、商品券の取扱店舗に関しまし

て、他の市町村では、過去の商品券事業において商品券の利用が少なかった店舗が

取扱店舗になってくれず、商品券が使える店舗が少ないので、商品券も売れないと

のことで、大変苦労をされていると聞いているところでございます。 

 本市では、日ごろから行っております「めぐるん券」事業におきまして、中小の

個店への優遇策、地場企業への優遇策として導入しております中小の個店限定の赤

券の効果で、中小個店にも必ず商品券が流通する仕組みを構築しておりましたので、

今回、経済対策の実施直前の「めぐるん券」の取扱店舗数１９１店舗から、倍増の

３８２店舗となり、平成２０年度の商品券事業のときと比べましても、廃業等の店

舗がある中で、５０軒程度上積みができております。これは今回の商品券事業の魅
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力向上に一役買っただけではなく、今後の「めぐるん券」事業にも継続して効果が

あるものと考えております。 

 それから、前回の商品券事業におきましては、商品券が中小の個店では余り流通

せず、商品券の６０％以上が大型店や量販店、第三セクターへ流れ、中小の個店で

は４０％未満という結果でございました。また、取扱店舗の約４０％に当たる１２

７店舗で商品券の利用が全くなかった。取扱店舗の９０％を超える３０３店舗で、

商品券の利用が１００万円に達していない、または全くなかったという結果でござ

いました。 

 今回、現時点におきましては大型店等では１５％、中小の個店では８５％が使用

されており、平成２０年度と比較いたしまして、その使用比率が大幅に逆転をして

おります。また、全ての取扱店舗で使用できる青券だけを見ましても、７５％が中

小の個店で使用されており、地域の商工業に大きな活力を与え、政府の進める地方

創生事業の趣旨をフルに生かしているものと考えております。 

 中小の個店限定の赤券につきましては、市民の皆様からの視点で見ますと決して

評判のいいものではないと思っておりますが、それでも県下ではトップクラスの７

億１，４０１万円を完売しておりますので、市民の皆様の多くになるべく菊池市内

で買い物をしましょうといった趣旨をご理解いただけているものと考えております。 

 商工業の皆さんからは「市が中小個店限定の赤券を設けていただいたおかげで、

平成２０年度のときのように誰も商品券を使いに来なかったという寂しい思いをし

なくて済んだ」、また「誰も使ってくれないと商売人として物すごく惨めな思いを

する」、また「少額ではあるものの、お客様が商品券を使ってくれるのでとてもう

れしい」など、さまざまなご意見がございます。「商品券を使ってくれるお客様が

来て、政府の進める地方創生が菊池市にも来ていることを実感している」といった

商工業の気持ちが込められた言葉のほかに、電器屋さんからは「赤券のおかけで日

ごろ来られたことがないお客様が来られた」と言われ、また「来店が遠のいていた

お客様が復活した」、建築関係では「住宅リフォームがふえた」、「新築の計画の

前倒しがあった」、それに、自動車関係では「車の買いかえがふえた」、「新たな

購入があった」といった具体的な効果に関する声が上がってきております。 

 このほか、市といたしましても着目しております商工業者の声といたしまして、

「これまでチラシやダイレクトメールといった販売促進が大事だとはわかっていた

が、したことがなかった。今回の商品券事業で販売促進をやってみたところ、お客

様の反応がとてもよくて、びっくりした。今後もこうした販売促進をやっていかな

くてはならないことに気づかされ、努力しなければもうからないことを痛感され

た」と言われる方が複数いらっしゃったと担当者からの報告を受けているところで
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ございます。 

 市といたしましては、この商品券事業により、たくさんの商工業者の皆様と市の

職員が直接窓口で接する機会を得ましたので、そこで培った情報、人脈、信頼関係

をきらりと光る繁盛店づくり事業を初め、さまざまな事業におきまして活用してま

いりたいと考えております。 

 また、購入者へ配付いたしましたアンケートにつきましては、３次販売の分も含

めまして、現在回収中でございますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思い

ます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。詳しく説明をしていただいてあり

がとうございました。本当に、私も利用者の一人でございましたが、非常によかっ

たと思っております。もう少し買っておけばよかったかなと思うくらいでございま

す。 

 私もいろんな商店を回りましたけれども、先ほど部長が申されましたように、あ

るお菓子屋さんはこの「めぐるん券」に合わせたリフォームをされて、言うなれば、

「めぐるん券」はお釣りが出ませんので、１，０００円の品物をずっと並べて、物

すごく売り上げが上がったというふうにおっしゃっておりました。今、おっしゃっ

たように、自分たちがその販売促進をする大きなきっかけになったんじゃないかな

というふうに私も理解しております。 

 いずれにしましても、担当の方々がそれぞれに、当初は、非常に市民に対する平

等性を考えた観点から、何か売れ残るんじゃなかろうかということで、非常に心配

されたと思いますけれども、やはり先ほども申し上げましたように、最初に市民に

対して平等に権利を与えるという形の中で販売をされたおかけで、ある面ではトラ

ブルもなかったんじゃないかなというふうに理解しております。 

 大変お疲れでございました。「めぐるん券」については、もう大変成功だったと

思って、敬意を表したいと思います。お疲れでございました。 

 それでは次に、地域おこし協力隊の活動の状況と今後の活動の計画についてお尋

ねをいたします。 

 地域おこし協力隊につきましては、私もいろいろなイベント等でもお会いします

し、先日、１１月１７日には地域おこし協力隊の中間報告が開催されました。また、

市の広報ではこれまでに個人の紹介、特に１２月号では、菊池暮らしの特集で紹介

されておりましたので、市民の方々にもある程度の理解はできていると思われます。
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客観的に菊池市を見て、各地域、各分野にアドバイスをいただいているようであり

ます。私も地域の方々から、地域おこし協力隊の活動についてはいろいろとお話を

お聞きしますが、今後の活動計画も含め、改めて財政支援、また勤務条件等を詳し

くお示しをいただきたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 政策企画部長、小川秀臣君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（小川秀臣君） それでは、木下議員からの地域おこし協力隊について

ということで回答させていただきます。 

 隊員の活動状況としましては、空き家調査や物件の情報提供を行う「移住・定

住」、豊富な自然・歴史・文化で地域再生に取り組む「文化」、市民の健康活動を

企画する「健康」、地域に眠る資源や地元特産品の開発を進める「ブランド」、日

本一の桜の里、森の中のまち、日本一のホタル王国に取り組む「癒し」、観光客の

誘致や菊池ファン増加に取り組む「観光」の６つの分野に、７人の地域おこし協力

隊を採用いたしております。隊員１人にかかります経費としましては、月額１６万

６，０００円、年２００万円の報酬と活動費補助として２００万円、合計４００万

円でございまして、国の特別交付税措置の対象となっているところでございます。 

 そのうち、活動費補助の２００万円につきましては、住居や車両の借り上げ費補

助、出張や研修への旅費、参加負担金、その他イベントや会議の開催に伴う必要な

消耗品などの補助を行っており、毎月実績払いとして支給しているところでござい

ます。 

 先ほど議員のほうからもありましたとおり、１１月１７日には市議会議員の皆様、

地域づくり団体、地元高校生もご参加いただきまして、地域おこし協力隊の中間報

告会を開催させていただきました。今まで半年間の取り組みや今後の取り組みにつ

いて報告をさせていただいたところでございます。 

 今後の活動としましては、各自にミッションがございますので、その活動内容を

深めるとともに、地域の皆様だけではうまくいかない地域づくりに対して、よそ者、

若者の斬新な発想で取り組んでいただき、最長３年間の任期終了後も本市に定住し

てもらうことを目指しております。 

 なお、来る１２月２０日には地域おこし協力隊の発案により、龍門地域の方々が

中心となりまして、地域を巻き込んだ今までになかった取り組みとして、龍門小学

校跡地を活用し、和をイメージした「龍門くりすますまつり」を開催いたしますの

で、議員各位を初め、皆さんもぜひご来場いただけたらと思います。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 
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○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 今、部長のほうから協力隊についての報告がございましたけれども、私も実は先

般、雪野区の収穫祭のほうに参りましたところ、地元の方から協力隊のお話が

ちょっとありまして、１人おやめになると、そういう情報がありました。先般の報

告会のときには、もちろん７人の方それぞれに中間報告がございましたし、また、

私も一応議会というのは通告制でございますので、１２月の初旬に打ち合わせをや

りましたけど、そのときには全然わかっていなかったんですけれども、６日の雪野

の収穫祭のときにそういう情報を得ました。そのことが、どういうふうに感じたか

というと、一応承諾書をきちんととって、責任を持って３年間は勤務をしていただ

くという、こういう条件のもとに採用されていると思いますし、また市長が任命権

者としてちゃんと面接をきちんとやられたんだと思いますが、半年で１人はやめて、

熊日には７人の侍に期待と、そういう形で大きく載っておりましたけど、７人が６

人になってしまったと。そういう状況の中では、なかなか大変な状況じゃないかと

思っております。 

 それと、あえて今回この協力隊について質問させていただきましたのは、それぞ

れに、私も地元の方々とお話しする中で、協力隊の方々の個人的な行動とか言動に

ついてのいろんな意見も出ているようでございます。まあ、プライバシーの問題も

ございますので、ここではあえて申し上げませんけれども、やはり承諾書をきちん

ととって、非常勤職員としての制約というのがあると思います。それに基づいての

活動をやっていただくというのが原点でございますので、そういうことも含めて、

１人やめられたことについての情報は議会としても共有の情報として知っておかな

ければいけないと思いますので、まずはその点を答弁いただきたいと思いますが。 

○議長（森 清孝君） 政策企画部長、小川秀臣君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（小川秀臣君） 地域おこし協力隊の人で１人やめるという情報でござ

いますけれども、今、地域おこし協力隊７名いますけれども、各部署に配属になっ

ております。その中の取りまとめとして、企画振興課でありますけれども、こちら

のほうにも、今回理由により退職といいますか、菊池市の協力隊のほうをやめると

いうようなお話があっております。それぞれの隊員にも個人的な理由とか、本市と

しましては、ぜひ３年間、先ほど申しましたとおり務めていただきたいと、その後

定住していただきたいという気持ちは持っておりますけれども、それぞれの考えも

ございますので、そちらに関しましては個人の考えもあるというところで認識して

いるところでございます。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 
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［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。 

 いずれにしても、最初に３年という期間を決めて、それに基づいて承諾書を交わ

しているということが原点であります。そしてまた、これだけ広報に載せて、そし

て市民にも披露しておりますし、またこの記事を読んでみますと、市民に向かって

決意を表明したと、そういう形の中で、それから半年もしないうちにですね、いか

なる理由があったにしても、こういう結果になるということは非常に残念でありま

すし、熊本県でもこの７名というのは最多だったということでございます。そうい

うことも含めて、やはり今後にいろんな面で影響が出るんじゃないかなという形で

ちょっと心配しておるところでございます。 

 それと、先ほど申しましたプライバシー的なものも含めて、今後、やっぱり任命

権者の責任という形も出てくると思いますので、その件については市長のほうから

答弁をいただきたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今、地域おこし協力隊１名がやめることになったということに

ついてのご質問といいましょうか、ご指摘ございましたが、今、部長のほうは多少

遠慮した物言いになったかと思いますが、今回おやめになる方は、ブランド推進の

ところを特に分担していただきまして、もともとが菜食主義者的なお考えをお持ち

で、非常に確固とした健康と食物に対するお考えをお持ちの方で、レストランも従

事されたことがあるということで、大変その道のプロでございまして、たった半年

の間に大変いろいろな形で貢献をいただきました。 

 今回は、実はご家族の健康の問題でどうしてもそちらのほうに専念したいという

ことで、ご本人も大変残念がっておられました。そういう事情がございますことを

ぜひご理解をいただきたいというふうに思いますし、ご本人自体は恐らく阿蘇のほ

うにお住まいになると思いますけれども、機会あればいろんな形でかかわっていき

たいという温かいご意見までいただいたところでございます。 

 それからもう１点、任命権者の責任としては、当然ながら、この人たちが菊池の

力になっていただくと同時に、ご家族もやっぱり幸せな生活をこちらで過ごしてい

ただきたいし、それで３年間のうちに成果とともにご家族ともどもここに残ってい

ただけるように一生懸命に支えていきたいと思います。ですから、新しいところか

ら来た人たちばかりでございますので、言葉も含めて、いろいろとご苦労されるこ

とは多いと思うんですね。ですから、いろんな局面でいろんなことがあると思いま

すので、そこは私どもも、そして議員の皆様も、そして地域の皆様も、ぜひ温かい
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気持ちで一緒になって、チームワークをとって支えてやっていただければというふ

うに願うところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） 答弁ありがとうございました。いろんな理由があるかもしれ

ませんけれども、基本的に、やっぱり誓約して承諾書を交わしておりますので、市

民、私どもとしても一生懸命温かい気持ちで迎え入れていきたいと思いますけれど

も、それにちゃんと対応する約束というのもあると思いますので、そのことについ

ては私どもも認識した上で、おつき合いをしていきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 それでは次に、認定農業者の現状と対応についてお尋ねをいたします。 

 認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営

の目標に向けて、みずからの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画

を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じ

ようとする制度であります。農業が基幹産業である本市にとっては大変重要であり、

認定農業者の方々が誇りを持って頑張っていただくことが、菊池市の農業の発展に

つながるのであります。 

 そこで、お尋ねをいたしますが、菊池市の認定農業者の現状と、どのような対応

をされているのかお示しをいただきたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 経済部長、松野浩一君。 

［登壇］ 

○経済部長（松野浩一君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

 本市の認定農業者の数でございますが、５年前からの数値で申し上げますと、平

成２３年度末で経営体数５８５経営体、認定農業者数が６４０名、平成２４年度末

で５７９経営体、６３４名、平成２５年度末５８１経営体、６４２名、平成２６年

度末５８３経営体の６４９名、そして、平成２７年１１月末におきましては５９４

経営体、６６１名であります。推移といたしましては、微増傾向になっていると考

えているところでございます。 

 本市の認定農業者連絡協議会への補助金も出しているところでございますが、そ

の実績といたしまして、平成２３年度３５万円、平成２４年度から平成２７年度ま

でにつきましては４０万円の補助金を支出しております。本市におけます認定農業

者の方々は、地域農業を支えるリーダーであると認識をしております。昨年より一

般社団法人アグリフューチャージャパンと連携、協定を締結し、経営力養成セミ
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ナーを共催し、若手農業者の担い手の確保と育成をあわせて、今後も引き続き支援

をしてまいりたいと思います。 

 また、本年度の協議会の重点目標といたしまして、女性農業者の組織がないこと

から、女性部創設に向けた積極的な支援を考えております。あわせて農業経営の方

針や役割、就業条件など、家族の皆さんで話し合いながら取り決めを行う家族経営

協定の締結の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。認定農業者については十分認識を

していただいているようでございます。 

 今回、質問させていただいた理由は２点ぐらいあるんですが、１点は、この連絡

協議会に対する補助金がですね、大分前の会長さんだったと思うんですが、非常に

削減をされたという形で申されておりました。よく聞いてみますと、協議会のほう

が使わなかったから削減になっていったということもあるということでございます

けれども、ある面では補助金を上げてでも一生懸命頑張っている方に、いろんな研

修とかそういうのもやっていただくことも必要だと思いますので、この件について

は検討していただきたいと思います。 

 それともう１点、実は先般の８月の台風災害の後に、私も地元、それぞれ農家を

回ったんですけれども、そのときにたまたま認定農業者の認定証という用紙を提示

されました。これが前の認定証でこんなに立派に賞状のような認定証でございます。

ところが、現市長になったら、このピラピラ紙になったと、コピー用紙みたいだと。

もう非常に憤慨されておりまして、ここにはちゃんと張って、神棚の下に張って、

俺たちはこれを誇りに思ってやっておるという形でおっしゃいました。このピラピ

ラになったらもう飾る気持ちにもならんと、そういうことを含めておっしゃいまし

た。 

 いろんなことに経費削減というのは必要かと思いますけれども、やはりこういう

ことについては、きちんと引き継ぐところは引き継いでやらなければいけないとい

う思いがありましたもんですから、あえて市長に答弁は求めませんけれども、こう

いうところは、市長自身がちゃんと判こを押してつくった認定証でございますので、

しっかりそのことについては認識をしていただきたいと思います。 

 それでは、時間もありませんので、次に進みたいと思います。 

 次に、防犯灯・街路灯の現状と今後の対策について、特に過疎化、高齢化による

電気料負担の現状と対策をお尋ねいたします。 
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 地域住民の生活環境、安全なまちづくりを推進するためには、防犯灯、街路灯の

設置の必要性があると思われます。市として、現在の状況をどのように認識し、対

応されているのか、お示しをいただきたいと思います。 

 また、先日の平議員の質問の中で、特に中山間地の防犯灯については現状に対す

る報告もございましたので、そのことも踏まえ、答弁をいただきたいと思います。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 防犯灯の現状につきまして、まずご説明をいたします。 

 まず、設置数についてでございますけれども、防犯灯は市内の至るところに設置

してあり、市の工事で設置したもの、区が独自に設置したもの等があり、現在のと

ころ市としまして、市内全域に行政区のほうで電気料等を負担していただいている

防犯灯の数等を把握できていないという現状にございます。 

 しかしながら、平成３２年に蛍光灯の製造中止という報道もあっておりますので、

今後、このことに対する対策についても検討していく必要があると思いますので、

早い時期に各行政区が維持管理している防犯灯の数及び現状での電気料等を把握し

ていきたいと考えております。先ほど中山間地等の状況もというところでございま

したけれども、最初に答弁いたしましたように、把握していないという状況でござ

います。 

 次に、設置や維持管理についてですが、現在、防犯灯を新設または老朽化したも

のの更新を希望されるところにありましては、新設または希望される区長さんに、

市に設置申請をいただいてもらっています。その申請をもとに必要性等の吟味の上、

予算の範囲内で市が工事を行っているところでございます。設置後の電気料や修繕

等に係る費用につきましては、区のほうで負担をいただいているという状況にござ

います。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） ありがとうございました。今、部長の答弁では、基本的には

現状を把握していないということであります。それでいいのかなということも思い

ますけれども、いずれにしましても、中山間地のほうは街灯の維持に対して非常に

苦労しております。ここで中山間地のある地区の現状を報告したいと思います。 

 戸数は１１軒の集落で、１０本の防犯灯が設置されており、１カ月の電気料が２

８０円、１年間で３，３６０円の維持費がかかります。区費は、毎年高齢化による

住民の人口減のために、値上げはもちろん減収になるばかりであります。また、江

頭市長を会長とする社会を明るくする運動、菊池市推進委員会等の協力金や寄附金



- 266 - 

が年間１万５，９５０円の負担もあり、集落の行事運営にも支障が出てきておりま

す。 

 このような状況の集落は今後増加すると思われますので、市としても対策を考え

ていかなければならないと思います。防犯灯を減らせばよいという問題ではなく、

今後、移住者への環境整備の観点からも必要不可欠であると思います。国も全ての

照明の供給を電力消費量の少ないＬＥＤにすることを目指しております。 

 今後は、国の補助事業もあると思いますが、国への要望はもちろん、市独自の対

策をお願いしていきたいと思います。よろしくお願いしておきます。 

 それでは最後に、行財政改革、特に人件費、時間外勤務手当等の経費節減につい

てお尋ねをいたします。 

 平成２６年度決算特別委員会は、１０月５日から４日間の日程で、慎重に審議が

行われ、特に今回は委員長の提案で、委員会としての提言として意見の集約が行わ

れました。最終日は１時間繰り上げて、江頭市長不在の中で可決、認定すべきもの

と決定いたしましたが、その提言の一つに職員の時間外手当についての意見があり、

平成２５年度に比べ約２，２００万円、平成２４年度に比べると約３，４００万円

の増加になっている。事務効率化の改善に努め、最小限の時間外手当の支出を求め

ると決算特別委員会委員長の報告のとおりであります。 

 このように民間感覚では考えられない状況であり、大変な問題であります。今回

はこのような現状を市民の方々にも知っていただきたく質問をさせていただきます

ので、職員人件費の比較、特に増加している部を詳しくお示しをいただきたいと思

います。 

○議長（森 清孝君） 総務部長、馬場一也君。 

［登壇］ 

○総務部長（馬場一也君） 時間外勤務手当に関するご質問でございましたので、ご答

弁させていただきます。 

 まず、時間外勤務の実施の手順について、まずもって説明しておかないといけな

いと思っております。 

［「簡潔にお願いします」と呼ぶ者あり］ 

○総務部長（馬場一也君） はい。 

［「数字でいい、数字で」と呼ぶ者あり］ 

○総務部長（馬場一也君） 数字だけでございますか。 

［「数字だけでいいです。時間がない」と呼ぶ者あり］ 

○総務部長（馬場一也君） 平成２４年度が約４，８８０万円の支給、これは選挙や災

害等を除いた全体の合計でございます。平成２５年度が５，８１８万円、平成２６
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年度が８，０２１万円の支給でございます。平成２４年度から平成２５年度につき

ましては、９３８万円の増、平成２５年度から平成２６年度につきましては２，２

０３万円の増ということでございます。数字だけ申し上げます。 

 以上でございます。 

［「各課ごとは、部ごとは」と呼ぶ者あり］ 

○総務部長（馬場一也君） 部ごとに申し上げます。平成２５年度と平成２６年度の数

字しかございませんので、政策企画部から順に、平成２５年度、平成２６年度順に

申し上げます。 

 政策企画部の支出、各課でございますか。 

［「市長公室、総務課とか、全部」と呼ぶ者あり］ 

○総務部長（馬場一也君） それは手元に資料ございませんので、後ほどお持ちしたい

と思います。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） 今回、こういった形で質問させていただくのは、議事録に残

すと、そういう目的を含めて一般質問をさせていただきました。 

 じゃ、私のほうから、特に高い市長公室の分について申し上げたいと思います。

平成２４年度、市長公室１０名、幹部の方といいますか、その方が４名いらっしゃ

いますから、６名ですね。その支給額は２４９万３，６２２円。次は、平成２５年

度、市長公室１０名、幹部の方は時間外手当はつきませんので、６名でですね、そ

れで４０９万９，１１８円ですね。次が平成２６年度、市長公室、これは人数がふ

えておりまして１１名、対象者、もらえないというか、幹部の方の時間外手当はつ

きませんので、８名で７１１万３，１８５円でございます。この数字を、いろんな

事業にですね、頑張っていただいておることは十分わかります。しかしながら、こ

の数字はちょっと異常ではないかと、そういう形で私は個人的に認識をしておりま

す。 

 市民の方もいろんな面で今後判断をされると思います。あえて答弁はもう求めま

せんけれども、たまたま、ちょっとそういうことに含めての、今、国とか県に対し

ていろんな国民の方の意見がありますけれども、最後に、市民に税を負担させる前

にみずからを見直すべきであります。市民に負担を強いるなら、無駄、無理を徹底

的に見直して、市民が納得する政策を進めるべきであります。 

 これは私たち議会にとってもそういう気持ちでやらなければいけないと思ってお

りますけれども、本当にこういった形でずっと続けていけば、菊池市の将来は非常

に不安だと思いますので、そういうことも申し上げて、一般質問を終わります。 
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○議長（森 清孝君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） いろいろとご指摘ありがとうございました。今の総括をお聞き

しまして、ちょっと前の部長説明が、これは少し・・・・であったなと思いました

ので……。 

［「不適切」と呼ぶ者あり］ 

○市長（江頭 実君） あえてご説明を……。申しわけございません。訂正させていた

だきます。説明不足であったと思いますので、追加をさせていただきます。 

 特に、数字の上では平成２４年、平成２５年、平成２６年とふえているのは確か

でございますが、実は平成２６年度には、ご記憶のことと思いますが、組織体制を

変えまして、政策調整担当官というのを２名ふやしておりますので、当然構成要素

が変わっておりますので、今、数字だけを並べてしまいますとふえておりますが、

それは数字自体の連続性という意味で見多少違いますので、そこのところはご存じ

かと思いますが、含みおきいただきたいということ。 

 それから、もとより、とにかく時間外というのはなるべく少なく、一番の狙いは、

やはり効率的な行政運営をするというのが一番でございます。そういう中で、私が

就任以来、大変新しい事柄にいろいろとチャレンジしておりまして、部下職員には

大変苦労をかけておるところでございます。ただ多くの者が今、非常にやりがいを

持って取り組んできておりまして、特に地方創生というのは、今この数年が本当に

生き残りをかけた合戦場のようなものだというふうに思います。このしばらくの私

どもの踏ん張り次第で我がふるさとの菊池の将来も決まってくると、一番大事なと

きでございます。また、こういう活動をふやせばふやすほどですね、先ほどの数字

の中には広報係も入っておりますけれども、いろんな広報の取材も含めて、範囲も

広がってくるということの結果も入っております。 

 いずれにしましても、効率的な行政をやって、皆様からお預かりしている税金を

大事に使うということは常々、民間出身の私としても一番やっぱり意識してやって

いるところでございますので、引き続き議員の皆様のご理解、ご協力をお願いした

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１８番（木下雄二君） 答弁ありがとうございました。これは私個人の意見ではなく

て、決算特別委員長報告の中で申し上げたことでございまして、事務効率化の改善

に努めていただきたいと、そういうことでございますので、そのことについてはご
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認識いただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（森 清孝君） 以上で一般質問を終わります。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第２ 休会の議決 

○議長（森 清孝君） 次に、日程第２、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。あす１１日は議案調査のため休会にしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 異議なしと認めます。よって、あす１１日は休会とすることに

決定しました。 

 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 次の会議は１２月１８日の午前１０時から開き、議案等の採決を行います。 

 本日はこれで散会します。 

 全員ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

──────────────── ○ ──────────────── 

散会 午後３時０６分 
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──────────────── ○ ──────────────── 

説明のため出席した者 

市 長     江 頭   実 君      

副 市 長     木 村 利 昭 君      

政 策 企 画 部 長     小 川 秀 臣 君      

総 務 部 長     馬 場 一 也 君      
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総務課長兼選挙                    
德 永 孝 博 君      
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○議長（森 清孝君） 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 おはようございます。 

 着席をお願いします。 

──────────────── ○ ──────────────── 

午前１０時００分 開議 

○議長（森 清孝君） ただいまより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 ここで日程に先立ちまして、１２月１０日の松岡議員の一般質問に対する答弁で

発言の申し出があっておりますので、これを許します。 

 水道局長、藤本辰広君。 

［登壇］ 

○水道局長（藤本辰広君） 皆さんおはようございます。去る１２月１０日の松岡議員

の一般質問に対する答弁の中で、水道事業認可に必要な要件といたしまして、加入

同意が必要であるとの答弁をいたしましたが、水道法には加入同意の規定はござい

ません。おわびを申し上げるとともに、訂正させていただきます。大変申しわけあ

りませんでした。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（森 清孝君） それでは、日程に従いまして、日程第１、去る１２月８日の会

議において各常任委員会に審査を付託しました議案第１０３号から議案第１４４号

まで及び継続審査となっておりました陳情第５号の４３案件について、各常任委員

長から審査結果の報告があっておりますので、これを一括して議題といたします。 

 ただいまから各常任委員会における審査の経過及び結果について、各常任委員長

の報告を求めます。 

 初めに、総務文教常任委員長、工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○総務文教常任委員長（工藤圭一郎君） おはようございます。本定例会で総務文教常

任委員会に付託されました案件は、条例案８件、予算案件１件、議決案件１１件の

計２０案件でございます。 

 ２日間にわたり慎重に審議しましたので、その主なものについて経過と結果につ

いて、ご報告いたします。 

 まず、議案第１０３号、菊池市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定

については、多様な任用、勤務形態を活用できるよう本条例を制定するとの説明が
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あり、質疑を行いました。 

 委員より、任期付職員と任期付短時間勤務職員が、今までの臨時や嘱託職員と何

が違うのかとの質疑に、臨時職員や嘱託職員は短期間の勤務であったが、今回の任

期付職員は３年から５年の範囲内で通常の職員と同じ勤務をさせる。任期付職員に

は手当や退職金も支給される。臨時や嘱託職員と違って、本格的な業務をさせると

の答弁がありました。 

 反対討論として、非正規職員の採用は不安定な雇用であり、ひいては少子化につ

ながり、貧困につながったりすると考えている。非正規職員の確保には反対である

との理由により、反対討論がありました。 

 賛成討論では、今後、大規模災害が予想されているので、いかに素早く復旧する

かということが大事であり、そういう職員も任期付職員で対応するということであ

るとの理由により、賛成討論がありました。 

 採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第１０５号、菊池市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

の制定については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、

教育長が特別職に位置づけられたため、本条例を定める必要があるとの説明があり

ました。 

 反対討論として、新しい教育委員会制度については納得がいかない部分があると

の理由により、反対討論がありました。 

 賛成討論では、この条例は法律の一部改正に伴うものであり、反対はそぐわない

との理由により、賛成討論がありました。 

 採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第１０６号、菊池市スクールサポートチーム設置条例の制定について

は、小・中学校におけるいじめ防止及び解決に資するため、いじめ防止対策推進法

に基づき、スクールサポートチームを設置するとの説明があり、質疑を行いました。 

 委員より、学校がいじめを把握してスクールサポートチームに相談して、そこが

調査をするのかとの質疑に、学校で対応できない重大ないじめと認識した場合は教

育委員会に上がってくるが、それでも対応できない要件については、スクールサ

ポートチームに要請し、相談、調査等を行い、問題解決に向けた道筋をつけたいと

の答弁がありました。 

 また、委員より、条例の中に給食費未納問題が書いてあることに違和感もあるが、

給食費未納問題についてもスクールサポートチームに頼らなければならないことが

あるのかとの質疑に、今のところ給食費未納問題は大きな問題となっていないが、

学校が抱える課題解決の中の一部と考えている。いじめ防止が一番の主たる事業と
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考えるとの答弁がありました。 

 また、委員より、設置条例の制定について、第３条中に「保護者、地域住民等か

らの様々な要求、給食費未納問題及び」についての文言を削除した場合に条例に影

響があるか、また、法令にかかわることに問題がないかとの質疑に、給食費未納問

題については個別の案件と捉えている。その部分については適当かと思われる。し

たがって、保護者、地域住民等からのさまざまな要求については物事が違うという

ふうに捉えているとの答弁がありました。 

 委員より、設置条例の第１条の設置目的の中には小・中学校におけるいじめの防

止及び解決に資するためと明記してあり、第３条中の保護者、地域住民等からのさ

まざまな要求、給食費未納問題については設置目的とは合わず、削除する修正案が

提出されました。参考のため、新旧対照表を配付しています。 

 修正案を審議した結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。 

 修正案を除いた残りの原案は可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第１０７号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、教育長が特

別職に位置づけられたため、関係条例を改正する必要があるとの説明がありました。 

 反対討論として、新しい教育委員会制度の中では首長が直接任命する教育長、首

長が招集する総合教育会議といったやり方を見るときに、政治的中立性や安定性が

確保できるか疑問を持っているとの反対討論がありました。 

 賛成討論では、この条例は法律の一部改正に伴うものであり、反対はそぐわない

との理由により、賛成討論がありました。 

 採決の結果、賛成多数により可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第１１４号、菊池市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、子ども・子育て支援法の施行に伴い、市立幼稚園の保育料を改定し、入園料

を廃止するため条例の一部を改正する必要があるとの説明があり、質疑を行いまし

た。 

 委員より、新年度より保育料が上がることを説明されていますが、保護者の反応

はどうであったかとの質疑に、執行部より、子ども・子育て支援制度について理解

されていたということで、保育料の改定については大きな質問や反対意見はなかっ

たとの答弁がありました。 

 また、委員より、保育料の改定については、泗水幼稚園が民営化になるときまで

伸ばすことはできないかとの質疑に、民営化の到達点は３年後であるが、議論の中

ではいつになるか定かでないので、条例を今回提出したとの答弁がありました。 

 別段討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定
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しました。 

 次に、議案第１１６号、平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第８号）につい

て、付託中、主なものについて申し上げます。 

 地域づくり夢チャレンジ補助金のデジタル掛軸事業の中で、市民の協力という話

もあったが、動いているのは職員で、市民の協力が見えない。新たな事業を変にや

ろうとしないで、市民との距離があると感じているとの意見がありました。 

 執行部より、広域で事業を行うことにより、それぞれの魅力が出てくる。デジタ

ル掛軸事業はことしが２年目ということで、映写することよりも、写ったものを市

の魅力として発信することに主眼を置いているとの答弁がありました。 

 また、委員より、一般市民が広域の連携を図ることは大変で、行政がしっかり連

携をとって話を進めてほしいとの意見がありました。 

 教育費、小学校費、学校管理費の委託料１，７９７万円の減額については、泗水

小学校校舎大規模改修の実施設計委託料の減額であります。応札業者が１者しかな

く不調となり、今年度中に実施設計が完了できないため減額するとの説明がありま

した。 

 委員より、応札可能業者は何者程度あったのかとの質疑に、条件つき競争入札で

行っていて、チェックリストで検索して県内に経験を持っている業者は２０者以上

あったとの答弁がありました。 

 また、委員より、菊池市内には該当する業者はいなかったのかとの質疑に、市内

には該当業者はいなかったとの答弁がありました。 

 別段討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 次に、議案第１３４号、公の施設の指定管理者の指定について（菊池市北古閑集

会所）から議案第１３９号、公の施設の指定管理者の指定について（菊池市泗水永

南集会所）について申し上げます。 

 この議案は、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間について、指定管理

者に指定しようとする団体と指定の期間を指定する議案であります。 

 別段討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 次に、議案第１４０号、公の施設の指定管理者の指定について（菊池市龍門支

館）から議案第１４４号、公の施設の指定管理者の指定について（菊池市戸崎支

館）について申し上げます。 

 この議案は、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間について、指定管理

者に指定しようとする団体と指定の期間を指定する議案であります。 
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 委員より、現在は各行政区に公民館があるので、支館は必要ないのではないかと

の質疑に、執行部より、旧菊池市でも支館がある地区とない地区がある。今後の１

０年間で協議を行っていかなければならないとの答弁がありました。 

 別段討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第１０４号、議案第１０８号、議案第１１５号については、別段討論もなく、

採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上、本委員会に付託されました案件の審査の経過と結果について、ご報告いた

します。 

 議案各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、速やかにご賛同を賜りま

すようお願い申し上げて、総務文教常任委員長の報告といたします。 

○議長（森 清孝君） 次に、福祉厚生常任委員長、岡﨑俊裕君。 

［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（岡﨑俊裕君） おはようございます。本定例会で福祉厚生常任

委員会に付託されました案件は、条例案３件、予算案４件、議決案件１件です。 

 現地調査を踏まえ、２日間にわたり慎重に審議をいたしましたので、委員会にお

ける審査の経過及び結果について、ご報告を申し上げます。 

 まず、議案第１０９号、菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定については、マイナンバー法の施行に伴い、個人番号カードを利用し

てコンビニエンスストアに設置してある多機能端末機から印鑑登録証明書の申請及

び交付を行うため条例の一部改正を行うものとの説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より、コンビニでは端末のパネル操作で申請ができるのかとの質疑に対し、

多機能端末機では、まずは個人番号カードを入れて暗証番号を入力し、本人認証の

上、タッチパネルで操作し、申請する。その後、改ざん防止の用紙に印刷され、交

付されるとの答弁がありました。 

 委員より、マイナンバー詐欺など注意喚起の放送などがあっているが、想定され

る問題についての対策はとの質疑に対し、セキュリティに関しては住民基本台帳の

データは各自治体で管理しており、コンビニでの申請は地方公共団体情報システム

機構を経由して市のデータを取りに来るため、どこか１カ所に全データを持ってい

るわけではない。また、個人番号カードについては本人の自己管理となるので、パ

スワードなどもしっかり管理していただきたいとの答弁がありました。 

 次に、議案第１１０号、菊池市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する

条例の制定については、地方税法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、

条例の一部を改正するものとの説明を受け、特に質疑はありませんでした。 
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 次に、議案第１１１号、菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例

の一部を改正する条例の制定については、指定ごみ袋（極小）を作成することに伴

い、条例の一部を改正するものとの説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より、生ごみを捨てるのに大きい袋だともったいなく、放置しておくとハエ

がたかって困るので、極小をつくってほしいとの市民の声を聞いていた。行政が

ニーズに応えているのはよいことであるとの意見がありました。 

 次に、議案第１１６号、平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第８号）中、付

託分について、その主なものを申し上げます。 

 第２表、債務負担行為補正の生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業）につ

いては、平成２７年度は１，０６０万円の契約であったが、平成２８年度は１，５

４５万円の限度額とするもので、相談内容がひきこもり、健康、債務など複合的に

多くなっており、困難なケースがふえている。相談件数は平成２６年度が９９件

だったのが、本年９月末現在で８５件とふえている。現在、相談員２名であるが、

３名に増員をしたいとの説明があり、質疑を行いました。 

 委員より、生活困窮者自立支援事業について、成果は上がっているのかとの質疑

に対し、９月末現在で自立されたのが１５件、継続支援が４６件、生活保護が１２

件、情報提供等の終結が１２件ということで、なかなか自立までには時間がかかる

との答弁がありました。 

 さらに、委員より、いわば最後のとりでと言ってもいいような事業であり、なる

べく生活保護にならずに自立していただくよう支援に努めてほしいとの意見があり

ました。 

 次に、児童福祉施設費の保育所運営費負担金１億１，３０８万７，０００円は、

園児１３０名の増加、保育士等処遇改善事業と延長保育推進事業の補助金が加算金

になったため、市内１９園への運営費の増額補正であるとの説明があり、質疑を行

いました。 

 委員より、保育士の処遇改善については、保育士がどれぐらい仕事をしているの

か把握が必要と思うが、公立、私立合わせて２１園にタイムカードはあるのかとの

質疑に対し、タイムカードの設置状況は、公立保育園の２園は設置されており、私

立保育園はタイムカードを持っているところが２園、あとの１７園は出勤簿を利用

されている。保育園の事務的な運営関係については、県及び市の指導監査で回って

確認している。保育士処遇等改善事業は保育士不足解消のため賃金改善に補助金を

使うもので、加算が給付に反映しているか、確認を行っているとの答弁がありまし

た。 

 次に、議案第１１７号、平成２７年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算
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（第２号）については、第１表、債務負担行為で結核・精神調査集計業務委託など

４件の平成２８年度の限度額を定めるものとの説明があり、特に質疑はありません

でした。 

 次に、議案第１１８号、平成２７年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第

４号）について、包括的支援事業におけるケアプラン作成委託料３２７万円は、要

支援１と２の方のケアプランを地域包括支援センターで作成しているが、そこで作

成できる件数を超過した分を民間の居宅介護支援事業所に委託するものとの説明を

受け、質疑を行いました。 

 委員より、ケアプラン作成委託は民間の事業所にということだが、どういうとこ

ろに委託するのかという質疑に対し、執行部より、ケアマネジャーがいるところを

居宅介護支援事業所と言うが、市内外の約４０カ所の居宅介護支援事業所に委託す

るものであるとの答弁がありました。 

 次に、議案第１２４号、平成２７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予

算（第２号）については、財政調整基金に係る歳入歳出減額補正は、平成２６年度

における基金２，７５４円について、平成２７年３月に特別会計に繰り入れたため、

平成２６年度末にはゼロ円となっている。しかし、平成２７年度当初予算では基金

２，７５４円を繰り入れるところで基金繰入金等を計上していた。そのため、減額

補正をするものとの説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より、繰入金がないのに誤って計上していたというのは、なぜ今回気づいた

のかとの質疑に対し、執行部より、定期監査のときに監査委員より指摘され、気づ

いたものとの答弁がありました。 

 さらに、委員より、次年度にはこのようなことがないようにとの指摘がありまし

た。 

 次に、議案第１３１号、公の施設の指定管理者の指定について（菊池市菊池老人

福祉センター）は、菊池市老人福祉センターの管理を菊池市社会福祉協議会に指定

するもので、期間は、初めての公募ということで、平成２８年４月から３カ年間と

するものとの説明があり、質疑を行いました。 

 委員より、現在も菊池市社会福祉協議会であり、たしか臨時２名で管理されてい

るが、安全管理は大丈夫かとの質疑に対し、執行部より、常勤では嘱託職員の２名

で、常に連絡のとれる職員が担当として社会福祉協議会に配置されている。安全管

理体制については、安全管理の研修やお互いの連絡体制の強化など指導していくと

の答弁がありました。 

 委員より、社会福祉協議会の監査時に老人福祉センターの利用料値上げの意見を

発言されたと聞いたが、利用料については市の条例で決まっており、高齢者の健康
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増進や教養の向上のための施設であるので、なぜそういう発言をされたのか、社会

福祉協議会の真意を聞きたいとの質疑に対し、執行部より、財政援助団体に対する

監査時に発言されているが、利用料は条例に基づいて徴収しており、福祉の増進を

図る施設であるため、外部からの要求があっても値上げは困難であるとその場で伝

えているとの答弁がありました。 

 発言の真意については、執行部でははかりかねるということでしたので、執行部

より社会福祉協議会に確認され、社会福祉協議会からの文書による回答をいただき

ました。抜粋して申し上げますと、「発言の真意は決して現行の利用料では運営が

できないという意図ではなく、本会役員からの見直しを提言してはどうかという意

見を場もわきまえず、監査の席にて代弁して、そのまま伝えてしまった。このよう

に本会の姿勢を問われることとなりましたことについて、おわび申し上げます」と

の回答を執行部から朗読されました。 

 以上、慎重審議をしました結果、当委員会に付託されました議案第１０９号から

議案第１１１号、議案第１１６号から議案第１１８号及び議案第１２４号並びに議

案第１３１号については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願いを申し上げまして、福祉厚生常任委員長の報告といたします。 

 引き続き所管事務調査の報告をいたします。 

 昨年、当委員会で所管事務調査を行いました徴税業務における一部不適切な事務

処理については、滞納に係る税収納事務改善計画に基づき事務が進められており、

これまでの進捗状況の報告がありましたので、その概要について報告いたします。 

 執行部より、平成２７年１１月３０日現在で延滞金未納調査の対象件数３万１，

１３１件については、１回目の調査を完了し、進捗率は９３．３％となっている。

残りの６．７％は最終チェック中であり、もう一度見直している。今後は徴収すべ

きと判断したものを随時催告していき、台帳整理については３月末までには終えた

い。また、調査対象期間後の未納延滞金は法令に基づいて対応する。さらに、日々

延滞金が発生しているので、日常的な管理ができるようシステムの改修やマニュア

ルの作成に取り組むとの報告があり、質疑を行いました。 

 委員より、このままのペースでいくと、あとどれぐらいかかるのかとの質疑があ

り、執行部より、台帳整理は３月末までだが、収納については、できるだけ早く調

査の上、回収したいとの答弁がありました。 

 執行部におかれましては、これからも引き続き延滞金の調査を進めて、適正な事

務執行に当たっていただくよう申し上げ、所管事務調査報告といたします。 
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○議長（森 清孝君） 次に、経済建設常任委員長、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○経済建設常任委員長（泉田栄一朗君） おはようございます。経済建設常任委員会委

員長の報告をさせていただきます。 

 経済建設常任委員会に付託されました案件は、条例案２件、予算案６件、議決案

件８件と継続審査となっていました陳情第５号の１７案件でございます。 

 現地調査も踏まえ、慎重に審議いたしましたので、委員会における審査の経過及

び結果について、ご報告申し上げます。 

 議案第１１２号、菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の制定

について、現在、人槽制による使用料算定を行っているが、料金体系が異なるため、

受益者間で不均衡が生じている。人頭制に改正して格差是正を図るために必要な条

例改正であるとの説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より、計算してみると、８人槽以降は現状の料金体系のほうが安くなるので

はないかとの質疑に対し、執行部より、市町村設置型については、５人槽、７人槽、

１０人槽だけを設置している。世帯員数が人槽を超えていった場合は料金が上がっ

ていく計算方法となっているが、１０人槽に１０人住む場合は料金が２００円上が

る。今後、問題が生じた場合は検討していくべきと考えるとの答弁がありました。 

 議案第１１３号、菊池市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の

条例の制定について、簡易水道事業等を水道事業へ統合することに伴い、関係条例

の一部改正または廃止する必要があるとの説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より、水道事業への統合により、北桜ヶ水、南桜ヶ水地区においては、また

掘り直して整備をすることになるのかとの質疑に対し、執行部より、現在ある井戸

を利用して、そのまま譲り受けるということになるとの答弁がありました。 

 次に、議案第１１６号、平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第８号）中、付

託分について、その主なものを申し上げます。 

 款５農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費の機構集積協力金１，８３８万

８，０００円について、農地中間管理機構熊本県農業公社に農地を貸し出す農家に

対して、機構集積協力金が交付されるものであるとの説明を受け、質疑を行いまし

た。 

 委員より、耕作放棄する対象者がふえてきているから協力金が増額となっている

のか、また、中山間地が多いのかとの質疑に対し、執行部より、中山間地の面積が

多いということはない。今まで正式に契約していなかった方が正式に契約するよう

になってきたことも一つの要因である。また、集落で農地を借り入れて営農する取

り組みがふえてきており、面積としてはそれが一番大きくなっているとの答弁があ
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りました。 

 款５農林水産業費、項２林業費、目１林業総務費の林道沿線立木管理業務委託料

１８５万５，０００円について、林道菊池人吉線沿いの桜がテングス病にかかった

ため、枝木の切除と薬剤の塗布を行うための委託料であるとの説明を受け、質疑を

行いました。 

 委員より、テングス病にかかった桜の本数はどれぐらいかとの質疑に対し、執行

部より、４９１本がテングス病にかかっているとの答弁がありました。 

 款７土木費、項２道路橋りょう費、目２道路橋りょう新設改良費の委託料８６６

万円の減額について、リバーサイドパーク横のコスモブリッジから鴨川公園板井線

の橋梁仮設現場までの菊池川堤防周辺回遊道路整備事業分の減額である。これは鴨

川河畔公園整備と連携しており、市民によるワークショップが開催されているが、

年度内に集約が見込めない状況のため、本年度の事業を断念して、次年度に改めて

予算を計上するために今回減額するものであるとの説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より、ワークショップを開催しているということだが、どのようになってい

るのかとの質疑に対し、執行部より、単独で先行して事業を進めるのではなく、公

園と一体的に整備していくため、また、そこを訪れた人たちに回遊していただくた

めにも、地元の人たちの意見を十分に聞いた上で必要な整備を進める必要があるた

め、今回は測量設計を待つことにしたものであるとの答弁がありました。 

 款７土木費、項４都市計画費、目４公園費の工事請負費２７０万３，０００円に

ついて、市道隈府中央線沿いの横町ポケットパークから御所通りに抜ける箇所に延

長３０メートルほどの残地があるため、森の中のまち事業として無償借地により植

栽を行うものであるとの説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より、地権者が所有する土地を無償で借りるのか、それとも道路を買収した

後の残地なのかとの質疑に対し、執行部より、隈府中央線沿いに個人所有の残地が

残っており、その部分を市で借地して植栽を行うものであるとの答弁がありました。 

 また、委員より、将来、その土地について相続が発生した場合、更地に戻すよう

に言われる可能性もある。そのときに大きくなった木を伐採して更地に戻すとなる

と、多額の費用が発生する。後々の維持管理まで考えて事業を行うべきとの意見が

ありました。 

 次に、議案第１１９号、平成２７年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算

（第２号）、議案第１２０号、平成２７年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）についてですが、特に質疑はありませんでした。 

 次に、議案第１２１号、平成２７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）について、委員より、工事請負費の２９５万２，０００円は、
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道路整備等に伴って、ますをかえるための費用かとの質疑に対し、執行部より、宅

地造成や家を新築するときに屋内に１カ所ますを設置するが、その件数がふえてき

たため増額するものであるとの答弁がありました。 

 次に、議案第１２２号、平成２７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正

予算（第２号）、議案第１２３号、平成２７年度菊池市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第３号）についてですが、特に質疑はありませんでした。 

 次に、議案第１２５号、財産の無償譲渡について、議案第１２６号、財産の無償

譲渡について、議案第１２７号、財産の無償譲渡について、議案第１２８号、財産

の無償譲渡について、議案第１２９号、財産の無償譲渡についてですが、特に質疑

はありませんでした。 

 議案第１３０号、財産の無償譲渡について、委員より、農業用ビニールハウスの

所在が菊池市木柑子となっているが、七城地区の方がそれを持っているという意味

かとの質疑に対し、執行部より、そのとおりであるとの答弁がありました。 

 次に、議案第１３２号、公の施設の指定管理者の指定について（菊池市ふれあい

交流センター）、議案第１３３号、公の施設の指定管理者の指定について（菊池市

四季の里旭志）ですが、特に質疑はありませんでした。 

 次に、閉会中の継続審査案件でありました陳情第５号、街路灯設置に関する陳情

書につきましては、陳情者２名から趣旨等の聞き取りも行いながら、慎重に審議を

いたしました。 

 陳情者より、街路灯の老朽化が進んでいるため、泗水町街路灯管理組合としても

お金を使いながら補修をしているが、組合員の脱会や維持管理費の高騰などにより

運営が難しい状況となっているため、市のご協力をいただきたいと考えているとの

説明を受けました。 

 委員より、防犯灯を含めて街路灯自体は地域に必要なため、行政で取り組んでい

ただき、その後の維持管理については、今ある組合を母体として、行政区も含めた

中で管理してもらうというのが一番よい方向ではないかとの意見が出されました。 

 以上、慎重審議しました結果、議案第１１６号及び陳情第５号を除く議案第１１

２号から議案第１１３号まで、議案第１１９号から議案第１２３号まで、議案第１

２５号から議案第１３０号まで、議案第１３２号及び議案第１３３号については、

別段討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 また、討論のあった議案第１１６号及び陳情第５号について申し上げます。 

 議案第１１６号、平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第８号）について、公

園費の工事請負費について、植栽の維持管理の取り交わしが地元とできておらず、
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覚書もとられていない。また、地権者との１０年後以降の承諾書等の提示もなかっ

たため、この予算については納得できないとの反対討論がありました。 

 一方、７５歳の地権者とその子どもとの話し合いもついている。現在のところ書

面の形にはなっていないが、森の中のまち事業としての取り組みでもあるので、賛

成するとの賛成討論がありました。 

 採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、陳情第５号、街路灯設置に関する陳情書について、老朽化した街路灯が倒

壊した事案もあり、通学路を含めた泗水地区の安心・安全を保つという意味におい

ては、公が主体となり、さまざまな手段を講じて整備することが基本と考えるとの

賛成討論がありました。 

 また、本来であれば市町村合併後、早急にやるべきであった事案である。また、

陳情者の話を聞いてみても、設置の必要性は十分にあると考えるとの賛成討論があ

りました。 

 採決の結果、全員異議なく原案のとおり採択すべきものと決定しました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げまして、経済建設常任委員長の報告を終わります。 

 引き続き、所管事務調査の報告をいたします。 

 今回、当委員会で所管事務調査を行いました、流川団地に設置する硝酸性窒素除

去装置に関する調査について、報告いたします。 

 執行部より、硝酸性窒素除去装置の製作は最長で３カ月ほどかかることが調査に

よりわかったため、一日も早い工事完了が必要と考え、１１月１６日に専決処分を

行い、予算を確保している。製品の決定については、製品の問い合わせを行った硝

酸性窒素除去装置の大手メーカーと取引のある地元業者、七城老人福祉センターに

入っている製品の工事を実施した業者、住宅水道や住宅改修工事等で利用している

業者等に対して見積もりの依頼を行っており、最終的には４つの製品について比較

検討を行った結果、オルガノ株式会社のイオン交換方式の製品を選定している。工

事の発注方法については、本来であれば指名審査会にかけて指名業者の選定を行う

べきであるが、流川団地の水道は生活に欠かせないものであり、一日も早い工事着

手が必要と考え、既に見積もり依頼を行っていた４者に加え、基準値を超えた場合

の対応について協議を重ねてきている地元のキムラ設備工業を加えた５者を対象と

して、１１月２０日に直接見積もり依頼を実施している。その後、１１月２４日に

見積もりの提出をいただいて開札を行った結果、熊本設備株式会社菊池営業所が最

低価格であったため、１１月２５日に契約を行ったところである。競争性確保の部

分としては、菊池市会計規則第７０条の、競争に参加させようとする者をなるべく
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３人以上指名しなければならないとの規定を準用し、３者以上での実施を検討した

ところであるとの報告があり、質疑を行いました。 

 委員より、老人福祉センターのときには七城の業者が３者あったと聞いているが、

今回はなぜ１者だけになったのかとの質疑があり、執行部より、水道施設整備の業

者は七城地区ではキムラ設備工業１者となっている。ほかに管工事の業者である株

式会社花鳥風月があり、老人福祉センターの見積もりのときには、そこも含めて１

４者中２者が七城地区の業者であった。しかし、今回は水道事業としての依頼で

あったため、七城地区の業者は１者となっているとの答弁がありました。 

 また、委員より、今回はなぜ地元業者２者のうち１者しか見積もり業者に入らな

かったのか、もう少し詳しく説明してほしいとの質疑があり、執行部より、老人福

祉センターのほうは給水規模により水道法の適用を受けないため、水道施設工事で

はなく、管工事の業種で指名選定を行っている。そのため、管工事業者である株式

会社花鳥風月が入り、地元業者は２者となっている。一方、流川団地のほうは給水

規模により水道法の適用を受ける水道施設であるため、水道施設工事での業種で指

名選定を行っている。そのために水道工事業者であるキムラ設備工業１者となって

いるとの答弁がありました。 

 執行部におかれましては、硝酸性窒素に係る問題解決に向けて引き続き努力して

いただくよう申し上げ、所管事務調査報告といたします。 

 以上で終わります。 

○議長（森 清孝君） 以上で各常任委員長の報告を終わります。 

 ただいまの各常任委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） 皆さんおはようございます。経済建設常任委員長にご質問いた

します。 

 議案第１１６号、平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第８号）の歳出の部分

で、款７土木費、項６住宅費、目１住宅管理費、補正額が８１７万円上がっており

ます。そのうちの節１３委託料の１６９万７，０００円内の宅内飲料水給水委託料

で１６８万５，０００円上がっております。これは去る１１月の臨時議会で、議案

第１０１号、専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成２７年度菊池市

一般会計補正予算第７号）の歳出の中に、同じように、款７土木費、項６住宅費、

目１住宅管理費、補正額４４０万９，０００円のうち、節１３委託料の中で流川団

地飲料水配布委託料２１万６，０００円計上されております。これとどう違うのか、

その違いをお聞きしたいと思います。 
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○議長（森 清孝君） 経済建設常任委員長、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○経済建設常任委員長（泉田栄一朗君） 平議員の質疑にお答えします。 

 まず、臨時議会で専決処分がありました報告第２３号の一般会計補正予算の委託

料の件でございますけれども、２１万６，０００円、そちらのほうから説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 これにつきましては、硝酸性窒素除去装置設置工事が約３カ月間かかるというこ

とで、そういう関係で早急に硝酸性窒素の調査をしなくてはいけないということで、

さらに１２月４日に硝酸性窒素の調査をされております。その調査の内容というの

は、基本的に１０ミリグラムが基準ですので、それが上か下かということで、それ

を見たときに、もしこれが１０ミリグラムを超えた場合にはということの想定の上

で専決処分、もし超えた場合にこの２１万６，０００円のお金を使ってペットボト

ルを配布する、各家庭にそれを持っていくということで２１万６，０００円が計上

されているということで、約２０日分のペットボトルを買うという専決処分でござ

います。 

 それで、結果的には１０ミリグラムが出ていないということでございます。 

 さらに、議案第１１６号の一般会計補正予算の委託料で１６８万５，０００円、

このお金がまた計上されておりますけれども、これは３カ月間という期間の２月

いっぱいまでの工事がありますので、それまでにもし１０ミリグラム以上の硝酸性

窒素が出た場合には、それに対応して、やっぱりペットボトルを買うわけでござい

ますけれども、２月いっぱいということでありますと職員の人たちの配布の負担が

非常に大きいということで、ウオーターサーバーという機械をそこに設置して２月

いっぱいの対応をしていくということの内容でございます。 

 それで、一応２１万６，０００円分の中で、最初の報告第２３号の分は出なかっ

たけれども、１，０００本分のペットボトルを買っているということではございま

す。今回、またさらに１６８万５，０００円の分は、その後、調査をした場合に、

また１０ミリグラム以上が出た場合には、その対応をしていかなくちゃいけないと

いうことの金額ということで、執行部のほうから承っております。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） 再質問させていただきます。 

 それでは、前回、専決で上がってきた２１万６，０００円で用意したペットボト

ルのお水は不要だということで間違いないでしょうか。 
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○議長（森 清孝君） 経済建設常任委員長、泉田栄一朗君。 

 ちょっと待ってください。平君、委員長報告に対して質疑をするということで、

議案の質疑はご遠慮願いたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） じゃ、続けてください。 

［登壇］ 

○経済建設常任委員長（泉田栄一朗君） ２回目の質疑にお答えします。 

 それで、この２１万６，０００円のお金ですけれども、ペットボトル１，０００

本分を買っておりますけど、これはまたその以後、もし１０ミリグラム以上の結果

が出た場合には、それに対応して使うということで、今のところまだ無駄にはなっ

ていないということで、使う予定にしております。 

 以上でございます。 

○議長（森 清孝君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○１番（平 直樹君） ありがとうございました。 

 終わります。 

○議長（森 清孝君） ほかにありませんか。 

 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） 私は工藤総務文教常任委員長にお伺いいたします。 

 ３ページになりますが、小学校の大規模改修の実施設計委託料の減額についてで

あります。 

 私と工藤議員は今月、１２月６日の泗水小学校学習発表会の席にお招きいただき

まして、その場に関係区長さん、それから、民生委員さん、保護者の方から共通の

お願いというのがありまして、これがやはり３階部分にトイレが１つしかないとい

うのと、自分が子どものころから学校が変わっていないという老朽化をどうにかし

てくれという共通のお願いというのは、これがほぼ９０％、９５％がそのお願いで

した。中には、隈府小学校は３０年で建てかえなのに、何で泗水小学校はまだやら

ないんだという強い不満を持った方もいらっしゃいました。 

 そのことを踏まえてお聞きいたしますが、今回、１，７９７万円の実施設計委託

料の減額でありますが、応札業者が１者しかなかったということですが、その理由

というのがわかればお示しください。 

 それと、もう１つです。今年度中には完了できないということで減額されるとい

うことでありますが、私はなるべく早く次を計上していただきたいと。保護者とか
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子どもたちの要望に応えるためにも、早く計上していただきたいということを思っ

ておりますが、いつ次は計上されるのか、そういうことが委員会で検討されたのか、

２つについてご答弁をお願いいたします。 

○議長（森 清孝君） 総務文教常任委員長、工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○総務文教常任委員長（工藤圭一郎君） 質疑にお答えします。 

 １点目の応札業者が１者しかなかったことにつきましては、説明も質疑もありま

せんでした。 

 ２点目の泗水小学校校舎大規模改修の実施設計委託料につきましては、来年度の

早いうちに行うというようなお答えをいただいております。 

○議長（森 清孝君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから委員長報告が修正可決であります議案第１０６号、菊池市スクールサ

ポートチーム設置条例の制定についてを除き、討論を行います。 

 議案第１０３号から議案第１０５号まで、議案第１０７号から議案第１４４号ま

で及び陳情第５号について討論はありませんか。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○６番（猿渡美智子さん） おはようございます。議案第１０３号、１０５号、１０７

号に反対する立場から討論いたします。 

 まず、議案第１０３号、菊池市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定

についてです。 

 この条例にあるような必要なときにだけ任期を限って採用するという雇用の仕方

は、雇う側にとっては至って合理的で都合のよいものです。しかし、働く側にすれ

ば甚だ不安定な非正規の雇用であります。 

 ことし厚生労働省が発表した就業形態の多様化に関する総合実態調査によれば、

働く人に占める非正規雇用の割合は、ついに４０％に達しています。非正規雇用の

拡大は未婚率の高さや少子化、そして、格差の要因です。現在も既に菊池市役所に

は多くの臨時職員や嘱託職員が働いておられます。さらに非正規枠を広げることに

つながる懸念のある条例の制定には反対いたします。 

 次に、議案第１０５号、菊池市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

の制定について及び議案第１０７号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
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一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてです。 

 この２つの議案は、ともにことし４月に施行した法律による教育委員会制度の改

正に伴うものです。改正に当たり、文部科学省は教育の政治的中立性、継続性、安

定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、地方公共団体の長と教育

委員会との連携強化等を行うものとしております。しかしながら、新しい教育委員

会制度の中では首長が直接教育長を任命し、首長が総合教育会議を招集し、首長が

教育の基本方針を示す大綱を策定することになっています。これでは時の首長の考

え方次第で教育が変えられることにつながりかねず、文部科学省の言うように、教

育の政治的中立性、継続性、安定性が確保されるか、疑問です。 

 このような教育委員会制度の改正は遺憾であり、議案第１０５号、議案第１０７

号に反対をいたします。 

○議長（森 清孝君） ただいま議案第１０３号、議案第１０５号、議案第１０７号に

対する反対討論がありました。 

 議案第１０３号、議案第１０５号、議案第１０７号について、賛成者の発言を許

します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 議案第１０３号、議案第１０５号、議案第１０７号について、

ほかに討論はありませんか。 

 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 皆さんおはようございます。議席番号２番、日本共産党、

東奈津子です。議案第１０３号、議案第１０５号、議案第１０７号について、反対

の立場で討論を行います。 

 まず、議案第１０３号、菊池市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定

についてです。 

 この条例を制定することで、正規職員や非常勤職員等をこの任期付職員に置きか

えて、公共性が破壊されるおそれがあります。憲法は人権保障の見地から、住民に

適切なサービスを提供する公務労働の中立公正、安定、継続性を求め、これに当た

る職員は全体の奉仕者として位置づけています。そもそも公共業務を担う専門性は

一朝一夕に体得できるものではなく、職員の集団の中で相当長い時間の勤務を通じ

た研さんの積み重ねの上に成り立つものだと私は思います。また、そのことが公務

能率の向上に寄与するものだと考えます。 

 こうした公務労働保障をするためには、職員の身分の安定と賃金その他の労働条

件の向上を図り、正規公務員を中心とする人員体制を確立することが今は不可欠で
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す。しかし、任期付職員の採用は不安定雇用を拡大し、職員の人員体制や公務員の

身分保障などを土台から崩し、公務労働の安定性、継続性などを損ない、まさに公

務員制度そのものを大きくゆがめるものになります。これは結果として、住民サー

ビスの低下につながるものと考えます。 

 以上の問題点を指摘し、議案第１０３号の反対討論とします。 

 次に、議案第１０５号、菊池市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

の制定について、関連して、議案第１０７号、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いてです。 

 本条例の制定は、国による教育委員会の制度改正によるものです。そもそも教育

委員会は国や首長から独立した行政組織である点に最大の特徴があります。政府の

行った制度改正では、その独立性をなくし、国と首長の権限のもとに教育委員会を

置くというものです。教育委員会を代表する教育委員長をなくし、自治体幹部であ

る教育長に教育委員長の役割を与え、文字どおり教育委員会のトップに据えられま

す。これは国や首長が露骨に教育内容に介入する仕組みづくりにほかなりません。

憲法に保障された教育の自由と自主性を侵害するものにほかなりません。 

 以上の問題点を指摘し、議案第１０５号、第１０７号の反対討論とします。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） これで議案第１０３号、議案第１０５号、議案第１０７号に対

する討論を終わります。 

 ほかに討論はありませんか。 

 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 議席番号２番、日本共産党、東奈津子です。議案第１０４

号、議案第１０９号、議案第１１０号、議案第１１４号について、反対の立場で討

論を行います。 

 まず、議案第１０４号、菊池市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について、議案

第１０９号、菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第１１０号、菊池市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例の制定についてです。 

 この３つの条例は、ご承知のように、マイナンバー制度関連の条例制定でありま
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す。情報漏えいなどの根本的な問題を抱え、番号通知が始まっても多くの国民の不

安や反対の声が多く、実務面でも多くの課題を抱えている制度そのものに反対であ

るという点で、本条例の制定には反対であります。 

 次に、議案第１１４号、菊池市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定につい

てです。 

 私の質疑の中でも明らかとなったように、今回の条例の改正で保育料の負担がふ

える世帯が生まれます。昨年９月の私の一般質問で、新システムの施行によって、

現状のサービスが質、量ともに後退することがないように努めるとの答弁がありま

したが、今回の改正では、その答弁に反する結果となります。 

 以上の理由から、議案第１１４号については反対であります。 

 以上で議案第１０４号、議案第１０９号、議案第１１０号、議案第１１４号につ

いての反対討論とします。 

○議長（森 清孝君） ただいま議案第１０４号、議案第１０９号、議案第１１０号、

議案第１１４号に対する反対討論がありました。 

 議案第１０４号、議案第１０９号、議案第１１０号、議案第１１４号について、

賛成者の発言を許します。 

 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○８番（荒木崇之君） それでは、議案第１０４号、議案第１０９号、議案第１１０号

について、賛成討論を申し上げます。 

 マイナンバーについての賛成討論になりますが、マイナンバーにつきましては、

１９６８年、昭和４３年までさかのぼります。そのときに佐藤内閣が国民総背番号

制というのを導入しようとした経緯がありまして、そのときには徴兵制につながる

という理由から世論の反対を招き、廃案となった経緯がございます。その後、平成

２３年、菅内閣のときに民主党案としてマイナンバーが初めて提案されました。そ

れから、安倍政権で民主党案をそのまま提案し、マイナンバーが通った経緯があり

ます。マイナンバー制度は古くから検討され、そして、平成２３年、菅内閣のとき

に提案されて、それから実行に移すために熟慮に熟慮を重ねて、安倍政権が今回導

入を決めたと私は考えます。 

 私の一般質問でも言いましたように、個人の情報を特定されるから、国に把握さ

れるからといって、便利な社会サービス、行政サービスを受けないという選択は私

は必ずしも正しい選択だとは思いません。 

 以上を理由として、議案第１０４号、議案第１０９号、議案第１１０号に賛成討

論といたします。 
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○議長（森 清孝君） 議案第１０４号、議案第１０９号、議案第１１０号、議案第１

１４号について、ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） これで議案第１０４号、議案第１０９号、議案第１１０号、議

案第１１４号に対する討論を終わります。 

 ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） これで討論を終わります。 

 ただいま反対討論がありました議案第１０３号、議案第１０４号、議案第１０５

号、議案第１０７号、議案第１０９号、議案第１１０号、議案第１１４号を除き、

一括採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１０８号、議案第１１１号から議案第１１３号まで、

議案第１１５号から議案第１４４号まで並びに陳情第５号、以上の３５案件につい

ては、各常任委員長の報告は原案のとおり可決、採択であります。 

 各常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） ご異議なしと認めます。よって、以上３５案件については、各

常任委員長の報告のとおり可決、採択することに決定しました。 

 次に、討論がありました議案第１０３号、議案第１０４号、議案第１０５号、議

案第１０７号、議案第１０９号、議案第１１０号、議案第１１４号については、起

立により採決します。 

 お諮りします。議案第１０３号について、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１０３号は原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第１０４号について、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１０４号は原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第１０５号について、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１０５号は原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第１０７号について、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１０７号は原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第１０９号について、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１０９号は原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第１１０号について、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１１０号は原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 次に、お諮りします。議案第１１４号について、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１１４号は原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 次に、総務文教常任委員長報告が修正可決であります議案第１０６号、菊池市ス

クールサポートチーム設置条例の制定について、討論を行います。討論はありませ

んか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 議案第１０６号について、総務文教常任委員長の報告は修正であります。よって、

総務文教委員会の修正部分について、起立により採決します。 

 お諮りします。議案第１０６号について、総務文教常任委員会の修正案に賛成の

方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１０６号の総務文教常任委員会
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の修正案は可決することに決定しました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く残りの原案について、起立により採決し

ます。 

 議案第１０６号の修正部分を除く残りの原案について、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議案第１０６号の修正議決した部分を

除く残りの原案は原案のとおり可決することに決定しました。 

 ここで５分間休憩します。 

──────────────── ○ ──────────────── 

休憩 午前１１時１８分 

開議 午前１１時２４分 

──────────────── ○ ──────────────── 

○議長（森 清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────── ○ ──────────────── 

日程第２ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

○議長（森 清孝君） 次に、日程第２、委員会の閉会中の継続審査並びに調査につい

てを議題とします。 

 総務文教常任委員会 

   １ 一般行財政、企画開発、地域振興、情報処理、防災、教育等に関する諸

問題の調査について 

 福祉厚生常任委員会 

   １ 福祉、環境、市税、健康管理、地籍調査等に関する諸問題の調査につい

て 

 経済建設常任委員会 

   １ 農政、林業、商工振興、観光振興等に関する諸問題の調査について 

   ２ 土木、都市計画、公共下水道、水道等に関する諸問題の調査について 

 議会運営委員会 

   １ 議会運営等に関する諸問題の調査について 

 議会広報特別委員会 

   １ 議会広報に関すること 

 企業誘致促進特別委員会 

   １ 企業誘致に関すること 
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 議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長から所管事務調査事項につい

て、議席に配付の閉会中の継続審査並びに調査申し出一覧表のとおり申し出があっ

ております。 

 お諮りします。議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長からの申し出

のとおり、閉会中の継続審査並びに調査とすることにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員長及び各常任委員

長並びに特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査とするこ

とに決定しました。 

──────────────── ○ ──────────────── 

追加日程第１ 議員提出議案第２号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（森 清孝君） 次に、追加日程第１、議員提出議案第２号を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） それでは、議員提出議案第２号について、提案理由の説明を

いたします。 

 議員提出議案１ページをごらんください。 

 少子・高齢化が進展する中にあって、活力ある地域創生のために、我々議会の果

たす役割もますます大きくなってまいります。そのためにも、議会もこれまで以上

に女性議員を初め、多方面からの参画が必要となってまいります。そのため、議会

の環境を整備する必要があります。関係する菊池市議会会議規則の一部を改正する

ものです。 

 新旧対照表で説明いたします。 

 新旧対照表の１ページをごらんください。 

 第２条と第９１条は議員が本会議と委員会を欠席する場合の規定ですが、これま

で事故のためとしておりましたものを、出産や育児などを初め、より具体的に規定

しています。 

 また、中段の第７０条は、表決の際、起立できない場合は挙手による表決もでき

るように規定するものです。 

 議案に戻っていただきまして、附則で、この条例の施行は公布の日からとしてお

ります。 

 議員各位におかれましては、速やかにご賛同いただきますようお願い申し上げま

して、提案理由の説明といたします。 
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○議長（森 清孝君） 以上で説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 議員提出議案第２号については、会議規則第３７条第２項の規定によって委員会

付託を省略し、引き続き審議をします。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 お諮りします。議員提出議案第２号について、原案のとおり可決することにご異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 異議なしと認めます。よって、議員提出議案第２号は原案のと

おり可決することに決定しました。 

──────────────── ○ ──────────────── 

追加日程第２ 議員提出議案第３号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（森 清孝君） 次に、追加日程第２、議員提出議案第３号を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 城典臣君。 

［登壇］ 

○１１番（城 典臣君） 議員提出議案第３号について、提案理由の説明をいたします。 

 議員提出議案の３ページをごらんください。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正によりまして、地方教育行

政における責任の明確化が図られました。それに伴い、菊池市議会委員会条例の一

部を改正するものです。 

 新旧対照表の２ページをごらんください。 

 委員会条例第２１条で、委員会に執行部から出席を求めるとき、これまでは「教

育委員会の委員長」となっていたものを「教育長」と改めるものです。 

 議案に戻っていただきまして、附則で、この条例の施行は公布の日からとしてお

ります。 

 また、法律で経過措置を設けられておることにより、同様に、本条例でも経過措

置を設けております。 

 議員各位におかれましては、速やかにご賛同いただきますようお願い申し上げ、
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提案理由の説明といたします。 

○議長（森 清孝君） 以上で説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 議員提出議案第３号については、会議規則第３７条第２項の規定によって委員会

付託を省略し、引き続き審議をします。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 議席番号２番、日本共産党、東奈津子です。議員提出議案

第３号について、反対の立場で討論を行います。 

 理由は、先ほどの条例のところの反対討論でも述べましたように、国が行った教

育委員会の制度改革に反対する立場から、この第３号に反対といたします。 

 以上です。 

○議長（森 清孝君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 お諮りします。議員提出議案第３号について、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、議員提出議案第３号は原案のとおり可

決することに決定しました。 

──────────────── ○ ──────────────── 

追加日程第３ 意見書案第４号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（森 清孝君） 次に、追加日程第３、意見書案第４号を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１５番（泉田栄一朗君） 意見書案第４号、複数税率による軽減税率の導入実現を求

める意見書の提出について申し述べます。 
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複数税率による軽減税率の導入実現を求める意見書 

 

 現在、政府においては、消費税の軽減税率について「関係事業者を含む国民の理

解を得た上で、税率１０％時に導入する。平成２９年度からの導入を目指して、対

象品目、区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める」との大綱

のもと、その導入に向け議論が進められている。 

 そもそも、平成２９年４月に予定されている消費税の引き上げは、少子高齢化に

伴い、現役世代が減り、高齢者が増える中で、子ども・子育て支援、医療・介護、

年金の各分野の充実及び社会保障の安定化に必要な財源を確保することを目的とし

て実施され、引き上げによる増収分は全てそれら社会保障にあてることが決まって

いる。 

 消費税には景気の影響をあまり受けずに安定した税収が確保できる利点がある一

方、所得に関係なく税率が適用されるため、低所得者の負担感が重くなる「逆進

性」の問題がある。そこで、消費税率引き上げに対して幅広く国民の理解を得るた

めには、軽減税率の導入が不可欠である。 

 軽減税率とは、食料品や生活に欠かせない品目の消費税率を標準の税率より低く

抑える「複数税率」とされる制度である。 

 欧州の多くの国では、すでに日本の消費税に相当する付加価値税で食料品などに

軽減税率が導入されている。 

 また、最近の世論調査でも、軽減税率の導入に賛成するとの回答が８割近くに

上っており、国民の軽減税率の導入を求める願いが浮き彫りになっている。 

 よって、本議会は下記の事項を実現するよう強く要望する。 

 

記 

 

 １ 複数税率による軽減税率の導入については、２０１７年４月の消費税引き上

げと同時に行うこと 

 ２ 対象品目については、酒類及び外食を除いた飲食料品全般とすること 

 

 以上、地方自治法９９条の規定により意見書を提出する。 

 

    平成２７年１２月１８日 

熊本県菊池市議会議長 森   清 孝  
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内閣総理大臣     安倍 晋三 様 

財 務 大 臣     麻生 太郎 様 

 上記の意見書案を別紙のとおり、菊池市議会会議規則第１４条第１項の規定によ

り提出します。 

 提案理由を申し上げます。 

 消費税は所得に関係なく税率が適用され、低所得者の負担感が重くなる逆進性の

問題があるため、消費税率引き上げに対して幅広く国民の理解を得るためには軽減

税率の導入が不可欠である。 

 よって、複数税率による軽減税率の導入については、２０１７年４月の消費税引

き上げと同時に行い、対象品目については、酒類及び外食を除いた飲食料品全般と

することを強く求めるものである、これが本案を提出する理由であります。 

 提出先及び意見書につきましては、お手元の資料に記載のとおりであります。 

 議員各位におかれましては、意見書の趣旨にご賛同いただきますようお願いを申

し上げ、提案理由といたします。 

○議長（森 清孝君） 以上で説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 意見書案第４号については、会議規則第３７条第３項の規定によって委員会付託

を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

 委員会の付託を省略し、引き続き審議をします。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○２番（東 奈津子さん） 議席番号２番、日本共産党、東奈津子です。意見書案第４

号、複数税率による軽減税率の導入実現を求める意見書について、反対の立場から

討論を行います。 

 軽減税率が導入をされれば、あたかも税負担が軽くなるかのような錯覚を起こし

ますが、消費税が８％から１０％に引き上げられると、５．４兆円の増税になりま

す。仮に軽減税率を導入しても、１兆円ほど減っても４．４兆円の増税で、勤労者
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世帯では年間４万６，０００円の大増税です。さらに、軽減税率の財源確保のため

に４，０００億円の低所得者対策を取りやめるというのでは、何のための軽減税率

かわかりません。 

 社会保障のためと言いながら、この間、年金、医療・介護などの社会保障予算削

減に加え、今後も社会保障の予算は削減が計画されています。財政再建のためと言

いながら法人減税を進めて、大企業に巨額の減税を行い、その財源として外形標準

課税の拡大という形で赤字の中小企業からの増税を充てようとしています。さらに、

安保法制の具体化として、軍事費を初めて５兆円を超える規模に計上しようとして

います。昨年４月の８％への増税でＧＤＰはマイナスとなり、日本経済が深刻な不

況に落ち込んでいるもとで１０％への増税は、さらに追い打ちをかけることになり

ます。 

 低所得者対策というのなら、道理のかけらもない無謀きわまる消費税増税、１

０％はきっぱりと中止をすべきです。富裕層や大企業にその所得に応じた税負担を

求める税制改革や軍事費などの無駄を削るなど、消費税に頼らない別の道で暮らし

も経済も立て直すべきです。 

 以上の理由で、本意見書案には反対とします。 

○議長（森 清孝君） ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 清孝君） これで討論を終わります。 

 これより採決します。 

 お諮りします。意見書案第４号について、原案のとおり可決することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 清孝君） 起立多数です。よって、意見書案第４号は原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 以上をもって本日の議事日程は全部終了し、今定例会に付議されました事件は全

て議了しました。 

 これをもちまして平成２７年第４回菊池市議会定例会を閉会します。 

 全員起立をお願いします。 

（全員起立） 

 お疲れさまでした。 

──────────────── ○ ──────────────── 

閉会 午前１１時３９分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 

      菊池市議会議長  森   清 孝 

 

 

 

      菊池市議会議員  岡 﨑 俊 裕 

 

 

 

      菊池市議会議員  水 上 彰 澄 
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平成２７年第４回定例会付議事件一覧及び審議結果表 

（１２月２日・１２月１８日議決）    

議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第 ８３号 
平成２６年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定につい
て 

原案認定

議案第 ８４号 
平成２６年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出
決算の認定について 

原案認定

議案第 ８５号 
平成２６年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳
出決算の認定について 

原案認定

議案第 ８６号 
平成２６年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
の認定について 

原案認定

議案第 ８７号 
平成２６年度菊池市簡易水道事業等特別会計歳入歳出決
算の認定について 

原案認定

議案第 ８８号 
平成２６年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決
算の認定について 

原案認定

議案第 ８９号 
平成２６年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会
計歳入歳出決算の認定について 

原案認定

議案第 ９０号 
平成２６年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入
歳出決算の認定について 

原案認定

議案第 ９１号 
平成２６年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出
決算の認定について 

原案認定

議案第 ９２号 
平成２６年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳
出決算の認定について 

原案認定

議案第 ９３号 
平成２６年度菊池市水道事業会計利益の処分及び決算の
認定について 

原案可決

・認定 

議案第１０３号 
菊池市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定
について 

原案可決

議案第１０４号 
菊池市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関す
る条例の制定について 

原案可決

議案第１０５号 
菊池市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
の制定について 

原案可決

議案第１０６号 菊池市スクールサポートチーム設置条例の制定について 修正可決
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議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第１０７号 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正
する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制
定について 

原案可決

議案第１０８号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について 

原案可決

議案第１０９号 
菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について 

原案可決

議案第１１０号 
菊池市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する
条例の制定について 

原案可決

議案第１１１号 
菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例
の一部を改正する条例の制定について 

原案可決

議案第１１２号 
菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例
の制定について 

原案可決

議案第１１３号 
菊池市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正す
る等の条例の制定について 

原案可決

議案第１１４号 
菊池市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定につい
て 

原案可決

議案第１１５号 
菊池市教育委員会外部評価委員会条例を廃止する条例の
制定について 

原案可決

議案第１１６号 平成２７年度菊池市一般会計補正予算（第８号） 原案可決

議案第１１７号 
平成２７年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号） 

原案可決

議案第１１８号 
平成２７年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第
４号） 

原案可決

議案第１１９号 
平成２７年度菊池市簡易水道事業等特別会計補正予算
（第２号） 

原案可決

議案第１２０号 
平成２７年度菊池市公共下水道事業特別会計補正予算
（第２号） 

原案可決

議案第１２１号 
平成２７年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会
計補正予算（第２号） 

原案可決

議案第１２２号 
平成２７年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計補正
予算（第２号） 

原案可決

議案第１２３号 
平成２７年度菊池市農業集落排水事業特別会計補正予算
（第３号） 

原案可決
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議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第１２４号 
平成２７年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予
算（第２号） 

原案可決

議案第１２５号 財産の無償譲渡について 原案可決

議案第１２６号 財産の無償譲渡について 原案可決

議案第１２７号 財産の無償譲渡について 原案可決

議案第１２８号 財産の無償譲渡について 原案可決

議案第１２９号 財産の無償譲渡について 原案可決

議案第１３０号 財産の無償譲渡について 原案可決

議案第１３１号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市菊池老人
福祉センター） 

原案可決

議案第１３２号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市ふれあい
交流センター） 

原案可決

議案第１３３号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市四季の里
旭志） 

原案可決

議案第１３４号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市北古閑集
会所） 

原案可決

議案第１３５号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市中西寺集
会所） 

原案可決

議案第１３６号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市大琳寺集
会所） 

原案可決

議案第１３７号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市野間口集
会所） 

原案可決

議案第１３８号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市旭志大迫
集会所） 

原案可決

議案第１３９号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市泗水永南
集会所） 

原案可決

議案第１４０号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市龍門支
館） 

原案可決
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議 案 番 号 件       名 審議結果

議案第１４１号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市花房支
館） 

原案可決

議案第１４２号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市水源支
館） 

原案可決

議案第１４３号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市迫間支
館） 

原案可決

議案第１４４号 
公の施設の指定管理者の指定について（菊池市戸崎支
館） 

原案可決

議案第１４５号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ
いて 

適任 

 議員提出議案 

議員提出議案第２号
菊池市議会会議規則の一部を改正する規則の制定
について 

原案可決

議員提出議案第３号
菊池市議会委員会条例の一部を改正する条例の制
定について 

原案可決

 意 見 書 案 

意見書案第４号 複数税率による軽減税率の導入実現を求める意見書 原案可決

 陳 情 

陳情第 ５号 街路灯設置に関する陳情書 採択 
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